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はじめに 

 

 

 本論文集は、慶應義塾大学法学部政治学科・築山宏樹研究会・第 3期の三田祭論文を所収

したものである。当研究会は、政治過程や公共政策を研究対象として、特に、計量分析を用

いた実証研究を扱う点に特色がある。研究会の三年生には、研究設計・データ収集・データ

解析の方法を一から学んでもらい、各自の問題関心に基づき、独力で研究論文を執筆できる

ようになることを目標に、研究会活動に取り組んでもらった。この度、上梓する本論文集は、

そのような三年生の研究会活動の集大成である。 

本論文集の知見を要約すると以下のようなものになろう。 

 保育所定員の拡充後は、保育所の空間的なアクセシビリティの改善が待機児童対策の鍵

を握る。認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型など、保育供給の拡充に資する類型の効果

が高い。日本企業では労働流動性の低さが教育訓練投資を阻害している。競争的な教育制度

は、生徒の精神衛生に悪影響をもたらす。原子力発電と再生可能エネルギー電源は代替関係

にあり、供給の安定性を重視するならば、前者が選択肢に上がる。違法漁業は地域的な共有

資源問題であり、地域レベルの国際協定による対策が有効である。生産セクターの開発援助

の効果は被援助国の産業構造によって異なりうる。起業活動を促進するためには、起業支援

を行うだけでは不十分で、市民の起業家精神がなくてはならない。 

若年有権者は、安全保障や経済問題などの争点態度に基づいて自民党を支持しているの

であって、不合理なわけではない。復活当選制度は、落選リスクの高い現職者を小選挙区に

生むことで、選挙区利益の代表活動を促進しうる。男性優位の議会で、候補者クオータ制が

導入されるのは不可解だが、その秘密は左派政党の選挙戦略にある。民主主義が、性的少数

者の権利保護に積極的でないのは、寛容性の低さの表れである。難民受け入れは、中央政府

と地方政府の連携が重要で、ゆえに財政融合的な中央地方関係では難民認定が進む。日本の

自治体は、システム導入の不確実性に対応しながら業務のデジタル化を進めているが、研修

の増加が職員の負担になっている可能性もある。鉄道・バス会社がサブスクリプション型の

運賃制度を導入すると、自動車依存率が低下して、歩行や自転車による移動が増える。日本

の多文化共生施策は、エスニックコミュニティの住み分けに依存しているという問題を抱

えているかもしれない。自治体の犬猫の不妊・去勢施策は、犬猫の引き取りを減少させて、

殺処分を防止する。 

 いずれの論文も社会的に重要な問題を扱い、理論的・実証的に新規性があり、かつ、政策

的な意義の大きい知見を導いている。指導の過程では、学生の問題関心の多様性と、独創的

な発想に何度も驚かされた。研究会活動を通じて、最も多くの学びを得ているのは教員自身

に他ならない。本論文集の内容は、広く社会に問われるべきものであり、ぜひ、幅広い読者

の方々に手に取って頂き、彼らの研究活動の一端が社会に還元されることを願うばかりで

ある。 
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 本年度の研究会は、塾の方針に従い、全面対面授業により実施された。コロナ禍において

スタートした当研究会にとって、はじめて経験する「正常化」の年である。研究会の規模が

大きくなるとともに、研究に対する要求水準はますます高くなってしまっている。それだけ

学生の能力に対する信頼を深めている証拠であるが、彼らに過度な負担を強いている自覚

はある。そのような厳しい期待に応えて、最後まで諦めずに論文を書き上げた所属学生一同

には、この場を借りて、厚く御礼申し上げたい。 
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慶應義塾大学法学部准教授 
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第１章 

 

保育所のアクセシビリティが待機児童の発生に与える影響 

―ＧＩＳデータに基づく空間的ミスマッチの指標を用いて― 

 

宮内 聡士 

 

 

要約 

 

2010 年代以降、保育所の増設が進んでいるが、待機児童問題が解決に至ったわけではな

い。近年、保育所の量的拡充だけでなく、その最適立地が待機児童問題に影響すると考える

研究群が現れている。Kawabata (2014) は、居住地と保育所の位置関係を考慮したアクセ

シビリティ指標を算出し、保育所と居住地の近接性と待機児童数の間に負の相関があるこ

とを示しているが、東京都 23 区の単年度のデータで二変数間の関連を確認することに留ま

り、市区町村間の異質性や時系列上の変化は考慮されていない。そこで本稿は、東京都内の

市区町村別パネルデータを構築した上で、保育所のアクセシビリティが待機児童の発生に

与える影響を検証した。その結果、保育所のアクセシビリティが改善した地域では、待機児

童の発生が抑制されることが明らかになった。特に、保育所定員の拡充が進んだ 2017 年以

降で見ても、保育所定員率よりも保育所のアクセシビリティの指標の影響が待機児童率の

減少に頑健に見られた。保育所の利用者は保育所の近接性に制約される側面があるため、保

育所の増設にあたっては、空間的な需給のミスマッチを改善する最適な立地を考慮するこ

とが重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

日本では少子化対策の一環として待機児童問題が重要な政策課題になっている。安倍政

権下では 2013 年から「待機児童解消加速化プラン」が実施され、50 万人規模の保育所定員

の拡大が掲げられた。しかし、2016 年の参院選前には「保育園落ちた日本死ね」と題する

匿名ブログが話題を呼ぶなど1、保育所の定員拡充は依然として大きな課題として認識され

ている。 

確かに、実証上も保育所定員と待機児童の発生には相関があることが知られているが (米

 
1 「保育園落ちた日本死ね」という言葉はテレビでも取り上げられ、2016 年のユーキャン

新語・流行語大賞でトップテンに入っている。https://anond.hatelabo.jp/20160215171759 

(2022 年 11 月 11 日)。 
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山ほか 2014)、近年の研究では、保育所定員の量的拡大だけではなく、保育サービスの需要

者と保育所の間に空間的ミスマッチが存在することが指摘され始めている。河端 (2009) は

基本単位区ごとに文京区の保育所のアクセシビリティを求めて、それを地図上で可視化す

ることで、保育所の需給に空間的なミスマッチが生じているエリアが存在することを指摘

した。このアクセシビリティを東京都 23 区で求めることで、二変数間の関連においてアク

セシビリティと待機児童数の間には負の相関があることも示された (Kawabata 2014)2。ア

クセシビリティは保育所の需要に対する供給のカバー率の高さを表しており、このような

指標に着目すれば、保育所の供給が不十分である地域に重点的に保育所を増設することで、

保育所の最適な配置を実現することができると考えられる。 

しかし、アクセシビリティ指標の有用性についての検証は十分であるとは言い難い。

Kawabata (2014) は単年度のデータのみを用いた分析であり、米山ほか (2014) が言及し

たような待機児童発生状況の地域間の水準差も考慮できていない。そこで本稿は 2013 年か

ら 2021 年の東京都内 52 市区町村の保育所アクセシビリティのパネルデータを構築して、

年毎や市区町村別の異質性を統制した上で、保育所のアクセシビリティが待機児童の発生

に対して与えてきた影響を明らかにする。このような試みは、2016 年参院選後の保育所定

員拡充に注目することができる点でも有意義である。前述の「保育園落ちた日本死ね」とい

うネット上の書き込みが 2016 年の参院選以降の東京都内の保育所拡充を促進させ、保育所

のアクセシビリティを大きく変化させた可能性もある。本稿の分析対象期間からは、2016

年前後のアクセシビリティの変化を捉えることが可能である。 

 分析の結果、市区町村内の小地域 (町丁目・字等別) レベルで見た保育所のアクセシビリ

ティが向上するほど、待機児童率が減少することが分かった。加えて、2017 年以降では保

育所定員率それ自体と比較してもアクセシビリティの影響が頑健に表れていること確認さ

れ、アクセシビリティの改善を意識した最適な保育所の配置が重要であることを示す結果

となった。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．待機児童の発生要因 

 

 待機児童が発生する原因として保育所の過小供給を指摘し、経済学的な観点から保育所

の供給が過小になるメカニズムを分析した研究がある。山重 (2001) は、自治体が定める保

育所の利用料金が国の基準を下回っていることに着目し、受給曲線上において、価格が低水

準に定められた場合に保育サービスの過小供給が起こることを指摘した。同様の観点から、

需給の均衡価格を実現した上で、保育所の供給を増加させる施策も提案されている (鈴木 

 
2 ただし、有意に負の相関が確認されたのは、2 歳以下の低年齢児においてのみである。 
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2012)。周 (2002) は、保育サービスの供給不足が生じる原因を保育士市場の構造から説明

している。保育士の賃金が地域的な独占市場によって決定されることや、公立と私立の保育

所間の賃金格差が存在することが、保育士の供給不足を生んでいるという仮説を立てた上

で、買手独占的な市場構造や公立・私立保育所間の賃金格差があると待機児童が有意に増加

することを示した。 

 また、保育所の定員の整備状況が待機児童の発生に与える影響も分析されている。若林 

(2006) は、東京都の市区町村において、認可保育所の定員充足率と待機児童率の間に正の

相関があることを確認した。米山ほか (2014) は、平成 22 年度の国勢調査のデータを用い

て独自に定員率 (保育所定員数対 5 歳以下人口比) と待機率 (待機児童数対 5 歳以下人口

比) の指標を作成し、2 指標間に有意に負の相関があることを示した。 

 

２－２．保育所のアクセシビリティの影響 

 

 経済学的観点から保育所の供給量が不足している原因が分析され、保育所の利用料金や

保育士賃金の適正化、保育所の定員拡充の有用性が示される一方で、保育供給量を増やす際

に考慮すべき事項として保育所の立地に着目した研究が存在する。初期には Hodgson 

(1981) や瀬川・貞広 (1996) が、通勤を考慮した保育所の立地最適化について検討してい

る。Hodgson (1981) は通勤時に保育所を経由する行動をモデル化し、住所と勤務地を固定

したときに、通勤時間が最小となる保育所の配置を求めている。瀬川・貞広 (1996) も、通

勤行動をモデル化した上で、保育時間の延長や保育施設の新規開設を行う場合の最適な実

施地点を導出するシステムを考案している。 

保育所の立地最適化のモデルの検討に加えて、保育所の増設が必要とされるエリアを分

析する研究も存在する。たとえば、待機児童問題は、保育所自体やその定員数といった供給

量の不足だけでなく、通園・通勤範囲で保育所が利用できないという「空間」のミスマッチ

によって生じていることが指摘されている。宮澤 (1998) は、時間地理学的シミュレーショ

ン手法を用いて、東京都中野区における認可保育所のアクセス性を分析した。その結果、保

育所のアクセス性は中央部と南部で良好だが北部で不良というように、同一区内にミクロ

な地域差が存在することを明らかにした。河端 (2009) は、保育所と居住地の位置関係だけ

でなく保育所の定員数をアクセシビリティ指標の計算に含めることで、保育所の需要量に

対する供給量の対応度をより正確に分析した。東京都文京区を対象に、基本単位区の区画ご

とに保育所のアクセシビリティを求め、それを地図上で可視化することで、アクセシビリテ

ィが低い地域が存在することを示した。加えて、同様の方法で算出された東京都 23 区のア

クセシビリティは、2 歳児以下の低年齢児においてのみ、待機児童数との間に負の相関を持

つことが単回帰分析によって実証された (河端 2017; Kawabata 2014)。 
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３．理論仮説 

 

 保育所の立地最適化に関する研究が行われてきたのは、保育所の空間的なアクセス性が

良好になれば、保育所が利用しやすくなると考えられたからである。保育所の利用にあたっ

ては、保育所を機軸とした空間的移動を伴う「送迎」という活動が必要になるため (宮澤 

1998)、通いやすい位置に保育所があることで、「送迎」の負担を軽減することができる。保

育所の利用者の立場からしても、保育所の立地は利用する上で重要な基準になっているこ

とが示されている。河端 (2010) が行ったアンケート調査3によれば、保育所選定時に自宅

からの近接性を重視する割合は、「とても重視する (78.8%) 」と「やや重視する (17.3%) 」

を併せて 96.1%であった。さらに、望ましい保育所の片道通所時間については、5 分以内、

10 分以内、15 分以内のいずれかを選択したものを併せると 94.0%に及んだ。 

 保育所を利用する上では、保護者が子どもを「送迎」をする必要があり、保育所の利用者

は居住地と保育所の近接性を重視していた。このことから、居住地と保育所が一定の距離以

上離れていると保育所の利用が困難になってしまうと考えられる。河端 (2009) が求めた保

育所のアクセシビリティを用いれば、こうした保育所のアクセス性と保育所の利用可能性

の関係を分析することができる。河端 (2009) はアクセシビリティを算出する過程で、保育

所の需要者の居住地と保育所の距離 (通所限界距離) に制限を設けており、通所限界距離の

範囲外の保育所は利用できないという条件を反映させている。保育所の空間的なアクセス

性が保育所の利用可能性を決定する要因になっているならば、保育所のアクセシビリティ

が高まれば保育所を利用できる人が増え、待機児童数が減少すると考えられる。従って以下

の仮説が導かれる。 

 

仮説１ 保育所の空間的なアクセシビリティが高まると、待機児童率が減少する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

データ 

上記の理論仮説を検証するために、東京都の保育所の住所データと「国勢調査」における

小地域 (町丁・字等別) の境界データを入手し、それらを結合させて保育所と児童の居住地

の位置関係を計算する。保育所のデータは、東京都福祉保健局が「社会福祉施設等一覧」4

 
3 東京都 23 区の、末子が未就学児の女性を対象にしたアンケート調査である。2009 年 11

月 20 日から同月 25 日にかけて、インターネット上で 311 人から回答を得ている。 
4 5 月 1 日時点と 10 月 1 日時点があるが、本稿は 5 月 1 日時点のデータを使用している。
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を公開しており、各年の東京都の全ての保育所 (認可保育所、認証保育所、認定こども園) 

の住所と定員数の情報がリスト化されている。「国勢調査」の小地域 (町丁・字等別) の境界

データは e-Stat5上で公開されており、区画が属する市区町村、区画の境界を表す緯度経度、

区画内の総人口などのデータが含まれている。これらのデータを使えば小地域ごとに保育

所と児童の居住地の位置関係から保育所のアクセシビリティを求めることできる。この小

地域ごとのアクセシビリティを集計して各市区町村のアクセシビリティを求めて、待機児

童の発生率との関連をパネルデータ分析で推定する。なお、データは「社会福祉施設等一覧」

で情報が公開されている 2013 年から 2021 年の各年で作成する。島嶼部の町村6と檜原村7

は除外したため、市区町村の観測数は 52 となっている。 

 

従属変数 

従属変数は、待機児童率である。待機児童率は、待機児童数を待機児童数と保育サービス

利用児童数の和で割ることで求めた。待機児童数及び保育サービス利用児童数のデータは、

東京都のホームページ上で公開されている「都内の保育サービスの状況について」8より市

区町村別に取得した。 

今回使用する待機児童に関する集計については、待機児童の定義が途中変更されている

点に注意が必要である。具体的には、2017 年 3 月までは、保護者が求職活動を休止してい

る場合はその子供は待機児童としてカウントされなかった。しかし同年 4 月からは、保育

所等に入所できた場合に求職活動を再開または復職するという保護者の意思が確認できれ

ば、その子供は待機児童にカウントされるようになった9。この定義の変更によって 2017 年

度以降は一時的に待機児童数が多くなると考えられる。実際に 2017 年度調査では、東京都

内の前年比の待機児童数は旧定義では 773 人減少、新定義では 120 人増加となっている10。 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushi_shisetsu/shs_list/index.html 

(2022 年 11 月 1 日)。 
5 https://www.e-stat.go.jp/gis (2022 年 11 月 1 日)。 
6 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村。

島嶼部の町村は地理的条件が大きく異なるため、本稿の分析からは除外した。 
7 檜原村を除いたアクセシビリティの最大値が 3.6578 である一方で、檜原村の保育所のア

クセシビリティは 2013 年から 2021 年の間で一貫して 10.8178 であり、外れ値となってい

た。檜原村の待機児童率は全期間で 0 であり、檜原村を含めることで、アクセシビリティが

待機児童を解消する効果が過剰に評価される恐れがあるため、除外することとした。 
8「市区町村別の状況」から各市区町村の就学前児童人口、保育サービス利用児童数、保育

サービス利用率、待機児童数のデータが入手できる。https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/

hodohappyo/press/2021/07/28/02.html (2022 年 11 月 1 日)。 
9 定義以外にも、保護者に対して他の利用可能な保育所等の情報提供を行う方法が定められ

るなどの変更があった。「保育園『待機児童』の定義見直し (2017 年/平成 29 年)」『子育て

JAPAN』2017 年 7 月 8 日。https://kosodatejapan.com/taikijido/definition-2017/ (2022

年 11 月 1 日)。 
10 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/07/25/07.html (2022 年 11

月 1 日)。 
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独立変数 

理論的に関心のある独立変数として、保育所のアクセシビリティを用いる。アクセシビリ

ティの算出に当たっては、データの項で説明した保育所のパネルデータと境界データのほ

か、5 歳以下人口割合と入所希望率のデータを使用する。アクセシビリティを求める式は河

端 (2017) に依拠し、以下のとおりである。  

 

 𝐴𝑖 =  ∑

𝑆𝑗

∑ 𝑟𝑃𝑘

𝑘:𝑑𝑘𝑗<𝑑0
𝑗:𝑑𝑖𝑗<𝑑0

 (1) 

(Ai：居住地 i の保育所アクセシビリティ、Sj：保育所 j の供給、dij：居住地 i と保育所 j

の直線距離、dkj：居住地 k と保育所 j の直線距離、d0：通所限界距離、r：保育所入所希

望率、Pk：居住地 k の人口)11 

 

 (1) 式は「空間的競争（spatial competition）を考慮した需給バランス（供給 / 需要）を

表すアクセシビリティの式」 (河端 2017, p.2) である。(1) 式では、保育所 j を中心とした

ものと、居住地 (区画 i) を中心としたものの二段階の計算が行われている。まず、保育所 j

から半径 750m 以内に重心がある区画 k の保育所の需要量を合計し、保育所 j の定員をそ

の値で割る (Ⅰ)。次に、居住地 (区画 i の重心) から 750m 以内にある保育所 j の (Ⅰ) の

値を合計する (Ⅱ)。(Ⅱ) の値が区画 i における保育所のアクセシビリティであり、パネル

データ分析をする際には (Ⅱ) を市区町村ごとに平均する。 

 区画 k における保育所の需要量は、区画内の総人口に 5 歳以下人口割合と入所希望率を

掛けることで求めている。5 歳以下人口割合と入所希望率は、区画 k が属する市区町村にお

ける値を使用している。保育所 j と区画 i 及び区画 k の距離は、緯度経度から算出した直線

距離である。保育所の緯度経度は、保育所の住所を CSV Geocoding Service12を用いて変換

することで求めた。各区画の重心と重心の緯度経度は、QGIS を用いて特定した。通所限界

距離は 750m に設定している。瀬川・貞広 (1996) は子供を連れて徒歩で移動する速度を時

速 3km としており、その計算に基づけば、750m は徒歩 15 分圏内であることを意味する。 

本稿におけるアクセシビリティの算出方法は、使用するデータや計算方法が Kawabata 

(2014) のものと一部異なる点に留意されたい。Kawabata (2014) は境界データとして基本

単位区データを用い、保育所と居住地の距離を道路上距離で求め、アクセシビリティを 0~5

歳の各年齢に分けて求めている。一方本稿は、境界データとして小地域 (町丁・字等別) の

 
11 河端 (2017) より引用。ただし、河端 (2017) は居住地と保育所の距離を道路上距離で求

めているが、本稿は直線距離で求めている。 
12 東京大学空間情報科学研究センターが提供するサービス。https://geocode.csis.u-tokyo.a

c.jp/geocode-cgi/geocode.cgi?action=start (2022 年 11 月 1 日)。 
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データを用い、保育所と居住地の距離を直線距離で求め、アクセシビリティは 0~5 歳をま

とめて求めている。また本稿では、大田区の保育所アクセシビリティを適切に算出するため

に、羽田空港エリアに該当する 3 つの区画を除外している。当該区画は人口が小さく保育

所需要が極小である一方で、定員数が 120 名 (2015 年時点) の「羽田空港アンジュ保育園」

と近接しており、定員数を保育所の需要量で割るとアクセシビリティが膨大になる。そのた

め、異常値によって大田区全体のアクセシビリティが実態と大きく乖離することを避ける

ために、これを除外した。 

 

統制変数 

統制変数としては、①保育所定員率、②三世代世帯割合、③2 歳以下人口割合、④就学前

児童人口割合、⑤幼保利用比、⑥入所希望率、⑦人口密度を使用した。保育所定員率は、保

育所定員の合計を入所希望者の合計で割ることで求めており、この値が大きいほど保育所

の需要に対する供給が充足されていることを示す。2 歳以下人口割合は、2 歳以下人口を 5

歳以下人口で割ることで求めた独自の指標である13。就学前児童人口割合は、就学前児童人

口を総人口で割ることで求めた。幼保利用比は、幼稚園の利用者数を保育所の利用者数で割

った値であり、その値が大きいほど保育所と比較して幼稚園を利用する割合が大きいこと

を示す14。入所希望率は、毎年東京都が公表する『都内の保育サービスの状況について』よ

り入手した。人口密度は分析の際には自然対数化して用いている。三世代世帯割合と人口密

度は 2010、2015、2020 年の 3 ヶ年、2 歳以下人口割合は 2010、2015 年の 2 ヶ年、幼保利

用者は 2013 年から 2017 年の 5 ヶ年分のデータのみ入手可能であった。欠落している年度

については、それぞれの最新年のデータを代入している。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、保育所のアクセシビリティが待機児童の発生に与える影響を分析

する。待機児童の発生状況には自治体間に差異があり (米山ほか 2014)、自治体によって待

機児童問題に対する取り組み方が異なると考えられる (本田・柏原 2019)。また 2016 年以

降の保育所の量的拡充や、2017 年の待機児童の定義の変更によって、年度間の待機児童数

の変化に差が生じている可能性がある。そこで市区町村・年度の異質性を統制した形で線形

固定効果モデルの推定を行う。保育所の利用が保育所と居住地の近接性に制限を受けるな

らば、両者には関連が見られるであろう。 

 
13 厚生労働省の「保育所等関連状況取りまとめ (令和 3 年 4 月 1 日)」によれば、全国の待

機児童の 87.6%は 2 歳以下の低年齢児である。Kawabata (2014) も、2 歳以下で特に保育

所のアクセシビリティが低い傾向があることを示している。2 歳以下人口割合が高いと、待

機児童率は増加すると考えられる。 
14 保育所利用者割合と幼稚園在園者割合には強い負の相関があることが確認されている。

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000031429.pdf (2022 年 11 月 13 日)。 



8 

 

 

表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

 

５．分析結果 

 

上記の市区町村別パネルデータから、保育所のアクセシビリティが待機児童の発生に与

える影響を検証した。表 3 は 2013～2016 年、2017～2021 年、2013～2021 年の期間で分

割したデータに基づく分析結果である。データが欠落している年度には最新年のデータを

代入した関係上、2017 年以降に市区町村内で値が変化しない 2 歳以下人口割合と幼保利用

比は、2017～2021 年の期間の分析では除外されている。 

Model 1 と Model 4 に注目すると、2013～2016 年の期間では、アクセシビリティが待機

変数名 変数説明 出典

待機児童率 待機児童数÷(待機児童数＋保育サービス利

用児童数)。

「都内の保育サービスの状況に
ついて」

三世代世帯割合 三世代世帯数÷一般世帯数。 「国勢調査」

2歳以下人口割合 (0～3歳人口－3歳人口)÷0～5歳人口。 「統計でみる都道府県・市区町
村のすがた (社会・人口統計体

系) 」

就学前児童人口割合 就学前児童人口÷総人口。 「都内の保育サービスの状況に
ついて」、「国勢調査」

幼保利用比 幼稚園在園者数÷保育所等在所児数。 「統計でみる都道府県・市区町
村のすがた (社会・人口統計体

系) 」

人口密度 1平方キロメートル当たりの人口。 「国勢調査」

入所希望率 (待機児童数＋保育サービス利用児童数)÷就

学前児童人口。

「都内の保育サービスの状況に
ついて」

保育所定員率 市区町村別の、保育所定員数の合計÷(就学

前児童人口×入所希望率)。

「社会福祉施設等一覧」、「都
内の保育サービスの状況につい
て」

アクセシビリティ 独立変数の説明を参照。

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

待機児童率 468 0.0229 0.0222 0 0.1254

三世代世帯割合 468 0.0224 0.0141 0.0058 0.0901

2歳以下人口割合 468 0.5068 0.0275 0.3622 0.5670

就学前児童人口割合 468 0.0468 0.0067 0.0189 0.0670

幼保利用比 468 0.7571 0.3530 0 2.8724

人口密度 468 10972.2137 5851.9737 21.1000 23182.1000

入所希望率 468 0.4717 0.0912 0.3105 0.9818

保育所定員率 468 1.0476 0.1476 0.6972 1.9444

アクセシビリティ 468 1.4736 0.4804 0.5480 3.6578



9 

 

児童率に与える影響は 10%水準でも有意でない。これは仮説 1 に反する結果である。一方

で、2017～2021 年及び 2013～2021 年の期間では、アクセシビリティが待機児童率に与え

る影響は 10%水準で有意に負になっている。これは仮説 1 と整合的な結果である。つまり、

2017 年以降に限定されるが、アクセシビリティが上昇すると待機児童が減少させるという

関連があることが明らかになった。また、統制変数では、三世代世帯割合も待機児童率を有

意に低下させていた。三世代同居世帯では、祖父母が保育を代替できることの効果であろう。 

興味深い点として、2016 年前後で、待機児童の抑制に対して、保育所定員率の影響が弱

まり、アクセシビリティの影響が強まる傾向が見られる。Model 4～6 を比較すると、2013

～2016 年では保育所定員率が有意に負の影響を与えているが、アクセシビリティの影響は

有意でない。一方 2017～2021 年の期間を含めた分析では保育所定員率の影響は有意でな

くなり、アクセシビリティが有意に負の影響を及ぼすようになっている。これは、2013～

2016 年の期間では保育所の絶対量が不足していたために保育所定員の増加が有効だったが、

2017 年以降は一定程度保育所が整備されたために定員の増加が待機児童の解消に与える影

響は小さくなり、地理的な要因で保育所にアクセスできない需要者への保育所の供給が重

要になってきたのではないかと考えられる。 

 

表３ 待機児童率に対するアクセシビリティの影響 

 

 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

2013-2016 2017-2021 2013-2021 2013-2016 2017-2021 2013-2021

アクセシビリティ -0.0117 -0.0314 * -0.0208 ** 0.0077 -0.0161 † -0.0117 *

(0.0075) (0.0118) (0.0061) (0.0102) (0.0092) (0.0045)

保育所定員率       -0.0505 * -0.0332 -0.0191

(0.021) (0.0247) (0.0125)

三世代世帯割合       0.6559 -0.8837 * -0.7543 *

(0.5787) (0.3693) (0.3515)

2歳以下人口割合       0.0361   0.0508

(0.1211) (0.1220)

就学前児童人口割合       0.6399 -0.6762 -0.6556

(1.5760) (1.3953) (0.5902)

幼保利用比       0.0029   -0.0006

(0.0082) (0.0077)

入所希望率       0.0538 -0.0229 -0.0067

(0.0876) (0.0634) (0.0475)

log (人口密度)       0.0320 -0.0139 0.0344

(0.0821) (0.0435) (0.0315)

時間効果 YES YES YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES YES YES

調整済みR
2 0.6932 0.6561 0.6576 0.7136 0.6705 0.6646

N 208 260 468 208 260 468

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( ) 内は市区町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

待機児童率

従属変数
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６．結論 

 

本稿では、保育所と居住地の近接性を表す指標として保育所のアクセシビリティに着目

し、東京都内の市区町村別のパネルデータ分析から、アクセシビリティが待機児童率に与え

る影響を検証した。その結果、島嶼部と檜原村を除く東京都全体で、保育所のアクセシビリ

ティが低い市区町村ほど、待機児童が発生しやすい傾向があることが明らかになった。また、

2017 年以前とそれ以降を比較して、近年では待機児童対策として、保育所の増設によって

定員を確保するだけでなく、アクセシビリティの改善を考慮する必要があることが示唆さ

れた。以上のことから、今後の待機児童の解消においては、単に保育所を拡充するというだ

けでなく、アクセシビリティを可視化して保育所の需給に空間的なミスマッチがあるエリ

アを分析し、そのミスマッチを効果的に改善できる場所に保育所を増設することが重要で

あるといえる15。 

 地理的な条件によっては保育所の増設が難しいエリアもある16。そのような地域では、「送

迎保育ステーション」を活用することが一案である。「送迎保育ステーション」は駅等のア

クセスが良い場所に設けられ、預けられた園児をバスで提携先の保育所に送迎する施設で

ある。保護者は通勤退勤の導線の中で子供の送迎ができるため、地理的な近接性にとらわれ

ずに保育所を利用することができる。 

 本稿では、アクセシビリティの算出に当たって小地域 (町丁・字等別) の境界データを使

用したが、当境界データの各区画の大きさは不均一である点には注意する必要がある。東京

都西部の 1 区画は東部と比較して大きく、通所限界距離を一律に設定すると西部の区画の

アクセシビリティは過小に評価されやすい。通所限界距離も徒歩 15 分以内での送迎を想定

して 750m に設定しているが、送迎手段は地域によって異なると考えられるため、アクセ

シビリティが実態よりも厳しく評価されているエリアも存在し得る。そのためより詳細に

保育所と居住地の空間的なミスマッチを捉えるためには、基本単位区の境界データを用い

た上で、柔軟に通所限界距離を設定することが望ましい。 

また、認可保育所、認証保育所、認定こども園以外の保育サービスの影響を考慮できてい

ない点で本稿は待機児童の発生要因を網羅できていない。2021 年時点の東京都では、14,363

人の児童が認可外保育施設17を利用しており、全体の 5%弱ではあるが保育所の需要をカバ

 
15 アクセシビリティの可視化の方法については、GIS を用いて可視化を行った河端 (2009) 

の研究を参考にすることができる。 
16 開所要件以外にも、騒音を気にする周辺住民からの反対運動が保育所の増設を難しくす

るケースもある。「『園児の声うるさい』…保育園は“迷惑施設”か」読売新聞オンライン、

2017 年 10 月 4 日。https://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/20171003-OYT8T50002/ (2022 年

11 月 1 日)。 
17 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保

育事業、企業主導型保育事業、区市町村単独保育施策を指す。認可外保育所東京都福祉保健

局.「認可外保育施設の立入調査について」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/k

iban/shidoukensa/hoikushisetsukensa/3nendohoikusyokousyuukai.files/ninkagai2_shir
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ーしている。これらの保育施策を含めた包括的な分析を行うことで、有効な待機児童対策を

検討していく必要がある。 

 

 

７．参考文献 

 

河端瑞樹. 2009.「保育所アクセシビリティ-東京都文京区の事例研究」『Center for Spatial 

Information Science, The University of Tokyo, Discussion Paper』99: pp.1-16. 

河端瑞貴. 2010.「仕事と子育ての両立と保育所アクセシビリティに関するアンケート調査

報告書」『CSIS Discussion Paper No. 102』. 

河端瑞樹. 2017.「保育所需給の空間ミスマッチ―東京 23 区の事例」『都市住宅学』96: pp.9-

12. 

周燕飛. 2002.「保育士労働市場からみた保育待機児問題」『日本経済研究』46: pp.131-148. 

鈴木亘. 2012.「財源不足下でも待機児童解消と弱者支援が両立可能な保育制度改革: 制度設

計とマイクロ・シミュレーション」『學習院大學經濟論集』48(4): pp.237-267. 

瀬川祥子・貞広幸雄. 1996.「GIS を利用した保育施設計画立案支援システムの開発」『GIS-

理論と応用』4(1): pp.11-18. 

本田和隆・柏原正尚. 2019.「地方自治体の規模別にみる待機児童とその対策」『大阪千代田

短期大学紀要』49: pp.23-30. 

宮澤仁. 1998.「東京都中野区における保育所へのアクセス可能性に関する時空間制約の分

析」『地理学評論』71A(12): pp.859-886. 

山重慎二. 2001.「日本の保育所政策の現状と課題」『一橋論叢』125(6): pp.633-650. 

米山正敏・深田聡・森川美絵. 2014.「政令指定都市及び中核市の人口規模を考慮した保育施

設整備及び待機児童数の実態に関する研究」『保健医療科学』63(4): pp.407-417. 

若林芳樹. 2006.「東京大都市圏における保育サービス供給の動向と地域的差異」『地理科学』

61(3): pp.210-222. 

Hodgson, M. John. 1981. “The Location of Public Facilities Intermediate to the Journey 

to Work.” European Journal of Operational Research 6(2): pp.199-204. 

Kawabata, Mizuki. 2014. “Childcare Access and Employment: The Case of Women with 

Preschool-Aged Children in Tokyo.” Review of Urban & Regional Development Studies: 

Journal of the Applied Regional Science Conference 26(1): pp.40-56. 

 

  

 

yo.pdf (2022 年 11 月 1 日)。 



12 

 

 

  



13 

 

第２章 

 

認定こども園が女性就業に与える影響 

―都道府県・政令市別パネルデータに基づく実証分析― 

 

小門 結花 

 

 

要約 

 

本稿では、女性の育児と仕事の両立の可能性について、認定こども園が女性の育児と仕事

の両立に与える影響について検証した。先行研究では、保育所の拡充が女性の就業率に与え

る影響が議論されてきたが、認定こども園の影響を検討した研究は少なく、認定こども園独

自の特徴やその意義については実証的に明らかになっていない。そこで、本稿では認定こど

も園の定員率や類型ごとの施設数に注目して、認定こども園制度の開始以前の 2002 年から

2017 年までの 4 期間のパネルデータを作成し、認定こども園の量的拡充が待機児童率、女

性の離職率、女性の新規就業率に与える影響について固定効果モデルを用いて検証した。分

析結果からは、幼保連携型や幼稚園型の認定こども園の拡充が、待機児童率や女性の離職率

を引き下げることが明らかになった一方で、保育所型についてはそのような効果がないこ

とが示された。また、認定こども園の整備状況と女性の新規就業率との間には関連がない。

認定こども園は、幼保連携型や幼稚園型など、新たな保育供給を増加させる施設の場合に、

女性就業に正の効果があるという点が制度の運用を考える上で重要であろう。 

 

 

１．はじめに 

 

日本では、女性の仕事と育児の両立が長きにわたって社会問題となっており、待機児童の

増加はその象徴の一つであった。これが近年では、2017 年に待機児童数が過去最多を記録

した後、子育て安心プランなどの「保育の受け皿拡大」施策の下で、待機児童は減少傾向に

転じている (図 1)。このような保育所の拡充は、待機児童を減少させて、女性の就業率を真

に高めるのだろうか。保育所整備が女性就業に与える影響については実証研究の蓄積があ

るが (e.g. 朝井ほか 2016)、保育所の拡充が女性就業を増加させるか否かについては論争

が続いている18。 

 
18 Asai and Yamaguchi (2015) や朝井ほか (2016) では、保育所拡充と女性就業は関連が

ないとされている。一方で、宇南山 (2009) をはじめ、関連があるとするものもある。 
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図１ 保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移 

出典：厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ (令和４年４月１日)」19より筆者作成。 

 

一方、少子化が進行するなかで、子育てに対して多様なニーズが生まれたが、現状では保

護者の就業状況によって利用施設が限定されているという問題を指摘する議論もある。そ

のため、保育所では共働き世帯の増加により待機児童が問題となる一方で、幼稚園では少子

化の影響で定員割れが起きているなど、既存の幼稚園、保育所には課題も多かった20。この

ような課題に応えるために、平成 18 年 10 月には「就学前の子どもに関する教育，保育等

の総合的な提供の推進に関する法律」が施行され、認定こども園制度が始まった。認定こど

も園とは、教育・保育を一体的に行う、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持っている施設

のことで、平成 24 年に施行された「子ども・子育て支援新制度法」のもとでも、普及が図

られてきた。認定こども園の特徴としては、保護者の就業状況にかかわらず利用可能である

こと、少子化で定員が余っている幼稚園が保育の機能を併せ持つことによって待機児童解

消の効果が期待できることが挙げられる。認定こども園は、通常の保育所とは異なる特徴を

持つことから、その効果にも違いがあるものと思われるが、認定こども園が女性就業に与え

る影響については議論が少ない。保護者の就業状況にかかわらず利用継続可能であるとい

う認定こども園の制度的特徴は、保育園の拡充が女性の就業率と明確な関連が見られない

とする現状の知見に対して、興味深い視点を提供するかもしれない。 

そこで、本稿では、2012 年と 2017 年の 2 期のパネルデータを用いて認定こども園の定

員率と女性就業率の関係を、2002 年から 2017 年までの 4 期のパネルデータを用いて認定

 
19 https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000979606.pdf (2022 年 11 月 5 日)。 
20 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomoen/k_1/pdf/s2.pdf (2022 年

11 月 6 日)。 
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こども園の施設数と女性就業率の関係を分析することで、この制度が確立される前後での

女性の働きやすさの変化について見ていくこととする。独自の特徴を持つ認定こども園の

効果を検証することは、独自の制度的特徴を持つ認定こども園の拡大は、待機児童の解消

のみならず、出産後の女性の就業継続にも貢献するのだろうか。 

続く第 2 節では、保育所の女性就業への影響や、認定こども園の待機児童の効果に関す

る先行研究を取り上げた後、第 3 節では、認定こども園の量的拡充による影響について、

本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では、それらの理論仮説を検証するためのデータと分

析方法を提示し、第 5 節では、推定結果について説明する。第 6 節では、本稿で得られた

結果に基づいて、認定こども園の効果について考察を行い、女性就業の促進のためには今

後どのような政策が必要なのか示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．保育所整備と女性就業の関連 

 

1990 年に合計特殊出生率が過去最低の値を記録して以降、政府は様々な少子化対策を講

じており、とりわけ 1994 年に策定された「エンゼルプラン」では、「働きながら子供を育

てる環境」の必要性が指摘され、保育所の整備・拡充が進められてきた。この点、既存研究

では、保育所の整備が女性就業に与える影響に焦点が当てられている。 

第一に、核家族世帯の女性に対する保育所整備について議論がなされている。朝井ほか 

(2016) では、保育所の整備と母親の就業との関連に否定的である。保育所が整備されても、

三世代同居率が減る現状では、働く母親が、祖父母による保育に代わって公的な保育サービ

スを利用するようになるだけで、女性の就業率の増加には繋がらないという。しかし、Asai 

(2015) では、このような三世代同居に関する変化がなければ、保育所の拡充は母親の就業

率を増加させることが示唆されている。また、核家族に限定すると、保育所の整備が進むと

母親の就業率が増加する傾向が見られている。 

第二に、保育所整備が女性の離職を抑制するか否かが議論されている。結婚による離職の

要因として、育児休業制度や、三世代同居割合、保育所整備状況との関連を検討すると、保

育所定員率が結婚による離職に大きな影響を与えていた (宇南山 2009)21。さらに、これに

付随した研究としては宇南山・山本 (2015) がある。この研究では、保育所整備によって育

児と仕事の両立可能性が高まることを示した上で、その先にある女性活用の活発化や少子

化対策といった政策的な課題を解決できるだけの影響力が保育所整備に存在しうるのかと

いう点が議論された。分析結果からは、保育所の整備が女性の労働力や出生率を上昇させる

 
21 宇南山 (2011) では、結婚に加えて出産による離職の要因もまた、保育所の整備が関係し

ているとされた。 
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効果があるものの、定量的に見ると、保育所の整備のみでは、少子化の解消や女性の労働力

率の向上には限界があることが示された。また、深井 (2019) は、保育所の整備は離職の抑

制には効果があるが、新規就業への効果は大きくないことを示唆している。 

 

２－２．認定こども園と待機児童の関連  

 

前述したように、認定こども園についての研究は進んでおらず、その中でも実証的なもの

は限られる。近年では認定こども園の施設数、利用者数ともに増加傾向にあり、利用者数が

増えていた都市規模群では、待機児童が減少していた (本田・柏原 2019)。また、幼保連携

型認定こども園の所在地では幼稚園型認定こども園の所在地よりも保育需要が増加してい

る。政令指定都市や中核市に限定しても、保育需要の増加が目立つ場所の多くが幼保連携型

の所在地であることから、幼保連携型認定こども園がその中でも待機児童対策として効果

があるといった議論もされている (横山 2016)。一方で、認定こども園制度の特徴に注目し

て、その量的拡大が女性の就業状況に与える影響を都市別のパネルデータなどを用いて分

析する研究は見られない。次節では、認定こども園の特徴を整理した上で、これらの制度が

女性就業に与える影響を理論的に考察する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．認定こども園の制度的特徴 

 

認定こども園には、保育所や幼稚園などの既存の施設とは異なる特徴が存在する。第一に、

幼稚園と保育所の機能が併存するため、子育ての過程で両親が離職や再就職を行う場合に、

保育所と幼稚園とを行き来する必要がなくなる。そのため、認定こども園の存在は、女性の

離職を抑制するだけでなく、女性の新規就業を心理的に容易にするかもしれない。 

また、第二に、少子化によって利用者が減少している幼稚園施設を、本制度を用いて保育

所として活用することが可能となる。保育サービスの供給量を新たに増加させることで、従

来の保育施設と同様に、女性の仕事と子育ての両立が図られやすくなるものと考えられる。

実際、本田・柏原 (2019) では、認定こども園の利用者が年々増加しており、そのように利

用者が増えている地域では待機児童が減少する傾向が示されている。認定こども園が待機

児童を解消する効果を持つならば、保育所を利用できずにやむなく離職する女性の数も減

らすことができると考えられる。 

保育の拡充による効果については、保育所の整備が女性の離職率の減少につながること

が示されてきた。宇南山 (2013) によると、女性の離職率の改善には、保育所の整備が大き

く関わっているという。また、保育所の整備状況は都道府県間での差が大きいが、その差は
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離職率と高い相関を持つことからも、保育所の整備は女性の就業継続に効果があると考え

られる。さらに、米山ほか (2014) では、保育所定員率が高い地域ほど、待機児童率が低く

なる傾向が示されており、女性が離職する原因となる待機児童問題についても、保育所の拡

充によって解消されうることが認められた。このことから、保育の供給を増やす認定こども

園もまた、女性の離職率に対して効果的であることが予想される。これらを踏まえて以下の

仮説を導出する。 

 

仮説１ 認定こども園の施設数・定員率が増加すると、待機児童率と女性の離職率が減

少し、女性の新規就業率が増加する。 

 

３－２．認定こども園の型ごとによる効果の違い 

 

認定こども園には 4 つの型がある。具体的には①幼保連携型、②幼稚園型、③保育園型、

④地域裁量型である。内閣府によると22、①幼保連携型は「幼稚園的機能と保育所的機能の

両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ」の

施設、②幼稚園型は「認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、

保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ」の施設、③保育所型は

「認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備

えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ」の施設、④地域裁量型は「幼稚園・

保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果た

すタイプ」の施設である。型によって、保育の供給の増やし方が異なることに加え、横山 

(2016) などにも見られるように、それぞれ効果も異なる可能性がある。そこで、本稿では、

①幼保連携型、②幼稚園型、③保育園型の 3 つの型について分析を行う23。 

幼保連携型と幼稚園型のこども園は、その量的拡充が保育の供給の拡大につながり、女性

の仕事と育児の両立のしやすさを増大させると考えられる。一方、幼稚園型については、幼

稚園の特徴を同時に考慮する必要がある。近年、幼稚園は延長保育の機能のある施設も増え、

働く母親にとっても利便性が高まっている。実際に横山 (2016) では幼稚園型の認定こど

も園について、待機児童対策としての効果は小さくとも、母親の就業再開を支援する効果が

あることを示唆されている。このことから、幼稚園や幼稚園型の認定こども園の整備も、女

性の仕事と育児の両立を促す効果があると考えられる。 

保育所型の認定こども園では、保育所に幼稚園の機能を認めるものとなるため、保育の供

給量を新たに拡大することにはつながりにくい。そのため、女性就業への効果は大きくない

かもしれない。よって、幼保連携型と幼稚園型の 2つの型について、保育の供給を新たに増

 
22 https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html (2022 年 11 月 6 日)。 
23 ④地域裁量型については、設置のない都道府県が半数以上であったため、今回の分析で

は取り上げないこととした。 
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加させる点に注目して、以下の仮説を検証する。 

 

仮説２ 幼保連携型・幼稚園型の認定こども園ほど、待機児童率・女性の離職率・新規

就業率に与える影響が大きい。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

上記の理論仮説を検証するために、まず「社会福祉施設等調査」、「福祉行政報告例」に基 

づき、2012 年と 2017 年の 2 期間について、都道府県・政令指定都市別の幼保連携型認定

こども園の定員率のパネルデータを構築した。また、内閣府の「都道府県別認定こども園の

数の推移」に基づき、2002 年・2007 年・2012 年・2017 年の 4 期間について、都道府県別

の認定こども園の類型別施設数のデータセットを作成している。データによって利用可能

な期間・自治体の範囲が異なる点に注意されたい。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は、待機児童率、結婚・育児による女性の離職率、女

性の新規就業率である。離職率については、結婚による離職率、育児による離職率、それら

2 つの合計の 3 つの変数を用いた。 

理論的に関心のある独立変数としては、認定こども園の幼保連携型潜在的定員率と、幼保

連携型・幼稚園型・保育所型施設数を用いる。幼保連携型潜在的定員率は、宇南山 (2009) 

に従い、認可定員を子供の人口ではなく、20 歳～39 歳の女性人口で割った値を使用する。

なお、施設数は全体に 1 を足して自然対数化した値を投入する。 

また、統制変数として、朝井ほか (2016) を参考に、夫 (父親) の就業率、完全失業率、

核家族世帯率を用いた。完全失業率と核家族世帯率については、「国勢調査」に依拠する都

合上、完全失業率・核家族世帯率は、5 年ごとにしか利用できないため、各年の直近のデー

タを用いた。 

表 3 は、認定こども園の類型別施設数及び幼稚園・保育所の施設数の相関行列である。こ

れらの変数は自治体の保育需要と相関することから、同時に投入すると多重共線性の懸念

がある。表 3 を見ると、認定こども園の類型別施設数には一定の相関があるものの、それら

と幼稚園・保育所の施設数との相関は弱い。そのため、分析では、幼稚園・保育所施設数を

統制した上で、認定こども園の量的拡充の効果を確認していく。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

変数名 変数説明 出典

幼保連携型認定こども
園施設数

幼保連携型認定こども園の施設数。

保育所型認定こども園
施設数

保育園型認定こども園の施設数。

幼稚園型認定こども園
施設数

幼稚園型認定こども園の施設数。

幼稚園施設数 幼稚園の施設数。 「学校基本調査」

保育所施設数 保育所の施設数。 「社会福祉施設等調
査」

幼保連携型認定こども
園潜在的定員率

認可定員÷20～39歳女性人口。 「社会福祉施設等調
査」、「福祉行政報告
例」

結婚による離職率 結婚による女性離職者÷女性総人口。

育児による離職率 育児による女性離職者÷女性総人口。

結婚・育児による離職
率

結婚・育児による女性離職者数÷女性総人口。

新規就業者率 (女性) 25～44歳女性新規就業者数÷25～44歳女性人口。

待機児童率 待機児童数÷(利用児童数＋待機児童数)。 「保育所等関連状況と
りまとめ」

夫 (父親) 就業率 有業の夫の人数÷子供のいる全世帯数。 「就業構造基本調査」

完全失業率 完全失業率。

核家族世帯率 核家族世帯数÷全世帯数。

「国勢調査」

内閣府

「就業構造基本調査」

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

幼保連携型潜在的定員率 120 0.0177 0.0266 0.0001 0.1606

幼稚園潜在的定員率 120 0.1505 0.0415 0.0367 0.269

保育所潜在的定員率 120 0.1373 0.0613 0.021 0.3458

幼保連携型施設数 188 22.0904 49.9136 0 434

幼稚園型施設数 188 5.9362 11.7558 0 64

保育所型施設数 188 3.8617 8.7839 0 73

幼稚園施設数 188 276.8617 224.2154 20 1128

保育所施設数 188 368.8138 282.3695 118 2431

結婚による離職率 228 0.0485 0.0125 0.0221 0.0858

出産による離職率 228 0.0492 0.0087 0.0318 0.0754

結婚・出産による離職率 228 0.0977 0.0169 0.0546 0.1486

待機児童率 228 0.0074 0.0115 0 0.0598

女性新規就業率 228 0.0571 0.0084 0.0345 0.087

夫就業率 228 0.8803 0.0192 0.8224 0.931

完全失業率 228 0.0312 0.0080 0.017 0.0681

核家族世帯率 228 0.5594 0.0417 0.4292 0.6546
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表３ 相関行列 

 

 

４－２．推定方法 

 

上記のように待機児童率、結婚による離職率、育児による離職率、結婚・育児による離職

率、新規就業率を従属変数、定員率、施設数を独立変数として、固定効果モデルに基づくパ

ネルデータ分析を行った。固定効果モデルでは、個体ごとの固有の要因を個体ごと・年度ご

との固有の要因を統制しており、各自治体内で認定こども園の量が変化したときに、女性の

就業状態がいかに変化するのかを捉えることが可能になる。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１． 幼保連携型認定こども園潜在的定員率の効果 

 

表 4 は、2012 年、2017 年の 2 期分の都道府県・政令市別のパネルデータで、幼保連携型

認定こども園の定員率が、それぞれ待機児童率、離職率、新規就業率にどのような効果をも

たらすかを検証した結果である。分析結果からは、Model 3 の育児による離職率についての

み、幼保連携型潜在的定員率が 10%水準で負の効果を持っている。幼保連携型認定こども

園の定員拡充は、育児下での就業継続を促すものと考えられる。他方、待機児童率や結婚に

よる離職率、女性新規就業率とは有意な関連がない。 

なお、保育所の定員率は、女性新規就業率を高めるものの、結婚・育児による離職率を高

める結果になっている点は予測に反するものである。政府の保育所拡充は、そのような離職

が問題化している地域で行われやすいという逆因果が現れているのかもしれない。 

 

５－２．認定こども園の類型別施設数の効果  

 

表 5 では、2002 年、2007 年、2012 年、2017 年の 4 期分の都道府県別のパネルデータパ

ネルデータで、認定こども園の幼保連携型・幼稚園型・保育所型の施設数が、それぞれ待機 

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 幼稚園 保育所

幼保連携型 1.0000

幼稚園型 0.6963 1.0000

保育所型 0.5033 0.5420 1.0000

幼稚園 0.0699 0.1752 0.0725 1.0000

保育所 -0.0440 0.1881 0.1634 0.7200 1.0000
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表４ 幼保連携型認定こども園の潜在的定員率の効果 

 

 

児童率、離職率、新規就業率にどのような効果をもたらすかを検証した結果である。Model 

1～Model 5 ではそれらの独立変数が、それぞれ待機児童率、離職率、新規就業率にどのよ

うな効果を与えるか検証した。 

Model 1 では、幼保連携型の認定こども園の施設数は、5％水準で統計的に有意に待機児

童率を減少させている。保育所の拡充も待機児童を統計的に有意に減少させていることか

ら、保育施設の新設による量的拡充が待機児童の減少を促すという先行研究とも整合性の

ある結果となった。Model 2～4 では、幼稚園型の認定こども園の施設数や幼稚園数が結婚

による離職率を減少させること、幼保連携型・幼稚園型の施設数が結婚・育児による女性の

離職を抑制することが明らかになった。一方、育児による離職率に対してはどの類型の施設

数も統計的に有意な関連がない。特に、Model 2・4 の結果から、幼保連携型や幼稚園型の

ように新たに保育の供給を量的に拡充する施設が整備されると、待機児童率や離職率が減

る傾向があり、女性が仕事と育児を両立しやすくなると考えられる。また、幼稚園について

も、前述したように、近年では仕事のある母親にとっても利便性の高い機能を備えているこ

とから、女性の離職率を減少させる効果があるのかもしれない。一方で、保育所型の認定こ

ども園については、待機児童率、女性の離職率ともに効果がないことが示された。これは、

保育所型は、保育の供給を新たに増加させる施設ではないからだと考えられる。最後に

Model 5 より、認定こども園、幼稚園、保育所いずれの施設数も女性の新規就業率を増加さ

せる効果はないことが分かった。両親の就業状況に依らずに子供を預けることができる認

定こども園においてもこのような結果となったことは、仮説と反する。 

 

 

従属変数

待機児童率 結婚による離職率 育児による離職率 結婚・育児による離職率 女性新規就業率

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

幼保連携型潜在的定員率 -0.1212 0.0022 -0.0337 † -0.0316 -0.0258

(0.0746) (0.0223) (0.0189) (0.0322) (0.0409)

幼稚園潜在的定員率 -0.1841 * -0.0262 -0.0327 -0.0589 -0.0578

(0.0862) (0.0260) (0.0288) (0.0454) (0.0638)

保育所潜在的定員率 0.1218 0.0957 ** 0.0599 * 0.1556 *** 0.1164 †

(0.0964) (0.0284) (0.0282) (0.0393) (0.0694)

夫就業率 0.1390 0.0314 0.1557 * 0.1870 † 0.0657

(0.2288) (0.0602) (0.0630) (0.1015) (0.0913)

完全失業率 -0.5201 -0.3315 * 0.0196 -0.3120 0.6322

(0.6921) (0.1569) (0.2855) (0.3787) (0.4618)

核家族世帯率 -0.0445 0.0790 -0.0082 0.0708 -0.1222

(0.1250) (0.0476) (0.0534) (0.0801) (0.1339)

時間効果 YES YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES YES

調整済みR
2 0.5185 0.9094 0.8898 0.9296 0.3291

N 120 120 120 120 120

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は都道府県・政令市ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。
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表５ 認定こども園の類型別施設数の効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2002 年から 2017 年までの認定こども園の定員率・施設数の都道府県・政令

市別パネルデータを用いて、保育の拡充による待機児童率、女性の離職率、女性の新規就業

率の変化について明らかにしてきた。本稿の分析結果からは、第一に幼保連携型の認定こど

も園の施設数を増加させることは、待機児童率の減少に効果があることが示唆された。第二

に、保育所型の認定こども園よりも、幼稚園型や、幼保連携型の認定こども園の整備が女性

の離職率を下げることにつながることが分かった。第三に、どの型であっても、認定こども

園の整備は女性の新規就業については明確な効果がないことも示唆された。 

上記の知見にもとづけば、従来の保育所に幼稚園の機能を認める保育所型よりも、従来の

幼稚園に保育所の機能を認める幼稚園型や、両者の機能を有する新たな施設を新設する幼

保連携型といった型のこども園を整備することが待機児童率や女性の離職率の低下につな

がることが分かる。これらは、育児と仕事の両立可能性を高めるためには、第一に保育の拡

充を伴う量的施策の一つとして、認定こども園の機能を理解すべきことを示唆するものと

考えられる。 

一方で、今回の分析結果では、認定こども園は女性の新規就業率を上げる効果が示されな

かった。子どもを預けることができるという保育の量的拡充という以外の面からのアプロ

従属変数

待機児童率 結婚による離職率 育児による離職率結婚・育児による離職率 女性新規就業率

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

log (幼保連携型＋1) -0.0015 * -0.0005 -0.0006 -0.0011 ** -0.0014

(0.0006) (0.0004) (0.0004) (0.0005) (0.0011)

log (幼稚園型＋1) -1.44e-5 -0.0007 * -0.0003 -0.0011 * -0.0007

(0.0005) (0.0003) (0.0003) (0.0005) (0.0006)

log (保育所型＋1) -0.0003 0.0010 † 0.0006 0.0016 ** -0.000043

(0.0007) (0.0006) (0.0006) (0.0006) -0.0011

log (幼稚園) 0.0050 * -0.0068 * 0.0056 -0.0011 0.0037

(0.0024) (0.0028) (0.0036) (0.0026) (0.0065)

log (保育所) -0.0060 † 0.0006 0.0021 0.0027 -0.0028

(0.0034) (0.0020) (0.0022) (0.0025) (0.0039)

夫就業率 0.0576 0.0677 † 0.0405 0.1082 * 0.053

(0.0413) (0.0366) (0.0367) (0.0529) (0.0646)

完全失業率 0.2951 † -0.1822 0.2850 ** 0.1028 0.3436 †

(0.1470) (0.1086) (0.0966) (0.1277) (0.1933)

核家族世帯率 -0.0078 0.1313 *** (0.1802) *** (0.0489) -0.031

(0.0408) (0.0307) (0.0365) (0.0373) (0.0494)

時間効果 YES YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES YES

調整済みR
2 0.8848 0.9585 0.8635 0.9570 0.5536

N 188 188 188 188 188

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は都道府県ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。
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ーチも必要だと考えられる。そのような事例として、女性の就業率が低い神戸市で行われて

いる、母親への職場復帰支援の取り組みが参考になる24。神戸市では 2021 年 9 月に「あす

てっぷコワーキング」という託児所付きの施設が新設された。出産や育児を経た女性の職場

復帰に向けて、託児所に子供を預けながら、カウンセラーへのキャリア相談や、再就職に向

けた資格勉強ができる環境が整っているほか、施設内で働きたい母親同士の横のつながり

が生まれることも期待されている。仕事と育児の両立に不安を抱える女性が多くいる中で、

今後も新たなサービスの普及によって女性が仕事復帰しやすい社会を作っていくことが重

要だと考えられる。 
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第３章 

 

労働流動性が企業の教育訓練投資に与える影響 

―企業・業界の労働流動性に基づくマルチレベル分析― 

 

伊藤 瑞希 

 

 

要約 

 

日本企業の教育訓練投資の不足が指摘されており、その一因として、教育訓練投資が離職

を促進してしまうことに対する懸念が挙げられる。既存研究では、企業は人材の流入と流出

に対して教育訓練投資が必要になる反面、一般的訓練は人材流出を促すという逆説的な関

係が示されている。しかし、企業特殊的訓練に投資を限定する以外にこの問題を解決する方

法については十分な議論がなされていない。そこで本稿では、2012 年・2017 年・2022 年

の「CSR 企業総覧」および「CSR 企業総覧雇用・人材活用編」の企業別のデータを用い、

業界の労働流動性が企業の教育訓練投資に与える影響を検証した。結果からは、業界の労働

流動性が高いほど企業が教育訓練投資を増加させること、また業界の労働流動性が高い場

合には中途採用に依存する企業で教育訓練投資が増加するが、労働流動性が低い場合には、

むしろ教育訓練投資を減少させることが明らかになった。外部からの人員補充が容易な状

況では、企業は教育訓練投資を活発にさせることから、解雇規制の緩和等により業界の労働

流動性を向上させることが日本企業の教育訓練投資不足の解消に重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

近年、日本企業における教育訓練投資の不足が指摘されるようになっている。令和 3 年

の「能力開発基本調査」によると、平成 20 年度調査以降、Off-JT25に費用支出した企業の

割合は 50%程度、自己啓発支援に対しては 25%程度に留まっており、令和 2 年度調査から

は減少も見られる。また、労働者一人当たりの支出費用額に関しても、減少もしくは横ばい

という状況であり、企業における教育訓練投資が伸び悩んでいるとされている26。 

一般に教育訓練投資は、企業の業績や生産性を向上させるのに有用な手段の一つである

として捉えられている。日本企業を対象にした既存研究では、Off-JT が企業の生産性を有

 
25 調査票によれば、「業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練 (研修)」

を指す。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/104-1d_r03_02.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
26 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/104-03b.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
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意に引き上げることや (黒澤ほか 2006)、企業の付加価値と正の関係を持つこと (宮川ほか 

2011)、正社員への計画的な OJT27が労働生産性を高めること (権ほか 2012) が示されてい

る。さらに日本の生産年齢人口は当面の間減少する見込みである28。日本の経済のためには、

従業員一人一人の生産性を向上させることが必要になると考えられる。 

一方、企業の教育訓練投資の不足は、日本企業の IT 人材不足とも関連する問題である。

経済産業省によれば、DX29に必要な人材の不足を自覚している企業の割合は 8 割に近い値

である30。その一方で、先端技術に関する社員の学び直しやキャリアサポートなどの具体的

な人材育成施策を取れていない企業の割合が、アメリカと比較して多いことが問題に挙げ

られている31。 

このように、日本企業における教育訓練投資の必要性が多方面から指摘されている一方

で、教育訓練投資が増大しない原因については学術的知見が十分に参照されていない。既存

研究からは、教育訓練投資が必要に応じて活発になることが示されている。Forrier and Sels 

(2003) によれば、離職者数または入職者数が多い場合に、教育訓練投資が増加する。その

原因を、離職者数が増えた場合はその人材の補填に、入職者数が増えた場合はその人材の育

成のために、教育訓練投資が必要になるためだと説明している。また日本においても、新規

学卒採用数が多い場合、教育訓練投資が増大することがわかっている (太田・安田 2010)。

企業の教育訓練投資の必要性は、人材の動向やその流動性によって規定される部分が大き

いと考えられている。 

一方で企業の教育訓練投資が抑制される一因として、育成した人材が流出してしまうこ

とに対する企業側の懸念がある。Haines et al. (2010) は、従業員は、教育訓練投資を受け

た人材ほど労働市場での価値が高まることで転職が容易になるため、従業員への教育訓練

投資が離職を増加させることを実証的に示している。教育訓練投資に際する人材の離職の

 
27 令和 3 年「能力開発基本調査」の調査票によれば、「日常の業務に就きながら行われる教

育訓練」のことを言う。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/104-1d_r03_02.pdf (2022 年

11 月 14 日)。 
28 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/21/dl/21-2.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
29 デジタル・トランスフォーメンションのことであり、総務省の「デジタルガバナンス・コ

ード 2.0」によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を

活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも

に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること」として定義されている。https://www.m eti.go.jp/policy/it_policy/investiment/dgc/ 

dgc2.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
30 「事業戦略上、変革を担う人材の『量』の確保」において、「やや不足している」、「大幅

に不足している」と答えた企業の割合は 76%である。同じく「『質』の確保」においては、

77.9%である。https://www.ipa.go.jp/files/000093699.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
31 先端技術領域に関する社員の学び直しの方針を尋ねた結果では、「実施していないが検討

中」、「実施していないし検討もしていない」と答えた企業の割合は 66.6%である。またキャ

リアサポートの実施内容については全 5 項目すべてでアメリカより実施割合が低い。https: 

//www.ipa.go.jp/files/000093701.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
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問題は、日本企業でも広く認識されているところである32。 

企業の教育訓練投資に関する先行研究の知見を踏まえると、次のような点に疑問が残る。

第一に、人材流出が多い状況下でも教育訓練投資が増加する要因である。Forrier and Sels 

(2003) では、離職者数が多い場合に、その補填の必要のために教育訓練投資が増加すると

している。一方で、Haines et al. (2010) によれば、教育訓練投資は従業員の転職を促進す

る。人材流出に対応するために教育訓練投資を増やせば、さらなる人材流出を招く恐れがあ

るにもかかわらず、なぜ企業は教育訓練投資に取り組むのか。人材流出への懸念を抑制する

何らかの要因が存在することを示唆するものである。 

第二に、人材の動向が教育訓練投資に与える効果に関する、業界の影響である。教育訓練

投資の増加要因として、入職と離職など労働流動性の要因が重要であることは前述の通り

である。しかし企業の労働流動性が持つ意味は、企業が属する業界の労働流動性に依存する

部分が大きいと考えられる。例えば中途採用によって人材の補充を行う場合、同一業界内か

らの転職が主であるならば、業界の労働流動性が高いほど人材補充を行いやすくなると考

えられる。企業の人材の動向が教育訓練投資に与える影響を分析する場合、業界内での労働

流動性が与える影響を考慮する必要があるだろう。 

そこで本稿では、業界の労働流動性が高く外部からの人材確保が容易な状況が、企業の教

育訓練投資にどのような影響を与えるのかを明らかにする。具体的には、2012 年・2017 年・

2022 年の「CSR 企業総覧」および「CSR 企業総覧雇用・人材活用編」の企業別の情報を利

用し、企業の教育訓練投資に対する企業別・業界別の労働流動性の効果を、マルチベルモデ

ルによって分析する。分析結果からは、業界の労働流動性が高いほど企業が教育訓練投資を

増加させること、また業界の労働流動性が高い場合には中途採用に依存する企業で教育訓

練投資が増加するが、労働流動性が低い場合には、むしろ教育訓練投資を減少させることが

明らかになった。外部からの人員補充が容易な状況では、企業は教育訓練投資を活発にさせ

ることから、解雇規制の緩和等により業界の労働流動性を向上させることが日本企業の教

育訓練投資不足の解消に重要であると考えられる。 

本稿の構成は次の通りである。続く第 2 節では、企業の教育訓練投資の規定要因に関す

る先行研究を紹介する。第 3 節では、労働流動性が教育訓練投資に与える影響に関して、業

界の労働流動性に着目した本稿の理論仮説を導出する。第 4 節で利用するデータと分析手

法について説明し、第 5 節においてその結果を議論する。第 6 節では、分析結果から得ら

れた知見を踏まえて、日本の労働法制のあり方についての提言を述べる。 

 

 

 

 
32 令和 3 年の「能力開発基本調査」によれば、44%の企業が、能力開発や人材育成に関す

る問題点として「人材を育成しても辞めてしまう」ことを挙げている https://www.mhlw.go. 

jp/toukei/list/dl/104-03b.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
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２．先行研究 

 

まず、教育訓練投資の規定要因について、先行研究の知見を整理する。既存研究では、企

業の教育訓練投資は、人材育成の必要性に応じて活発になることが示されている。Forrier 

and Sels (2003) によれば、離職数が多い場合には人員補充のため、入職数が多い場合には

新規の従業員教育のために、企業の教育訓練投資が増大する。また、日本企業を対象とした

実証研究においては、新規学卒採用数が多い場合に教育訓練投資が活発になることが示さ

れており (太田・安田 2010; 中野ほか 2013)、新規の入職者に対する教育訓練は、日本企

業においても活発に行われているものと考えられる。 

一方で教育訓練投資は、それが一般的訓練である場合、Haines et al. (2010) が示す通り

離職を促進する効果を持つ。ここでいう一般的訓練とは、Becker (1962) の人的資本に基づ

くものであり、「多くの企業においてその生産性を増大させるのに役に立つ」(Becker 1962, 

p.12; 著者訳) 訓練として定義される。このような一般的訓練は、他の企業でも生産性の向

上に役立つものであるから、従業員の労働市場での価値を高め、転職を容易にしてしまう。

そのため多くの企業に、教育訓練投資を事後的に回収できなくなる懸念をもたらしうる。前

述の通り、企業は人材流出に対して内部の人材の育成による人員補充を必要とするため 

(Forrier and Sels 2003)、人材の流出時には、人的補充のために追加的な教育訓練投資を必

要としつつ、更なる人材の流出を防ぐために、そのような教育訓練投資の実行が困難な状況

に陥ってしまう。 

この問題の解決方法の一つは、教育訓練投資を企業特殊的訓練に限定することである。企

業特殊的訓練とは、一般的訓練に対応する概念であり、「他社における生産性の向上には効

果がない訓練」(Becker 1962, p.17; 著者訳) として定義される。日本では新規学卒採用が

教育訓練投資に正の効果を与えるというだけでなく、太田・安田 (2010) によれば、企業特

殊的訓練の制度が整備されている企業ほど、新規学卒採用を重視しているという。つまり、

企業特殊的訓練に限定することで、教育訓練投資の増加に伴う人材流出を避けつつ、従業員

の生産性を向上させることが可能になるというわけである。 

このように既存研究では、人材の流出入が教育訓練投資の必要性を高めるとしつつも、一

般的訓練がさらなる人材の流出を引き起こしてしまうという逆説的な問題が提起されてき

た。加えて日本型雇用慣行の下では、教育訓練投資を企業特殊的訓練に限定することでその

ような問題の解決が図られてきたことが示唆されている。しかしながら、人材の流出が多い

状況でも教育訓練投資が可能となることの説明には不完全な部分がある。次節では、先行研

究に依拠しながらも、企業が属する業界の労働流動性の高さが、人材流出と教育訓練投資の

両立を実現しうることを主張する。 
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３．理論仮説 

 

先行研究では、人材流出が、社内に残された人材への教育訓練投資の必要性を高めるが 

(Forrier and Sels 2003)、そのような教育訓練投資がさらなる人材流出を招いてしまうこと

が示されていた (Haines et al 2010)。一方で、新卒一括採用と終身雇用制度に特徴づけら

れる日本型雇用慣行の下では、企業内にのみ通用する企業特殊的訓練を行うことで、人材流

出を抑制することができると考えられてきた (太田・安田 2010)。よって、企業の労働流動

性が低く、日本型雇用慣行の傾向が強い企業ほど、教育訓練投資が減少すると考えられる。 

 

仮説１ 企業の労働流動性が低いほど、企業の教育訓練投資が減少する。 

 

一方で人材流出に対しては、企業内での人員育成の他に、企業外からの人員補充も可能で

ある。業界の労働流動性が高い場合は、一つの企業から流出した人材が同じ業界内の他の企

業へ転職する可能性が高く、外部からの人員の補充が容易になるため、企業の人材流出への

懸念が縮小すると考えられる。実際、同じ業界からの転職者は、2020 年時点で全体の半数

以上を占めており、業界の労働流動性が、企業の人材育成のあり方に与える影響は大きいと

考えられるは大きいと考えられる33。したがって、業界の労働流動性が高い場合には、従業

員に対する教育訓練投資が増大すると考えられる。 

 

仮説２ 業界の労働流動性が高いほど、企業の教育訓練投資が増大する。 

 

また、人材流出に対する外部からの人員補充の容易さが教育訓練投資を促進するならば、

企業の労働流動性が教育訓練投資に与える効果は、業界の労働流動性の水準によって異な

りうる。具体的には、業界内の労働流動性が高い場合、企業内の労働流動性が高く中途採用

への依存率が高い企業では、業界内の他企業からの人員補充が容易であるために、教育訓練

投資によって人材が流出することへの恐れは小さくなるだろう。一方、業界内の労働流動性

が低い場合、労働流動性の高い企業では、外部採用が困難になるため、離職を防ぐために教

育訓練投資を行いにくくなるかもしれない。したがって、企業の労働流動性が教育訓練投資

に与える効果は、業界の労働流動性が高いほど大きくなる、という条件付きの効果が予想で

きる。 

 

仮説３ 業界の労働流動性が高いほど、企業の労働流動性が教育訓練投資に与える効

果が大きくなる。 

 
33 株式会社マイナビの「転職動向調査 2021 年版 (2020 年実績)」によれば、同業種への転

職率は 51.2%である。https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2021/03/202 

103_tenshokudoukou.pdf (2022 年 11 月 14 日)。 
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４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

前節で紹介した理論仮説を検証するため、「CSR 企業総覧」の 2012 年版および「CSR 企

業総覧雇用・人材活用編」の 2017 年版、2022 年版から企業別のデータを作成した。収集

対象は、3 か年とも採用人数の記載がある 429 社とした。また仮説 2・3 においては、企業

別のデータに加えて業界と年度ごとに算出した値を併用する。今回取得できた業界数は各

年 32 ずつである。表 1 に使用する変数を示す。なお、本稿で用いる変数、またはその操作

化に用いられる変数のうち、従業員数、新卒採用数、中途採用数は全て正規雇用者に関する

数値となっている。 

 

表１ 変数説明 

 

 

全ての仮説を通して、従属変数には教育訓練制度導入数を利用する。教育訓練制度として

は、「CSR 企業総覧」の「インセンティブ向上への諸制度」の項目の内、「資格・技能検定

の取得奨励制度」、「社内公募制度」、「FA 制度34」、「企業内ベンチャー制度」、「国内留学制

度」、「海外留学制度」、「キャリアアップ支援制度」の導入数の合計を用いる。 

分析において理論的に関心のある独立変数は、企業の労働流動性である。本稿では労働流

動性指標として、山本・黒田 (2016) が用いている指標のうち、「中途採用超過率」を利用

する。中途採用超過率は、中途採用率から新卒採用率を引いた値となる。中途採用率は中途

採用者数を採用者総数で除した値を指し、新卒採用率も同様である。ここで採用者総数での

除算が発生することから、収集対象の企業を採用人数の記載があるものに限定している。ま

た、仮説 2・3 では業界の労働流動性に着目する。こちらについては、中途採用超過率を、

業界と年度によって分け、それぞれで平均値を算出した値を指標として利用する。 

労働流動性の指標は多数存在し、山本・黒田 (2016) でも、「離職率」、「離入職率」、「中

 
34 社内 FA (フリーエージェント) 制度と呼ばれる、社内での異動制度のことを指す。既存

研究では、社内公募制度と同じく、人材と業務のミスマッチの解消の他、キャリア形成の支

援手段として捉えられることが多いため投入している (e.g. 坂本 2013; 宮島 2012)。 

変数名 変数説明 出典

教育訓練制度導入数 「インセンティブ向上への諸制度」の内7項目の導入

の有無の合計値。
中途採用超過率 中途採用数÷採用者総数－新卒採用数÷採用者総数。

業界中途採用超過率平均 各年度・業界の中途採用超過率の平均値。

従業員数 自然対数化して使用する。

雇用純増率 (採用者総数－離職者数)÷従業員数。

「CSR企業総覧」2012

年版および「CSR企業

総覧雇用・人材活用
編」2017・2022年版
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途採用超過率」の三つの労働流動性指標を利用している35。この中から中途採用超過率を選

定した理由は二点である。第一に、中途採用超過率が、外部からの人員補充の状況を最も直

接的に表す指標であるからである。離職率には人材の流入に関する情報が含まれず、離入職

率では採用方法の違いを区別していない。両指標とも中途採用の状況を反映している可能

性はあるが、直接的な指標ではない。第二に、業界の労働流動性指標としての適合性である。

仮説 2・3 では、業界の労働流動性が高い時に、離職した人材が同業界内に転職することに

よるメカニズムを想定していた。これに対して、入職の情報が含まれない離職率と、採用方

法の区別のない離入職率を用いると、業界内での人材移動という意味での業界の労働流動

性の意味から逸脱してしまう可能性が高まる。 

その他、統制変数に二つの変数を投入する。一つ目に従業員数を用いる。権ほか (2012) 

によれば、企業規模が大きい場合に教育訓練が活発になる。本稿では、企業規模の指標とし

て従業員数を自然対数化して利用することとした。二つ目に山本・黒田 (2016) で利用され

ている統制変数から、採用者数から離職者数を引いた値を従業員数で除した値として「雇用

純増率」を用いる。「雇用純増率」は従業員数が増加している場合により大きい値を示す。

従業員数が増加している場合、Forrier and Sels (2003) のように、増加した従業員への対

応として教育訓練投資の必要性が発生すると考えられる。 

表 2 に上記変数群の記述統計を示す。 

 

表２ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

仮説 2 で示した通り、企業の教育訓練投資は業界ごとの労働流動性によって異なる可能

性がある。よって業界ごとに発生する企業の教育訓練投資の差異を捉えるために、レベル 1

を企業、レベル 2 を業界・年度としたマルチレベルモデルの推定を行う。 

まず、業界ごとの教育訓練投資の差異を捉えるため、切片に業界・年度ごとのランダム効

果を用いたモデルと、切片と中途採用超過率の係数にランダム効果を用いたモデルを推定

し、各企業における教育訓練投資と労働流動性の関係を検証する。日本型雇用慣行の傾向が

 
35 「離職率」は、離職者数を従業員数で除した値であり、「離入職率」は、離職者数と採用

者総数を足した値を従業員数で除した値である (山本・黒田 2016)。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

教育訓練制度導入数 1287 3.7661 1.7774 0 7

中途採用超過率 1287 -0.4943 0.4094 -1 0.9302

業界中途採用超過率平均 96 -0.4791 0.2636 -1 0.6393

従業員数 1287 4207.1484 7578.2088 15 76792

雇用純増率 1287 0.0223 0.0924 -0.5225 0.9111
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強い企業での教育訓練が企業特殊的訓練に限定されるならば、企業の労働流動性は有意に

正の効果を持つと考えられる。 

次に、上で推定した両モデルに、業界レベルの変数として業界中途採用超過率平均を投入

する。またこの時、企業ごとの中途採用超過率の条件付き効果を検証するために、企業の中

途採用超過率と業界中途採用超過率平均との交互作用項を使用する。業界ごとの教育訓練

投資の差異が、業界ごとの労働流動性によって説明されるなら、切片や企業ごとの中途採用

超過率の係数のランダム効果の分散が縮小すると考えられる。その上で、企業の教育訓練投

資が、外部からの人員の補充の容易さによって行われやすくなるならば、業界中途採用超過

率平均の係数は有意に正であろう。 

また、企業ごとの中途採用超過率の条件付き効果を検証するため、横軸に業界中途採用超

過率平均、縦軸には企業の中途採用超過率が教育訓練投資に与える効果を置いた、限界効果

プロットを作成する。外部からの人員補充の容易さが教育訓練投資を促進するならば、業界

中途採用超過率平均に応じて、企業の中途採用超過率の限界効果は正の方向に大きくなる

と予想される。 

 

 

５．分析結果 

 

表３に、前節であげた 4 つのモデルの推定結果を示す。Model 1・2 では、企業レベルの

変数と、切片と中途採用超過率の係数にランダム効果を用いて、企業の中途採用超過率が教

育訓練投資に与える影響を検証した。両モデルを見ると、中途採用超過率は教育訓練制度導

入数に有意な効果を持たないことがわかる。これは仮説 1 に整合的な結果ではない。予想

と異なる結果となった原因として、業界の労働流動性を考慮していないことが挙げられる。

第 3 節で議論した通り、業界の労働流動性によって外部からの人員補充の容易さが変化す

るため、企業の中途採用超過率の効果が異なるものになる可能性がある。 

業界の労働流動性の効果を確認するため、Model 3・4 では、先に検証した 2 つのモデル

に業界レベルの中途採用超過率平均、企業の中途採用超過率との交互作用項を投入して再

検証した。両モデルを見ると、業界中途採用超過率平均の影響を考慮しなかった Model 1・

2 と比較して、切片や中途採用超過率の係数の分散が縮小していることがわかる。よって、

業界中途採用超過率平均が、業界ごとの切片や中途採用超過率の効果の差異を説明する変

数として機能していると解釈できる。また、業界中途採用超過率平均の係数は有意に正の値

を示しており、教育訓練制度導入数が業界中途採用超過率平均によって多くなることがわ

かる。これは仮説 2 に整合的な結果である。業界の労働流動性が高ければ、人材流出に対す

る外部からの人員補充が容易になるため、企業が人材流出に対して持つ懸念が緩和される

と考えられる。 

加えて Model 3・4 では、企業の中途採用超過率と業界中途採用超過率平均の交互作用項 
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表３ 企業の労働流動性が教育訓練投資に与える効果 

 

 

も教育訓練投資に有意な効果を持つことがわかる。交互作用項の効果を解釈するため、図 1

に、業界中途採用超過率平均による企業の中途採用超過率の限界効果の変化を示す。灰色部

分は、企業の中途採用超過率の効果の 95%信頼区間となる。図を見ると、業界中途採用超

過率平均がおよそ 0.4 を超える範囲では、企業の中途採用超過率は教育訓練制度導入数に対

して有意に正の効果を持つことがわかる。中途採用が十分に活発な業界では、中途採用を行

っている企業ほど教育訓練制度を多く導入していると解釈できる。これは仮説 3 に整合的

な結果である。業界の労働流動性が高いことで人員補充が容易になることの効果は、中途採

用を活発に行っている企業ほど受容することができると考えられる。 

反対に、業界中途採用超過率平均がおよそ-0.5 以下の範囲では、企業の中途採用超過率は

教育訓練制度導入数に有意に負の効果を持つことがわかる。中途採用が一般的でない業界

においては、中途採用に依存している企業ほど教育訓練制度を導入することに消極的であ

ると考えられる。業界の労働流動性が低ければ、人材流出に対する外部からの人員補充は容

易にならない。すると、既存研究で示されていた新規学卒採用と教育訓練投資の関係のみが

維持されると考えられる。 

固定効果 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

　(切片) -2.2524 *** -2.2526 *** -1.6915 *** -1.6843 ***

(0.2677) (0.2684) (0.3201) (0.3153)

Level 1 (企業レベル)

　中途採用超過率 -0.0975 -0.0745 0.4699 † 0.5074 †

(0.1041) (0.1132) (0.2802) (0.2910)

　log (従業員数) 0.7938 *** 0.7949 *** 0.7975 *** 0.7996 ***

(0.0346) (0.0347) (0.0346) (0.0346)

　雇用純増率 0.5272 0.5681 0.5903 0.6068

(0.4506) (0.4509) (0.4500) (0.4495)

Level 2 (業界レベル)

　業界中途採用超過率平均 1.4316 ** 1.4870 ***

(0.4588) (0.4437)

Cross Level 交互作用

　中途採用超過率×業界中途採用超過率平均 1.3940 * 1.4778 *

(0.5718) (0.5831)

ランダム効果

　切片 0.1912 0.2013 0.1630 0.1054

　残差 2.0508 2.0335 2.0488 2.0393

　中途採用超過率 0.1084 0.0830

AIC 4662.2 4665.3 4656.1 4658.6

N 1287 1287 1287 1287

業界・年度数 96 96 96 96

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

教育訓練制度導入数
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図１ 企業の中途採用超過率の限界効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、業界の労働流動性が企業の教育訓練投資に与える影響について、マルチレベル

分析を用いて検証してきた。分析結果からは、次のことが言える。第一に、業界の労働流動

性が高い場合に企業の教育訓練投資が活発になることである。業界の労働流動性は、人材流

出に対する外部からの人員補充を容易にし、企業が人材流出に対して持つ懸念を緩和する

ことが示唆される。第二に、企業の採用行動が教育訓練投資に与える効果が、業界の労働流

動性によって変化することである。具体的には、業界の労働流動性が高い場合には中途採用、

低い場合には新規学卒採用を行っている企業ほど教育訓練投資を活発にしている。業界の

労働流動性によって外部からの人員補充が容易になることの効果は、中途採用を行ってい

る企業ほど大きいことが示唆される。 

結果からは、企業の教育訓練投資を増大するためには、業界の労働流動性を高めることが

有効であるとわかる。一方で、業界の労働流動性が低い場合には、企業の中途採用を活発に

させることが、教育訓練を実施させる上で逆効果になってしまうこともわかった。そのこと

から、日本企業の教育訓練投資不足を解消するためには、業界、ひいては日本全体の労働流

動性を高めるような構造的な改革が必要になると考えられる。 

業界や国全体の労働流動性を変化させる方法について、既存研究では、各企業の採用行動

に与える解雇規制の影響が指摘されている。Abraham and Houseman (1993) では、強力

な雇用保障規制を備えた国ほど、生産量の変化に対する雇用の調整が遅れやすいとされる。
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日本においても、整理解雇の無効判決が多いほど就業率が有意に低下する (奥平 2008) な

ど、解雇規制が労働市場に与える影響は、解雇そのものだけでなく労働参加にも波及してい

ると考えられている。よって、日本の強い解雇規制のあり方を再検討することによって、業

界全体の労働流動性を高めることができると思われる。日本企業の問題点として指摘され

ている教育訓練投資の不足を改善するためにも、日本の労働法制の見直しが求められるだ

ろう。 
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第４章 

 

生徒の幸福度を高める教育制度の国際比較検討 

―ＰＩＳＡの生徒質問調査を用いた実証分析― 

 

古田 明日香 

 

 

要約 

 

 本人の環境と教育の問題は、主に教育達成や職業選択との関連から議論が行われている

が、精神的な幸福度とも関連があると考えることができる。これまで幸福度の国家間格差は

文化や慣習によって説明されてきたため、本稿では教育制度が幸福度に与える影響を検証

する。PISA の生徒質問調査の国際比較データを用いて、幸福を構成する要素となる指標を

7 つ作成し、それぞれについて教育制度との相関をマルチレベル分析によって検討する。そ

の結果、競争的な制度を有する自由主義モデルと受験競争モデルは、有意に幸福度の指標に

対して負の影響を持つことが明らかとなった。また、家庭環境との関連では、自由主義モデ

ルで SES 間の幸福度格差が大きいこと、受験競争モデルでは SES が生活満足度に与える

正の効果が統計的に有意でなくなることが示された。自由主義モデルでは、能力別のクラス

編成が、SES の影響を拡大させる可能性があると考えられる。また、受験競争モデルにお

ける学力テストによる選抜は一見公平に思われるが、高い社会階層の家庭の子どもは高い

教育期待を持たれて受験競争を戦うことを強いられるために、低い社会階層の家庭の子ど

もとは別種の苦しみを感じている可能性が示唆される。 

 

 

１．はじめに 

 

 新型コロナウイルスの流行に伴い休校となった学校も多く、家庭での学習の重要性が増

した。そのような中、顕著になったのが「教育格差」である。教育格差とは、出身家庭など

自分で変えることのできない初期条件によって、本人の教育達成の結果が異なることを指

す (松岡 2019)。たとえば、三大都市圏や大都市出身の人の方が、その他の地域出身の人と

比べて大卒者割合が高く、親の大卒者数が多いほど未就学児や児童で習い事参加率が高ま

ること、などが知られている (松岡 2019)。Oikawa et al.  (2022) はインフルエンザで学

級閉鎖となった翌年、低所得者世帯の生徒でのみ有意に算数のスコアが 5%ほど低下するこ

とを明らかにした36。このように「生まれ」によって教育達成に差が生じ、人生の可能性が

 
36 ただし、国語のスコアについては有意でない。分析対象となった自治体は補習プログラ
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狭まる日本の現状を、松岡 (2019) は「緩やかな身分社会」と呼び、警句を鳴らす。このよ

うな「生まれ」に含まれる両親の学歴や家庭内の資本などは、学術的には社会経済的地位 

(Socio-Economic Status: SES)37 と呼ばれるものである。いくつかの研究は、SES と学力・

教育達成の関連、すなわち教育格差の原因として、教育制度の要因に注目している 

(Dupriez et al. 2008; 多喜 2010)。たとえば、多喜 (2010) は、ドイツや日本の教育制度で

は、高 SES の生徒が高 SES の学校に集まるため、学校間格差が SES と学力の関係を大き

く決定づけるとした。他の教育制度とは異なり、「どの学校に行ったか」ということが、そ

の後の進路に大きな影響を及ぼし、階層の再生産を促すことになるという。 

 上記のように、本人の環境と教育の問題は、主に教育達成や職業選択の観点から議論が行

われているが、本人の環境と精神的幸福度との関連にも目を向ける必要がありそうである。

まず、社会階層と幸福は一般的に正の相関があり (e.g. Twenge and Cooper 2022)、SES が

高い人の方が幸福度は高くなる。この関係は SES と学力の相関関係と一致するため、SES

と幸福度の間にも教育制度が介在する可能性があるとも考えられる。たとえば、ユニセフ・

イノチェンティ研究所の報告書38では、日本の子どもは身体的健康のランキングが高い一方、

精神的幸福度は低い「パラドックス」的な状況にあると指摘されている。その原因には、日

本の競争的・選抜主義的な教育制度がありうる39。2022 年 1 月には、大学受験に向けて勉

強していたものの、成績が低迷したことがきっかけで、高校生が殺傷事件を起こす事案も発

生した40。受験競争の存在が、生徒に強い精神的負担を強いることで引き起こされた事件は

枚挙に暇がないが、教育制度のあり方によっては、SES が幸福度と正に相関するとは単純

に言えず、教育制度が恵まれた生徒の主観的幸福度を損ねることもありうる。それゆえ、

SES と幸福度の相関が単に正とは言えず、家庭環境が生徒の幸福度に与える影響は教育制

度によっても異なる可能性がある。 

 そこで、本稿では、教育制度が生徒の幸福度をどう規定するのか、また、本人の家庭環境

と幸福度とのつながりが教育制度によっていかに媒介されるのかという二点に注目して、

生徒の幸福度を高める教育制度とは何かを実証的に検討する。分析で用いたのは、

「Programme for International Student Assessment」 (以下、PISA) という、OECD 諸

国の 15 歳の生徒を対象にした調査である。テストに基づく生徒の学力調査に加え、質問紙

調査によって生徒の生活や学校環境についてもデータを収集している。2015年実施のPISA

から、生徒の幸福度を測るための質問が追加され、生徒の幸福度を調査した初めての大規模

 

ムを提供しており、負の効果に持続性は見られなかった。 
37 https://www.apa.org/topics/socioeconomic-status (2022 年 11 月 9 日)。 
38 「イノチェンティ レポートカード 16 子どもたちに影響する世界 先進国の子どもの幸

福度を形作るものは何か」。https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf (2022 年 11

月 2 日)。 
39 Rudolf (2020) は生徒間の競争が幸福を低下させると明らかにした。 
40「東大前、受験生ら刺傷事件 少年を殺人未遂罪などで起訴 正式裁判へ」『朝日新聞デジ

タル』2022 年 7 月 1 日。https://www.asahi.com/articles/ASQ7164PHQ71UTIL031.htm 

l (2022 年 11 月 2 日)。 
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調査となった。追加された幸福度を測る設問は、本稿の分析目的によく適合する。幸福を構

成する要素をどのように体系化するかは研究者によって異なる  (e.g. Bradshaw et al. 

2007; Lippman et al. 2011) が、主観的幸福、客観的幸福、物質的幸福と分類することがあ

る。成年において、主観的幸福には国間格差があることが分かっており、この原因として所

得格差と集団に共有される文化や慣習があるということが広く知られている (e.g. Bastian 

et al. 2014; Joshanloo et al. 2013; Morgan et al. 2012; Stankov 2010)。PISA を用いた分

析でも、同様の知見が得られており、日本の生徒は全体的な幸福感は高いものの、主観的幸

福が低いということが明らかになっている (Lau and Bradshow 2010)。 

 本稿では、2018 年度の PISA の生徒質問調査を用いて、各国の教育制度ごとに生徒の幸

福度を比較することで、生徒の幸福を高める教育制度を検討する。続く第 2 節では、教育制

度の類型と幸福度を構成する要素について既存の知見を提示した上で、教育制度と教育達

成、生徒の精神面とのつながりについての実証的な先行研究を参照する。第 3 節では、幸福

度を決定づける要因として SES が存在し、その効果が教育制度によって異なることを仮説

化する。次に第 4 節で、分析に使用する PISA のデータの概要とマルチレベル分析の手法に

ついて述べ、第 5 節でその分析結果に言及する。第 6 節では結論及び、今後の日本の教育

制度のあり方について提言を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．教育制度と教育達成 

 

Dupriez et al. (2008) の指摘によると、教育制度の分類についてはこれまで多くの試み

がなされてきたが、特に Mons (2007) が生徒の能力に対する学校の機能を包括的に説明し

た分類を提供している。この分類では、教育制度が 4 類型に分けられる41。①分岐型モデル

では、将来の進路に応じて生徒が早期から異なるコースに明確に分けられる42。②課程主義

モデルでは、進級できない生徒が留年していく43。③自由主義モデルは、コンプリヘンシブ

 
41 Mons (2007) の分類の説明については、Dupriez et al. (2008)、多喜 (2010) の記述を参

考にした。 
42 ①分岐型モデルの例はドイツである。ドイツでは 10 歳時点で職業教育を受けるか、一般

教育を受けるか選択せねばならない。この制度では、途中で職業教育から一般教育を受ける

コースに移動することは困難を極める。しかし、そのおかげで資格を持たないまま退学する

ことになる人が少ない (Mons 2007; 多喜 2010)。 
43 ②課程主義モデルはフランスが代表的である。文部科学省によれば、「義務教育制度にお

ける『義務』の完了を認定するに当たり，一定の教育課程の習得をもって義務教育は終了し

たとみなすものである」。日本は「年齢主義」であり、義務教育を終える年齢が決まってお

り、その齢に達すれば習得できたかにかかわらず卒業できる。 
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スクール44内で、能力別クラス編成などが行われる45。④平等主義モデルは、コンプリヘン

シブスクール内で少人数編成の学級のもとに生徒一人ひとりが最低限の学力を身につけら

れるよう対応する46。 

Dupriez et al. (2008) は SES と生徒の学力・意識とが、教育制度類型間の違いと解釈可

能な形で対応していることを実証的に示した。たとえば、分岐型モデルは他の制度と異なり、

社会的な不平等が成績に有意に影響を及ぼしている。しかし、Dupriez et al. (2008) の分析

では、Mons (2007) の類型で④平等主義に分類されていた日本や韓国は除外されている。

この点、多喜 (2010) では、日本と韓国を新たに、⑤受験競争モデル47に分類した上で、教

育制度が SES と学力の関連をどのように媒介しているかを明らかにした。具体的には、受

験競争モデルでは中学時の成績と高校入学試験により、学校内の階層格差は小さいものの、

学校間の階層格差が激しいため、SES と学力の相関が学校選びに顕著に影響する。 

 

２－２．教育制度と生徒の精神的態度 

 

 前項のように、教育制度は生徒の教育達成を強く規定する存在であると考えられている

が、教育社会学では、生徒の精神的態度の規定要因についても関心が払われている。本項で

は、まず、生徒の精神的態度、とりわけ彼らの幸福度をいかに捉えることができるか、とい

う幸福度の多次元的指標について概説する。既存研究では、幸福は多次元、もしくは多層的

に捉えられていることが一般的である。幸福をどのような要素から測定するのかは研究者

によって異なるが、複数の指標を利用する点には合意がある (e.g. Bradshaw et al. 2007; 

Lippman et al. 2011)。一例として、PISA では、幸福を構成する要素として、自己・学校

環境・学校外環境に関係する要因が存在し、その主観的指標として認知・感情・満足の側面

があるとして整理している。たとえば、自己に関係する要因の中には、健康・教育と技能・

 
44 総合的に普通教育も職業教育も学ぶことのできる学校のことである。イギリスでは教育

改革の中で、社会階層ごとに分けられていた 3 つの学校が統合される形で発展していった 

(山口 2013)。 
45 ③自由主義モデルの代表例はアメリカである。集団で生活をするということには重きが

置かれておらず、教科や能力でクラスを分けることで生徒中心の教育を目指す  (Mons 

2007; 多喜 2010)。 
46 フィンランドやスウェーデンなど、北欧に代表される教育制度である。個別教育が充実

しており、皆が同じペースで進むことを重視する。Mons (2007) では日本や韓国もこのモ

デルに分類されており、個別指導の部分は塾など私教育が担うとされた。 
47 多喜 (2010) は、以下の三点から、日本と韓国を受験競争モデルとして新たに類型化して

いる。第一に、日本と韓国では、後期中等教育段階で職業学校へ進学する者が少なくないが、

そのような進路を選択してもアカデミックな高等教育に進むことが可能であるという点で、

①分岐型モデルではない。第二に、地域間の学校の多様性が小さく、留年が一般的でないと

いう点で、②課程主義モデル・③自由主義モデルでもない。第三に、15 歳時点の学校間の

学力格差の大きさから、④平等主義モデルとも言えない (多喜 2010)。本項でも、選抜段階

で厳しい受験競争によって進学先が決まる制度であるとして別個の類型に分類する。 
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心理的機能が含まれる。 

Govorova et al. (2020) は、2018 年実施の PISA を用いて、幸福度を測定する試みが行

われている。彼らは、PISA の質問紙調査で利用できる 14 の変数を、認知的要素・心理的

要素・社会的要素に分類した上で、生徒の自己効力感と失敗への不安の指標が、生徒の心理

的幸福の面で最も影響力のある要素であることを示した。同様に Rudolf (2020) は、2018

年実施の PISA を用いて、生徒の主観的幸福を測定して、それらの地域間比較を行ってい

る。その結果、儒教的な東アジア諸国の生徒の生活満足度が低かった。このことは、自己効

力感の低さ、人生の意味の認識、失敗への不安を含む個人的要因によって説明することが可

能であるとされる。 

また、生徒に対して能力別指導を行っている場合、学力の高い生徒ほど自己効力感が低下

することが明らかになっている48。人間の自己認識は他者との比較において成立するもので、

社会学では「相対的剥奪」として知られている (石田 2015)。教育の文脈では、「井の中の

蛙効果」と言われ、学力の高い学校に所属している生徒は、自分の自己効力感を高めてくれ

るような成績の悪い生徒が周囲に存在しないために、学力が高いにもかかわらず自己効力

感が低下する (外山 2008; Marsh 1987)。森 (2017) は公立中学校と、国立・私立中学校の

生徒の数学の自己効力感を比較し、国立・私立中学校の生徒の方が自己効力感が低いことを

示している。 

既存研究では、生徒の幸福度の差が個人の価値観や、国・地域の文化に起因するというこ

とを述べるにとどまっている。能力別指導などの教育方法が生徒の精神的態度に与える影

響が推定可能であるならば、教育制度というシステムが生徒の幸福度を規定している可能

性も考慮せねばならない。そこで、次節では、生徒が教育制度によって異なる経験をするこ

とで、幸福度にも変化が生じるという仮説を構築する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．社会階層の固定化と幸福度  

 

 一般に、SES の高さは本人の主観的幸福度と相関し、この相関は階層の固定化の程度に

よって異なる。そのため、社会階層の固定化と整合的な教育制度、たとえば将来の進路に応

じて早期に異なるコースへと選別が行われる分岐型の教育制度は、SES の低い家庭の生徒

の主観的幸福度を低下させるかもしれない。Alesina et al. (2004) は、欧米諸国において、

所得格差がどのように個人の幸福に影響するかを明らかにした。アメリカは社会の流動性

が高いと認識されているため、低所得者でも努力次第で成功の機会があると感じ、格差が幸

福に与える影響が小さくなる。一方、欧州は社会の流動性が低いという認識により、低所得

 
48 ここでの整理は、森 (2017, p.31) を参照。 
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者は低所得のままであると感じるために格差は幸福に負の影響を与える。上記のような観

点からは、階層の固定化と整合的な教育制度、すなわち分岐型モデルの教育制度の下では、

生徒の幸福度が低下しやすく、そのような幸福度の低下は SES の低い生徒でより大きいと

考えられる。 

 

仮説１ 分岐型モデルにおいて SES の低い生徒の幸福度が低下する。 

 

３－２．競争的な教育制度と生徒の精神的態度 

 

一方、教育上の競争を強いる教育制度にも問題がないわけではない。まず、SES が高い

生徒は学力が高くなりやすいが、学力が高い生徒で幸福度が下がるという研究がある。その

一因は、教育を巡る競争が生徒の精神的な悪影響を与えることにあると考えられる。実際、

若年者の自殺は試験期間にピークを迎える49。また、小・中学生の自殺の原因の第一位は、

学業不振であり、高校・大学生に比べても「入試の悩み」の比重が大きい50。以上のことを

鑑みると、若い世代の自殺の要因として学業上のストレスがあり、過度な学力競争が生徒の

精神的ストレスを高める可能性が高いと考えられる。既存研究では、Rudolf (2020) が、競

争に価値を感じる生徒において、満足度が低下していることも明らかにしている。それゆえ、

学力競争による選抜と親和的な、自由主義モデルや受験競争モデルなどの教育制度の下で

は、試験制度や能力別指導によって競争的価値観が内面化され、生徒の幸福度が低下すると

考えられる。 

 

仮説２ 自由主義モデルと受験競争モデルにおいて生徒の幸福度が低下する。また、そ

の効果は SES の高い生徒でより強い。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、2018 年実施の PISA の生徒質問調査を用いる。Mons 

(2007) の類型に従って多喜 (2010) が教育制度を再分類した国家群を参考に、表 1 にある 

 
49 「Suicides by Young People Peak in Exam Season, Report Finds」『The Guardian』 

https://www.theguardian.com/society/2017/jul/13/suicides-by-young-people-peak-in-exa 

m-season-report-finds (2022 年 11 月 2 日)。 
50 「小・中学生の自殺、原因の 1 位は「学業不振」」『NIKKEI STYLE 日経 DUAL WOMAN 

SMART DUAL プレミアム』https://style.nikkei.com/article/DGXMZO79950870Q4A121C 

1000000/ (2022 年 11 月 2 日)。 
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表１ 分析対象国 

 

 

22 か国を分析対象とする。 

 分析に使用する変数については表 2 にまとめた。まず、生徒の幸福度に関わる指標とし

て、従属変数に投入した 7 つの変数について述べる。認知的要素としては知能増加に対す

る考えを採用した (cf. Govorova 2020)。この指標は、「自分の知能は、自分ではほとんど変

えられないものであると思う」という質問に、4 段階で賛成か反対かを回答してもらったも

のである。主観的幸福度の要素として生活満足度、幸せ、ポジティブな感情、ネガティブな

感情の指標を作成した。これらの指標は、PISA の報告書等でも主観的幸福を構成する要素

として広く知られている51。その他、同報告書では、自己に関係する要因として、健康、教

育・技能、心理的機能が挙げられている。健康は若年の生徒においては考慮する必然性が薄 

 
51 「PISA 2018 Assessment and Analytical Framework 8. PISA 2018 Well-being Fra-

mework」p.271。 

教育制度 国の略称 国名

分岐型モデル

AUT オーストリア

BEL ベルギー

CZE チェコ

DEU ドイツ

HUN ハンガリー

NLD オランダ

SVK スロバキア

課程主義モデル

ESP スペイン

FRA フランス

PRT ポルトガル

自由主義モデル

AUS オーストラリア

CAN カナダ

GBR イギリス

NZL ニュージーランド

USA アメリカ

平等主義モデル

DNK デンマーク

FIN フィンランド

ISL アイスランド

NOR ノルウェー

SWE スウェーデン

受験競争モデル

JPN 日本

KOR 韓国
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表２ 変数説明 

 

 

い。心理的機能については、主観的幸福を構成するとされる 3 要素と重なる部分が大きい

52。それゆえ、本稿では教育・技能の主観的指標とされているものを用いる。具体的には、

 
52 ただし、Seligman (2012) と Kern et al. (2015) は心理的機能も包括的な主観的幸福の

変数名 変数説明 出典

女性ダミー 女性＝1、男性＝0。 PISA

テスト言語話者ダミー 普段家で話す言語がテスト言語＝1、それ以外＝0。 PISA

生活満足度 あなたの最近の生活全般に、どのくらい満足しているか、11

段階評価で表したもの (値は0～10で「まったく満足していな

い」～「十分に満足している」、1刻み)。

PISA

知能増加に対する考え 「自分の知能は、自分ではほとんど変えることができないも
のである」という質問に賛成するか4段階で評価したもの (1

を全くその通りだ、2をその通りだ、3をその通りでない、4を

全くその通りでないに反転させて使用)。

PISA

幸せ 「次のような気持ちになることはどのくらいありますか」と
いう質問の、「幸せ」の項目について4段階で評価したもの

(値は1から4で、ない、めったにない、時々、いつも)。

PISA

ポジティブな感情 「次のような気持ちになることはどのくらいありますか」と
いう質問の「幸せ」、「元気」、「誇らしい」、「うれし
い」、「陽気」の項目について4段階で評価したものの平均

(値は1から4で、ない、めったにない、時々、いつも)。

PISA

ネガティブな感情 「次のような気持ちになることはどのくらいありますか」と
いう質問の「怖い」、「惨め」、「心配」、「悲しい」の項
目について4段階で評価したものの平均 (値は1から4で、な

い、めったにない、時々、いつもの順に反転させて使用)。

PISA

失敗への不安 「次のようなことは、あなた自身にどのくらいあてはまりま
すか」という質問について、
(1) 失敗しそうなとき、他の人が自分のことをどう思うかが気

になる
(2) 失敗しそうなとき、自分に十分な才能がないかもしれない

と不安になる
(3) 失敗しそうなとき、自分の将来への計画に疑問をもつ

それぞれの項目を4段階で評価したものの平均 (値は1から4

で、まったくその通りでない、その通りでない、その通り
だ、まったくその通りだの順に反転させて使用)。

PISA

自己効力感 「次のようなことは、あなた自身にどのくらいあてはまりま
すか」という質問について、
(1) 物事はたいてい何とかできる

(2) 物事を達成すると、自分を誇らしく思う

(3) 同時に複数のことを行うことができる

(4) 自分を信じることで、困難を乗り越えられる

(5) 困難に直面したとき、たいてい解決策を見つけることがで

きる
それぞれの項目を4段階で評価したものの平均 (値は1から4

で、まったくその通りでない、その通りでない、その通り
だ、まったくその通り)。

PISA

分岐型ダミー 分岐型モデルの国＝1、それ以外＝0。 多喜 (2010) を参考に作成

課程主義ダミー 課程主義モデルの国＝1、それ以外＝0。 多喜 (2010) を参考に作成

自由主義ダミー 自由主義モデルの国＝1、それ以外＝0。 多喜 (2010) を参考に作成

平等主義ダミー 平等主義モデルの国＝1、それ以外＝0。 多喜 (2010) を参考に作成

受験競争ダミー 受験競争モデルの国＝1、それ以外＝0。 多喜 (2010) を参考に作成

SES 下記①～③の第一主成分。
①両親のうちのISCED level6 (学士相当) を持っている人数 0

～2

②家庭の蔵書数
0 ~10冊を1、11~25冊を2、26~100冊を3、101~200冊を4、200

～500冊を5、500冊より多いを6とした順序尺度

③家庭の教育資源
勉強机や自室など、13項目の所有財のうち持っているものの

合計

PISA
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主要な自己効力感と強い相関があるとされる失敗への不安を用いる (cf. Govorova 2020)。 

 上記の変数は、それぞれ次の質問の回答を利用して作成した。生活満足度は、「あなたの

最近の生活全般に、どのくらい満足しているか」という質問に、11 段階評価で回答したも

のを用いた。値は 0～10 で「まったく満足していない」～「十分に満足している」である。

知能増加への考えは、「自分の知能は、自分ではほとんど変えることができないものである」

という質問の回答として、「まったくその通りだ」=1～「まったくその通りでない」=4 の 4

段階尺度とした。 

幸せは「次のような気持ちになることはどのくらいありますか」という質問の「幸せ」の

項目について 4 段階で評価したものを使用した。ポジティブな感情は同質問の、「幸せ」、

「元気」、「誇らしい」、「うれしい」、「陽気」の 5 つの項目について 4 段階で評価した

ものの平均を取った。ネガティブな感情も同質問から、「怖い」、「惨め」、「心配」、「悲

しい」の項目について 4 段階で評価したものを逆転させて平均した。 

失敗への不安は、「次のようなことは、あなた自身にどのくらいあてはまりますか」とい

う質問について、(1) 失敗しそうなとき、他の人が自分のことをどう思うかが気になる、(2) 

失敗しそうなとき、自分に十分な才能がないかもしれないと不安になる、(3) 失敗しそうな

とき、自分の将来への計画に疑問をもつ、についてそれぞれの項目を 4 段階で評価したも

のを逆転させて平均した。自己効力感は、「次のようなことは、あなた自身にどのくらいあ

てはまりますか」という質問に、(1) 物事はたいてい何とかできる、(2) 物事を達成すると、

自分を誇らしく思う、(3) 同時に複数のことを行うことができる、(4) 自分を信じることで、

困難を乗り越えられる、(5) 困難に直面したとき、たいてい解決策を見つけることができる、

という 5 つの項目をそれぞれ 4 段階で評価したものの平均を使用した。 

本稿が理論的に関心を持つのは、教育制度と SES 及びその交互作用項である。各教育制

度ダミーについては多喜 (2010) の分類に基づいて、当該モデルの国を 1、それ以外の国を

0 とした。具体的には、分岐型モデル、課程主義モデル、自由主義モデル、平等主義モデル、

受験競争モデルの各ダミーを用意し、このうち最も該当国が多い分岐型モデルを基準カテ

ゴリとして、回帰式からは除外した。SES については、森 (2017) や多喜 (2010) を参考に、

3 要素の主成分分析から抽出された第一主成分として表した。①両親のうちの ISCED 

level6 (学士相当) を持っている人数、②家庭の蔵書数について 0～10 冊を 1、11～25 冊を

2、26～100 冊を 3、101～200 冊を 4、200～500 冊を 5、500 冊より多いを 6 とした順序

尺度、③家庭の教育資源について勉強机や自室など、13 項目の所有財のうち持っているも

のの合計53、を主成分分析に投入して、第一主成分を取り出した。主成分負荷量と寄与率は

表 3 に記載した。 

 

 

一部になるとしている。 
53 勉強机や自室、インターネット環境などの 13 の所有財について、持っている=1、持って

いない=0 と解答する質問を利用し、13 項目の足し算によって合計を算出した。 
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統制変数として、女性を 1 とする女性ダミーと、最もよく使う言語とテストの実施言語

が一致している人を 1 とするテスト言語話者ダミーを作成した。先行研究では、後者に関

係する統制変数として、生まれた場所や移民かどうかの質問への回答を加工して用いてい

るが、今回はテストの点数など言語の理解力が表れやすいものを分析対象にするわけでは

ないため、テストの実施言語についての質問で代用した。表 4 が本稿で使用した変数の記

述統計である。 

 

表３ ＳＥＳの主成分分析 

 

 

表４ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

 上記の変数を用いて、マルチレベルモデルの分析を行う。マルチレベル分析では、サンプ

ルが所属する集団ごとの文脈を考慮に入れることができる。本稿ではレベル 1 の変数が女
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性ダミー、テスト言語話者ダミー、SES となり、レベル 2 の集団の効果として教育制度を

投入した。これによって、教育制度の違いが、生徒の幸福に及ぼす影響をそれぞれ測定する

ことができる。 

 7 つの従属変数に対して、交互作用項を入れず教育制度の限界効果を推定するモデルと、

SES と交互作用項を投入するモデルの 2 種類のモデルを推定する。交互作用項を入れない

モデルでは、教育制度それ自体と SES が幸福度に対してどのような効果を持つのかを確認

する。さらに SES と教育制度の交互作用項を用いることで、SES が生徒の幸福に与える影

響を教育制度がどのように媒介するかを実証することができる。交互作用項を投入したモ

デルにおいて、回帰式を SES について整理すると、SES の係数部分には SES 単独の効果

と教育制度ダミーにおいて 1 である教育制度の効果が表れる。それゆえ、交互作用項の係

数を見ることで、SES が幸福度に与える影響が教育制度によって異なるということを実証

したい。また、分岐型モデルについては基準カテゴリとして回帰式から除いているため、交

互作用項において 1 となる教育制度ダミーが存在せず、SES の単独項の係数としてその効

果を確認できる。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．生徒の幸福度の推定結果 

 

 マルチレベル分析を用いて、幸福を構成する 7 つの要素を従属変数に投入して、それぞ

れに対する教育制度の影響を検証した。 

 表 2～4 は、7 つの従属変数に対する教育制度の効果を検証した分析結果を示したもので

ある。理論的に関心があるのは、教育制度と SES、及びその交互作用項の係数である。ま

ず、交互作用項のないモデル (各表の Model 1・3 ないし 5) について見ると、SES はすべ

ての精神的態度と相関しており、SES が高い生徒ほど、生活満足度が高く、知能増加に肯

定的で、幸せ、ポジティブな感情を抱きやすい一方、ネガティブな感情を抱きにくく、自己

効力感が高く、失敗への不安がないなど、親の社会経済的地位が高い生徒ほど、一貫して幸

福である。 

 一方、教育制度との関連では、分岐型モデルの国に比べて、自由主義型モデルの国では、

知能増加に対して肯定的な考えを持ちやすく、失敗を恐れないが、生活満足度が低い。同様

に、受験競争型モデルの国では、ネガティブな感情を持ちにくく、失敗を恐れないが、生活

満足度が低く、自己効力感に乏しい。これらの結果は仮説 2 に整合的である。他方で、分岐

型モデルは、課程主義に比べて幸せと感じる生徒が少ないが、平等主義よりは幸せで、特に、

平等主義以外の国と比べると、統計的に有意に生徒が失敗への不安を抱きやすい点に特徴

がある。 
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表５ 生徒の幸福度に対する教育制度の効果 (生活満足度・知能増加に対する考え)  

 

 

 次に、このような教育制度の違いは、SES による精神的態度の格差を媒介するのかを交

互作用項のあるモデル (各表の Model 2・4 ないし 6) の結果から検討する。交互作用項の

意味は、調整変数となる教育制度ごとに、SES の限界効果を見ることで解釈が容易になる。 

 図 1 は各教育制度における SES の限界効果を示したキャタピラプロットである。まず、

分岐型モデルの SES の限界効果を見ると、SES は依然として多くの従属変数に有意な影響

を及ぼしており、特に、低 SES の生徒に失敗への恐れを抱かせやすいという点は特徴的で

ある。しかし、他の教育制度に比べて、SES が精神的態度に与える効果は総じて大きいと

までは言えない。少なくとも早期に選別が行われる教育制度が、高 SES の生徒と低 SES の 

固定効果 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

　(切片) 7.3701 *** 7.3711 *** 2.6757 *** 2.6738 ***

(0.0907) (0.0922) (0.0529) (0.0532)

Level 1 (個人レベル)

　女性ダミー -0.6253 *** -0.6264 *** 0.0262 *** 0.0268 ***

(0.0157) (0.0157) (0.0049) (0.0049)

　テスト言語話者ダミー 0.1248 *** 0.1281 *** 0.0180 * 0.0204 **

(0.0266) (0.0267) (0.0077) (0.0077)

　SES 0.1536 *** 0.1164 *** 0.0689 *** 0.0503 ***

(0.0064) (0.0265) (0.0020) (0.0084)

Level 2 (国家レベル)

　課程主義モデルダミー 0.0929 0.0879 0.0057 0.0037

(0.1502) (0.1528) (0.0955) (0.0960)

　自由主義モデルダミー -0.5639 ** -0.5630 ** 0.1764 * 0.1788 *

(0.1737) (0.1767) (0.0810) (0.0815)

　平等主義モデルダミー 0.1444 0.1354 0.1461 0.1425

(0.1512) (0.1541) (0.0869) (0.0874)

　受験競争モデルダミー -0.7728 *** -0.8184 *** -0.0175 -0.0150

(0.1738) (0.1770) (0.1110) (0.1117)

Cross Level 交互作用

　SES×課程主義モデルダミー 0.0415 -0.0047

(0.0443) (0.0147)

　SES×自由主義モデルダミー 0.0711 0.0522 ***

(0.0512) (0.0126)

　SES×平等主義モデルダミー 0.0513 0.0415 **

(0.0462) (0.0140)

　SES×受験競争モデルダミー -0.0596 0.0130

(0.0529) (0.0178)

ランダム効果

　切片 0.0440 0.0456 0.0190 0.0192

　残差 5.5351 5.5309 0.7438 0.7426

　SES 0.0032 0.0004

AIC 412817.4 412799.5 320517.0 320377.9

N 90727 90727 126032 126032

国数 16 16 21 21

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

生活満足度 知能増加に対する考え

従属変数
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表６ 生徒の幸福に対する教育制度の効果 (幸せ・ポジティブ・ネガティブな感情)  

 

 

生徒の幸福度の格差を拡大するわけではない。これは仮説 1 に反する結果である。他方、自

由主義モデルでは、生活満足度・知能増加に対する肯定感・ポジティブな感情・失敗への恐

れなど、多くの精神的態度で SES 間の格差が大きい。これは仮説 2 に整合的な結果とは言

えない。 

 最後に、受験競争モデルでは、最も特徴的な点として、唯一、SES が生活満足度に与え

る影響が統計的に有意でない。このことについては、2 つの解釈が可能であろう。まず、学

力テストによって競争的に教育達成が決まる「公平」な制度では、SES が高い生徒も低い

生徒も不公平感を感じにくいのかもしれない。一方、SES が高い生徒は、高い教育期待に

応える必要があり、長く選抜を勝ち抜き続けることを要求されるため、SES が低い生徒と 

固定効果 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

　(切片) 3.3179 *** 3.3163 *** 3.1823 *** 3.1805 *** 2.7799 *** 2.7807 ***

(0.0286) (0.0284) (0.0319) (0.0317) (0.0425) (0.0426)

Level 1 (個人レベル)

　女性ダミー -0.0194 *** -0.0196 *** -0.0511 *** -0.0579 *** -0.3315 *** -0.3314 ***

(0.0286) (0.0039) (0.0029) (0.0033) (0.0034) (0.0034)

　テスト言語話者ダミー 0.0349 *** 0.0373 *** 0.0344 *** 0.0377 *** 0.0013 0.0019

(0.0062) (0.0062) (0.0053) (0.0236) (0.0054) (0.0055)

　SES 0.0287 *** 0.0248 ** 0.0339 *** 0.0236 ** -0.0118 *** -0.0202 **

(0.0016) (0.0088) (0.0013) (0.0073) (0.0014) (0.0074)

Level 2 (国家レベル)

　課程主義モデルダミー 0.1053 * 0.1031 * 0.0885 0.0866 -0.0310 -0.0336

(0.0483) (0.0479) (0.0544) (0.0542) (0.0730) (0.0731)

　自由主義モデルダミー 0.0085 0.0086 -0.0676 -0.0689 -0.0507 -0.0523

(0.0483) (0.0479) (0.0544) (0.0541) (0.0730) (0.0731)

　平等主義モデルダミー -0.1031 * -0.1079 * -0.0097 -0.0130 0.1335 * 0.1250

(0.0443) (0.0440) (0.0498) (0.0496) (0.0667) (0.0669)

　受験競争モデルダミー -0.0613 -0.0684 *** -0.0491 -0.0546 -0.1921 * -0.2013 *

(0.0559) (0.0555) (0.0629) (0.0626) (0.0843) (0.0845)

Cross Level 交互作用

　SES×課程主義モデルダミー -0.0080 0.0020 0.0008

(0.0149) (0.0123) (0.0124)

　SES×自由主義モデルダミー 0.0106 0.0212 0.0165

(0.0149) (0.0122) (0.0124)

　SES×平等主義モデルダミー 0.0073 0.0104 0.0154

(0.0140) (0.0115) (0.0116)

　SES×受験競争モデルダミー 0.0032 0.0118 -0.0027

(0.0176) (0.0145) (0.0147)

ランダム効果

　切片 0.0046 0.0045 0.0059 0.0058 0.0106 0.0106

　残差 0.4066 0.4063 0.2874 0.2871 0.3079 0.3076

　SES 0.0004 0.0003 0.0003

AIC 213068.7 213053.9 171318.9 171259.0 179517.1 179483.8

N 109880 109880 107587 107587 108050 108050

国数 18 18 18 18 18 18

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

幸せ ポジティブな感情

従属変数

ネガティブな感情



50 

 

表７ 生徒の幸福に対する教育制度の効果 (自己効力感・失敗への不安) 

 

 

は異なる精神的負担を強いられている可能性がある。後者が本稿の仮説 2 に整合的な議論

である。 

 

 

６．結論 

 

 本稿では、2018 年実施の PISA の生徒質問調査を用いて、生徒の幸福度を高める教育制

度をマルチレベル分析によって検討した。その結果、階層が固定化されやすい分岐型モデル 

固定効果 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

　(切片) 2.9860 *** 2.9846 *** 2.7477 *** 2.7470 ***

(0.0329) (0.0325) (0.0364) (0.0364)

Level 1 (個人レベル)

　女性ダミー -0.0576 *** -0.0575 *** -0.3291 *** -0.3291 ***

(0.0028) (0.0028) (0.0044) (0.0044)

　テスト言語話者ダミー -0.0124 ** -0.0104 * -0.0227 *** -0.0220 **

(0.0045) (0.0045) (0.0069) (0.0069)

　SES 0.0602 *** -0.0191 *** -0.0191 *** -0.0240 **

(0.0012) (0.0018) (0.0018) (0.0076)

Level 2 (国家レベル)

　課程主義モデルダミー 0.0666 0.0654 -0.1293 * -0.1295 *

(0.0594) (0.0588) (0.0653) (0.0652)

　自由主義モデルダミー 0.0646 0.0633 -0.3510 *** -0.3539 ***

(0.0504) (0.0499) (0.0554) (0.0553)

　平等主義モデルダミー 0.0433 0.0366 -0.0933 -0.0974

(0.0540) (0.0535) (0.0595) (0.0594)

　受験競争モデルダミー -0.1467 * -0.1500 * -0.3846 *** -0.3894 ***

(0.0691) (0.0684) (0.0759) (0.0759)

Cross Level 交互作用

　SES×課程主義モデルダミー 0.0047 0.0106

(0.0103) (0.0133)

　SES×自由主義モデルダミー 0.0099 -0.0125

(0.0088) (0.0114)

　SES×平等主義モデルダミー 0.0222 * 0.0074

(0.0096) (0.0127)

　SES×受験競争モデルダミー 0.0377 ** 0.0211

(0.0123) (0.0161)

ランダム効果

　切片 0.0074 0.0072 0.0088 0.0088

　残差 0.2406 0.2404 0.5953 0.5949

　SES 0.0002 0.0003

AIC 173222.5 173156.0 291510.2 291492.3

N 122435 122435 125628 125628

国数 21 21 21 21

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

自己効力感 失敗への不安

従属変数
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図１ 交差項の限界効果のキャタピラプロット 

 

 

 

 

の国において、特に SES が低い生徒の幸福度が低下しやすいという結果は得られなかった。

一方、競争的な制度を有する自由主義モデルと受験競争モデルに関しては、有意に負の関連 

がある従属変数が存在したため、生徒の幸福度を低下させる教育制度であることが示唆さ

れた。しかし、SES が高い生徒の方が、幸福度が低くなるという関係については明示的に

確認することができなかった。 

 自由主義モデルにおいて、SES に基づく幸福度の格差が強く表れていたいたことは特徴

的であった。能力別指導を行う自由主義モデルでは、選抜ではない形で早期から生徒の優劣

関係が可視化されることで、他人と比べて優れている、または落ちこぼれているというラベ

ルがつけられる。その結果、周囲と比較した自分の評価を認識することとなり、SES によ

る格差の影響が拡大すると考えられる。日本においても、生徒一人ひとりに合った指導を行

おうと、能力別のクラス編成を導入することがあるが、安易に多用することで社会階層の再

生産を促す危険性がある。よほど同質な生徒の集まった学校でない限りは、能力別クラスは

実質的に SES に準じて分けられることになりうる。それゆえ、学力の面からのみではなく、
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生徒のメンタル面にも焦点を当て、効果的な指導方法を検討すべきである。 

 加えて、唯一、受験競争モデルにおいて SES と生活満足度の相関が有意にならなかった

のも特徴である。この要因として、公平なテストによる選抜が低 SES の生徒の不満を軽減

していることと、高 SES の生徒が競争による精神的負担を感じていることの 2 点が考えら

れる。前者の例として、不利な環境からでも選抜テストを勝ち抜くことで階層の上方移動を

達成した人も多く存在するだろうが、そのような例に注目すると受験競争モデルが公平な

教育制度だと過大評価しかねない。制度自体は生徒の幸福度を低下させうるものと認識し、

生徒に対する精神的なサポートを拡充する必要がある。 
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第５章 

 

原子力発電利用の規定要因 

―気候変動政策と再生可能エネルギー政策との関係から― 

 

蓮沼 介永 

 

 

要約 

 

気候変動への対応が強く求められている現在、各国のエネルギー転換部門は、二酸化炭素

排出量を削減しながら、電力の安定供給を実現しなければならないという難題に直面して

いる。近年では、原子力がこの二点を両立する有用な電源として国際的に認められつつある

が、福島第一原発事故以降、日本ではいくつもの原子炉が運転停止を余儀なくされている。

これらの原子炉を再稼働させる必要性を議論する上で、原子力利用を促進もしくは阻害す

る要因を今一度明らかにする必要があるだろう。本稿では、1995 年から 2012 年までの 38

か国の気候変動政策と再生可能エネルギー政策に関するパネルデータを構築した上で、気

候変動に関連する政策が国全体の原子力利用に与える影響を検証した。分析結果からは、気

候変動対策としては、原子力よりも再生可能エネルギーがカーボンフリー電源として利用

されやすいが、エネルギー需要が高まっている場合は、原子力利用が促進されるという代替

関係が明らかになった。また、原子力利用国に限定した分析結果を基に、日本の現状から予

測される原子力利用率をシミュレーションしたところ、分析期間において、日本は予測より

も原子力利用の比重が小さい電源構成となっていることが示唆された。原子力利用の有用

性を再検討する余地があるかもしれない。 

 

 

１．はじめに 

 

2021 年に米国が主催した気候サミットにおいて、菅義偉首相は 2030 年度の温室効果ガ

ス排出量について 2013 年度比 46%削減を目指すと宣言した。この計画は、2050 年度まで

に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするという最終的な目標に向けて設定されている。温

室効果ガス総排出量のうち約 9 割を占めている CO2 について、発電や熱の生産に伴う排出

量を、生産者からの排出量として計上した場合、CO2 を最も多く排出しているのはエネル

ギー転換部門である54。そのため、カーボンニュートラルを達成するには、発電による二酸

 
54 https://www.nies.go.jp/gio/archive/ghgdata/jqjm10000017v04i-att/L5-7gas_2022_giow 

eb_ver1.1.xlsx (2022 年 10 月 27 日)。 
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化炭素排出量の削減が求められる。 

一方で、安定的な電力供給を実現するための対応策も並行して講じる必要がある。カーボ

ンニュートラルに注目が集まる現在、日本では火力発電所の休止・廃止事例が増加してきて

いる。しばらくは火力発電所の新設計画もあるものの、日本国内では、火力による電力供給

量が将来にかけて減少していくことが予想される55。それにもかかわらず、2022 年の夏季

には、電力不足による停電を防ぐために、すでに休止した火力発電所の運転再開を強いられ

た。また、ウクライナ侵攻への対抗措置として、日本がロシア産の化石燃料の輸入を禁止し

たことも、エネルギー安全保障上の重要な出来事である。もともと火力への依存度が高い日

本では、化石燃料の供給が停滞することで、冬季の電力需給の逼迫やさらなる電気料金の高

騰が懸念される。 

ここまで述べてきた日本の現状から、発電による二酸化炭素排出量の削減と安定的な電

力の供給を並行して実現するための対応策を講じる必要がある。二酸化炭素排出量の削減

という側面では、二酸化炭素の排出が多い化石燃料への依存度を下げ、再生可能エネルギー

の利用を促進することが一つの方法として考えられる (Finon 2006, p.309)。しかし、電力

の安定供給の面でいえば、再生可能エネルギーにはいくつかの懸念がある。たとえば、再生

可能エネルギーは火力と比べて、単位面積当たりの発電量が少ないため、発電所を設置する

際により大きな敷地を必要とする56。さらに、特に太陽光や風力の場合、天候などの自然状

況によって供給量が変動するため、電力需要に合わせて発電を行うことができないことも

問題点だという57。 

一方で、二酸化炭素排出量の削減と電力の安定供給を同時に実現するという目的におい

ては、原子力発電の利用が代替策になりうる。原子力は炭素の放出が少ない電源として評価

されるため (Corner et al. 2011)、再生可能エネルギーと同じくカーボンフリー電源の一つ

としてとらえることができる。また、再生可能エネルギーと比較して単位面積当たりの発電

量も多く、自然状況による影響も受けないため、安定的な電力を供給することもできる。そ

のため、欧州議会では、原子力発電を持続可能な経済活動として認める動きが強まっており

58、国際的にも、気候変動政策の一部として原子力を利用することに対するハードルが下が

りつつある。 

現在、経済産業省は 2050 年の電源構成について、原子力を化石燃料に代わる安定的な電

力を供給するエネルギーとして位置づけており、2018 年度現在で電源構成全体の 6%を占

 
55 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/046_04_01. 

pdf (2022 年 10 月 15 日)。 
56 たとえば、堺港発電所 (火力) の単位面積あたり発電電力量は、堺太陽光発電所の約

2,600 倍以上である。https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/about/tas 

k.html (2022 年 10 月 15 日)。 
57 同 URL。 
58 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34365/taxonomy- 

meps-do-not-object-to-inclusion-of-gas-and-nuclear-activities (2022 年 10 月 15 日)。 
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める原子力を、2030 年には 20%から 22%まで増加させる見通しとしている59。経済界の一

部も原発を気候変動対策の手段として後押ししている60。 

しかし、福島第一原発事故以降、日本国民の原子力発電に対する安全面の不安は根強く、

原発再稼働への理解は十分に得られていない状況にある61。それでは、原子力利用を促進す

る、あるいは阻害する要因とは何であろうか。先行研究では、原子力利用の要因について、

経済的要因に基づく説明がほとんどを占めており、他の要因については未解明の部分が多

い。まず、原子力利用はカーボンフリー電源として気候変動対策の手段になりうるから、さ

まざまな気候変動政策が、制度的要因として各国の原子力利用を促進する可能性が考えら

れる。他方で、気候変動政策の一環として利用される再生可能エネルギーは、原子力を代替

する電源になりうるから、原子力利用が減少するほど、再生可能エネルギー利用が増加する

という代替的な関係になりうる (Aguirre and Ibikunle 2014; Kilinc-Ata 2016; Marques 

and Fuinhas 2012; Marques et al. 2010; Popp et al. 2011)。 

この点、代替電源としての再生可能エネルギーの利用を促す政策にはさまざまなものが

存在する。原子力と再生可能エネルギーの代替関係において、事業者にとって政策が十分に

魅力的であるとき、彼らは再生可能エネルギーの利用をより重視するだろう。そのような場

合、再生可能エネルギー政策が間接的に原子力利用を減少させる可能性が考えられる。 

そこで、本稿は、再生可能エネルギー利用の規定要因を巡る既存研究の知見を踏まえなが

ら、そのような枠組みが原子力利用に与える影響を検証する。具体的には、1995 年から 2012

年までの 38 か国の気候変動政策と再生可能エネルギー政策のパネルデータを構築した上

で、気候変動に関連する政策が国全体の原子力発電利用にいかなる影響を与えてきたのか

を明らかにする。 

第 2 節では、原子力利用の規定要因と再生可能エネルギー利用の制度的要因に関する実

証的な先行研究を概観する。第 3 節では、先行研究などの知見を基に原子力利用の規定要

因を理論化し、第 4 節では、それらを検証するために必要なデータと方法を説明する。第 5

節では、実際の推定結果の議論を基に、日本における妥当な原子力利用をシミュレーション

する。第 6 節では、本稿で得られた知見を踏まえて、日本の原子力政策のあり方を提示して

いく。 

 

 

 
59 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_ 

wg/pdf/001_05_00.pdf (2022 年 11 月 2 日)。 
60 https://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2022/0905.html (2022年 11 月 1日)。また、

佐藤 (2014) によると、日本の気候変動政策は日本経済団体連合会 (経団連) の政策選好に

よる影響を大きく受けることで、原子力利用を中核に据えるようになっている。 
61 日本原子力文化財団が 2021 年に行った「原子力に関する世論調査」によると、回答者の

46.3%は「再稼働を進めることについて、国民の理解は得られていない」と考えている。https: 

//www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu2021/results_2021.pdf (2022年11月15

日)。 
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２．先行研究 

 

２－１．原子力利用の規定要因 

 

原子力利用の要因についての実証研究は、経済的観点に基づく説明が大半を占める。いく

つかの研究は、経済成長によって原子力利用が促進されるという因果関係を実証的に支持

するが (Kirikkaleli et al. 2020; Lee and Chiu 2011; Wolde-Rufael and Menyah 2010; Yoo 

and Ku 2009)、多くはグレンジャー因果の検証にとどまっている。反対に、原子力利用が

増加するほど経済成長が進む可能性や  (Apergis and Payne 2010; Yoo and Ku 2009; 

Zaman 2015)、両者の相乗効果の可能性を示唆する研究も多くある (Apergis and Payne 

2010; Yoo and Ku 2009; Wolde-Rufael and Menyah 2010)。したがって、そもそも経済発

展から原子力利用に対する一方向の因果関係は、広く認められているわけではない。 

一方で、Wolde-Rufael and Menyah (2010) は、スウェーデンにおいて経済成長が原子力

利用を減少させる可能性さえ示唆している。日本、オランダ、スイスの場合には、原子力利

用が増えるほど経済成長が後退していると主張されている (Wolde-Rufael and Menyah 

2010)。因果の方向性のみならず、効果が正であるか負であるかも各国によって異なる可能

性があるのである。 

そのほか、原油価格がグレンジャーの意味で原子力利用を増加させることを支持する先

行研究も存在するものの (Lee and Chiu 2011; van Ruijven and van Vuuen 2009)、経済発

展以外に原子力利用を促す可能性のある変数は、ほとんど明らかになっていない。また、国

によって因果の方向性が異なる可能性があるため、国ごとの分析を行う先行研究が多いが、

各国の情報を統合したパネルデータを用いた研究は数少ない。パネルデータ分析において

は、経済成長による原子力利用の促進という先行研究の仮説も考慮するが、逆因果には十分

に注意して理論の構築に組み込む必要がある。 

 

２－２．再生可能エネルギー利用の規定要因 

 

再生可能エネルギーの利用は温室効果ガス削減の効果的な手段として注目されているた

め、その規定要因に関する実証研究には蓄積がある。第一に、再生可能エネルギーの利用促

進を目的とするいくつかの再生可能エネルギー政策は、その正の効果が検証されることが

期待されている。 

まず、一定の期間において、再生可能エネルギーから生産された電力に対して固定価格で

の買い取りを保証する FIT 制度 (Feed-in Tariff) は、いくつかの実証研究で再生可能エネ

ルギーの利用を促進する可能性が示されているが (Johnstone et al. 2010; Kilinc-Ata 2016; 

Polzin et al. 2015; Smith and Urpelainen 2014)、Aguirre and Ibikunle (2014) と Popp et 

al. (2011) は明瞭に有意な効果を確認していない。また、電力会社に対して再生可能エネル
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ギーによる電力供給の最低割合を定めるクオータ制によって (Finon 2006)、再生可能エネ

ルギーの利用率が増加する可能性を支持する研究がある一方で (Carley 2009; Menz and 

Vachon 2006; Polzin et al. 2015; Yin and Powers 2010)、そのような関係を支持しない研

究も存在する (Delmas and Montes-Sancho 2011; Delmas et al. 2007; Kilinc-Ata 2016; 

Popp et al. 2011; Shrimali et al. 2012)。そのほか、Kilinc-Ata (2016) では、入札制度や税

制優遇の効果を確認する分析結果が得られている。 

第二に、気候変動政策自体が再生可能エネルギーの利用に影響を与えうることも明らか

にされている。Aguirre and Ibikunle (2014) や Johnstone et al. (2010)、Popp et al. (2011) 

は、包括的な気候変動枠組みである京都議定書の締約が、再生可能エネルギー利用を促進す

る可能性を実証的に示している。また、Polzin et al. (2015) は、各国が運用する温室効果ガ

ス排出量取引が再生可能エネルギーの利用に有意に正の効果を与えることを示す結果を出

した。 

このように先行研究では、個々の再生可能エネルギー政策や気候変動政策と、再生可能エ

ネルギーの電力利用との関係が明らかにされている。ただし、多くの研究がいかに再生可能

エネルギーの利用を増加させるかを研究上の問いにしているため、気候変動政策としての

再生可能エネルギーの好ましさが強調される傾向にある。それゆえ、再生可能エネルギーに

依存することは、電力の安定供給に懸念をもたらすなどの負の要因は注目されず、気候変動

と電力供給の安定性とを両立する望ましい電源構成が議論されることは少ない。次節では、

先行研究で得られた知見を基にして、原子力利用の規定要因に関する理論を構築する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．気候変動政策としてのカーボンフリー電源の利用 

 

本節では、はじめに、気候変動政策において、原子力と再生可能エネルギーがカーボンフ

リー電源として積極的に利用されうることを理論化する。しかし、再生可能エネルギー政策

の直接的な効果と、二つの電源の代替的な関係を踏まえると、再生可能エネルギー政策は原

子力利用を抑制する可能性があることを説明する。 

発電の際に二酸化炭素を排出しない原子力や再生可能エネルギーはカーボンフリー電源

であるため、気候変動問題に熱心に取り組んでいる国ほど、これらの電源の利用を好むだろ

う。具体的には、国際的な気候変動枠組みである京都議定書に加えて、温室効果ガス排出量

取引や炭素税など、気候変動対策の制度化が進んでいる国ほど、カーボンフリー電源の割合

が増加することが考えられる。 

まず、京都議定書は、温室効果ガス排出量を削減する国際的な取り組みとして 1997 年に

採択され、2005 年に発効された。議定書の締約国は、二酸化炭素排出量を削減するために、
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カーボンフリー電源の利用に向けてより精力的に取り組むことが求められる (Aguirre and 

Ibikunle 2014; Popp et al. 2011)。締約国の一部には、1990 年の温室効果ガス排出量を基

準とし、2008 年から 2012 年までの約束期間において削減すべき平均排出量の目標が定め

られた。既存研究では、環境に対する懸念を表す変数として二酸化炭素排出量を用いること

が多いが、国際的な気候変動枠組みにおいて削減目標を有さない国では、二酸化炭素排出量

を削減するインセンティブが働きにくいかもしれない。したがって、ここでは、京都議定書

で割り当てられた削減目標を、その国が抱える環境に対する懸念の代理変数として採用す

る。削減目標と現実の削減率との乖離が大きく、環境に対する懸念が大きい国では、カーボ

ンフリー電源の利用が促進される可能性があると予想される。 

次に、各国が採用してきた気候変動政策の一つである温室効果ガス排出量取引について

は、EU 圏で運用される欧州連合域内排出量取引 (EU Emissions Trading System: EU 

ETS) を主要な例として取り上げる。EU ETS では、発電所を含め対象となる設備から排出

される温室効果ガスの総排出量に、排出枠と呼ばれる上限が設けられており、この上限が段

階的に押し下げられていくことで、総排出量が削減されることが期待されている62。事業者

はそれぞれに必要な排出枠を、事業者間の取引を通じて購入できることも特徴的である。排

出量取引が行われている国の発電事業者は、カーボンフリー電源の利用を増加させること

で排出量を削減し、排出枠購入の費用削減に取り組むようになると考えられる。 

排出量取引のように、炭素の排出に対して実質的に価値をつける取り組みをカーボンプ

ライシングと呼ぶが、もう一つの代表的な例としては炭素税があげられる。炭素税では、二

酸化炭素など炭素を含む物質を排出する化石燃料の消費に対して課税がなされる63。各国政

府は、化石燃料の種類によって環境負荷の大きさを判定し、異なる税率を定めている64。炭

素税が導入されている国の発電事業者は、同様に、カーボンフリー電源の利用を増加させる

ことで化石燃料の消費量を削減し、租税の費用削減に取り組むようになると考えられる。具

体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 気候変動政策 (京都議定書の締約、温室効果ガスの削減目標、排出権取引、炭

素税) の下で、温室効果ガスの削減に取り組んでいる国ほど、カーボンフリー

電源の利用率が高い。 

 

３－２．再生可能エネルギー政策による代替関係 

 

 
62  https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en#tab-0-

1 (2022 年 10 月 19 日)。 
63 一般的に排出量取引の対象となっているセクターでは、炭素税が免除される。例えば、

EU においては、おおむね EU ETS の対象となっていないセクターに炭素税が課されてい

る (Kossoy et al. 2015, p.27)。 
64 https://www.env.go.jp/content/900498772.pdf (2022 年 10 月 24 日)。 
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カーボンフリー電源の利用は気候変動対策の手段としてとらえられる。ただし、気候変動

政策は二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの削減を主な目的としているため、原子力

と再生可能エネルギーのどちらか一方の利用を促すことは意図されていない。各電源を個

別に見たときに、原子力利用を促進する制度というのは考えにくいが、再生可能エネルギー

の利用を促進する制度としては、主に FIT 制度とクオータ制という二種類の制度がある。

以下では、各制度が実際に再生可能エネルギーの普及に寄与することを具体的に理論化す

る。 

先行研究では、再生可能エネルギー利用の促進を目的としたいくつかの制度の効果が検

証されてきたが、本稿の分析期間においては、FIT 制度とクオータ制が主流になってきてい

る (Kilinc-Ata 2016)。同時期には、国際的に再生可能エネルギーの利用率が上昇している

ことから、これら二つの制度が再生可能エネルギーの利用推進に貢献してきた可能性があ

る。既存研究では、入札制度や税制優遇などの他の仕組みと比較しても、FIT 制度やクオー

タ制が再生可能エネルギーの普及の制度的要因になっていることが広く認められており 

(e.g. Polzin et al. 2015)、本稿もそのような分析枠組みに依拠する。 

FIT 制度は、発電される電力の価格に直接アプローチする価格ベースの政策、クオータ制

は、発電量を補助や制限の基準とする数量ベースの政策に分類できる。まず、FIT 制度では、

一定の期間において再生可能エネルギーから生産された電力に対して、固定価格での買取

が保証される (Finon 2006)。競争入札制度下における再生可能エネルギー事業への参入や

投資では、その他の電源と比較したときに費用面が問題となるが65、固定価格が保証される

FIT 制度では、投資家にとって費用面の懸念が解消されやすい (Mimantean et al. 2003)。

この制度の下では、発電事業者は再生可能エネルギー事業への参入に対して前向きになる

と考えられる。 

一方で、クオータ制は、電力会社に対して再生可能エネルギーによる電力供給の最低割合

を定める、数量ベースの政策である (Finon 2006)。この最低割合を満たせない場合、電力

会社には罰金が科される可能性がある (Wiser et al. 2007, p.3)。同様の政策に対するその他

の一般的な名称としては、RPS 制度 (Renewable Portfolio Standard) が挙げられる。クオ

ータ制の下では、再生可能エネルギーの利用が法的に強制されるため、電力会社は一定の再

生可能エネルギー由来の電力を供給せざるを得なくなると考えられる。 

以上の政策が事業者にとって十分なインセンティブとなる場合、事業者は再生可能エネ

ルギーの利用に比重を置きやすくなると考えられる。このとき、同じく気候変動対策の手段

となる原子力の利用は、再生可能エネルギー政策から間接的な影響を受けることになる。つ

まり、再生可能エネルギー政策は、原子力と再生可能エネルギーの間に代替関係を生む可能

性があるといえる。 

 

 
65 Buckman (2011) は、発電時の費用が (カーボンプライシングを反映していない) 化石燃

料の火力よりも高いことを問題点として挙げている。 
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仮説２ 価格ベースおよび数量ベースの再生可能エネルギー政策 (FIT 制度、クオータ

制) が整備されている国では、再生可能エネルギー利用率が高い一方で、原子

力については利用率が低い。 

 

３－３．エネルギー安全保障上の代替関係 

 

太陽光や風力といった主要な再生可能エネルギーは、電力を安定的に供給することが難

しく、設備利用率も比較的低い電源である。また、Fiore (2006) によると、天然ガスや石油

などの化石資源には限りがあることに加え、地政学的に不安定な地域で多く産出されるた

め、輸入をする際には価格が変動しやすいことが懸念点となる。 

他方で、原子力は再生可能エネルギーや火力に比べて安価な技術によって利用できる上

に66、実質的にカーボンフリー電源とみなされるため、エネルギー安全保障と温暖化問題を

両立して解決する主要な対応策になると考えられている (Adamantiades and Kessides 

2009; Apergis et al. 2010)。核燃料も石油などと同様に輸入によって賄われることがあるが、

使用済み燃料内のウランやプルトニウムを発電に再利用する、核燃料サイクルが可能であ

ることから、原子力を利用する国は、核燃料の輸入量が比較的少量でも数年にわたる電力の

供給が可能だと考えている (Adamantiades and Kessides 2009)。さらに、貯蔵中の核燃料

は、石炭のように劣化することがないという利点をもつ (Lidsky and Miller 2002, pp.11-

12)。したがって、エネルギーの多くを輸入に依存しているほど、化石燃料に関する費用面

の不確実性を回避するために、原子力利用が重視される可能性がある (Fiore 2006)。 

しかし、原子力利用には安全上の強い懸念が存在しており、特に日本では、福島第一原発

事故の経験が原発反対の世論を強めるきっかけとなった。各国政府が電力の安定供給とい

う経済性と運用上の安全性のいずれを重視するかによって、気候変動対策として、原子力と

再生可能エネルギーのどちらの利用を拡大するかが決まるという、エネルギー安全保障上

の代替関係が想定されるのである。つまり、エネルギー安全保障上の懸念が大きいとき、原

子力の利用が増加する一方で、電源間の代替関係において再生可能エネルギーの利用が減

少すると考えられる。 

 

仮説３ エネルギー安全保障上の懸念が大きい国ほど、再生可能エネルギー利用率が

低い一方で、原子力の利用率が高い。 

 

 

 
66 再生可能エネルギーと同じだけの発電量を、より小さな敷地で得ることができる。つま

り、原子力は設備利用率が低い。また、再生可能エネルギーと比べ、建設費や工事費などの

資本費が安く、火力よりも燃料費が安い。https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/to 

kushu/nuclear/nuclearcost.html (2022 年 10 月 15 日)。 
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４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

上記の理論仮説を検証するために、1995 年から 2012 年までの OECD 加盟国 35 か国と

非加盟国 3 か国 (ブルガリア、クロアチア、ルーマニア)、合計 38 か国のパネルデータを構

築した。表 1 に本稿の分析に用いる変数を示す。仮説 1 から仮説 3 にかけて同じデータを

用いる。 

まず、従属変数は、総発電量のうち原子力を電源とする発電量の割合を表す原子力利用 

(Electricity Production from Nuclear Sources: 𝐸𝑃𝑁𝑆) と、水力以外の再生可能エネルギー 

(風力、太陽光、地熱、バイオマス) を電源とする発電量の割合を表す再生可能エネルギー利

用 (Electricity Production from Renewable Sources: 𝐸𝑃𝑅𝑆) の二つの変数を用いる67。こ 

 

表１ 変数説明68 

 

 
67 電源の割合に関するデータは、世界銀行の「World Development Indicators」から収集

した。https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (2022 年 10

月 24 日)。 
68 人口と面積はのちの分析で用いるため、その際に説明をする。 

変数名 変数説明 出典

原子力利用 総発電量に占める原子力による発電量の割合 (%) World Development Indicators

再生可能エネルギー利用 総発電量に占める水力を除く再生可能エネルギーによ
る発電量の割合 (%)

World Development Indicators

火力利用 総発電量に占める火力による発電量の割合 (%) World Development Indicators

水力利用 総発電量に占める水力による発電量の割合 (%) World Development Indicators

京都議定書 京都議定書の締約国を「1」、非締約国を「0」とす

るダミー変数

United Nations Treaty

Collection

GHG削減目標未達成 京都議定書のGHG削減目標の未達成分を表す量的変

数

国立環境研究所

GHG排出量取引 GHG排出量取引の導入国を「1」、非導入国を「0」

とするダミー変数

IEA's Policies and Measures

Database、Kossoy et al. (2015,

p.23)

炭素税 炭素税の導入国を「1」、非導入国を「0」とするダ

ミー変数

IEA's Policies and Measures

Database、Kossoy et al. (2015,

p.23)、環境省

FIT制度 FIT制度の導入国を「1」、非導入国を「0」とするダ

ミー変数

IEA/IRENA Renewable Energy

Policies and Measures

Database、Hass et al. (2011)

クオータ制 クオータ制の導入国を「1」、非導入国を「0」とす

るダミー変数

IEA/IRENA Renewable Energy

Policies and Measures

Database、Hass et al. (2011)

一人当たりエネルギー使用量 原油換算の一人当たりエネルギー使用量 (t) World Development Indicators

エネルギー輸入依存度 エネルギー使用量に対するエネルギー純輸入量 (%) World Development Indicators

一人当たりGDP 一人当たりGDP (現1万米ドル) World Development Indicators

人口 人口 World Development Indicators

面積 領土の面積 (km²) World Development Indicators
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こで水力を再生可能エネルギー利用に含めないのは、研究対象となる再生可能エネルギー

政策が水力の普及を目的としていないためである (Kilinc-Ata 2016)。 

次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1 ではまず、気候変動政策 (Climate 

Change Policy: 𝐶𝐶𝑃) として京都議定書の締約国69を表す京都議定書ダミーと、京都議定書

の温室効果ガス (greenhouse gas: GHG) 削減目標の未達成分を表す量的変数である GHG

削減目標未達成に注目する70。京都議定書ダミーでは、協定が発効した 2005 年以降、当該

年度の 8 月より前に締約していた国を締約国とみなす (Aguirre and Ibikunle 2014)。GHG

削減目標未達成では、その時点で目標を達成している国は「0」をとる。それ以外は、数値

が大きいほど環境に対する懸念が大きいと解釈できる。先行研究では、環境に対する懸念を

二酸化炭素排出量で操作化しているものが多いが、気候変動対策に取り組むインセンティ

ブのない国では、排出量が多くなっても環境に対する懸念にはつながらないため、GHG 削

減目標未達成がより適当であると考える。また、仮説 1 では、排出量取引の導入を表す GHG

排出量取引ダミーと、炭素税の導入を表す炭素税ダミーにも注目する71。仮説 2 では、再生 

 

表２ 記述統計 

 

 
69 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-a 

&chapter=27&clang=_en (2022 年 10 月 24 日)。 
70 削減目標と各年度の現状の削減率は、国立環境研究所のホームページの達成状況アーカ

イブから収集した。https://www.nies.go.jp/gio/archive/ai-cp1/index.html (2022 年 10 月 24

日)。 
71  国際エネルギー機関  (International Energy Agency: IEA) の「IEA’s Policies and 

Measures Database」と、Kossoy et al. (2015, p.23) を基に作成した。https://www.iea.or 

g/policies (2022 年 10 月 24 日)。特に炭素税に関するデータは、環境省の資料からも収集し

た。https://www.env.go.jp/policy/tax/misc_jokyo/attach/intro_situation.pdf (2022 年 10 月

5 日)。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

原子力利用 684 18.3189 22.2364 0 87.4408

再生可能エネルギー利用 684 3.9209 5.4930 0 48.2720

火力利用 684 53.3181 28.5570 0.2049 99.7304

水力利用 684 20.9100 24.4470 0.0220 99.5137

京都議定書 684 0.5512 0.4977 0 1

GHG削減目標未達成 684 1.0157 3.9411 0 29.6400

GHG排出量取引 684 0.3041 0.4604 0 1

炭素税 684 0.2149 0.4111 0 1

FIT制度 684 0.4094 0.4921 0 1

クオータ制 684 0.1301 0.3367 0 1

一人当たりエネルギー使用量 684 3.8152 1.7544 1.0527 9.4288

エネルギー輸入依存度 684 22.4631 127.7288 -843.4819 98.8299

一人当たりGDP 684 2.6119 1.9959 0.1361 12.0422

人口 378 45661835.3439 65211759.7709 1981629 313877662

面積 378 1124702.0939 2609929.2442 20140 9161920
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可能エネルギー政策 (Renewable Energy Policy: 𝑅𝐸𝑃) としての FIT 制度の導入を表す

FIT 制度ダミーと、クオータ制の導入を表すクオータ制ダミーを用いる72。 

ただし、この操作化には限界があることにも留意されたい。FIT 制度の場合、特定の種類

の再生可能エネルギーのみを対象としていることもあるが、本稿ではそのような対象とな

る電源の区別は行っていない。そのほかの制度についても、制度対象に関する区別をしてい

ない。 

また、仮説 3 では、エネルギー安全保障 (Energy Security: 𝐸𝑆) の要因として、エネル

ギー総使用量に対する輸入依存度と、人口一人当たりのエネルギー使用量 (t) の自然対数

を投入する。それぞれ数値が大きいほど、エネルギー安全保障上の懸念が大きいと解釈する。

その他、エネルギー安全保障上の代替電源を表す統制変数として、火力利用の割合を表す火

力利用と、水力利用の割合を示す水力利用を用いる。最後に、経済規模を統制する目的から、

一人当たり GDP (現 1 万米ドル) の自然対数を用いる73。 

表 2 は、上記の変数群の記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

原子力と再生可能エネルギーの利用には、地域ごとの水準差が存在する。具体的には、地

形や水辺へのアクセスといった永続的な地理条件によって、特定の電源を使うことが困難

になることがある。また、福島第一原発事故のようなイベントがあると、日本に限らず各国

の原発が稼働停止を余儀なくされる可能性にも注意すべきである。燃料の先物価格を表す

国際的な指標も、各電源の利用率に水準差を生む要因として考えられる。そこで、本稿では

推定の際に、国や年度ごとにみられる異質性を統制するため、個体効果と時間効果を投入す

る。 

また、総発電量に占める各電源の利用率は、当該年度において同時的に決定されていると

考えられ、双方向の因果関係を持つ可能性がある。本稿では、従属変数ごとに代替電源を統

制変数として投入するモデルと、投入しないモデルを推定する。なお、国ごとにクラスター

化したロバスト標準誤差を用いる。 

 

𝐸𝑃𝑁𝑆 𝑜𝑟 𝐸𝑃𝑅𝑆𝑖,𝑡 = 𝛽1𝐶𝐶𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝜃𝑥𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡             (1) 

 

(1) 式において、𝑖は国、𝑡は年度を表しており、𝑥𝑖,𝑡は統制変数のベクトル、𝜃はその係数、

𝛼𝑖は国の固定効果、𝛾𝑡は年度の固定効果となっている。 

 
72 「IEA/IRENA Renewable Energy Policies and Measures Database」と Hass et al. (2011) 

を基に作成した。https://www.iea.org/policies?source%5B0%5D=IEA%2FIRENA%20Ren 

ewables%20Policies%20Database (2022 年 10 月 24 日)。 
73 統制変数はすべて「World Development Indicators」から収集した。 
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ここでは、全サンプルで推定したモデルと、全期間にわたって原子力利用が「0」となっ

ている国を除外した原子力利用国のみのモデルを分ける。これは、原発が設置されており、

電源構成のうちに原子力利用の選択肢がある国と、原発ゼロを基本方針としている国では、

同じ条件にあっても全く異なる電源構成を選択すると考えられるためである。原子力が気

候変動政策として有効であり、安定性においても優れていることがわかっていたとしても、

原発が建設されていない国で原子力利用を突然に増やすことは不可能である。 

また、代替電源は、原子力と再生可能エネルギーの利用率の決定に対して、同時的に決定

される変数であるため、規定要因として好ましくないかもしれない。よって、代替電源を統

制しないモデルと統制するモデルの両方を推定する。つまり、全サンプルと原子力利用国サ

ンプルのモデルそれぞれにおいて、代替電源統制なしとありの計四つのモデルを、各従属変

数で推定することになる。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．原子力利用・再生可能エネルギー利用の規定要因 

 

まず、表 3 と表 4 では、国別パネルデータから、気候変動政策と再生可能エネルギー政

策の導入と、エネルギー需要の変化が原子力もしくは再生可能エネルギーの利用率の変化

に与える効果を検証した。 

気候変動政策のうち、国際的な枠組みとしての京都議定書と GHG 削減目標未達成は、どの

モデルにおいても有意な効果を示す結果が得られていない。京都議定書では、38 か国に対

して温室効果ガス排出量の削減目標が割り当てられており、2008 年から 2012 年までの約

束期間における排出量の平均が、基準年である 1990 年の排出量に対する目標値を達成して

いることが求められる74。ただし、各国の純粋な排出量が目標を達していなかったとしても、

森林等による二酸化炭素の吸収や、排出量取引による排出量の転嫁を加味して上で、達成で

きていれば良いとされているため、京都議定書とその削減目標が、各国に対して大きな強制

力を持っていなかった可能性がある。 

各国が導入する気候変動政策のなかでは、GHG 排出量取引が表 3 の Model 2 と Model4

において、原子力利用に対する有意な負の効果を示しており、表 4 のすべてのモデルにお

いて、再生可能エネルギー利用に対する有意な正の効果を示している。すなわち、電力部門

において気候変動への対応が求められるときには、再生可能エネルギーが利用され、その代

替関係においては原子力の利用割合が減少する。 

 
74 38 か国のうち、アメリカは京都議定書の批准国ではなく、カナダは 2012 年 12 月に離脱

している。https://www.nies.go.jp/gio/archive/ai-cp1/jqjm1000000p1l8j-att/161102_ai_kp- 

cp1_result.xlsx (2022 年 10 月 16 日)。 
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表３ 原子力利用の規定要因 

 

 

一方で、炭素税は表 3 の Model 4 において原子力利用を増やし、表 4 の Model 3・4 に

おいて再生可能エネルギー利用を減らす可能性を示している。EU ETS がカーボンプライ

シングの主流となっている EU 圏においては、EU ETS の対象企業に対して炭素税が課さ

れないことが多く、炭素税は EU ETS に比べて対象となる温室効果ガス排出量も非常に少

ない (Kossoy et al. 2015, p.23)。また、発電用の燃料に対しては減免措置を行っている国が

存在することから75、炭素税は、特に発電部門において化石燃料の使用を削減させる効果が 

 
75 発電用の燃料に対して明確に免税を行っている国として、フィンランド、スウェーデン、

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

 

京都議定書 -0.4252 -0.0642 -1.1063 -0.0700

(0.5648) (0.4555) (1.2485) (0.4438)

GHG削減目標未達成 0.0635 0.0036 -0.0248 -0.0908

(0.1033) (0.0820) (0.1561) (0.1238)

GHG排出量取引 -0.0142 -3.0524 ** 0.7137 -4.1989 **

(1.0629) (0.9915) (2.4564) (1.1421)

炭素税 0.0908 2.5934 -2.3002 4.2343 *

(3.2233) (1.7989) (3.2871) (1.8481)

FIT制度 -0.5227 -0.3420 -0.2920 0.1169

(0.9289) (0.5590) (1.6602) (0.4797)

クオータ制 -0.7491 -0.0103 -1.9254 -0.7458

(1.4477) (0.6762) (1.9779) (1.2188)

エネルギー輸入依存度 -0.0409 -0.0024 -0.4373 -0.0072

(0.0470) (0.0066) (0.3136) (0.0446)

log (一人当たりエネルギー使用量) 8.9485 9.5307 * -0.5793 4.8723 *

(13.6764) (3.7676) (14.7618) (2.2100)

log (一人当たりGDP) -1.2018 2.1691 -4.4211 1.2073

(6.5079) (1.3453) (9.7503) (1.4139)

火力利用   -0.9242 ***   -1.1127 ***

(0.1482) (0.0539)

水力利用   -0.9759 ***   -1.0480 ***

(0.1771) (0.1258)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.9365 0.9874 0.8811 0.9906

N 684 684 378 378

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

原子力利用

全サンプル 原子力利用国
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表４ 再生可能エネルギー利用の規定要因 

 

 

小さく、カーボンフリー電源の利用を促進できていないと考えられる。分析結果は、炭素税

の実状からしても予想しうるものである。 

次に、FIT 制度とクオータ制の二種類の再生可能エネルギー政策については、どのモデル

においても有意な効果を確認していない。FIT 制度に関しては、Aguirre and Ibikunle 

(2014) や Popp et al. (2011) の先行研究でも、再生可能エネルギー利用に対する有効性を

 

アイルランドなどが挙げられる。https://www.env.go.jp/content/900498772.pdf (2022 年 10

月 19 日)。 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

 

京都議定書 0.1344 0.1611 0.2026 0.1430

(0.4140) (0.4091) (0.2816) (0.3381)

GHG削減目標未達成 0.0154 0.0127 0.0858 0.0886

(0.0832) (0.0780) (0.1322) (0.1277)

GHG排出量取引 3.5261 *** 3.2254 *** 3.6585 ** 3.9445 **

(0.8272) (0.7982) (1.1261) (1.0983)

炭素税 -1.7576 -1.5093 -4.2197 * -4.6215 *

(2.1373) (2.0434) (1.6948) (1.7366)

FIT制度 0.2264 0.2050 -0.1335 -0.1410

(0.5858) (0.5344) (0.4109) (0.4429)

クオータ制 -0.2287 -0.1425 0.5390 0.4702

(0.5711) (0.5727) (0.9258) (0.9848)

エネルギー輸入依存度 -0.0091 -0.0051 0.0287 0.0015

(0.0099) (0.0066) (0.0507) (0.0387)

log (一人当たりエネルギー使用量) -9.4067 * -8.7077 * -3.6668 -4.2758 †

(4.2223) (4.1572) (2.5513) (2.1502)

log (一人当たりGDP) -2.3259 † -1.9978 -1.6837 -2.0005 †

(1.2313) (1.2514) (1.4102) (1.1438)

火力利用   -0.0972   0.0704

(0.1275) (0.0437)

水力利用   -0.0755   0.0367

(0.1452) (0.1145)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.8006 0.8089 0.8062 0.8146

N 684 684 378 378

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

全サンプル 原子力利用国

従属変数

再生可能エネルギー利用
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確認していない。固定価格買取期間が終了してしまった際の費用面のリスクが大きく感じ

られるなど、事業者にとって魅力的な制度ではないものと考えられる。 

FIT 制度が有意でないという今回の分析結果は、以下のようにも解釈できる。Menanteau 

et al. (2003) によると、再生可能エネルギーを用いて発電量を増加させる際の限界費用の

推移が、発電事業者にとって経験上明らかでなく、実際にそれが予想よりも緩やかであった

場合、事業者は予想以上に発電量を増やさなければ資源配分上好ましい運用ができなくな

る。つまり、価格ベースの政策における費用の不確実性が、再生可能エネルギー事業への参

入や投資を阻害している可能性がある。その点においては、再生可能エネルギー発電所の設

置目標に応じて、政府側が数量的な基準を定めるクオータ制の方が、目標は達成されやすい

上に、事業者も不本意な発電をする必要がなくなるのであろう (Menanteau et al. 2003)。 

クオータ制に関しては、Carley (2009) や Delmas and Montes-Sancho (2011)、Delmas 

et al. (2007)、Kilinc-Ata (2016)、Popp et al. (2011)、Shrimali et al. (2012) も再生可能エ

ネルギーの普及に寄与することを確認していない。むしろクオータ制が再生可能エネルギ

ーの利用率を減らす可能性を示唆する研究もある (Carley 2009; Delmas and Montes-

Sancho 2011; Shrimali et al. 2012)76。すべてのクオータ制が有効でないわけではないが、

十分な強制力をもつ制度設計になっていなかったり、制度を守らないことに対する罰則が

規定されていなかったりすることが、有効性を阻害する原因になると考えられている 

(Wiser et al. 2007, pp.7-8; Wiser et al. 2005)。 

また、エネルギー安全保障上の要因としてのエネルギー輸入依存度は、どのモデルにおい

ても有意な効果が確認できていない。この点では、エネルギー安全保障上の理由で再生可能

エネルギーの代わりに原子力利用が促進されているとは認められない。一方で、もう一つの

エネルギー安全保障の変数である、一人当たりエネルギー使用量は、表 3 の Model 2・4 に

おいて原子力利用を促進するという結果となっているが、表 4 の Model 1・2・4 において

は再生可能エネルギー利用を減少させるという結果が示されている。つまり、エネルギーの

需要が高いとき、電力の安定供給に不安のある再生可能エネルギーの利用は抑制されるが、

安定性の高い原子力の利用が促進されるととらえられる。特に、代替電源の変数を投入して

いない表 4 の Model 1 においても、一人当たりエネルギー使用量が有意であることは、再

生可能エネルギーが主要電源の地位を確立していないことを示唆する結果かもしれない。 

また、代替電源の火力利用と水力利用に関しては、原子力利用を減少させる可能性が示さ

れている一方で、再生可能エネルギー利用に対する効果は認められない。石炭、天然ガス、

石油による火力発電は、伝統的に主要な発電手法である。水力もほかの再生可能エネルギー

と異なり、地域によっては電力供給の 60%以上を担うこともある主要電源の一つである。

 
76 Shrimali et al. (2012, p.6) はクオータ制の風力に対する正の効果を確認した Menz and 

Vachon (2006) の分析方法について、国や年度の固定効果が重要な要因であるにもかかわ

らず、彼らが理由も示さずに固定効果を除外することでモデルの頑健性を損ねていると批

判している。 
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つまり、原子力は火力や水力といった安定性のある主要電源を代替する傾向にあるが、再生

可能エネルギーがその役割を担うことは一般的でないことを、分析結果は表している77。 

このような電源同士の代替関係を考慮すると、表 3 の Model 2 や 4 で示されている気候

変動政策の効果に関しても説明がつく。GHG 排出量取引には、カーボンフリー電源の利用

率を増加させる効果があると思われるが、カーボンフリー電源内の代替関係では、再生可能

エネルギーに比べて原子力は利用されにくい傾向がある。たとえば、代替電源を統制したモ

デルでは、気候変動対策は再生可能エネルギーの電源利用を増加させつつ、原子力の電源利

用に負の影響を及ぼしている。 

したがって、以上の分析結果から、エネルギー変換部門において気候変動への対応が求め

られるとき、カーボンフリー電源全体の利用率は高まるが、その傾向は原子力よりも再生可

能エネルギーに顕著であることが明らかになった。他方、エネルギー需要が高まると、再生

可能エネルギー利用を減少させ、原子力利用を増加させることで安定的な電力供給と二酸

化炭素排出量の削減の両立が試みられると考えられる。気候変動政策がカーボンフリー電

源の利用を促進することを支持する結果は、仮説 1 に整合的である。さらに、エネルギーの

需要が高まるほど、再生可能エネルギーの代わりに原子力の利用が増加するのは、二つの電

源の代替関係を理論化した仮説 3 に整合的な結果である。一方で、再生可能エネルギー政

策に関して、仮説 2 は支持されなかった。 

 

５－２．日本の原子力利用のシミュレーション 

 

原子力利用が気候変動対策とエネルギー需要を両立させるものであるならば、現状の日

本ではどの程度、原子力に依存する必要があるのだろうか。これまでの分析を踏まえて、国

際比較の観点から、妥当と思われる日本の原子力利用率を算出する。まず、算出に当たって

は全サンプルではなく、原子力利用国のみのサンプルを用いて、時間効果のみを統制したプ

ーリングモデルによる推定を行う。日本には多くの原発が立地していることから、利用率の

比較は原発が運用されている国との間でなされるべきであろう。 

次に、国際的な基準でシミュレーションを行うため、各国が政治的に原発推進派であるか

反対派であるかなど、電源構成に対する説明力の高い要因は考慮しないことにする。分析で

は、国の個体効果は投入せず、年度の時間効果のみを統制することになる。その代わりに、

期間中の変動がほとんどない地理的変数として、国の面積 (km2) の自然対数を追加で投入

する78。 

 
77 電源利用同士の同時性を考慮した場合、エネルギーに対する需要が高いときに、再生可

能エネルギー利用の減少分を補完するのが火力や水力でないのなら、補完しているのは原

子力ということになるだろう。さらに、表 3 の Model 1 と Model 3 において、原子力利用

に対してエネルギー使用量が有意でないことから、エネルギー需要が高いときにより利用

されやすいのは、火力や水力である可能性がある。 
78 「The World Development Indicators」から収集した。 
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また、従属変数と同時性のある変数はなるべく除外する。たとえば、代替電源の変数は原

子力の利用率の決定に対して同時的に決定される変数である。代替電源の利用率自体がエ

ネルギー政策における各国の意思決定を反映してしまうため、その予測値は現実の原子力

利用率をそのまま近似するものになってしまいかねない。 

一人当たりエネルギー使用量も、原子力利用からの影響を同時的に受けているととらえ

られる。たとえば、福島第一原発事故の際には、事故の危険性が高い原発が運転停止を余儀

なくされ、夏季の電力不足が懸念された。2012 年におけるエネルギー使用量の急激な減少

は、原子力利用の減少に由来しているのである。つまり、エネルギー使用量という変数では、

電力需要によって原子力利用が規定されているのか、原子力利用の可能性によって電力需

要が上下しているのかという双方向の因果関係を区別することができない。この場合、人口

の自然対数が各国における本来の電力需要を表す指標になりうる。人口が多く電力需要が

高い国ほど、再生可能エネルギーよりも原子力利用が好まれるだろう。 

そのほか、先の分析結果において有効性が低いと考察した制度的変数として、京都議定書、

炭素税、FIT 制度、クオータ制のダミー変数を除外する。ただし、GHG 削減目標未達成は、

制度的変数であると同時に、環境に対する懸念を操作化した変数として引き続き用いるこ 

 

表５ 年度の固定効果のみを考慮したモデル 

 

従属変数

原子力利用

 Model 1

GHG削減目標未達成 -0.2618

(0.5079)

GHG排出量取引 5.2403

(7.4455)

エネルギー輸入依存度 0.2745 *

(0.0984)

log (一人当たりGDP) 0.6103

(3.5817)

log (人口) -6.4579 †

(3.4003)

log (面積) 3.1050

(3.2237)

時間効果 YES

調整済みR
2 0.2911

N 378

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。
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とにする。つまり、気候変動政策として GHG 排出量取引のダミー変数と GHG 削減目標未

達成を残すことになる。 

表 5 は、原子力利用国の国別パネルデータからプーリングモデルを推定した推定結果で

ある。現実の原子力利用を説明するモデルではないため、調整済み決定係数が相対的に低い

ことや、統計的に有意な変数が少ない点に留意しつつ、ここでは係数の正負とその大きさに

注目する。 

気候変動政策としての GHG 排出量取引は、統計的に有意でないが、原子力利用を促進す

る変数となっている。温室効果ガスの削減が求められるとき、エネルギー転換部門がカーボ

ンフリー電源としての原子力利用を増加させる可能性がある。 

エネルギー安全保障上の懸念を表す、エネルギー輸入依存度は正の値をとっており、統計

的に有意である。エネルギーへの輸入依存度が高まっており、エネルギー安全保障上の懸念

が大きい国では、原子力利用による安定的な電力供給が重視されるのであろう。 

また、社会的変数としての人口の自然対数は負の値をとっている。エネルギー需要が大き

い国では、火力発電などの主要電源への依存が強まり、相対的に原子力利用率が低下するも

のと考えられる。 

次に、このような表 5 の Model 1 の推定結果から表される回帰式に、日本の各年の変数

の値を代入して、国際比較の観点から、妥当な日本の原子力利用率を算出するシミュレーシ

ョンを行う。ダミー変数に関しては、該当する年度に「1」を、そうではない年度に「0」を

入れて計算する。 

図 1 では、1995 年から 2012 年までの実際の原子力利用率と予測値を、折れ線グラフで 

 

図１ 実際の原子力利用と予測値の比較 
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比較している。破線のプロットは、推定式から算出した原子力利用率の予測値であり、実線

で表されている実際の原子力利用の数値と比較できるようになっている。図 1 によると、

実際の原子力利用は予測値よりもおおむね低く推移している。1995 年から 2012 年にかけ

て、日本はエネルギー安全保障上妥当と思われる原子力利用を実現できていなかったとい

える。特に 2002 年から 2004 年と、2011 年以降に乖離が大きい。 

2011 年は福島第一原発事故が起きたため、日本では原子力利用が大幅に減少し、2012 年

には電源構成全体の 2%以下に落ち込んでいる。一方で、予測値は 2010 年から 2012 年に

かけて上昇していることから、国際的には事故の影響が大きくなかったことがわかる。実際

に、対象国のなかで、事故の影響を受けて利用率を大幅に低下させた国は日本とドイツだけ

である。 

福島第一原発事故のほか、2002 年に東京電力が管内の原発トラブルに関する記録を隠蔽

していた事件など、原発に関連する不祥事は国内の原子力利用率を減少させる要因になる

と考えられる。2003 年にかけて続く原子力利用率の減少は、一連の事件の影響を受けたも

のとしてとらえられる79。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、1995 年から 2012 年までのパネルデータを用いて、原子力利用の制度的要因

を明らかにしてきた。分析結果からは、第一に、気候変動対策としては、再生可能エネルギ

ーの方が原子力よりもカーボンフリー電源として利用されやすいが、エネルギーの需要が

高まっている状況では、原子力の利用が促進されるという代替関係が明らかになった。これ

は、仮説 1 と仮説 3 に整合的な結果である。 

また、第二に、国際比較データに基づいて、日本の原子力利用率の予測値を算出するこ

とで、1995 年から 2012 年までの間、日本は電力の安定供給上、妥当と考えられる電源構

成を実現していなかった可能性が示された。特に、東京電力の不祥事があった 2002 年から

2004 年までと、福島第一原発事故が起きた 2011 年以降にその傾向は顕著である。 

上記の知見に基づけば、気候変動対策と電力の安定供給の両立という観点から、原子力の

有用性は再評価されるべきであると思われる。特に、原子力利用率を従前の 30%程度にま

で引き上げるためには、原発再稼働はやむを得ない。 

他方、本稿の分析結果では、京都議定書などの気候変動枠組みの効果は限定的であった。

本稿の分析対象期間以降、2015 年の COP21 で採択されたパリ協定は、アメリカや中国な

ど温室効果ガスを多く排出している国も含め、すべての国が参加していることから、前身の

京都議定書よりも公平な枠組みとなっており、この合意の下で、先進国と途上国が足並みを

 
79 「[電力危機] (上) 運転再開、「不信」が壁 原発理解、国が指導力を (連載)」『読売新聞』

2003 年 6 月 28 日 1 面。 
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そろえて気候変動の抑制に取り組むことが期待されている80。パリ協定以降の期間を分析対

象とする研究の実施が待たれるところである。 
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第６章 

 

ＩＵＵ漁業問題に対する国際協定の影響 

―ＩＵＵ漁業指数に基づく実証分析― 

 

浅井 真悠 

 

 

要約 

 

 IUU 漁業は、違法・無報告・無規制に行なわれている漁業であり、過剰な漁獲により海

洋資源の状態に悪影響を及ぼしている。IUU 漁業規制の法的枠組みは、海洋問題を包括的

に規律する国連海洋法条約を基に整備されてきた。先行研究では、国際協定が IUU 漁業に

与える影響について定量的に分析したものは少ない。そこで、本稿では、2021 年の「IUU

漁業指数」のデータを用いて、国際協定の締約状況が IUU 漁業の発生や各国の対応にどの

ような影響を及ぼしているのかについて検討した。分析結果から、旗国または寄港国の対応

を規定する協定に締約している国ほど、IUU 漁業の対応度が高くなること、また、同じ地

域内で監視抑制を行う地域レベルでの規制の方が、対策義務が守られやすく、IUU 漁業の

発生度が低くなることがわかった。さらに、IUU 漁業対策に積極的で、旗国と寄港国にお

いて RFMO の規制義務を遵守している国ほど、IUU 漁業が抑制される傾向があった。この

結果から、旗国・寄港国の措置を規定した国際協定の締約国を増加させ、また魚種と地域を

絞った実効的な機関である RFMO に加盟し、義務を遵守することが、IUU 漁業問題の解決

を促すと考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

世界の漁業資源の減少が深刻な問題になっている。国際連合食糧農業機関 (Food and 

Agriculture Organization: FAO) の「The State of World Fisheries and Agriculture 2022」

81が、生物学的に持続可能な水準内にある漁業資源の割合は、1974 年の 90%から 2019 年

には 64.6%に減少していると発表した。 

漁業資源の減少が著しい原因として、まず資源の需要拡大が挙げられる。水生食品の消費

量は、1960 年代の平均 9.9kg から 2019 年には 20.5kg となり、過去最高を記録した82。消

費量が大幅に増加した背景には、世界的な栄養不足の問題が関係している。たとえば、栄養

 
81 https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf (2022 年 10 月 31 日)。 
82 同 URL。 
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不足蔓延率は、2019 年から 2020 年にかけて 8.0%から 9.3%に上昇し、2021 年には 9.8%

と年々悪化している83。このような栄養不足を解消する上で、豊富なタンパク源を有してい

る魚は効果的な資源として注目されてきた。現在 33 億人が栄養源を魚に依存しているとい

うデータもあり、魚は重要な栄養源といえる。しかし、1961 年以来、人口増加率が年平均

1.6%であるのに対し、水産物の消費量は年平均 3%の割合で増加しており、急速な需要拡大

が資源の減少を及ぼしている84。 

世界的な漁業資源の需要拡大を背景に、漁業管理のための国際協定が策定されてきた。た

とえば、包括的な海洋秩序を記した国連海洋法条約 (UNCLOS) に基づいて、管理措置の強

化を規定したフラッギング協定 (CA)85 や、ストラドリング魚類資源86と高度回遊性魚類に

関する規定が盛り込まれた国連公海漁業協定 (UNFSA) が発効されている。また、そのよ

うな協定の枠組みを基に、実効的な保存管理措置を行っているのが、地域漁業管理機関 

(RFMO)87 である。RFMO は、魚種と海域別に公海の漁業活動を規制する国際機関であり、

具体的には、操業する船舶の数を制限する漁船能力規制や、魚種ごとの漁獲量規制、他にも

漁獲技術における規制や監視システムが敷かれている88。 

しかし、このような規制の網をかいくぐる存在として、IUU 漁業が問題化している。IUU 

(Illegal, Unreported and Unregulated) 漁業は、違法・無報告・無規制に行われている漁業

を指し、国際協定の規制の範囲外で過剰漁獲を行い、資源を枯渇させる恐れだけでなく、適

切な資源状況のデータ取得を困難にすることで、資源管理政策の効果を損なっている。IUU

漁業による漁獲状況について、54 カ国と公海における違法・無報告漁業の損失総額は、最

低でも年間 100 億ドルから多ければ 235 億ドル、漁獲量は 1100 万トンから 2600 万トンで

あると推定された (Agnew et al. 2009)。さらに、IUU 漁業の横行は、漁業従事者への経済

的打撃や乗組員の不当労働の問題を誘発させる。IUU 漁業が、発展途上国に年間 20 億ドル

から 150 億ドルの経済的損失を与えており (Liddick 2014)、強制労働や人身売買といった

犯罪や人権侵害が伴うことも多いと指摘されている89。 

 
83 https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf (2022年10月31日)。 
84 脚注 81、前掲 URL。 
85 同協定では、公海で操業する船舶に対して旗国の責任を強化し、国際的な規制措置に従

わない便宜置籍船 (船の籍を自国以外に置く船舶) の防止が目指されている。具体的には、

旗国の責任として、自国船舶が公海で漁業活動をする場合は許可が必要であること (3 条 2

項)、船舶の記録を保持すること (4 条) などが定められている。https://www.mofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/fishery/seafo.html (2022 年 11 月 1 日)。 
86 「分布範囲が EEZ の内外に存在する魚類資源」を指す。https://www.mofa.go.jp/mofaj/

gaiko/treaty/pdfs/treaty164_12a.pdf (2022 年 11 月 1 日)。 
87 RFMO は The Regional Fisheries Management Organizations の略称で、RFMOs と

表記する場合もある。 
88 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h28_h/trend/1/t1_1_3_2.html (2022 年 11

月 8 日)。 
89 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/27/fact-sheet 

-president-biden-signs-national-security-memorandum-to-combat-illegal-unreported-an 
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資源管理の有効性を高めるために、IUU 漁業を規制する効果的な枠組みを構築すること

が各国に求められている。Gallic and Cox (2006) は、現行海事法では IUU 漁業が禁止され

ておらず、その他の協定においても、不十分な監視システムや低レベルの制裁により IUU

漁業を効果的に規制できていないことから、現在の国際的な規制が不完全であると指摘し

た。さらに、IUU 漁業に対抗するためには、国際協定の義務を全ての締約国に遵守させる

といった国際的な法的枠組みの有効性を向上させる施策が必要であると述べている。 

先行研究では、国際協定の規制の不十分さについて指摘されているものの、IUU 漁業対

策の内容を規定する国際協定の影響を定量的に分析していない。そこで本稿では、2021 年

の「IUU 漁業指数」のデータを用いて、国際協定の締約状況が各国の IUU 漁業の発生や対

応に効果的な影響を及ぼしているかを分析し、対策を講じる必要性を示すとともに、国際協

定は今後どうあるべきかについて検討したい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．国際協定に基づくＩＵＵ漁業規制 

 

本章では、IUU 漁業規制を敷く国際協定について整理した上で、国際協定の効果に言及

した先行研究を取り上げる90。そもそも、国際協定とは、国家間の文書による合意を意味す

る。IUU 漁業規制の法的枠組みは、海洋問題を包括的に規律する UNCLOS を基に、沿岸

国・旗国・寄港国91の責任や措置について規定され、IUU 漁業を実効的に取り締まれるよ

う、整備されてきた。特に、旗国の義務の強化が進められてきたが、近年寄港国による措置

の実施も重要視されている。 

UNCLOS は、1982 年に採択され、1994 年 11 月に発効した条約であり、2022 年 5 月時

点で 167 ヵ国及び欧州連合が締結している。具体的には、旗国の義務として、公海では自

国を旗国とする船舶に対して有効に管轄権を行使し規制を行うこと (94 条 1 項) が規定さ

れ、船舶が旗国の排他的管轄権に服するとした 92 条も含めて、「旗国主義」に基づく規制の

在り方が明記された。さらに、ストラドリング魚類資源と高度回遊性魚類の保全と最適な利

用促進のために、沿岸国や漁業国が協力することが定められた (63、64 条)92。 

 

d-unregulated-fishing-and-associated-labor-abuses/ (2022 年 10 月 31 日)。 
90 本稿の分析で取り扱う協定のみを対象とし、全ての国際協定をまとめたものではない。

たとえば、フラッギング協定 (CA) の受諾や、IUU 漁業の防止、抑制及び廃絶のための国

際行動計画 (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) の実施などは、IUU 漁業指数上のデ

ータの制約により、分析対象から除外した。 
91 沿岸国とは、領海と EEZ に対して主権的権利を持つ国を指す。また、旗国は船舶が登録

されている国であり、寄港国は港の所在国である。 
92 https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (2022
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その後、2001 年 12 月に発効した UNFSA93は、資源枯渇が進みやすいストラドリング魚

類資源と高度回遊性魚類の管理について、UNCLOS の内容を補完する形で規定された。具

体的には、地域漁業管理機関 (RFMO) の加盟国や保存管理措置に合意する国のみが両魚類

資源を利用できる (8 条 4 項) ことが定められ、RFMO が主体となって規制することが求め

られている点に特徴があった。加えて、寄港国の措置として、違法に獲られた漁獲物である

と認められた場合には、陸揚げや転載を禁止する権限がある (23 条)94。 

さらに、権限に留まっていた寄港国の責任について、2016 年 6 月に発効した違法漁業防

止寄港国措置協定 (PSMA 協定)95 では、寄港国の措置の実施を通じて、IUU 漁業を防止、

抑止、そして排除することが明確に示された。具体的には、港の指定 (7 条)、入港拒否 (9

条)、港の使用の拒否 (11 条)、船舶の検査 (12 条) が記され、IUU 漁業によって獲られた

漁獲物の流通を阻止する措置がとられた96。 

UNFSA で中心的な役割を担うことが明記された地域漁業管理機関 (RFMO) では、以上

の協定で定められた規制対策を、魚種・海域ごとに分けて実施している。たとえば、高度回

遊性魚種であるまぐろを管理する RFMO には、ICCAT (大西洋まぐろ類保存国際委員会)、

CCSBT (みなみまぐろ保存委員会)、IATTC (全米熱帯まぐろ類委員会)、WCPEC (中西部太

平洋まぐろ類委員会)、IOTC (インド洋まぐろ類委員会) の五つがあり、日本は全ての機関

に加盟している97。具体的な IUU 漁業対策として、IUU 船舶のリスト化や漁獲証明制度の

措置が挙げられる。 

 上記のように、IUU 漁業規制を規定する国際協定には、旗国や寄港国の義務を規定する

ものから特定の魚種に絞ったものまで様々存在するが、それらの国際協定が IUU 漁業問題

に与える影響について、計量分析を行った事例はない。ただし、もちろん国際協定の意義に

注目した実証研究は存在する。公海漁業の管理において、UNCLOS は基本的な法的基盤と

なる条約であるが (猪又 2015)、IUU 漁業行為を取り締まる措置が明記されていないため、

UNFSA や CA (フラッギング協定) などによって補完、強化されているという。楊 (2017) 

は、UNCLOS を軸に他協定で不足内容を補い規制の枠組みを整備することで、IUU 漁業を

阻止する措置を強化し、旗国と外国船舶の権利保障を確保した点は評価できるとした。また、

RFMO の効果について、Agnew et al. (2009) は、まぐろの違法漁獲の割合が低い理由は、

漁獲の大半が RFMO の管轄内で行われているためであり、IOTC など一部の機関では無報

告の漁獲が非常に少ないと指摘した。一方で、公海で漁獲され RFMO の管理下にある資源

の三分の二が、枯渇または乱獲されているという調査結果もあり (Cullis-Suzuki and Pauly 

2010)、RFMO の規制措置が有効であるかについての検討は依然として必要である。 

 

年 11 月 1 日)。 
93 現在、91 ヵ国及び欧州連合が締約している。 
94 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236592.pdf (2022 年 11 月 12 日)。 
95 現在、72 ヵ国及び欧州連合が締約している。 
96 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236592.pdf (2022 年 11 月 1 日)。 
97 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100224973.pdf (2022 年 11 月 12 日)。 
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 以上のように、国際協定の内容を整理した論文や、RFMO の効果を検証した論文はある

が、多種多様な協定の効果を横断的に分析した研究はない。よって、本稿では、協定の締約

状況が各国の IUU 漁業減少にどのように寄与しているかについて計量分析を用いて明らか

にする。 

 

２－２．ＩＵＵ漁業指数を用いた実証研究 

 

本稿では、各国の IUU 漁業の発生状況やその対策状況を捉えるために「IUU 漁業指数」

を用いる。IUU 漁業指数は、世界 152 カ国における IUU 漁業に由来するリスク及び対策

の状況を数値で表したものである。このような指数を利用した実証的な研究は非常に少な

い。Hosch (2021) は、環インド洋協会 (IORA) の地域 22 ヵ国を対象に、IUU 漁業と MCS98

対策について IUU 漁業指数を用いて分析した。その結果、国際文書の批准や採択、その実

施といった分野で進展が非常に遅れていることが示された。さらに、Hosch and Macfadyen 

(2022) は、世界の八つの地域を対象に線形回帰分析を行い、IUU 漁業に対する国の対応と

ガバナンスの質との相関を検証した。具体的には、①アフリカ、ヨーロッパ、北米、オセア

ニア、南米の五つの地域では両者の相関が有意であったのに対し、アジア、カリブ海諸国、

中米、中東では相関は見られなかったこと、②IUU 漁業への対応を大幅に改善するために

は、ガバナンスの改善だけでは不十分であり、各国で漁業管理の重要性を高める努力が必要

であることを指摘した。 

以上のように、IUU 漁業指数を用いた先行研究は、本データの一部を使用し、特定の地

域に対象を絞った研究に限られている。よって、本稿では、本データに含まれる、欠損値を

除く全ての国を対象に、IUU 漁業の発生度と対応度に関する細分化された指標を用いて分

析を行うことで、国際協定の効果を網羅的に把握する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．国際協定がＩＵＵ漁業に与える影響  

 

海洋は、地球規模で人類が共有する資産であり、グローバルコモンズと呼ばれる。共有地

である海洋がオープンアクセスであることから、人々が利益最大化を求めて恣意的に漁獲

を行うと、資源が過剰消費される「共有地の悲劇」が起こりうる。実際に、国際的に共有さ

 
98 MCS とは、Monitoring, Control and Surveillance の略称であり、記録・管理・監視制

度を指す。記録は、漁業努力や漁獲高の測定、管理は資源規制、監視は規制管理の遵守につ

いて観測されている。https://www.wcpfc.int/wcpfc-monitoring-control-and-surveillance-

mcs-scheme (2022 年 11 月 12 日)。 
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れている魚種ほど資源悪化が起きており (McWhinnie 2009)、特に途上国周辺海域で資源

の枯渇状況が悪化していると指摘されている (藤井 2021)。しかし、Gallic and Cox (2006) 

が指摘するように、国内漁業が生み出す収入が高いほど、漁業者が IUU 漁業に従事するイ

ンセンティブが低くなるため、管理体制が脆弱で法の施行が不十分な国ほど IUU 漁業に従

事する船舶を生み出しやすい。そこで、広範囲に利益を生み出すグローバルコモンズを管理

するためには、国際的な枠組みに全ての関連国を参加させる必要がある (猪又 2012)。 

前節で整理したように、IUU 漁業対策を敷く国際協定は、IUU 漁業に従事する船舶を取

り締まろうと、UNCLOS で明記された「旗国主義」に基づき、旗国の義務の強化を進めて

きた。しかし、RFMO 非加盟国や規制の緩い国への船舶変更が行われるという抜け道があ

り、旗国主義による保存管理措置には限界がある (西村 2018)。そのため、旗国による措置

に加えて、PSMA 協定では寄港国の責任が明確化された。寄港国の管理措置を強化するこ

とで、違法に獲られた漁獲物が市場へ流通することを防ぐだけでなく、IUU 漁業船舶の操

業継続が困難になる。 

 

仮説１ 旗国の対応が規定されている協定、または、寄港国の対応が規定されている協

定に締約している国ほど、IUU 漁業の対応度が高くなる。 

 

さらに、漁業は、広範囲に利益が漏出するコモンプール財であり、特に他国の IUU 漁業

の悪影響は近隣諸国に及びやすい。ある海域の沿岸国は領海と排他的経済水域 (EEZ) に対

して主権的権利を持つものの、船舶を管理していないため、IUU 漁業に対して有効な措置

をとることができず、IUU 漁業従事者が流入してしまう。そのため、自国周辺の海域で IUU

漁業を減少させるためには、グローバルレベルでの対策よりも地域レベルでの規制の方が

有効であり、監視の目が行き届きやすいため、対策義務を遵守するインセンティブが生まれ

ると考えられる。 

 

仮説２ 同じ地域内で監視抑制を行う地域レベルでの規制、つまり RFMO の加盟国も

しくは協力国では、対策義務が守られやすく、IUU 漁業の発生度が低くなる。 

 

３－２．ＩＵＵ漁業の対応度が発生度に与える影響  

 

 IUU 漁業に対する各対応策が講じられた際に、IUU 漁業の発生がどのように抑制される

のかについても考える。IUU 漁業対策には、監視・情報システムの構築、関係国のガバナ

ンス・検査体制の整備、消費者意識の向上、などの類型がある。 

第一に、監視・情報システムの構築が求められる。まず、衛星船位測定送信機 (Vessel 

Monitoring System: VMS)、または、VMS を装備した船舶の監視を担当するセンター 

(Fisheries Monitoring Center: FMC) は有効なツールとして理解されている。VMS は、船
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舶の航行状況を監視し、違反者を起訴するための証拠となるデータを提供することで、IUU

漁業規制の実効化に役立つ。特に、商業船舶に VMS 等の追跡機能が装備されていると、い

つ、どこで、どのように漁業を行っているかが常に把握できるため、IUU 漁業船舶が減少

しやすい99。さらに、Global Record (The Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated 

Transport Vessels and Supply Vessels) に対する船舶データの提供も重要である。Global 

Record では、IUU 漁業を排除するために、国家と RFMO が協力して、船舶・低温輸送船・

補給船の船舶活動の記録を保管している100。そのような記録の提供により、漁業活動の透明

性と追跡可能性を向上させ、IUU 漁業に対抗することができる。 

第二に、関係国のガバナンス・検査体制の整備が不可欠である。まず、関係国のガバナン

スとして、旗国・寄港国における RFMO の義務遵守である。RFMO の保全管理措置の下で

は、VMS による監視や IUU リストの作成・共有による IUU 船舶の判別といった対策がと

られており、加盟国、場合によっては協力非締約国101の義務遵守を毎年監視、評価している

ため、IUU 漁業の減少に効果的である。また、外国船舶が入港できる港を指定し、適切な

検査体制を整えることで、違法に獲られた魚の水揚げと市場参入を防ぐことができる。 

第三に、消費者意識が向上する必要がある。MSC 製品に対する国内市場の需要である。

MSC 製品とは、MSC 認証102された製品を指す。需要の高まりは、持続可能かつ合法的に

調達された製品を購入するという消費者の意識の高さを示し、違法に獲られた漁獲物が市

場に浸透する機会を減らすことになる。これらの IUU 漁業対策が有効であれば、次のよう

な仮説を設定できるだろう。 

 

仮説３ IUU 漁業対策に積極的で、それらの義務を遵守している国ほど、IUU 漁業の

発生が抑制される。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 仮説 1 から 3 を検証するために、IUU 漁業指数から変数の操作化を行った。IUU 漁業指

数は、2019 年 1 月に公開された、世界 152 カ国の IUU 漁業に由来するリスク及び対策の

 
99 https://globalfishingwatch.org/commercial-fishing/ (2022 年 11 月 15 日)。 
100 https://www.fao.org/global-record/background/about/en/ (2022 年 11 月 12 日)。 
101 加盟国ではないが、RFMO の保存管理措置の実施に協力することに同意した国を指す。 
102 水産資源や環境に配慮し、適切に管理された持続可能な漁業に送られる。漁業に対する

「MSC 漁業認証」と、水産物の水揚げ以降のサプライチェーンに対する「MSC CoC 認証」

がある。https://www.msc.org/jp/standards-and-certification/summary-of-MSC-certificat 

ion-JP (2022 年 11 月 5 日)。 
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状況に関する調査データである。漁業および水産養殖コンサルタント会社である「Poseidon 

Aquatic Resource Management Ltd.」と、人権や民主主義問題の専門家からなる NGO ネ

ットワーク「Global Initiative Against Transnational Organized Crime」によって共同開

発されたもので、IUU 漁業のリスクを 1 から 5 (1 が良い・強い、5 が悪い・弱い) でスコ

ア化している。さらに、国としての責任を沿岸国・旗国・寄港国・その他の四つに分けて、

発生度・対応度・脆弱度の三つの指標に基づいて評価している。ただし、現在 2019 年と 2021

年のデータが公開されているが、全ての指標において最新のデータを用いた評価を行って

いる訳ではない点に留意する必要がある。 

本稿では、現時点で最新の 2021 年のデータを用いて分析を行う。結果を直感的に解釈で

きるように、スコアを 1 が悪い・弱い、5 が良い・強いに尺度を反転させて、さらに協定の

締約状況といった 1 か 5 のみを扱うデータに関しては、締約している場合を 1、締約してい

ない場合を 0 としてダミー変数化した。 

 

４－２．従属変数 

 

仮説 1 の分析で用いる従属変数は、IUU 漁業への「対応度」である。具体的には、沿岸

国の指標については、VMS・FMC を運用しているか否かを表す VMS・FMC ダミーを作成

した。旗国の指標については、Global Record に対して船舶データを提供しているか否かを

表す船舶データダミーと、旗国における RFMO の義務遵守の度合いを使用した。寄港国の

指標については、外国船舶の入港を指定しているか否かを表す外国船舶指定港ダミーと、寄

港国における RFMO の義務遵守の度合いを用いた。それ以外の指標では、商業船舶の追跡

システムの搭載有無を表す商業船舶追跡ダミーと、MSC 製品の需要の度合いを採用した103。 

仮説 2・3 の分析で用いる従属変数は、IUU 漁業の「発生度」である。変数として、沿岸

国の指標については、MSC 認証を取得した回数と、EEZ 内で規制義務を遵守していないと

MCS (Monitoring, Control and Surveillance) 担当者に注目された回数を用いた。旗国

の指標については、RFMO が管理する IUU リストに掲載された船舶数と、旗国の MCS 担

当者と漁業監視員104が各国の船舶を IUU 漁業の発生源として言及した回数を採用した。寄

港国の指標については、寄港で規制義務を遵守していないと、MCS 担当者と漁業監視員に

注目された回数を使用した。それ以外の指標では、EU によるイエローカード・レッドカー

ドの発行状況105と、アメリカ海洋大気庁 (National Oceanic and Atmospheric Administ

 
103 対応度の指標の中で、「外国籍または所有者不明の船舶」と「IUU 漁業対策に関するメ

ディア報道での言及」の項目に関しては、本稿の分析とは関係ないものと考えて扱わない。 
104 漁業監視員は、漁獲量や魚種を調査し、質の高いデータを収集・提供する。また、規制

違反を目撃した際に法執行機関に報告する役割も果たす。http://eli-ocean.org/observers/ 

(2022 年 11 月 12 日)。 
105 イエローカードは、違法漁業問題があると判断された場合に、レッドカードは、イエロ

ーカード発行後、IUU 漁業を減らす努力をしていないと判断された場合に発行される。 
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ration: NOAA)106 により IUU 漁業に直面していると報告された度合いを用いた107。 

 

表１ 変数説明 

 

 

４－３．独立変数 

 

仮説 1・2 の分析に用いる独立変数は、「国際協定の締約状況」であり、同様に IUU 漁業

指数より、RFMO 加盟国 (沿岸国)、RFMO 加盟国 (旗国)、RFMO 加盟国 (市場国)108、

PSMA 協定締約、UNCLOS 批准、UNFSA 批准の六つを変数に採用した109。仮説 3 では、

 
106 海洋についての研究やデータの収集が行われる機関である。https://www.restec.or.jp/gl

ossary/noaa.html (2022 年 11 月 12 日)。 
107 発生度の指標の中で、「IUU 漁業に関するメディア報道での言及」の項目に関しては、

本稿の分析とは関係がないものと考えて扱わない。 
108 ここでの市場国とは、RFMO 管轄海域で魚の購入国であると認識された沿岸国を指す。 
109 国際協定のうち、「フラッギング協定 (CA) 受諾」と「NPOA-IUU の有無」の項目に関

変数名 変数説明 出典

RFMO加盟国 (沿岸国) RFMO管轄下の海域に位置する国がRFMO加盟国かどうか。

RFMO加盟国 (旗国) RFMO管轄下で遠洋船舶を保有する国がRFMO加盟国かどうか。

RFMO加盟国 (市場国) RFMO管轄下の地域で魚の買い手である国が加盟国かどうか。

PSMA協定締約 締約国＝1、非締約国＝0のダミー変数。

UNCLOS批准 批准＝1、批准していない＝0のダミー変数。

UNFSA批准 批准＝1、批准していない＝0のダミー変数。

MSC認証の取得 認証を取得した漁業数。

MCS担当者 (沿岸国) EEZ内での遵守について各国を注目すべき国として挙げた回数。

IUUリスト RFMOが管理するIUUリストに載っている船舶の数。

漁業監視員 (旗国) 各国の漁船を発生源として言及した回数。

MCS担当者 (旗国) 各国の漁船を発生源として言及した回数。

MCS担当者 (寄港国) 寄港での遵守について各国を注目すべき国として挙げた回数。

漁業監視員 (寄港国) 寄港での遵守について各国を注目すべき国として挙げた回数。

EUによるカードの発行 レッドカードを1、イエローカードを3、発行なしを5。 「IUU漁業指数」

NOAAによるIUU漁業特定 IUU漁業に直面する国として報告書に掲載されたか。

VMS.FMCの運用 運用している＝1、していない＝0のダミー変数。

船舶データの提供 提供している＝1、していない＝0のダミー変数。

RFMOの義務遵守 (旗国) 義務を遵守していないと報告書に記載された回数。

外国船舶の入港指定港 外国船舶の入港を指定＝1、していない＝0のダミー変数。

RFMOの義務遵守 (寄港国) 義務を遵守していないと報告書に記載された回数。

商業船舶の追跡 追跡システムの搭載を義務化＝1、していない＝0のダミー変数。

MSC製品の需要 MSCラベル付きの魚の相対的な販売量。

EEZの大きさ 35,000㎢未満を1、～140,000㎢を2、～360,000㎢を3、

～1,2000,000㎢を4、それ以上を5。
タンパク質の依存 0-10を1、10-20を2、20-30を3、30-40を4、41以上を5。

漁港数 0を1、1を2、2-10を3、11-100を4、101以上を5。

汚職レベルの認識 0-20を1、21-40を2、41-60を3、61-80を4、80を上回ると5。

一人当たりGNI ～2,000を1、～4,750を2、～10,000を3、～25,000を4、

25,000を上回ると5。

漁獲高 世界漁獲量に対する一国の漁獲量の寄与度。
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仮説 2 の従属変数と同様の変数を使用した。 

その他統制変数には、IUU 漁業への「脆弱度」を用いた。IUU 漁業問題における環境的

要因として、EEZ の大きさと漁港数を投入した。加えて、社会的要因として魚に対するタ

ンパク質の依存、経済的要因として一人当たり GNI と漁獲高、政治的要因として汚職のレ

ベルに対する認識を投入した110。 

表 1 は変数説明111、表 2 は記述統計である。 

 

表２ 記述統計 

 

 

しては、データ数の問題から扱わない。 
110 脆弱度のうち、上記の 6 項目で網羅的に統制できると判断し、他の 7 項目は扱わない。 
111 詳細な説明は以下を参照。https://iuufishingindex.net/methodology.pdf (2022 年 10 月

31 日)。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

RFMO加盟国 (沿岸国) 123 4.5935 0.8477 1 5

RFMO加盟国 (旗国) 123 4.8943 0.4210 2 5

RFMO加盟国 (市場国) 123 4.7398 0.8081 1 5

PSMA協定締約 123 0.6829 0.4672 0 1

UNCLOS批准 123 0.8943 0.3087 0 1

UNFSA批准 123 0.5528 0.4992 0 1

MSC認証の取得 123 1.7073 1.3103 1 5

MCS担当者 (沿岸国) 123 4.5285 0.9524 1 5

IUUリスト 123 4.6748 0.7840 1 5

漁業監視員 (旗国) 123 4.7724 0.8079 1 5

MCS担当者 (旗国) 123 4.7073 0.7968 1 5

MCS担当者 (寄港国) 110 4.4818 1.0814 1 5

漁業監視員 (寄港国) 109 4.7431 0.8542 1 5

EUによるカードの発行 123 4.8374 0.6575 1 5

NOAAによるIUU漁業特定 122 4.9180 0.4740 2 5

VMS.FMCの運用 101 0.9010 0.3002 0 1

船舶データの提供 123 0.4878 0.5019 0 1

RFMOの義務遵守 (旗国) 103 3.1068 1.4136 1 5

外国船舶の入港指定港 116 0.6466 0.4801 0 1

RFMOの義務遵守 (寄港国) 109 4.5413 0.8875 1 5

商業船舶の追跡 94 0.8830 0.3232 0 1

MSC製品の需要 123 1.6748 1.2642 1 5

EEZの大きさ 123 2.9268 1.3859 1 5

タンパク質の依存 123 3.4472 1.3133 1 5

漁港数 123 2.7805 0.9455 1 5

汚職レベルの認識 123 2.7154 1.0124 1 5

一人当たりGNI 123 3.0976 1.4396 1 5

漁獲高 123 4.3984 1.1433 1 5
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４－４．推定方法 

 

上記の変数を用いて、重回帰分析を行う。IUU 漁業指数が 2019 年と 2021 年のみのデー

タであることから、時間的な過程を考慮せず、横断面データによる分析を試みた。なお、重

回帰分析を用いることで、国家間の異質性を考慮できない点には留意したい。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．国際協定がＩＵＵ漁業の対応度に与える影響 

 

表 3 では、国際協定の締約状況が各国の IUU 漁業の対応度に与える影響を検証した。ま

ず、旗国が RFMO の加盟国である、つまり遠洋船舶の保有国が RFMO の加盟国であるほ

ど、旗国における RFMO の義務遵守と、外国船舶の入港指定港に関して、統計的に有意に

正の相関がみられた。遠洋漁業を行う際に、RFMO に加盟していれば、RFMO の管轄下で

規制義務を守った操業が行われやすく、寄港国の措置として特定の港を外国船舶の入港場

所に指定する傾向があることを表している。 

次に、市場国が RFMO の加盟国である、つまり魚の買い手が RFMO の加盟国であるほ

ど、寄港国における RFMO の義務遵守が有意に高まっている。これは、魚を輸入する際に

違法に獲られた漁獲物を流入させないために、港での規制義務が守られる傾向があること

を意味し、RFMO の規制措置が有効に働いていることを示す結果と言える。 

加えて、UNCLOS を批准している場合、商業船舶の追跡が有意に高まっているため、商

業船舶の追跡システムが搭載されやすいとわかる。また、PSMA 協定に締約している場合、

もしくは UNFSA を批准している場合には、Global Record に対する船舶データの提供と外

国船舶の入港指定港への対応が進みやすい。 

一方で、沿岸国が RFMO 加盟国である場合、旗国における RFMO の義務遵守において

有意に負の相関が確認できた。つまり、RFMO の管轄海域で沿岸国が RFMO の加盟国であ

ると、IUU 漁業に対する対応がむしろなされていないことを示しており、船舶の登録国で

も入港国でもない沿岸国では、船舶が規制の範囲外で操業しやすいと推測できる。 

以上の分析結果を整理すると、第一に、旗国主義を規定する UNCLOS に締約し、旗国の

責任として地域レベルでの規制に積極的な国ほど、追跡システムや外国船舶の入港を指定

するといった IUU 漁業対策を行っていることがわかった。第二に、寄港国の責任を規定し

ている UNFSA や PSMA 協定に締約している国ほど、港の指定に加えてデータの提供の面

で IUU 漁業減少へ努力がなされていると言える。これらは、仮説 1 の見解と一致している。

しかし、船舶を管理していない沿岸国については、IUU 漁業に対して有効な措置がとられ

ていない状況にある。 
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表３ 国際協定の締約状況がＩＵＵ漁業の対応度に与える影響 

  

従属変数

IUU漁業への対応度

VMS.FMC

の運用
船舶データ
の提供

RFMOの義務

遵守 (旗国)

外国船舶の
入港指定港

(定数項) 1.4195 *** 0.3913 -3.5148 -1.0423

(0.4138) (0.5296) (2.4508) (0.5484)

RFMO加盟国 (沿岸国) -0.0713 0.0716 -0.5308 * 0.0287

(0.0420) (0.0467) (0.2063) (0.0480)

RFMO加盟国 (旗国) -0.0178 -0.0753 1.1856 ** 0.2834 **

(0.0746) (0.0971) (0.3983) (0.0963)

RFMO加盟国 (市場国) -0.0176 -0.0889 0.3206 -0.0555

(0.0408) (0.0542) (0.2032) (0.0540)

PSMA協定締約 0.0692 0.2693 ** 0.1026 0.2684 **

(0.0826) (0.0965) (0.3455) (0.0964)

UNCLOS批准 -0.0388 -0.1066 0.3123 0.0021

(0.1192) (0.1302) (0.4951) (0.1347)

UNFSA批准 0.0567 0.2677 ** 0.6088 0.3163 **

(0.0791) (0.0997) (0.3516) (0.1040)

汚職レベルの認識 0.0455 0.0609 -0.2028 0.0689

(0.0428) (0.0545) (0.1941) (0.0547)

漁港数 -0.0640 -0.1336 * -0.1090 -0.0246

(0.0427) (0.0525) (0.1852) (0.0570)

EEZの大きさ 0.0124 -0.0190 0.2460 0.0174

(0.0271) (0.0341) (0.1273) (0.0344)

タンパク質の依存 -0.0052 0.0775 * 0.1760 -0.0064

(0.0278) (0.0350) (0.1313) (0.0363)

一人当たりGNI -0.0165 0.0293 0.2416 -0.0289

(0.0332) (0.0414) (0.1534) (0.0431)

漁獲高 0.0028 0.0511 -0.0307 0.0044

(0.0344) (0.0456) (0.1659) (0.0461)

調整済みR² 0.1286 0.3959 0.2627 0.3765

N 101 123 103 116

従属変数

IUU漁業への対応度

RFMOの義務

遵守 (寄港国)

商業船舶
の追跡

MSC製品

の需要

(定数項) 2.0971 -0.2483 -1.4796

(1.5997) (0.4155) (1.1520)

RFMO加盟国 (沿岸国) -0.0302 0.0161 0.0914

(0.1221) (0.0478) (0.1015)

RFMO加盟国 (旗国) 0.2956 0.0993 0.0993

(0.2588) (0.0754) (0.2112)

RFMO加盟国 (市場国) 0.3569 ** 0.0222 0.1101

(0.1328) (0.0405) (0.1179)

PSMA協定締約 -0.1039 0.0811 0.3327

(0.2211) (0.0888) (0.2100)

UNCLOS批准 0.0855 0.4157 *** -0.0975

(0.3214) (0.1181) (0.2833)

UNFSA批准 -0.0438 -0.0224 0.2249

(0.2289) (0.0832) (0.2168)

汚職レベルの認識 -0.0223 0.0287 0.4422 ***

(0.1228) (0.0446) (0.1186)

漁港数 -0.0906 0.0339 -0.4951 ***

(0.1182) (0.0435) (0.1142)

EEZの大きさ 0.2358 ** -0.0348 0.0072

(0.0803) (0.0289) (0.0741)

タンパク質の依存 0.0331 0.0433 0.0967

(0.0854) (0.0288) (0.0761)

一人当たりGNI -0.0046 0.0262 0.1803 *

(0.0997) (0.0346) (0.0901)

漁獲高 -0.2275 * -0.0621 0.1648

(0.1044) (0.0352) (0.0992)

調整済みR² 0.1862 0.2636 0.5495

N 109 94 123

***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。
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表４ 国際協定の締約状況がＩＵＵの発生度に与える影響 

 

従属変数

IUU漁業の発生度

MSC認証

の取得

MCS担当者

(沿岸国)
IUUリスト

漁業監視員
(旗国)

MCS担当者

(旗国)

(定数項) 1.61351 4.0042 *** 1.61975 2.09218 * 1.92568 *

(1.1666) (1.0469) (0.9548) (0.8770) (0.8732)

RFMO加盟国 (沿岸国) -0.2090 * -0.2609 ** -0.1806 * -0.1872 * -0.1167

(0.1028) (0.0923) (0.0842) (0.0773) (0.0770)

RFMO加盟国 (旗国) 0.0508 -0.2359 0.5390 ** 0.3883 * 0.2580

(0.2139) (0.1920) (0.1751) (0.1608) (0.1601)

RFMO加盟国 (市場国) 0.3679 ** 0.3492 ** -0.0356 0.0397 0.1855 *

(0.1194) (0.1072) (0.0977) (0.0898) (0.0894)

PSMA協定締約 0.0397 -0.0823 0.2055 0.1442 0.1122

(0.2126) (0.1908) (0.1740) (0.1599) (0.1592)

UNCLOS批准 0.0805 -0.3141 -0.1674 0.0519 -0.2653

(0.2869) (0.2575) (0.2348) (0.2157) (0.2148)

UNFSA批准 0.1385 -0.0493 -0.0152 0.1711 0.0742

(0.2196) (0.1971) (0.1797) (0.1651) (0.1644)

汚職レベルの認識 0.2909 * 0.1315 0.2052 * 0.0242 0.1009

(0.1201) (0.1078) (0.0983) (0.0903) (0.0899)

漁港数 -0.3435 ** -0.1274 -0.0021 -0.0353 -0.1053

(0.1157) (0.1038) (0.0947) (0.0870) (0.0866)

EEZの大きさ -0.2286 ** 0.1860 ** 0.0239 0.0595 0.0453

(0.0751) (0.0674) (0.0615) (0.0565) (0.0562)

タンパク質の依存 0.0360 0.1015 0.0929 0.0419 0.0278

(0.0771) (0.0692) (0.0631) (0.0580) (0.0577)

一人当たりGNI 0.1778 0.0861 0.0449 -0.1146 -0.0788

(0.0913) (0.0819) (0.0747) (0.0686) (0.0683)

漁獲高 -0.2171 * 0.0961 0.0802 0.2912 *** 0.3024 ***

(0.1004) (0.0901) (0.0822) (0.0755) (0.0752)

調整済みR² 0.5699 0.3443 0.1953 0.3605 0.3484

N 123 123 123 123 123

従属変数

IUU漁業の発生度

MCS担当者

(寄港国)

漁業監視員
(寄港国)

EUによる

カードの発行

NOAAによる

IUU漁業特定

(定数項) 3.44967 * 4.56218 *** 3.92082 *** 4.82763 ***

(1.3891) (1.1325) (0.8013) (0.6093)

RFMO加盟国 (沿岸国) -0.0351 -0.0266 0.0553 0.0082

(0.1221) (0.0995) (0.0706) (0.0539)

RFMO加盟国 (旗国) -0.1704 -0.1990 -0.0556 -0.0838

(0.2507) (0.1972) (0.1469) (0.1118)

RFMO加盟国 (市場国) 0.5143 *** 0.2674 * 0.1739 * 0.0779

(0.1392) (0.1114) (0.0820) (0.0624)

PSMA協定締約 -0.2861 0.1357 -0.1714 0.0317

(0.2631) (0.2070) (0.1460) (0.1116)

UNCLOS批准 -0.1570 -0.1123 0.2598 -0.2039

(0.3446) (0.2860) (0.1971) (0.1504)

UNFSA批准 0.0043 0.1586 -0.4140 ** 0.0407

(0.2721) (0.2195) (0.1508) (0.1147)

汚職レベルの認識 0.0122 -0.0390 0.0723 0.1128

(0.1440) (0.1133) (0.0825) (0.0630)

漁港数 -0.2004 -0.0553 -0.0185 -0.0345

(0.1488) (0.1197) (0.0795) (0.0604)

EEZの大きさ 0.0640 0.0643 -0.0587 0.0421

(0.0926) (0.0737) (0.0516) (0.0395)

タンパク質の依存 0.0268 -0.0849 0.0482 -0.0282

(0.0948) (0.0770) (0.0530) (0.0403)

一人当たりGNI 0.0137 -0.1293 0.1072 -0.0908

(0.1100) (0.0890) (0.0627) (0.0477)

漁獲高 0.0253 0.1616 -0.0563 0.0628

(0.1210) (0.0977) (0.0690) (0.0525)

調整済みR² 0.1712 0.1824 0.1942 0.1043

N 110 109 123 122

***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。
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５－２．国際協定がＩＵＵ漁業の発生度に与える影響 

 

次に、表 4 では、国際協定の締約状況が各国の IUU 漁業発生度に与える影響を検証した。

まず、旗国が RFMO の加盟国である、遠洋船舶の保有国が RFMO の加盟国であるほど、

IUU リストと旗国の漁業監視員に関して、統計的に有意に発生度が低まっている。これは、

遠洋船舶保有国の RFMO 加盟率が高いほど、IUU リストに掲載される船舶数が減少し、旗

国の監視員によって IUU 漁業発生源の言及がされていないことを示している。 

また、市場国が RFMO の加盟国である、つまり魚の買い手が RFMO の加盟国であるほ

ど、MSC 認証の取得と、沿岸国・旗国・寄港国全てにおける MCS 担当者、寄港国の漁業

監視員、EU によるカードの発行の 7 つの指標で、有意に発生度が抑えられていると示され

た。この結果から、市場国が地域レベルでの規制に積極的であると、全ての監視指標におい

て IUU 漁業の発生件数が少ないことに加えて、資源や環境に配慮した持続可能な漁業と認

められる船舶数が増加していることがわかる。 

一方で、沿岸国が RFMO の加盟国であった場合は、MSC 認証の取得、沿岸国の MCS 担

当者、旗国の漁業監視員において、有意に負の相関がみられた。前項の分析と同様、沿岸国

については、IUU 漁業の発生減少に寄与できていない。船舶の登録国でも入港国でもない

沿岸国では、ガバナンスの状態にかかわらず、IUU 漁業者が規制の範囲外で操業しやすい

状況になっていると推測できる。 

さらに、UNFSA を批准していた場合、EU によるカードの発行において、発生度が有意

に増大していると示された。つまり、UNFSA 協定に批准している国でも IUU 漁業が横行

しており、EU による輸入規制の対象となっていることが示された。 

以上の分析結果を整理すると、旗国と市場国が RFMO の加盟国である場合に IUU 漁業

の発生リスクを抑えられている一方、国際的な規制を敷く協定において有意な結果が出な

かったことから、同じ地域内で監視抑制を行う地域レベルでの規制の方が、IUU 漁業の発

生度が低くなると言えそうである。これは、仮説 2 の見解と整合的である。 

 

５－３．ＩＵＵ漁業への対応度が発生度に与える影響 

 

 最後に、表 5 では、IUU 漁業問題への対応度が各国の IUU 漁業の発生度に与える影響を

検証した。まず、監視システムである VMS・FMC の運用が、IUU リストに掲載される船

舶数を統計的に有意に減少させることがわかった。 

次に、旗国において RFMO の義務が遵守された場合、IUU リストと旗国の漁業監視員に

おいて有意に発生度が低くなっていると示された。そのため、旗国が RFMO における義務

を遵守するほど、IUU リストに掲載される船舶が減少し、旗国における IUU 漁業の発生が

減少するといえる。 

加えて、外国船舶の入港する港が指定された場合、IUU リスト、旗国の漁業監視員と MCS 
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表５ ＩＵＵ漁業への対応度が発生度に与える影響 

 

従属変数

IUU漁業の発生度

MSC認証

の取得

MCS担当者

(沿岸国)
IUUリスト

漁業監視員
(旗国)

MCS担当者

 (旗国)

(定数項) 0.1061 2.0777 * 2.3343 *** 3.2451 *** 3.2809 ***

(0.9576) (1.0081) (0.6731) (0.7710) (0.8262)

VMS.FMCの運用 0.6154 -0.5417 0.7754 * 0.1230 -0.1215

(0.4505) (0.4742) (0.3166) (0.3627) (0.3887)

船舶データの提供 -0.2736 -0.2375 -0.0889 0.1821 0.1130

(0.2430) (0.2558) (0.1708) (0.1956) (0.2096)

RFMOの義務遵守 (旗国) 0.0135 -0.0463 0.1232 * 0.2321 *** 0.1212

(0.0825) (0.0868) (0.0580) (0.0664) (0.0712)

外国船舶の入港指定港 -0.4176 -0.6632 * 0.8866 *** 0.5122 * 0.5791 *

(0.2989) (0.3147) (0.2101) (0.2407) (0.2579)

RFMOの義務遵守 (寄港国) 0.2818 * 0.0733 0.1104 0.0357 0.0341

(0.1199) (0.1262) (0.0842) (0.0965) (0.1034)

商業船舶の追跡 -0.0196 0.1962 -1.2083 *** -0.6460 -0.7104

(0.4178) (0.4399) (0.2937) (0.3364) (0.3605)

MSC製品の需要 0.5136 *** -0.0888 0.0575 0.1562 0.1826

(0.1188) (0.1251) (0.0835) (0.0957) (0.1025)

汚職レベルの認識 0.1690 0.3642 * 0.1094 -0.0559 0.0216

(0.1683) (0.1771) (0.1183) (0.1355) (0.1452)

漁港数 0.0223 -0.1472 0.1154 0.0552 0.0493

(0.1624) (0.1710) (0.1141) (0.1308) (0.1401)

EEZの大きさ -0.3422 ** 0.1846 -0.1498 * -0.0809 -0.0584

(0.1012) (0.1065) (0.0711) (0.0815) (0.0873)

タンパク質の依存 0.0241 0.2554 * 0.1306 0.0127 0.0385

(0.1018) (0.1071) (0.0715) (0.0819) (0.0878)

一人当たりGNI 0.2095 0.2339 0.0267 -0.2499 ** -0.1694

(0.1161) (0.1222) (0.0816) (0.0935) (0.1002)

漁獲高 -0.1884 0.1219 0.0779 0.2833 ** 0.2517 *

(0.1157) (0.1218) (0.0813) (0.0932) (0.0999)

調整済みR² 0.6773 0.3010 0.4713 0.5034 0.3781

N 83 83 83 83 83

従属変数

IUU漁業の発生度

MCS担当者

(寄港国)

漁業監視員
(寄港国)

EUによる

カードの発行

NOAAによる

IUU漁業特定

(定数項) 3.5532 ** 4.1495 *** 5.2846 *** 5.0815 ***

(1.2329) (0.9892) (0.4956) (0.6105)

VMS.FMCの運用 -1.0031 -0.0798 -0.2551 -0.2453

(0.5789) (0.4645) (0.2331) (0.2851)

船舶データの提供 -0.0422 -0.0263 -0.2265 -0.0053

(0.3275) (0.2628) (0.1257) (0.1484)

RFMOの義務遵守 (旗国) 0.0062 0.0118 0.0224 -0.0152

(0.1064) (0.0854) (0.0427) (0.0504)

外国船舶の入港指定港 0.4086 0.2835 0.2809 0.4988 **

(0.3861) (0.3098) (0.1547) (0.1827)

RFMOの義務遵守 (寄港国) 0.3846 * 0.1702 -0.0900 -0.0557

(0.1554) (0.1247) (0.0620) (0.0732)

商業船舶の追跡 0.2761 -0.3352 0.1583 -0.1984

(0.5647) (0.4531) (0.2162) (0.2617)

MSC製品の需要 0.2592 0.3031 * 0.0380 0.0630

(0.1536) (0.1233) (0.0615) (0.0725)

汚職レベルの認識 -0.0780 -0.1989 0.0088 0.1021

(0.2181) (0.1750) (0.0871) (0.1029)

漁港数 -0.0919 0.1669 -0.0167 0.0010

(0.2159) (0.1732) (0.0840) (0.0995)

EEZの大きさ -0.0537 -0.0799 0.0293 0.0737

(0.1416) (0.1136) (0.0524) (0.0623)

タンパク質の依存 -0.1124 -0.0767 -0.0046 -0.0585

(0.1336) (0.1072) (0.0527) (0.0622)

一人当たりGNI -0.1758 -0.1693 0.0183 -0.1425 *

(0.1545) (0.1240) (0.0601) (0.0710)

漁獲高 0.1186 0.1164 -0.0551 0.0383

(0.1491) (0.1197) (0.0599) (0.0708)

調整済みR² 0.2234 0.2030 0.1682 0.1998

N 77 77 83 82

***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。
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担当者、NOAA による IUU 漁業の特定の 4 指標において有意に発生度を抑えることがわか

った。特に、IUU リストとの指標間で、強い相関がみられている。ただ、沿岸国における

IUU 漁業の発生との指標間では、負の相関が確認されていることから、船舶管理を行わな

い沿岸国では、外国船舶の入港する港が指定されたとしても、ガバナンスの状態にかかわら

ず、IUU 漁業従事者が流入してしまっていると推測できる。 

さらに、MSC 製品の需要では、MSC 認証の取得と寄港国の漁業監視員において有意に

正の相関がみられた。そのため、MSC 製品の需要が高まると、実際に MSC 認証の取得が

増えるだけでなく、違法に獲られた漁獲物が受容されづらくなるため、寄港国における IUU

漁業の発生が減少すると考えられる。 

一方で、商業船舶の追跡に関しては、IUU リストにおいて有意に負の相関が確認された

ため、IUU リストに掲載される船舶が増加すると示された。IUU リストに記載される船舶

が多い地域ほど、商業船舶の追跡を行いやすいという逆の因果関係が強いのかもしれない。 

 以上の分析結果を整理すると、監視システムの構築、旗国と寄港国におけるガバナンスの

向上、検査体制の整備、消費者意識の向上といった対策が、IUU 漁業の発生を網羅的に抑

えていることがわかった。これは、仮説 3 と整合的な結果である。なかでも、外国船舶の入

港する港の指定による検査体制の拡充が、IUU 漁業の発生を抑制する有効な解決策である

ことが示された。この結果から、漁業活動の監視や規制の遵守といった直接的な対策を講じ

るだけでなく、違法に獲られた漁獲物の水揚げと市場流通を防ぎ、IUU 漁業船舶の操業の

継続を困難にさせるという間接的な対策も講じる必要があり、寄港国の管理措置の強化が

効果的な規制方法であることは間違いないだろう。 

 他方で、Global Record に対する船舶データの提供は、IUU 漁業の発生減少に貢献してい

ないことが示唆された。5-1 では、分析結果を踏まえて、寄港国の責任を規定する協定に締

約している国ほど、データの提供の面で IUU 漁業減少へ努力がなされていると述べた。し

かし、データを提供していても発生度の低下に効果がみられなかったことから、データの提

供が直接的に効果を及ぼすのは、漁業活動の透明性や追跡可能性の向上に対してであって、

IUU 漁業の発生減少に対しては間接的に影響を与えている可能性があると推察できる。 

 

 

６．結論 

 

 本稿では、IUU 漁業指数の 2021 年のデータを用いて、国際協定の締約状況が IUU 漁業

の発生や各国の対応にどのような影響を及ぼしているのかについて検討した。分析結果か

ら、第一に、旗国または寄港国の対応が規定されている協定に締約している国ほど、特に船

舶データの提供と外国船舶の入港指定の面で、IUU 漁業の対応度が高くなると示された。

第二に、旗国と市場国が RFMO の加盟国である場合に、発生度のうち大半の指標において

有意な結果となったことから、同じ地域内で監視抑制を行う地域レベルでの枠組みの方が、
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対策義務が守られやすく、IUU 漁業の発生度が低くなることがわかった。第三に、IUU 漁

業対策のなかでも、特に外国船舶の入港場所の指定に積極的で、旗国と寄港国における

RFMO の規制義務を遵守している国ほど、IUU 漁業が抑制される傾向があった。 

上記の結果より、旗国と寄港国の措置を規定した国際協定に締約すること、さらに魚種と

地域を絞った実効的な機関である RFMO に加盟し、義務を遵守することが、IUU 漁業の減

少につながり、また各国の IUU 漁業への対応を高めるといえる。さらに、国際協定と対応

度、対応度と発生度の有意な関連同士を追うと、特に寄港国の指標である外国船舶の入港指

定において、国際協定の締約状況が IUU 漁業の対応度を高め、対応度の向上が IUU 漁業

発生度の低下をもたらすという間接効果を生んでいることが示唆された。外国船舶の入港

指定は PSMA 協定の寄港国措置を支える対策であり、違法に捕獲された魚の水揚げと市場

流入を防ぐことができる。入港指定が IUU 漁業の発生リスク低下に効果を生む一方で、

PSMA 協定の締約数は 72 ヵ国及び欧州連合に留まっている。そのため、今後は、入港指定

による規制の有効性を高めるために、発生リスクの高い国が PSMA 協定に締約し、連携し

た措置を実施することが必要であろう。 

 PSMA 協定の締約国である日本では、IUU 漁業によって獲られた漁獲物の流入を防ぐ対

策として、「水産流通適正化法」が 2022 年の 12 月 1 日より施行される。具体的には、国内

の水産物取扱事業者と海外事業者に証明書の添付を義務化し、添付されていないものに関

しては輸出と輸入を規制するという内容であり112、世界第二位の水産物輸入国である日本

で、効果的に IUU 漁業を取り締まる規制となることを期待したい。 

 最後に、本稿では、データの制約によりパネルデータ分析が行えなかったことに加えて、

分析上の問題から、全ての国際協定を変数として用いることができなかった。IUU 漁業指

数のデータの蓄積に伴い、そのような課題に対処することが可能になるかもしれない。 
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第７章 

 

生産セクターの開発援助と貧困削減 

―国家の産業構造に条件付けられた効果― 

 

戸松 明日香 

 

 

要約 

 

本稿では、生産セクターの開発援助が貧困削減に与える影響について、国家の産業構造の

条件付き効果に着目して検証を行う。世界では、開発途上国を中心に深刻な飢餓が問題とな

っており、飢餓撲滅には農林水産業を含む生産セクターへの開発援助が不可欠である。しか

し、生産セクターの開発援助額は全体の 6%程度にとどまっている。長年の援助が行われて

いることにもかかわらず世界の飢餓人口は増加の一途をたどっており、現状行われている

開発援助を見直す必要があると考えられる。既存研究では、開発援助の効果を産業構造の側

面から論じたものは少ない。そこで、本稿では 92 か国 19 年分のパネルデータを用いて、

生産セクターへの開発援助が貧困削減に与える影響を固定効果モデルに基づき推定した。

分析からは、第一次産業就業者比率の高い国ほど、生産セクターの開発援助額が貧困率に与

える影響は大きいことが分かった。したがって、工業化の進んでいない開発途上国において

は、生産セクターへの積極的な援助が必要であることが示唆される。 

 

 

１．はじめに 

 

世界では、6 億 5600 万人に及ぶ人々が 1 日 1 ドル 90 セントという国際貧困ライン未満

で暮らしている113。貧困は飢餓や栄養不良、教育機会の不平等、社会的差別など、多くの社

会問題の引き金になっている。中でも開発途上国では、3 人に 1 人の子どもが発育不良に陥

っている現状があり、飢餓は特に深刻な問題となっている。 

国際連合食糧農業機関 (FAO) の旗艦報告書「世界の食糧安全保障と栄養の現状 (The 

State of Food Security and Nutrition in the World Report : SOFI) 」は、世界の飢餓人口

は増加傾向が続いており、約 8 億人にのぼると発表した114。また、持続可能な開発目標 

(SDGs) では、「飢餓をゼロに」が目標の一つに掲げられており、食糧の安定確保と栄養状

態の改善が目指されている。 

 
113 https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/ (2022 年 11 月 14 日)。 
114 https://www.fao.org/3/cc0639en/online/cc0639en.html (2022 年 11 月 14 日)。 
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開発途上国の多くは農業が主要産業であり、飢餓問題の解決には農林水産業への投資や、

持続可能な食料供給システムの構築が不可欠だと言われている。国際社会では飢餓や貧困

を解決するために、農業分野を重視して開発途上国の経済成長を目指す援助が長年にわた

り行われてきた。2018 年時点で、農業・農村開発セクターの政府開発援助 (ODA) 額は DAC

諸国で 63 億米ドルに達し、ドイツ、日本、イギリス、アメリカ、フランスといった国々が

主要援助国となっている115。 

しかし、開発援助全体に占める農業援助の割合は低水準で推移しており116、農業援助が包

含される生産セクターに対する開発援助は、社会インフラ・サービスや経済インフラ・サー

ビスと比べると全体に占める割合が小さい117。現状、開発途上国の飢餓人口は依然として増

加し続けており、安定した食料供給を可能にする農業システムの構築が急がれる。先行研究

では、開発援助と貧困削減の関連については様々な議論が行われているが、その有効性は議

論の的となっている。また、開発援助は被援助国の産業構造によって効果が変わることが予

想されるが、国別の産業構造に注目した研究は少ない。 

そこで、本稿では、生産セクター援助が貧困削減に与える影響について、国ごとの産業構

造の観点から検証を行った。分析にあたっては 2002 年度から 2020 年度までの 19 年分の

パネルデータを構築した。その結果、第一次産業就業者比率が高い国では生産セクター援助

が貧困削減に与える影響が大きいことが明らかになった。 

以下では、開発援助が経済成長や貧困削減に与える影響や、援助配分に関する実証研究、

産業構造と国家の成長の関連性に関する先行研究の議論を整理する。その上で、生産セクタ

ーの開発援助が貧困削減に与える影響についての本稿の理論仮説を導出し、理論仮説を検

証するためのデータと方法を提示する。最後に、検証結果から明らかになったことを踏まえ

て、生産セクターの開発援助のあり方について提言したい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．開発援助が経済成長や貧困削減に与える影響  

 

開発援助に関する研究は、先進国や国際機関による援助が盛んに行われた 1970 年代ごろ

から多数行われてきた。しかし、開発援助の有効性については異論もあり、開発援助が経済

成長や貧困削減に与える影響に関する議論は現在も続いている。 

貧困を測る指標は大きく二つに大別できる。第一に、所得等の経済データを用いて測る貧

 
115 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/agriculture/statistic.html (2022 年 11

月 14 日)。 
116 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1 (2022 年 11 月 19 日) 。 
117  https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-

finance-data/aid-at-a-glance.htm (2022 年 11 月 16 日)。 
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困者比率やジニ係数などの指標がある。第二に、経済データに加えて、平均寿命や識字率と

いった非経済データを用いる指数や、人間開発指数、人間貧困指数指標である。開発援助研

究においては、経済データを用いた検証と非経済データを用いた検証の両者が存在するた

め、ここではそれぞれについて研究を整理していく。 

第一に、開発援助が経済的な貧困指標の改善に影響をもたらすかに関しては、古くから大

きな論点となっていた。一般的な見解として、被援助国政府の受け入れ能力が援助の効率性

に大きく影響する (Burnside and Dollar 2000) ことや、二国間援助では民主的な政府がよ

り多い援助を受ける (Alesina and Dollar 2000) ことが広く受け入れられている。 

第二に、非経済的な貧困指標に与える影響についても多数の研究が存在する。初期の研究

では、開発援助は乳児死亡率や初等教育就学率などに影響をもたらさないが、民主主義国に

おいては援助が成長に与える効果が高いと言われていた (Boone 1996)。しかし、良い政治

体制の国の下では援助が貧困指標の改善に良い効果を持つことが示されている  (Collier 

and Doller 2002)。近年の研究では、援助が過去 40 年にわたって就学率や平均寿命、乳児

死亡率の改善に貢献してきたこと (Arndt et al. 2015) も明らかにしてきた。 

以上のような研究群は、開発援助の全体が経済成長や貧困削減に与える影響に見たもの

であるが、開発援助の対象分野ごとの効果に関心を持つ研究もある。たとえば、貧困削減に

対しては、援助が農業、教育、インフラなどの貧困層に配慮した用途に使用される場合にお

いて有効であり (Mosley and Suleiman 2007)、特に農業援助は成長を通じて直接的および

間接的に貧困削減に資する (Kaya et al. 2013) ことが分かっている。 

また、開発援助の分野の相違に注目した論点としては、援助のファンジビリティという概

念を提唱した研究がある。援助のファンジビリティとは、受け入れ国政府が援助を受け取っ

た際に、予算をどう配分するのか、拠出側が指定した対象分野の条件を守るのか否かを表す

概念であり (Pack and Pack 1990, 1993)、農業、教育、エネルギー部門の援助は軍事資金

等に転用されやすいことが知られている (Feyzioglu and Zhu et al. 1998)。 

 

２－２．援助配分に関する実証研究  

 

開発援助の非効率性を改善するという研究上の目的から、供出国が受入国に割り当てる

援助額がいかにして決定されるのかを問う援助配分に関する議論も数多く行われてきた。

開発援助は受入国の経済的需要よりも、政治的、戦略的、歴史的理由を背景に配分されてお

り、これが貧困削減には非効率に働いている可能性がある (Alesina and Doller 2000)。実

際の援助配分と貧困削減への効率が高い援助配分は大きく異なり、供出国が後者の配分を

用いれば年間 1000 万人の人々を貧困から脱却させられると言われている (Collier and 

Doller 2002)。  

このような研究の着眼点からは、開発援助の援助配分によって貧困削減に与える効果が

異なることが示唆される。また、実際の援助配分と効率性の高い援助配分には乖離があると



98 

 

いう指摘も重要であろう。よって、本稿では目的別援助の効率的な援助配分について分析を

進めていきたい。 

 

２－３．国家の産業構造と貧困削減の関係性 

 

開発途上国の経済成長や貧困削減を考察する上で、どの産業の発展が有効かを見出すこ

とは重要である。しかし、産業構造の変化が貧困削減に与える影響に関しては、同じ国を対

象にした研究でも見解が分かれており、コンセンサスは形成されていない。 

一般的に国家の経済成長は、平均所得の増加に帰結する。Dollar and Kraay (2002) は、

経済成長は富裕層の所得のみならず貧困層の所得も同時に増加させるものであり、貧困削

減に有効であることを示した。一方で、Wade (2004) は、貿易や投資の自由化といった経

済開放は富裕層のみが恩恵を受け、貧困層との所得格差が広がる懸念があると主張してい

る。 

国家の産業構造と貧困削減に関して、特定の国を事例とした研究を見ていく。Ravallion 

and Datt (1996) は、インドにおいて第一次産業と第三次産業の発展は、農村部と都市部で

ともに貧困減少に有効だったが、第二次産業の発展はいずれの地方でも貧困減少に有効で

はなかったことを示している。しかし、同じくインドのデータを用いた Aggarwal and 

Kumar (2012) は、第二次産業の生産増加は貧困削減に大きなプラスの効果を持ち、特に農

村部で強く効果が見られるということを述べている。 

このように先行研究では、経済成長が富裕層だけでなく貧困層をも豊かにするか、どの産

業の発展が貧困削減に有効か、必ずしも一貫した主張はなされていない。本稿では、開発途

上国の経済成長を目指して行われる開発援助が貧困削減に有効かを検証していくとともに、

第一次産業就業者比率と生産セクター援助の開発援助額の相互作用に注目することで、援

助の効果が産業構造に依存するかについて明らかにする。 

 

 

３．理論仮説 

 

本稿では、生産セクター援助は国家の産業構造がどのような場合に貧困削減に有効であ

るかを検証する。Kaya et al. (2013) は、開発援助の効果は分野によって異なることを示し

ている。援助国の政治的配慮から行われる援助や、緊急事態に対応するための人道援助は、

貧困削減を直接目的していないため、貧困率の低下につながりにくいことが理由に挙げら

れている。さらに、ほとんどの開発途上国において、農村部は都市部より貧困率が高い傾向

にある。農村部の人口と都市部の人口割合によって、特定の産業が発展した場合の貧困削減

への効果が地域によって異なることが示されている (Ravallion and Datt 1996)。以上のこ

とから、開発途上国の貧困削減に最も直接的な効果を与える分野は、生産セクター援助であ
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る可能性が推測される。そこで本稿では、産業構造の変化によって生産セクター援助を中心

とする部門別開発援助が貧困削減にどのような影響を与えるのかを検証する。 

今回の検証では、生産セクター援助が貧困層を経済的に豊かにするかを検証するために、

貧困率 (Poverty Headcount Ratio) を用いて、所得ベースでの貧困を測定する。生産セク

ター援助と貧困率の関係については、Kaya et al. (2013) が、農業分野の開発援助が 1%増

えると貧困率が 0.2%減少することを示している。しかし、国ごとに産業構造は大きく異な

り、生産セクター援助の効果はそのような産業構造に応じて変わってくることが予想され

る。開発援助は、援助分野とその国での主要産業が一致すると効果が大きいと考えられるた

め、第一次産業就業者比率の高さは生産セクター援助が貧困率を改善するのに有効だと推

測した。分析では、生産セクター援助が貧困削減に与える影響を、国ごとの第一次産業就業

者比率の側面から明らかにするために、第一次産業就業者比率の条件付き効果を見る。以上

の説明を踏まえて仮説 1 を導出する。 

 

仮説１ 生産セクターの援助額が多い国ほど、貧困率が低い。この効果は、第一次産業

従事者割合が高い国ほど強い。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、OECD statistics の Creditor Reporting System の部

門別開発援助額と、World Bank Open Data の各国の貧困率の状況等を組み合わせて、2002

年から 2020 年まで 19 年分の 92 カ国のパネルデータを構築し、仮説 1 の検証を行った。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は貧困率 (Poverty Headcount Ratio) である。これ

は、全人口に占める貧困層の割合で、1 日 2.15 ドル未満の水準で生活している人の数を総

人口で割ることにより求められる。なお、貧困率に関しては自然対数化を行った上で分析に

投入した。 

次に、理論的に関心のある独立変数は部門別開発援助額である。特に、第一の独立変数で

は、生産セクター分野の開発援助額が GDP に占める割合に注目する。生産セクターには農

林水産業や鉱業等が含まれている118。一方、他の主要分野の開発援助額も、貧困削減に効果

がありうるだろう。生産セクター分野の援助額の他に、第二、第三の独立変数として、経済

 
118 第一次産業就業者率との相互作用を考える上では、農林水産業分野の援助額を用いるの

が率直かもしれない。しかし、農林水産業分野の援助額は援助額に占める割合が小さく、そ

もそも貧困率を大幅に削減する効果が見られない可能性がある。そこで、本稿では、農林水

産業分野が包含される生産セクター分野の援助額を用いた。 
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インフラ分野、社会インフラ分野の開発援助額がそれぞれ GDP に占める割合を投入する。

これらの独立変数は、Kaya et al. (2013) の部門別開発援助額の分類にならった。なお、３

つの独立変数は自然対数化を行った上で分析に投入した。部門別開発援助額には、0 や負の

値が含まれているが、これらは自然対数化できないため、0 以上の値の最小値を全体に足し

た上で自然対数化を行った。 

 その他には、国家ごとの統制変数として、一人当たり GDP、ジニ係数、軍事支出、農村

人口、政府の有効性、第一次産業就業者比率、第二次産業就業者比率を、Kaya et al. (2013)

にならって投入した。なお、一人当たり GDP、ジニ係数、軍事支出、農村人口、政府の有

効性119に関しては自然対数化を行った上で分析に投入した。 

表 1 は、上記の変数群の一覧、表 2 は記述統計である。 

 

表１ 変数一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 「国民の発言力と説明責任」、「政治的安定と暴力の不在」、「政府の有効性」、「規制の質」、

「法の支配」、「汚職の抑制」を統合した世界銀行のガバナンス指標。 
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表２ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

上で設定した仮説を検証するために、国別パネルデータについて固定効果モデルに基づ

くパネルデータ分析を行う。従属変数や独立変数の水準は国家や年度ごとに異なり、固有の

要因が存在するため、これらを統制する必要から、年度効果や個体効果を考慮する固定効果

モデルを利用することとした。なお、標準誤差は、国ごとにクラスター化したロバスト標準

誤差を用いる。 

分析では、二つのモデルを用意する。Model 1 では、部門別開発援助が貧困率に与える影

響を検証した。Model 2 では、Model 1 の変数に加え、生産セクター援助と第一次産業就業

者比率の交互作用項を投入した。産業別就業者比率によって、部門別開発援助額が異なると

いう予想を検証するため、交互作用項によって限界効果の変化を確認する。 

また、今回の分析では、独立変数である部門別開発援助額はラグ項として投入した。開発

援助が行われてから貧困削減に対して効果を発揮するまでには、時間的遅れが発生すると

考えられる。よって、一期前の開発援助が当該期の貧困率に与える影響を分析するために、

部門別開発援助額についてはそのラグ項 (t-1) を用いる。また、開発援助額と経済規模とは

同時的に決定される可能性があるため、一人当たり GDP もラグ項として投入する。 

 

 

５．分析結果 

 

まず、表 3 では、国別パネルデータから、生産セクター援助が貧困率に与える効果を検証

した。交互作用項を投入していない Model 1 では、生産セクター、経済インフラ、社会イ

ンフラ、すべての分野の開発援助額について係数は負であるが、統計的に有意な関連はみら

れなかった。Kaya et al. (2013) では、農業援助が統計的に有意な負の結果となっており、
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今回の分析とは異なる。今回は、農業援助に限らず生産セクター援助の効果を検証している

ため、こうした結果が得られたと考えられる。開発援助額と貧困削減との関連は、開発途上

国の産業構造の異質性に依存しているのかもしれない。次に、生産セクター援助額と第一次

産業就業者比率の交互作用項を投入した Model 2 を見ると、交互作用項の係数は統計的に

有意ではないが、負であった。つまり、第一次産業就業者比率が高い国ほど、生産セクター

援助が貧困削減に有効である可能性がある。統制変数である第一次産業就業者比率の値の

範囲によっては、生産セクター援助が貧困率に統計的に有意な負の影響を与える区間があ

る可能性がある。よって、95%信頼区間とその信頼区間を確認するため、生産セクター援助

と第一次産業就業者比率の交互作用項の限界効果プロットを確認した。 

図 1 は、生産セクター援助と第一次産業就業者比率の交互作用項の限界効果を表してい

る。第一次産業就業者比率が 0.25 前後を超える部分に関しては、生産セクター援助が貧困

率に負の効果をもたらすことが明らかとなった。これは、第一次産業就業者比率が 25%を

超える国では、生産セクター援助が貧困率を減少させる効果を持ちうることを示唆してい

る。したがって、生産セクター援助は、単にそれが単独で貧困削減に効果があるというより

は、援助受け入れ国の産業構造のあり方に依存している可能性がある。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2002 年から 2020 年までのパネルデータを用いて、部門別開発援助額が貧困

削減に与える影響を明らかにしてきた。分析結果からは、第一次産業就業者比率が 25%を

超える国家においては、生産セクター援助が貧困率に与える効果は大きくなることが明ら

かになった。本節では、検証を通じて得られた示唆を踏まえて、今後の開発援助のあり方を

提言する。現在、生産セクターの援助額は開発援助額全体の約 6%にとどまっており、貧困、

飢餓人口は依然として増加し続けている。また、多くの開発途上国の主要産業は農業であり、

第一次産業就業者比率の高い国も多い。このような工業化が未達の農業国に対しては、生産

セクター援助額の割合を増やすことが、貧困削減に有効だと考えられる。今後先進国が開発

援助を行う際は、被援助国の産業構造の状況を踏まえて部門別開発援助額を配分すること

が求められる。 

また、現行の援助配分には批判がある。Development Initiatives の報告書「Improving 

ODA allocation for a post-2015 world120」では、「開発途上国の最貧層 20%に利益をもたら

す」ODA の目標に到達するための援助配分を提言している。現在、一人当たりの ODA 援

助額は、貧困率が高い国で低くなっている傾向にある。さらに、貧困削減に直接的な効果を

生むことが予想される農業等の生産セクターに分類される援助は、小規模農家の生産性向

上を通じて全体の貧困改善につながるため、その割合の低さが問題視されている。今回の分 

 
120 https://devinit.org/resources/improvingoda2015/ (2022 年 11 月 19 日) 
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表３ 貧困率に対する分野別援助額の効果 

 

 

析と現状の ODA 批判を踏まえると、第一次産業就業者比率が高い開発途上国は ODA 全体

の援助額が少ない上、生産セクターへの援助も不十分な可能性がある。援助国が ODA の目

標を達成するためには、貧困率が高い国における援助額を増やすとともに、開発援助に占め

る生産セクターの割合を高める必要があると言える。 

しかしながら、今回の分析には貧困度を測る指標として経済的な指標である貧困率のみ

を用いており、非経済的な指標は用いていない。生産セクターという特定の領域を扱う上で、 

Model 1 Model 2

log (生産セクター援助t-1) -0.0483 -0.0408

(0.0325) (0.0233)

log (経済インフラ援助t-1) -0.0145 -0.0148

(0.0227) (0.0233)

log (社会インフラ援助t-1) -0.0385 -0.0392

(0.0642) (0.0652)

log (一人当たりGDPt-1) 0.1064 0.1044

(0.1960) (0.1979)

log (軍事支出) 0.0521 0.0504

(0.1255) (0.1252)

log (ジニ係数) 5.6760 *** 5.6680 ***

(1.3870) (1.3810)

log (農村人口) 1.6730 ** 1.6580 **

(0.5033) (0.5306)

log (政府の有効性) -0.0466 -0.0470

(0.1444) (0.1446)

第一次産業就業者比率 4.4440 ** 4.3400 **

(1.3940) (1.4490)

第二次産業就業者比率 -3.1450 -3.2040

(2.6660) (2.6380)

log (生産セクター援助t-1)× -0.0294

第一次産業就業者比率 (0.1480)

時間効果 YES YES

個体効果 YES YES

調整済みR
2 0.9464 0.9463

N 613 613

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国家ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

貧困率
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図１ 生産セクター援助の条件付き効果 

 

 

所得以外のデータを考慮すると、子どもの貧困に与える影響を含めたメカニズムの解明が

可能となったと考えられる。今後は、所得以外の貧困指標のデータの利用可能性を検討した

上で、開発援助の貧困削減への効果を検証すべきである。 
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第８章 

 

アントレプレナーシップエコシステムが起業活動に与える影響 

―ＧＥＭデータに基づく実証分析― 

 

山本 優一郎 

 

 

要約 

 

日本の起業活動は、他の先進国と比べて低迷しており、長きにわたる経済停滞の原因の一

つとされてきた。既存研究では、アントレプレナーシップの要因について、起業家個人の特

性に注目したミクロレベルの分析と、国家環境などの違いに注目したマクロレベルの分析

とが別個に行われてきたが、近年では起業家を取り巻く環境が多様化・複雑化しており、そ

のような要因群を包括的に捉える必要性を指摘する議論も現れている。本稿は、起業活動の

要因群を、起業家個人に関わるミクロ条件と、国家環境に関わるマクロ条件とに整理して、

それらの相互作用が起業活動を促進するというアントレプレナーシップエコシステムの働

きに注目する。このような理論的枠組みの下、Global Entrepreneurship Monitor から起業

活動状況に関わる国別パネルデータを構築して、エコシステムがアントレプレナーシップ

に与える影響を検証した。分析結果からは、第一に経済発展段階によって起業活動を促す要

因は異なること、第二に、起業に対するリスク評価が低く、起業のためのスキルや知識を有

すると自負する人が多いミクロ的条件が整っている国ほど、アントレプレナーシップ政策・

教育などのマクロ条件が起業活動に与える影響が強まることが明らかになった。起業活動

を促進するためには低リスク評価性などミクロ的条件の環境整備を進める必要がある。低

リスク評価性を高めるためには、幼少期から青年期にかけて困難克服や努力達成の経験を

積ませ教育プログラムが有効な施策となりうる。 

 

 

１．はじめに 

 

シュンペータ―の創造的破壊に代表されるように、起業活動と経済成長との関連は古く

から議論されてきた。ビジネスの機会を認識し、価値を創造しようとする精神と定義されて

きたアントレプレナーシップと経済成長との関連性を示す実証研究が積み重ねられている 

(Siegfried and Evans 1994)。たとえば、Wennekers and Thurik (1999) は、アントレプ

レナーシップに関する国際比較調査である Global Entrepreneurship Monitor のデータか

ら、起業家の数が経済成長を促すことを主張している。 
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日本国内でも、同様に起業活動と経済成長を結び付ける指摘がある。佐脇 (2019) は、「失

われた 20 年」とされる日本の経済停滞の原因に一つとして開業率の低さを挙げている。実

際に平成 30 年度の「就業構造基本調査」121によれば、2007 年から 2017 年の期間で、起業

希望者数は 101.4 万人から 72.5 万人、起業家は 18.1 万人から 16.0 万人、起業準備者は

52.4%から 36.0%へと推移しており、少子高齢化の影響を鑑みても、起業に携わる人は横ば

いである。アントレプレナーシップに関する国際調査報告書である「Global Entrepreneur-

ship Monitor 2019/2020 Global Report」 によれば、日本の GDP に対するベンチャーキャ

ピタル (VC) 投資額の割合は 2009 年で 0.02%だったが、2019 年でも 0.04%に過ぎない。

アメリカの GDP に対する VC 投資額の割合が 2009 年に 0.18%、2019 年には 0.63%に上

ることを鑑みると、日本の起業活動の低調さがわかる。 

先行研究では、企業や個人の属性に注目したミクロレベルの分析と国家環境の違いに注

目したマクロレベルの分析からアントレプレナーシップの要因について研究が行われてき

た。しかし、近年ではアントレプレナーシップの要因群をエコシステムという枠組みで包括

的に捉える議論が広がってきている。椙山 (2011) は、起業家を取り巻く環境が多様化して

おり、起業家周辺のプレイヤー同士が高度に相互依存する現状を理解するために、アントレ

プレナーシップの要因群をエコシステムという枠組みから捉えることの重要性を指摘して

いる。 

これまでにも、アントレプレナーシップの要因を、起業家に対するアンケート調査などか

ら国際比較した研究 (高橋 2013) はあるものの、国家単位の比較で各国のアントレプレナ

ーシップのエコシステムを捉えようとした研究蓄積は管見の限りほとんどない。各国の起

業環境の実態をエコシステムとして理論的に整理した上で、アントレプレナーシップ醸成

の条件を特定することは、日本の起業活動を促進する要因を明らかにするためにも有意義

であろう。 

そこで、本稿は 2010 年から 2020 年の Global Entrepreneurship Monitor のデータに基

づき、各国の起業環境に関するパネルデータを構築したうえで、アントレプレナーシップエ

コシステムが起業活動の活発化にどのように影響しているのかを実証的に明らかにする。

次の第 2 節では、これまでに蓄積されてきたアントレプレナーシップの効果と要因、並び

にそのエコシステムに関する先行研究を整理し、続く第 3 節では、本稿におけるアントレ

プレナーシップエコシステムの定義づけと、それらが起業活動にもたらす影響を理論化す

る。第 4 節では理論仮説の検証に必要なデータと分析方法を議論し、第 5 節では、実際の

推定結果から現状のエコシステムの実態を考察する。最後に第 6 節では、考察から示唆さ

れる日本の起業活動を促進するためのアントレプレナーシップ政策について議論する。 

 

 

 

 
121 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000274.pdf (2022 年 11 月 7 日)。 
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２．先行研究 

 

２－１．アントレプレナーシップの効果 

 

これまでにもアントレプレナーシップと経済成長の関連について、様々な起業活動の指

標との相関が指摘されてきた。たとえば、Siegfried and Evans (1994) は 11 カ国のスター

トアップ企業のデータを用い、スタートアップの市場参入が経済成長率を高めることを明

らかにしている。同様に Wiseman and Young (2011) は、アメリカ州別データを用い、州

の起業活動スコアの増加が州の経済指標を高めることを示唆した。他方で Romain and 

Pottelsbergh (2004) は、ドイツ連邦銀行のデータから VC 投資額が経済成長には正の相関

が認められることを主張している。くわえて「Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 

Global Report」では、同調査機関が実施する国際比較調査のデータから起業準備を進める

人と経済成長とが関連することを指摘している。 

 

２－２．アントレプレナーシップの要因 

 

アントレプレナーシップはいつ促進されるのか、その要因の研究は、大きく起業家個人の

属性に注目したミクロレベルの分析と、国家環境の違いに注目したマクロレベルの分析と

に分かれる。特に、ミクロ的要因に基づく研究蓄積が多い。まず、Löfsten and Lindelöf 

(2002) は、スウェーデン産業技術開発委員会のデータを用い、以前の起業経験、教育水準、

家族構成、リスク態度を起業活動の要因と指摘している。Davidsson and Honig (2003) は、

スウェーデンの起業家へのアンケート調査のデータを使って、起業家の学歴、アントレプレ

ナーシップ教育プログラム参加可否・回数、職務経験、知人家族の起業経験から定義された

人的資本が起業活動を促すとしている。 

他方で、アントレプレナーシップを醸成する国家環境などの違いに注目したマクロレベ

ルの分析は、大きく法、教育、インフラ、政府支援の観点に注目している。まず、法制度と

いう観点ではエンジェル税制の効果がしばしば指摘される。Bell et al. (2012) は、米国の

ユーイング・マリオン・カウフマン財団の州別データを用い、州のエンジェル投資税額控除

が起業家の起業活動を加速させ、州の起業活動水準を高めるとする。同様に、ニューメキシ

コ州開発局の 2012 年レポートによれば、エンジェル投資税額控除は新規事業の投資額の増

加につながり、起業活動を促進させことが報告されている122。国家インフラの観点では、教

育がアントレプレナーシップに正の影響を与えることが指摘されてきた。Tkachev and 

Kolvereid (1999) は、アメリカ、南アフリカ、コロンビアの 3 カ国の大学生に実施したア

ンケート調査のデータを用い、学校が提供する起業教育プログラムの数がスタートアップ

 
122 https://edd.newmexico.gov/pr/new-mexico-border-ports-of-entry-saw-record-breakin 

g-commercial-crossing-numbers-in- (2022 年 11 月 7 日)。 
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活動を促すと主張している。同様に、Morris and Shirokova (2017) は 50 カ国が参加する

大学生の起業意識調査 Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey 

(GUESS)123 を用い、起業教育プログラムへの参加は、その後の学生の起業活動と結びつく

ことを指摘している。他に起業のインフラの議論として、政府機関の起業サポートが指摘さ

れてきた。その他にも政府機関の起業支援の重要性が指摘されてきた。Lee and Kim (2019) 

は韓国の起業支援機関である Center for Creative Economy and Innovation (CCEI)124のデ

ータを用い、韓国政府の起業支援政策は起業活動、特に事業の継続性に貢献する点を示唆し

ている。 

 

２－３．アントレプレナーシップエコシステム 

 

以上のように、従来の先行研究は起業家個人などのミクロレベルの要因と、国家環境など

のマクロレベルの要因が別個に研究されてきたが、近年では、両者の要因群を一種のエコシ

ステムとして捉える議論が広がっている。両者の要因群をエコシステムという枠組みで捉

えることで、起業家を取り巻く環境の多様化や、彼らを取り巻くプレイヤー同士の相互依存

関係を正しく理解することができる(椙山 2011)。 

たとえば、次のような例を考えることができるだろう。起業活動にはリスク選好的な起業

家の存在が求められる。そのような「起業家精神が生まれる条件」と、「起業家精神が機能

を発揮できる文脈」は、両者が揃ってはじめてアントレプレナーシップを促進するかもしれ

ない。リスク選好性の低い市民には、起業活動のための資源を有効活用できないだろうし、

起業活動のための資源がなければ、リスク選好性の高い市民は起業活動を開始できないか

もしれない。 

Stam (2015) は、起業家精神が生まれる条件をフレームワーク条件、そういった起業家

精神が機能を発揮できる文脈的要素をシステム条件として整理した上で、両者の相互作用

を捉えることの重要性を指摘している。具体的には、フレームワーク条件には、公的制度、

文化、物理的インフラ、市場の需要などが、システム条件には、人的ネットワークの存在、

財政資源、人材、知識などの要素が当てはまる。Stam and van de Ven (2021) は、この枠

組みのもと The Dutch Financial Times (Financieele Dagblad) やオランダ国勢調査局 

(CBS) の 2009 年、2012 年、2015 年の 3 年のパネルデータを用い、独自に作成したオラ

ンダの 12 州のエコシステム指数が州の起業水準を高め、スタートアップ企業の成長率にも

寄与することを示唆した。 

 

 

 

 
123 https://www.guesssurvey.org/ (2022 年 11 月 7 日)。 
124 https://www.kised.or.kr/menu.es?mid=a20202010000 (2022 年 11 月 7 日)。 
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３．理論仮説 

 

前項で整理したように、既存研究では、リスク態度など起業に対する文化や国民性 (ミク

ロ的条件) が起業活動の規模に影響を及ぼすこと、並びに、国の法規制、起業支援やアント

レプレナーシップ教育などの国家環境 (マクロ的条件) が起業活動を促進することが明ら

かにされてきた。アントレプレナーエコシステムという理論枠組みは、起業家精神を持つ個

人に注目したミクロな要因と、そのような起業家精神が有効に機能するためのシステム的

なマクロな要因との相互作用の重要性を強調するものとも理解できる。しかし、両者の相互

作用を国家レベルの観察から実証した研究は管見の限りほとんど見られない。 

 そこで、本稿では、国の法規制や起業支援などの国家環境 (マクロ的条件) が、市民個人

の起業に対する文化や国民性の違い (ミクロ的条件) によって、いかに実際の起業活動を促

すのか、という両者の相互作用に注目する。Stam (2015) は「起業家精神が機能を発揮でき

る教育・政策」の起業活動への効果は「起業家精神が生まれる条件」の整備により異なると

した。本稿では、ミクロ的条件とマクロ的条件の相互作用として、起業家精神が機能を発揮

できる法規制や起業支援 (マクロ的条件) が、起業活動に与える影響は、起業を受け入れや

すい文化や国民性 (ミクロ的条件) が備わっている場合に強まると考える。たとえば、起業

に対するリスク評価が高い人が多い社会では、様々な政策的支援が実際に利用される機会

はほとんどないかもしれないが、起業に対するリスク評価が低い人が多い社会では、アクセ

ス可能な起業資源の存在は、起業活動にあたって重要であろう。 

 そこで、ミクロ的条件とマクロ的条件とが独立に起業活動を促進するだけでなく、両者が

揃った場合に起業活動がますます加速するというようなエコシステムの機能について、以

下のような仮説を導出する。 

 

仮説１ 起業に対する市民の文化などのミクロ的条件が整っている国や、起業に対す

る法規制や起業支援などのマクロ的条件が整っている国ほど、起業活動が増

加する。 

 

仮説２ マクロ的条件が起業活動に与える正の効果は、ミクロ的条件が整っている国

ほど大きい。 

 

なお、Wurth et al. (2022) は起業の性質に着目し、必要性に迫られた起業と機会創出を

目的にした起業は性質的に全く異なるものであることに留意すべきだと主張している。前

者は発展途上国、あるいは「Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report」

が定義するところの要素主導型経済の国家に多く、後者は先進国や革新主導型経済の国家

が大半を占める125。ミクロ的条件とマクロ的条件の相互作用という議論は、生活上の必要性

 
125 GEM によれば、要素主導型経の国では、自給自足の農業と採鉱事業が中心で、労働力
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に迫られた起業ではなく、機会創出を目的にした自発的な起業にこそ当てはまるだろうか

ら、あわせて以下の理論仮説も導出できる。 

 

仮説３ ミクロ的条件とマクロ的条件の相互作用は、経済発展段階の高い国で強い。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

本稿では、起業に対する市民の文化をミクロ的条件、起業に対する法規制や起業支援をマ

クロ的条件として、両者の相互作用をアントレプレナーエコシステムとして定義する。仮説

1 では、ミクロ的条件とマクロ的条件の各構成要素の単独効果を、仮説 2 では、両条件の相

互作用が起業活動に与える効果を検証する。 

上記の仮説を検証するため、Global Entrepreneurship Monitor (GEM) を用いて、2010 

年、2015 年、2019 年調査に継続的に参加した 37 か国の起業環境に関するパネルデータ

を構築した。GEM は 1999 年に、米国パブソン大学と英国ロンドン大学の起業研究者らに

よって各国の起業の状況を測る目的で始まった調査である。GEM の特徴は以下の点に分け

られる。まず、調査内容について、GEM は一般成人調査 (Adult Population Survey: APS) 

と専門家調査 (National Expert Survey: NES) の二つの調査からなる。APS は、各国の成

人の母集団を代表するように抽出された最低 2,000 人の成人のサンプルに対して、起業に

向けた動機、起業や経営のために取った行動、起業に関連する態度などを調査したものであ

る。国際比較分析のため、APS の値については、サンプルの平均を国ごとに算出したデー

タを用いる。NES は GEM によって選出された国ごとに、少なくとも 36 人の国内の専門家

が 10 段階でアントレプレナーシップに関する国家環境を評価した指標である。選出されて

いる専門家は、起業家、起業学者、政府の政策立案者 VC 投資家やエンジェル投資家などで

ある。 

次に分析対象に関して、GEM は調査参加国を経済発達段階に分けて、調査・分析を行っ

ている。本稿は、Wurth et al. (2022) に基づき、調査対象国を経済発達段階に応じて、一

人当たり GDP の平均値であった 24.9 万ドル以上の国と 24.9 万以下の国に分けて、それぞ

れデータ分析を行う。また、「Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report」

における名称に基づき、一人当たり GDP が 24.9 万ドル以上の国を Tier 1、一人当たり GDP 

が 24.9 万ドル未満の国を Tier 2 と呼称する。 

 

 

や天然資源に大きく依存している。他方で、革新主導型経済の国では、ビジネスがより知識

集約的になり、第三次産業が拡大している。 
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４－２．変数 

 

従属変数には、起業活動を表す指標として、GEM データの中で最も一般的な指標である、

総合起業活動指数 (Total Early Stage Entrepreneurial Activity: TEA ) を用いる。「Global 

Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Report」では、起業プロセスを一般成人 (起業態度

無)、起業活動予備軍 (起業態度有)、懐妊期の起業家 (具体的な起業準備をしている人)、誕

生期の起業家 (誕生後 3 年半未満)、成人期の起業家 (誕生後 3 年半以上) の 5 つのフェー

ズに分けている。TEA は上記のフェーズのうち成人の人口 100 人当たりの懐妊期の起業家

と誕生期の起業家の 2 フェーズの合計を指標化した数値である。 

独立変数には、主にミクロ的条件とマクロ的条件の 2 つを用いる。ミクロ的条件は APS

の調査結果に基づき、タレントと失敗に対する恐れという変数を取り扱う。具体的に、タレ

ントは「起業するにあたって必要な知識、能力、経験を持っていると思うか」という質問に

対して「はい」と回答した人数の成人人口 100 人当たりの値で、失敗への恐れは「失敗する

ことに対する恐れがあり、起業を躊躇しているか」という質問に対して「はい」と回答した

人数の成人人口 100 人当たりの値となっている。ミクロ的条件は、(100－失敗に対する恐

れ)＋タレントの合計値を標準化した値を用いる126。 

次に、マクロ的条件は NES のデータを用いる。具体的には、研究開発移転、政府・政策

支援、物的インフラ、学校内アントレプレナーシップ教育、学校外アントレプレナーシップ

教育、政府提供アントレプレナーシップ教育、アントレプレナーシップ金融力、参入障壁の

評価指標を用いる。これらの変数は 1～10 の 10 段階で 1 を非常に不十分な状態、10 を非

常に十分な状態としたときの各セクションの専門家評価である。より詳細には、研究開発移

転は研究活動が起業にスピンオフする可能性に関する評価、政府・政策支援は公共政策によ

る起業への支援の程度に関する評価、物的インフラは通信・公共事業・交通・土地・空間な

どの物理的資源を適切な価格で利用できる程度に関する評価としている。学校内アントレ

プレナーシップ教育は初等・中等教育段階での中での起業に関する教育の規模と質に関す

る評価、学校外アントレプレナーシップ教育は職業訓練校・ビジネススクールなどの高等教

育における教育・訓練システムの中での起業に関する教育の規模と質に関する評価、政府提

供アントレプレナーシップ教育は起業家を直接支援する教育プログラムの規模と質に関す

る評価、アントレプレナーシップ金融力は起業家が利用できる助成金や補助金を含む資金

に関する評価、参入障壁は新規企業が既存市場に参入できる程度に関する評価である。マク

ロ的条件は、上記の評価の合計値を標準化した値を用いる。 

最後に統制変数には、まず Acs et al. (2008) に基づき、TEA に対する説明力が高い一人

当たりの GDP を投入する。次に Reynolds et al. (1994) の先行研究に依拠し、18 歳から 

64 歳までの労働力人口割合、及び失業率を統制する。 

 
126 失敗に対する恐れを 100 から引く理由は、回答の意味をポジティブな方向で統一するた

めである。 
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 表 1 が上記の変数説明、表 2 がその記述統計を示したものである。ミクロ的条件とマク

ロ的条件は、経済発展段階に応じて Tier 1・Tier 2 ごとのデータで標準化している点に留意

されたい。 

 

４－３．推定方法 

  

 まず、仮説 1 でミクロ的条件とマクロ的条件の個別の構成要素の単独効果を検証するた

めに、一人当たり GDP が平均以上の国 (Tier 1) と以下の国 (Tier 2) にデータを分けた上

で、すべての構成要素を別個に投入し、年度と国の個体効果に基づく固定効果モデルを推定

する。 

 次に、仮説 2 でエコシステムの相互作用を検証するために、ミクロ的条件とマクロ的条

件とそれらの交差項を投入した年度と国の個体効果に基づく固定効果モデルを推定する。 

 最後に、仮説 3 で経済発展段階による相互作用の強さの比較の検証のため、マクロ的条

件の限界効果プロットを出力し、交互作用項の意味を解釈する。さらに、日本におけるミク

ロ的条件とマクロ的条件の交互作用を確認するため、ミクロ的条件を X 軸、マクロ的条件

を Y 軸に置いた散布図を図示する。 

 

表１ 変数説明 

 

エコシステム 変数名 (GEMベース) 変数説明 出典

アウトプット
TEA (APS) 成人人口100人当たりの(懐妊期、誕生期)の段階にあた

る起業家の人数。

Global Entrepreneurship Monitor 

失敗に対する恐れ (APS) 「起業するにあたって必要な知識、能力、経験を持っ
ていると思うか」という質問に対して「はい」と回答
した人数を成人人口100人当たりの人数。

Global Entrepreneurship Monitor 

タレント (APS) 「失敗することに対する恐れがあり、起業を躊躇して
いるか」という質問に対して「はい」と回答した人数
を成人人口100人当たりの人数。

Global Entrepreneurship Monitor 

ミクロ的条件 失敗対する恐れ＋タレントの合計値を標準化した値。

研究開発移転 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの国の研究開発が新たな商業的機会につなが
り、利用できる程度に関する10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

政府・政策支援 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの公共政策の起業への支援の程度に関する10段

階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

物的インフラ (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの通信、公共事業、交通、土地、空間などの物
理的資源を、適切な価格で利用できる程度に関する10

段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

学校内アントレプレナーシップ教育 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの初等・中等教育段階での中起業に関する教育
の規模と質に関する10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

学校内アントレプレナーシップ教育 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの職業訓練校、大学、ビジネススクールなどの
高等教育における教育・訓練システムの中に、起業の
教育の規模と質に関する10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

政府提供アントレプレナーシップ教育 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの起業家を直接支援する教育プログラムの規模
と質に関する10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

アントレプレナーシップ金融力 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの起業家が利用できる助成金や補助金を含む資
金に関する10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

参入障壁 (NES) 0を非常に不十分な状態、10を非常に十分な状態とし

たときの新規企業が既存市場に参入できる程度に関す
る10段階評価。

Global Entrepreneurship Monitor 

マクロ的条件 研究開発移転＋政府・政策支援＋物的インフラ＋学校
内アントレ教育プログラム＋学校外アントレプレナー
シップ教育＋政府提供アントレプレナーシップ教育＋
アントレプレナーシップ金融力＋参入障壁の合計値を
標準化した値。

ミクロ的条件

マクロ的条件
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表２ 記述統計 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．エコシステムの構成要素の効果  

 

表 3 では、国別パネルデータを用い、エコシステムのミクロ的条件・マクロ的条件の各構

成要素が TEA に与える効果を検証した。統制変数を投入しない Tier 1 の Model 1 では、

ミクロ的条件のうち、失敗に対する恐れが 10%水準で負の相関がみられた。マクロ的条件

のうち学校内アントレプレナーシップ教育が 1%水準で、学校外アントレプレナーシップ教

育が 5%水準で有意に TEA と正の関連があった。統制変数を投入した Tier 1 の Model 2 で

は、引き続きマクロ要素のうち学校内アントレプレナーシップ教育が 1%水準で正の関連が

見られたが、一転して研究開発移転が 10%水準で負の関連を示した。ミクロ的条件につい

ては、失敗への恐れが 10%水準で負の相関、タレントが 1%水準で、強い正の相関がみられ

た。 

Tier 2 は統制変数にかかわらず、学校外アントレプレナーシップ教育のみが有意な正の

関連性を示した。学校外アントレプレナーシップ教育の係数の絶対値は大きく、Model 4 に

基づけば、この指標に対する専門家評価が 1 点上昇すると人口 100 人当たりの起業準備を

している者と起業してから 3 年以内の起業家の人数が 6.29 人増加する。他方で他の指標に

関して TEA との有意な関連性は認められなかった。 

 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

TEA 111 12.1756 8.2000 2.3471 49.6000

政府・政策支援 111 3.6121 1.1607 1.7000 6.9000

物的インフラ 111 5.5073 1.6856 0.4000 8.4000

学校内アントレプレナーシップ教育 111 2.7245 0.9475 1.4000 6.0000

学校外アントレプレナーシップ教育 111 3.9733 1.1316 2.2000 6.6000

政府提供アントレプレナーシップ教育 111 3.7746 1.2902 1.6000 6.6000

アントレプレナーシップ金融力 111 3.7050 1.2542 1.7000 6.8000

参入障壁 111 3.6576 1.1098 1.6000 6.3000

研究開発費 111 3.4073 1.0675 1.7200 6.2200

失敗に対する恐れ 111 38.5780 9.0462 14.3500 67.9600

タレント 111 47.7722 14.4216 10.0520 78.3000

一人当たりGDP 111 24.9910 22.2993 1.2380 94.4417

失業率 111 8.1614 5.5114 0.6000 29.2200

労働力人口割合 111 59.8851 6.9657 40.9500 77.3130

ミクロ的条件 (Tier 1) 44 0.0000 1.0000 -2.8300 1.6900

マクロ的条件 (Tier 1) 44 0.0000 1.0000 -1.5500 2.0000

ミクロ的条件 (Tier 2) 67 0.0000 1.0000 -2.0600 2.2000

マクロ的条件 (Tier 2) 67 0.0000 1.0000 -1.6000 2.3800
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５－２．ミクロ的・マクロ的条件の交互作用の効果 

 

 表 4 では、引き続き国別パネルデータを用いミクロ的条件とマクロ的条件の交互作用項

の効果を分析した。ここでは、ミクロ的条件・マクロ的条件の各構成要素の合計値を標準化

した値をそれぞれ用いている。Tier 1 に関する Model 1・2 では、ミクロ的条件、マクロ的

条件、その交互作用項のいずれも TEA と有意な関連性は認めらなかった。一方で、Tier 2

に関する Model 3・4 では、マクロ的条件の係数と両者の交互作用項の係数が統計的に有意

に正であった。ミクロ的条件が 0、すなわち平均値である国では、マクロ的条件は統計的に

有意に TEA を増加させており、そのようなマクロ的条件の効果は、ミクロ的条件が上昇す

るほど強まる。Tier 1・2 のいずれについても、交互作用項の意味を解釈するためには、限

界効果が有意になる範囲を確認する必要がある。 

 図 1 はマクロ的条件の限界効果プロットとミクロ的条件を X 軸、マクロ的条件を Y 軸に

置いた散布図図示したものである。図では、それぞれ Tier 1 の Model 2 と Tier 2 の Model 

4 の限界効果とその 95%信頼区間を示している。図 1 を見ると Tier 1、Tier 2 いずれにお

いても、マクロ的条件がTEA に与える効果はミクロ的条件のスコアが高まれば高まるほど、

強くなっていることがわかる。ミクロ的条件を有する国では、マクロ的条件の整備がアント

レプレナーシップを醸成するという仮説 2 に整合的な結果である。また、ミクロ的条件の

スコアが低ければ、マクロ的条件の限界効果は有意でなくなる点も確認される。つまり、ミ

クロ的条件のスコアが低いでは、エコシステムが機能しにくい。また、散布図をみると、い

ずれの年度の日本のミクロ的条件のスコアは－1 を下回っており、マクロ的条件の限界効果

は有意でないことがわかる。このことから、日本でまずミクロ的条件を整えることが重要で

あると考えられる。 

次に Tier 間の起業の質の違いについて限界効果プロットから考察する。図 1 より、Tier 

1 と Tier 2 の間に限界効果の傾きにほとんど差はないが、Tier 1 では、ミクロ的条件のス

コアが高ければ高いほどマクロ的条件が TEA に与える影響が加速する一方、Tier 2 では、

限界効果の有意な範囲がミクロ的条件のスコアが 0.6 ポイントから 1.3 ポイント付近と限

定的である。このことは仮説 3 に整合的な結果であるといえる。 

 

 

６．結論 

 

６－１．結論 

 

本稿では、2010 年、2015 年、2019 年の三か年の GEM データからからパネルデータを

構築し、先行研究を整理しながらアントレプレナーシップエコシステムを定義した上で、エ

コシステムがアントレプレナーシップに与える影響について明らかにしてきた。本稿の分 
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表３ エコシステムの構成要素がＴＥＡに与える影響 

 

 

析の結果から第一に、Tier 1 の国においては失敗に対する恐れやタレントなどのミクロ的

条件と、学校内アントレプレナーシップ教育などのマクロ的条件が起業活動を強く規定し

ている一方で、Tier 2 の国では職業訓練学校やビジネススクールでの学校外アントレプレ

ナーシップ教育が起業活動を促進していることがわかった。第二に、Tier 1、Tier 2 におい

ても国民性や文化に関するミクロ的条件のスコアが高い国ほど、政策や教育などマクロ的 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

失敗への恐れ -1.3080 † -0.4954 † -0.2399 -0.6040

(0.7453) (0.2810) (1.6320) (1.4243)

タレント 0.6059 1.4600 *** 1.8850 1.4070

(0.6499) (0.2732) (1.7430) (1.4943)

政府・政策支援 -2.7050 1.6740 1.5500 0.5973

(2.2100) (1.1370) (1.7570) (1.6811)

物的インフラ -0.1631 -0.4910 -0.3126 -0.4352

(0.5558) (0.3694) (1.6910) (1.7366)

学校内アントレプレナーシップ教育 1.6250 ** 3.0480 ** 1.6490 0.9264

(0.5560) (0.7704) (1.1790) (0.9594)

学校外アントレプレナーシップ教育 1.7020 † -0.5559 5.1110 * 6.2910 * 

(0.8599) (1.2010) (2.2830) (2.6642)

政府提供アントレプレナーシップ教育 -0.2096 -1.3030 -0.2498 -1.5212

(2.0210) (1.3440) (1.6450) (1.9529)

アントレプレナーシップ金融力 1.7500 -0.6361 -3.4160 -2.7372

(1.4740) (1.1410) (2.3340) (2.2740)

参入障壁 1.2170 -0.0992 -0.3709 -0.2000

(1.1910) (0.5786) (1.2100) (1.3892)

研究開発移転 1.1490 -2.7450 † -3.2200 -1.6572

(1.6720) (1.4210) (2.2930) (2.3415)

log (一人当たりGDP)   5.9300 **   -4.6103

(1.7740) (3.2424)

失業率   -0.9372 *   -0.2771 * 

(0.3811) (0.3016)

労働人口割合   0.5388 †   0.0320 †

(0.2878) (0.3367)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR² 0.5817 0.8512 0.4032 0.4657

N 44 44 67 67

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

TEA

Tier 2Tier 1
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表４ ミクロ的条件とマクロ的条件のＴＥＡへの効果 

 

 

条件が TEA に与える影響が高まることが示唆された。このような国のアントレプレナーシ

ップエコシステムではミクロ的条件が土台となって、マクロ的条件が TEA を高めると考え

られる 

 

６－２．政策提言 

  

上記の結論からエコシステムを形成し、アントレプレナーシップを加速させるためには

ミクロ的条件のスコアを高めることが重要であることが示唆される。分析結果ではいずれ

の年度においても日本のミクロ的条件のスコアは－1 を下回っており、起業家的な態度が市

民の間に広がっていないことがわかった。故に、日本の起業活動を促進するためには、法規

制を撤廃したり、起業支援を行うだけでなく、国民の起業家精神を高めるような土台作りが

必要である可能性が高い。具体的には、ミクロ的条件の構成要素である起業の失敗に対する

恐れを低下させること、自分のビジネススキルに自信身に付けさせることが重要となる。高

井 (2007) はアンケート調査を通して、失敗を恐れる気持ちや、失敗したことをくよくよ考

えるといった「失敗懸念」の傾向性は学童期から青年期にかけて最も高いことを明らかにし

ている。他方で、失敗を恐れる気持ちや、失敗したことをくよくよ考えることから脱却した、 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

ミクロ的条件 0.5470 0.0165 1.9340 1.2500

(0.6852) (0.5319) (2.7780) (2.4690)

マクロ的条件 0.4400 0.1835 2.7990 * 2.8370 * 

(0.4203) (0.5042) (1.2380) (1.2700)

ミクロ的条件×マクロ的条件 0.2058 0.2920 1.3220 ** 1.4070 *

(0.4966) (0.3674) (0.4344) (0.5497)

log (一人当たりGDP)   6.4290 *   -5.0231

(2.3250) (3.3611)

失業率   -0.3160 *   -0.0905 * 

(0.2717) (0.3691)

労働人口割合   0.1105   -0.0025

(0.3144) (0.3286)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR2 0.0679 0.3730 0.1770 0.2369

N 44 44 67 67

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は国ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

Tier 1

従属変数

TEA

Tier 2
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図１ 限界効果プロットと散布図 

 

 

脱「失敗懸念」は困難克服経験や努力達成経験と正の関連性があることも示されており、さ

らにそれが 40 代から 50 代にかけて進むことが示されている。この知見から困難克服経験

や努力達成経験を学童期から青年期にかけて早期に経験させることで失敗懸念からの脱却

が進む可能性が示唆される日本において起業活動を促進させるためには、アントレプレナ

ーシップに関する直接的な教育プログラムはもとより、幼少期から青年期にかけて困難克

服や努力達成の経験を積ませるような教育が重要なのではないか。 
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第９章 

 

若年有権者はなぜ自民党を支持するのか？ 

―イデオロギー認知の一貫性の低下と重視争点の観点から― 

 

吉田 百花 

 

 

要約 

 

近年、若年有権者においてイデオロギーと政党支持の一貫性が失われているという議論

が多く見られる。すなわち、ジェンダーやマイノリティの問題に代表される社会的価値の争

点に関してはリベラル・左派的な態度をとるにもかかわらず、保守・右派政党とされる自民

党を支持する若者が多いという指摘である。しかしながら、既存研究は、若年層の保守化や

非一貫的な政党支持を示唆することにとどまっており、若年層の自己のイデオロギー認知

と支持政党選択の具体的な関連性の指摘には至っていない。そこで、本稿では、「東京大学

谷口研究室・朝日新聞社共同調査」有権者調査の 2017 年データを用いて、若年層の争点態

度と自己のイデオロギー認知及び支持政党との関連性を分析し、若年有権者の自民党支持

のメカニズムを検証した。分析の結果、若年有権者は、安全保障強化に賛成するほど自己を

右派と認識すること、安全保障強化と小さな政府に賛成するほど自民党を支持することが

明らかになった。つまり、若年有権者は、従来指摘されてきたような、争点態度や左右イデ

オロギーに依拠しない政治理解や政党支持を行っているとまでは言えず、特定の争点に基

づく合理的な政治参加を行っている部分がある。一方で、社会的価値の争点は野党が自民党

と対立する政策提案を行っている領域であるが、若年層には重視争点と捉えられていない。

社会的価値の争点を強調することは、左派政党が若年層の支持を動員する鍵になるかもし

れない。 

 

 

１．はじめに 

 

結党以来、自民党では「年齢が上がれば上がるほど自民党支持」という「若低老高」の支

持基盤形態が続いていたが、近年は広く支持層が拡大していると言われている (米田 2018)。

特に若年層での自民党支持は顕著で、他政党の支持傾向と比較すると、若年有権者における

圧倒的な自民人気が観察できる (図 1)。若年層で自民党得票率が上昇し始めたのは 2012 年

以降、他世代と比較してその得票率の高さが顕著になったのは 2014 年以降である (谷口 

2020)。つまり、若者の自民党支持は近時の現象と言える。このような政党支持傾向からは、 



124 

 

図１ 比例投票先の年代別割合 (２０２１年衆院選出口調査・朝日新聞) 

 

 

一見、若年層が保守化しているように思われ、実際に安定志向が若年層の保守化を導いてい

るとする研究もある (山田 2009)。 

若年層の保守化に加え、近年、一般有権者の政治的態度について問題視されているのが、

彼らの争点態度とイデオロギー認知・政党支持との一貫性の低下である  (遠藤・ジョウ 

2014a)。特に若年層においてこの傾向が顕著で、竹中 (2014) は、そもそも若年層が自身の

保革イデオロギーを認識しておらず、自覚している場合には自己を革新と位置付ける若年

層が多いことを明らかにした。さらに、若年層における各政党の保革イデオロギー評価の特

異性を指摘する研究も存在する。若年有権者は、「自民・共産・維新」の順で各政党を「保

守―革新」と評価しており、本来は革新・リベラル政党であるはずの共産党が中道またはや

や右派、改憲の立場を主張している保守政党であるはずの日本維新の会が左派として認識

されているという (遠藤・ジョウ 2019)。このように、若年有権者における自民党支持拡大

と、争点態度と自己のイデオロギー認知・支持政党の一貫性の低下は既存研究で広く指摘さ

れていることであり、近年の若者はそもそも保革イデオロギーに基づく政治理解を行って

いないと言えそうである。 

また、若年層の争点態度やイデオロギーとの関連で、年齢が若いほどジェンダーやマイノ

リティの問題に関して寛容である一方で、自民党支持者はそれらの問題には不寛容である

点を指摘する議論もあり (田辺 2017)、高齢の自民支持者と若年の自民支持者とでは、社会

的価値の争点において異なる政策選好を有している可能性が高い。 

以上のような既存研究では、近年の若者の特徴的な政治認知を指摘しながらも、実際に若

者がどのようなメカニズムで自民党支持に至っているのかを明らかにしたものが少ない。
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有権者の政策選好が政治へ反映されることで代議制民主主義が機能するならば、若年層の

政党支持のメカニズムが明らかでないことは問題である。なぜなら、前述したように自己を

革新と位置付ける若者が多いにもかかわらず (竹中 2014)、結果として多くの若者が自民党

を支持しているという状況は、政党の選択を通じて、若者の真の政策選好が反映できていな

い可能性を示唆するからである。 

そこで、本稿では、2017 年衆議院議員総選挙時の「東京大学谷口研究室・朝日新聞社共

同調査」(東大朝日調査) の有権者調査のデータを使用して、因子分析・重回帰分析・多項プ

ロビット分析を行い、若年有権者の争点態度と自己のイデオロギー認知および自民党支持

の関連性を検討する。本稿の目的は大きく 2 点ある。第一に、若年有権者がどのようなメカ

ニズムによって自民党を支持しているのかを明らかにすることを目的とする。また第二に、

それらのメカニズムの検証から、なぜ野党が若年有権者の票を動員できていないのかを検

討する。その結果、野党の争点提示の問題を指摘したい。 

第 2 節では、有権者の争点態度・イデオロギー・支持政党決定に関する従来の研究と、近

年の若年有権者の政治態度の特徴を捉えた研究群に言及する。続く第 3 節では、日本の若

年有権者の争点態度とイデオロギーの関係性および自民党支持のメカニズムについて、本

稿の理論仮説を構築している。第 4 節では理論仮説を検証するためのデータと方法を提示

し、第 5 節ではその推定結果を概観しつつ、ディスカッションを行う。最後に第 6 節では、

本稿で得られた推定結果をもとに、日本の若年有権者の自民党支持メカニズムの合理性と、

野党の政策提示による若年有権者の支持動員の可能性について示唆したい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．イデオロギー・争点態度と投票先選択の関連 

 

選挙において投票政党を決定するとき、各政党の提示する政策位置を詳細に理解するこ

とは非常に困難である。そのため、イデオロギーは、本来は複雑でコストの大きい投票政党

決定の判断を、政党の政策を一つにラベル付けすることによって容易にするという手がか

りの機能を有しているものと説明されてきた (Downs 1957; Sniderman et al 1991)127。同

 
127 一方で、さまざまな政策争点をイデオロギーという一次元的理解にまとめ上げて政党の

政策位置と自身の選好とを比較することは困難であり、政治的に洗練された有権者にしか

不可能であるという指摘も存在する (Luskin 1987)。しかしながら、仮に政治的洗練性が低

く、政党の政策位置に関する情報に乏しい場合でも、象徴的な政策に重点を置くことでわず

かなイデオロギーを有していれば、それに一致する政党に投票することができる (Lupia 

and McCubbins 1998, Miller and Shanks 1996)。あるいは、象徴的な政策に重点を置くよ

うな部分的なイデオロギーさえ有していれば、 (Achen and Bartels 2016)、イデオロギー

ラベルを張り付けることで投票先を決定している可能性もありうる。そのため、やはりイデ

オロギーのヒューリスティクス的な役割は大きいだろう。 
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様に、日本においても、有権者はイデオロギーに基づく投票先選択を行ってきたと考えられ

ている。戦後の日本社会は、保守―革新の対立軸のほか、伝統―近代という文化的な次元で

の対立軸が生まれたと言われており (綿貫 1976)128、戦後から 2000 年代に至るまで、日本

においても争点態度とその束であるイデオロギーは有権者の投票行動を説明する大きな要

因の一つであった。また、年代別のイデオロギーに関して、従来は、若者が革新・高齢者が

保守というイデオロギー傾向が成立しており、「年齢が上がれば上がるほど自民党支持」と

いう「若低老高」が自民党の支持基盤の形態であったと言われている (米田 2018)。しかし

ながら、2000 年代後半以降、自民党は支持を広く獲得するようになり、特に、民主党政権

を経て自民党政権が復活後、選挙におけるイデオロギーの影響力は大きく低下したと言う 

(蒲島・竹中 2012)。 

 

２－２．日本の若年有権者のイデオロギー認知 

 

争点態度と政党支持に関して、安全保障・経済面では保守、社会的価値ではリベラルとい

う日本の若者に特徴的な争点態度の存在を示唆する研究がある。谷口 (2020) は、2019 年

参院選の東大朝日調査の有権者調査における若年層の自民党支持傾向の強さに注目しつつ、

若年層の争点態度の矛盾に言及している。具体的には、日本の若者は「防衛力強化」、「憲法

9 条改正」等の安全保障に関する質問項目には賛成し、「緊縮財政よりも財政出動すべきで

ある」という経済施策に関する質問項目には反対しており、その一方で、選択的夫婦別姓・

同性婚法制化のような社会的価値に関する質問項目には賛成している (谷口 2020)。すなわ

ち、安全保障・経済政策に関しては保守であり、社会的争点についてはリベラルであるとい

う、伝統的な保守とは異なる若年層の争点態度が観察できる。上記に加えて、谷口 (2020) 

は暮らし向きに関する質問への回答結果に言及しており、生活に「余裕がある」、「どちらか

といえば余裕がある」という回答が他世代と比べて若年層で顕著に多く、若年層が既存の経

済状態に対する現状維持志向を持っている可能性を示唆している。 

争点態度をまとめ上げたものと考えられているのがイデオロギーである。前述したイデ

オロギーの政党支持に対する影響力の低下に加え、近年では、若者のイデオロギー認識・争

点態度・投票政党の一貫性が低下しているという研究が多く発表されている。たとえば、政

策争点態度と自身の保革イデオロギーの相関は 1980 年代以降低下していることや (遠藤・

ジョウ 2014b)、若年層ほど自身の保革イデオロギーを認識していない、または自己を革新

的と位置づけていること (竹中 2014) が検証されている。さらには、各政党の保守―革新

の認識については、若者が従来とは異なる政党のイデオロギー認知をしていることも指摘

される。たとえば、年齢が低いほど共産党を革新的な政党とは評価せず、特に 1960 年代半

 
128 具体的には、伝統的な日本文化の維持と近代的な西洋文化の受容という対立軸である。

この対立軸は学歴や世代と有意に相関があるほか、保守―革新の対立とも複雑に結びつい

ていることから、「文化政治」と呼ばれた (綿貫 1987)。 
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ば以降に生まれた人たちは、共産党を保守的とすら評価しているという (竹中 2014; Endo 

and Jou 2014)。 

このように、若年有権者における自民党支持拡大と、彼らの争点態度と自己のイデオロギ

ー認知及び支持政党の一貫性の低下は既存研究で広く指摘されていることである。しかし

ながら、既存研究では、近年の若者の特徴的な政治認知を指摘しながらも、実際に若者がど

のようなメカニズムで自民党支持に至っているのかを明らかにするものが少ない。そこで、

次節では、若年有権者の争点態度およびイデオロギーと自民党支持のメカニズムについて

理論構築を行っていく。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．若年有権者の重視争点と投票先選択 

 

若者のイデオロギー的一貫性の低下は、若者が合理的な政治判断を行えていないことを

意味するのだろうか。本稿では、若者も他世代と同様に何らかの根拠に基づいた政治判断を

行っていると考える。具体的には、(1) 近年の若年有権者は政策争点に対して個別の判断を

行っており、その態度が必ずしも保革・左右イデオロギー的に一致するものではないという

こと、(2) 若者には各政策争点の中でもより重要と考えられる重視争点が存在し、その重視

争点に基づいて自己のイデオロギー認知や支持政党の決定が行われているということを検

証したい。すなわち、若者は個別の争点ごとに態度を決定する傾向があるため、その態度が

互いに矛盾し、結果として従来的な保革イデオロギー次元では一貫性がないが、実際には、

重視争点レベルで合理的な政治判断を行っていると考える。冷戦後は保革対立に基づく政

党支持傾向が弱まったことが指摘されているように (井出 2006)、冷戦終結以降に生まれた

世代は保革イデオロギー対立をそもそも政党支持の前提としておらず、むしろ個々の政策

争点を政党支持の手がかりとして利用するようになっていることが考えられる。つまり、投

票先選択を行うためのヒューリスティクスとして機能していたものが、保革イデオロギー

から特定の重視争点へと変化しつつあるのかもしれない。 

実際、争点態度間のイデオロギー的一貫性が低いことが必ずしも政治的に洗練されてい

ないことを示すわけではないこと、また、重視争点の存在によってイデオロギー的一貫性が

低下することを指摘する議論もある。三輪 (2014) は、政治的知識レベルの最も高い層と低

い層の有権者において争点態度間のイデオロギー的一貫性が低く、政治的レベルが中間層

において一貫性が高いというという逆 U 字的な関係があることを実証した。これは、政治

的知識レベルの高い有権者が個別の争点ごとに判断を行うために「保守―リベラル (革新)」

や「左派―右派」、「現状維持―改革」というイデオロギーにまとめられている各争点態度同

士が必ずしも相互に関連づかないことを示唆したものである。加えて、秦 (2020) は、各政
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党が強調する「看板政策」が他の政策の重要性を低下させることによって、有権者の重視争

点の認識に影響を及ぼし、各争点態度とイデオロギーとの一貫性が低下することを検証し

ている。 

また、保革イデオロギーの認識が防衛力および日米安全保障体制の強化や改憲に対する

賛否と強く相関していることから (蒲島・竹中 2012, pp.175-195)、自己の保革・左右イデ

オロギー認知や支持政党の決定が、安全保障のような特定の争点に重点を置いて行われて

いる可能性も示唆できる。さらに、前述の谷口 (2020) の研究のように、近年の若年層には

安全保障・経済政策については保守、社会的価値の争点についてはリベラルという従来の自

民党支持層とは異なる争点態度が存在していることも踏まえると、若年有権者は社会的価

値よりも安全保障・経済政策をより重要な政策争点とみなしており、その選好が自己のイデ

オロギー認識と自民党支持に結びついていることも考えられる。そこで、理論仮説として、

本稿では以下の 2 点を提示する。 

 

仮説１ 若年有権者は、重視争点―安全保障・経済的争点に対する態度から自己の左右

イデオロギー認識を行っている。 

 

仮説２ 若年有権者は、重視争点―安全保障・経済的争点に対して保守的な態度をとる

ほど、自民党を支持しやすい。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、「東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査」有権者

調査129に基づき、2017 年衆議院総選挙における有権者の政策争点態度・イデオロギーに関

連するデータを構築した。本稿の分析に用いる従属変数は、(1) 自己のイデオロギー認知、

(2) 支持政党、(3) 自民党に対する感情温度である。独立変数は、各政策争点態度である。 

従属変数の一つである自己のイデオロギー認知の操作化に関しては、2017 年の東大朝日

調査において、「日本に限らず、世界各国では政治的立場を『左』—『右』の言葉で表現する

ことがよくあります。このものさしで、あなたの立場を示すとしたらどうなりますか。0 (＝

最も左) ～10 (＝最も右) のうち、あてはまる番号に 1 つだけ○を付けてください」という

質問の回答の数値をそのまま採用する。また、支持政党に関しては、「多くの人が『長期的

に見ると、自分は△△党寄りだ』とお考えのようです。短期的に他の政党へ投票することは

もちろんあり得るとして、長い目で見ると、あなたは『何党寄り』と言えるでしょうか。１ 

 
129 http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html (2022 年 11 月 13 日)。 
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表１ 各政策争点次元における因子負荷量 

 

 

つだけ○を付けてください」という質問項目の回答結果を使用し、「自民党」の回答を 1、

自民党以外の政党の回答を 2、「どの政党でもない」の回答を 0 として、支持政党なしを基

準カテゴリにした。加えて、既存研究では、遠藤・ジョウ (2019) のように、政党に対する

感情温度130の高さを政党支持とみなすものもあることから、0～100 の値をとる自民党に対

する感情温度も従属変数に投入することとした。 

独立変数に関しては、有権者の争点態度を測定するために、政策争点態度に関わる質問全

17 項目を因子分析によって 4 つの次元に集約した。以下が因子分析に投入した設問である。 

 

(1) 日本の防衛力はもっと強化すべきだ (Q23_1) 

(2) 他国からの攻撃が予想される場合には先制攻撃もためらうべきではない (Q23_2) 

(3) 北朝鮮に対しては対話よりも圧力を優先すべきだ (Q23_3) 

(4) 非核三原則を堅持すべきだ (Q23_4) 

(5) 首相には靖国神社に参拝してほしい (Q23_5) 

(6) 社会福祉など政府のサービスが悪くなっても、お金のかからない小さな政府の方が良

い (Q23_6) 

 
130 政治家や政党に対する好意的な気持ちを 0～100 の数値で回答してもらった値。 

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

安全保障次元 経済次元
社会的

価値次元
権威主義次元

先制攻撃 0.7424 -0.0242 0.0075 0.0084

防衛力強化 0.6927 0.0584 0.0422 -0.0385

北朝鮮圧力 0.6149 -0.0613 -0.0456 -0.0092

靖国神社参拝 0.3881 0.1536 -0.1104 0.0183

原発再稼働 0.3869 0.1100 -0.0286 0.1013

非核三原則 -0.3828 0.1027 0.0384 0.0345

国会一院制 0.1525 -0.0801 -0.0248 0.0486

外国人労働者受け入れ 0.0513 0.0483 -0.0368 -0.8995

治安維持・人権制約 0.0467 0.0489 -0.0360 0.8762

選択的夫婦別姓 0.0469 -0.0493 0.7149 0.0042

同性婚法制化 -0.0569 0.0584 0.6750 0.0002

被選挙権年齢引き下げ 0.1258 0.0244 0.2351 0.0762

公共事業 -0.0473 0.6910 -0.1710 -0.0297

小さな政府 0.1424 -0.5678 -0.0339 0.0010

財政出動 0.2082 0.5844 0.0236 0.0760

累進課税強化 -0.1432 0.2857 0.1634 -0.0020

教育無償化 -0.0456 0.2794 -0.0023 0.0549

寄与率 0.3568 0.2865 0.1920 0.1647
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表２ 変数説明 

 

 

(7) 公共事業による雇用確保は必要だ (Q23_7) 

(8) 当面は財政再建のために歳出を抑えるのではなく、景気対策のために財政出動を行う

べきだ (Q23_8) 

(9) 幼稚園・保育所から大学まで教育を無償化すべきだ (Q23_9) 

(10) 所得や資産の多い人に対する課税を強化すべきだ (Q23_10) 

(11) 治安を守るためにプライバシーや個人の権利が制約されるのは当然だ (Q23_11) 

(12) 外国人労働者の受け入れを進めるべきだ (Q23_12) 

(13) 原子力規制委員会の審査に合格した原子力発電所は運転を再開すべきだ (Q23_13) 

(14) 夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を称することを、法律

で認めるべきだ (Q23_14) 

(15) 男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきだ (Q23_15) 

変数名 変数説明 出典

左右イデオロギー認知 自己のイデオロギー認知に関して、0 (＝最も左派)

～10 (＝最も右派) の数値での回答値。

支持政党 「自分は△△党寄りだ」に対する回答結果。自民
党＝1、その他の政党＝2、支持政党なし＝3。

自民党感情温度 自民党に対する好感度。0～100での回答値。

安全保障次元 因子分析にて抽出。値が大きいほど、他国への先制
攻撃や国防強化、北朝鮮への圧力強化に賛成であ
る。

経済次元 因子分析にて抽出。値が大きいほど、財政出動や公
共事業に賛成・小さな政府に反対である。

社会的価値次元 因子分析にて抽出。値が大きいほど、選択的夫婦別
姓や同性婚法制化に賛成である。

権威主義次元 因子分析にて抽出。値が大きいほど、治安維持のた
めのプライバシー制約に賛成・外国人労働者受け入
れに反対である。

男性 男性＝1、女性＝0のダミー変数。

教育程度 最終学歴について、小・中学校＝1、高校・専門学校＝

2、短期大学・大学＝3、大学院＝4。

政治信頼 政治について、いつも信頼している＝4、だいたい信頼

している＝3、ときどきは信頼している＝2、まったく信頼

していない＝1。

政治知識 政治について、よく知っているほうだと思う＝5、

どちらかと言えばよく知っているほうだと思う＝
4、どちらとも言えない＝3、どちらかと言えばあ

まり知らないほうだと思う＝2、あまり知らないほ

うだと思う＝1。

内閣業績評価 安倍政権について、よくやっていると思う＝1、ど

ちらかと言えばよくやっていると思う＝2、どちら

とも言えない＝3、どちらかと言えばよくやってい

るとは思わない＝2、よくやっているとは思わない

＝1。

「東京大学谷口研究室・朝
日新聞社共同調査」2017年

衆院選有権者調査
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(16) 被選挙権を得られる年齢を引き下げるべきだ (Q23_16) 

(17) 国会は一院制にすべきだ (Q23_17) 

 

先行研究では、因子数を 2 (保革イデオロギー次元、日本型システム維持―改革次元。谷

口 (2020)) とするものも多いが、前述したように、同じイデオロギー内に包摂される各争

点態度が必ずしも相互に関連するわけではないため (三輪 2014)、2 次元のみではやや争点

の分類が粗いように思われる 。一方、田中 (2009) は現在の日本イデオロギー空間には「安

全保障次元」、「経済次元」、「中央集権次元」、「社会的価値次元」の 4 つの次元の対立軸が存

在するとしており、遠藤・ジョウ (2019) もこの分析枠組みを採用している。本稿でも、因

子数を 4 として因子分析を行った結果が表 1 である。因子負荷量の絶対値が 0.5 以上のも

のを有効として解釈し、「安全保障次元 (対外強硬)」、「経済次元 (公共事業・財政出動)」、

「社会的価値次元 (ジェンダー・マイノリティ受容)」、「権威主義次元 (プライバシー制約受

容・外国人受け入れ反対)」として各因子名を設定した131。なお、因子負荷量の推定は最小

残差法、因子軸の回転方法はオブリミン回転を指定している。因子得点が高くなるほど該当

因子のトピックに賛成であることを示す。そのほか、統制変数としては、性別 (男性を 1、

女性を 0 とした男性ダミー)、教育程度、政治信頼、政治知識、内閣業績評価132を投入した。 

 

表３ 記述統計 

 

 

 
131 遠藤・ジョウ (2014・2019) の研究では、第 4 因子として「中央集権次元」を指定して

いたが、今回使用するデータには中央集権または地方分権を問う質問項目がなかったほか、

この次元は戦後まもなくの時代背景を反映したものであり、時期特有のものである可能性

が高い。そのため、本分析で抽出された因子である「権威主義次元」も「中央集権次元」同

様のものとみなし、分析には投入するが解釈はしないものとする。 
132 当時は、第 2 次安倍晋三内閣である。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

左右イデオロギー認知 1445 5.2062 1.5676 0 10

支持政党 1778 1.1580 0.8349 0 2

自民党感情温度 1627 54.4032 24.8660 0 100

安全保障次元 1633 0.0035 0.8827 -2.6177 2.3499

経済次元 1633 -0.0064 0.7855 -2.8710 2.0865

社会的価値次元 1633 0.0127 0.8151 -2.0494 2.0233

権威主義次元 1633 0.0062 0.9424 -2.0660 2.0713

男性 1761 0.4832 0.4999 0 1

教育程度 1725 2.2718 1.4632 1 4

政治信頼 1732 3.2460 0.8034 2 5

政治知識 1737 2.6062 1.0342 1 5

内閣業績評価 1736 3.3416 1.2019 1 5
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４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、重回帰分析および多項プロビット分析を行う。なお、本稿では、若

年有権者の特徴的な政治理解を明らかにすべく、全分析において、全世代・若年層 (18~39

歳)・40 歳以上の 3 つのモデルにデータを分割して各モデルの比較検討を行った。 

仮説 1 では重回帰分析を用いて、まず、若年有権者の争点態度と支持政党の一貫性が低

下しているという事実が本データでも確認できるかを検証する。各政策争点をまとめた 4 つ

の争点態度次元が若年有権者の自己のイデオロギー認知とどのように関連があるのかを検

討したい。従属変数には自己イデオロギー認知、独立変数には 4 つの争点態度次元の因子

得点を設定しており、4 つのうちいずれかの特定の争点態度と自己のイデオロギー認知に強

い相関が見られれば、自己のイデオロギー認知を決定づける重視争点が存在すると考える。 

仮説 2 では、各政策争点と政党支持の関連性を検討する。「自分は△△党寄りだ」という

直接的に支持政党を尋ねる質問への回答結果と、自民党への感情温度の 2 つをそれぞれ従

属変数に設定した推定を行う。前者では、支持政党なしを基準カテゴリとして、自民党とそ

れ以外の政党への支持確率を多項プロビット分析で推定し、後者では重回帰分析を用いる。

独立変数には、4 つの争点態度の因子得点を設定した。4 つのうちいずれかまたは複数の特

定の争点態度と自民党支持に強い相関が見られれば、自民党支持を決定づける重視争点が

存在するということである。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．争点態度と自己のイデオロギー認知の関連性の推定 

 

表 4 では、各争点態度次元が左右イデオロギーの自己認識に及ぼす効果を、重回帰分析

を用いて推定している。全年代と 40 歳以上では、「経済次元」以外すべてイデオロギー次元

が左右イデオロギーの自己認識に有意な影響を与えていることがうかがえる。すなわち、安

全保障強化に賛成し、社会的価値の問題に対して不寛容であるほど自己を右派と認識しや

すい。一方、18~39 歳の有権者においては、「安全保障次元」の影響のみが統計的に有意で

あり、安全保障強化に賛成するほど自己を右派と認識しやすい。つまり、若年有権者は、安

全保障の争点と関連付けて自己のイデオロギー認知を行っており、仮説 1 と一部合致する

結果である。 

注目すべきは、どの年代においても「安全保障次元」が左右イデオロギーの自己認識に影

響を及ぼしている点である。既存研究では、若年有権者の争点態度間のイデオロギー的一貫

性の低下が強調される傾向にあったが、若者も他年代と同様のイデオロギー認知を共有し 
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表４ 争点態度と自己のイデオロギー認知の関連性の推定 

(重回帰分析) 

  

 

ている部分があると言えよう133。一方で、他世代と比べて顕著にリベラルである134「社会

的価値次元」が自己のイデオロギー認知に与える影響は小さい。若年層は、「安全保障次元」

 
133 55 年体制下のイデオロギー対立は安全保障次元を中心としたものであった大嶽 (1999)。

その意味では、若年層は従来の政治理解を受け継いでいる部分もあると言える。 
134 社会的価値次元に分類される質問の回答 (1~5。数値が大きいほど、ジェンダーやマイ

ノリティ等の問題に寛容) の平均値は、全年代で 3.1044、若年層で 3.5700、40 歳以上で

2.9905 である。 

全年代 18～39歳 40歳以上

(定数項) 3.1512 *** 3.4177 *** 3.1261 ***

(0.1984) (0.4460) (0.2230)

経済次元 -0.0667 -0.1195 -0.0465

(0.0533) (0.1247) (0.0594)

安全保障次元 0.4342 *** 0.3826 ** 0.4312 ***

(0.0503) (0.1197) (0.0562)

社会的価値次元 -0.1745 *** -0.1067 -0.1675 **

(0.0517) (0.1272) (0.0580)

権威主義次元 -0.0756 -0.2445 * -0.0370

(0.0422) (0.0974) (0.0473)

男性ダミー -0.1416 -0.0062 -0.1558

(0.0801) (0.1898) (0.0888)

教育程度 0.0237 0.0007 0.0460

(0.0268) (0.0623) (0.0306)

政治信頼 0.2643 *** 0.2539 * 0.2435 ***

(0.0579) (0.1240) (0.0667)

政治知識 0.1946 *** 0.2076 * 0.1748 ***

(0.0384) (0.0861) (0.0440)

内閣業績評価 0.1957 *** 0.0893 0.2330 ***

(0.0406) (0.0916) (0.0459)

調整済みR² 0.2231 0.1931 0.2346

N 1320 262 1058

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

左右イデオロギー認識

従属変数
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に基づいて自己の左右イデオロギー認知を行っており、「社会的価値次元」については重要

視していないのかもしれない。 

 

５－２．争点態度と支持政党の関連性の推定 

 

表 5 では、4 つの争点態度と支持政党の関連性を、多項プロビット分析を用いて分析し

た。全年代および 40 歳以上では、「社会的価値次元」が自民党支持に有意な影響を与えてお

り、ジェンダーやマイノリティの問題に不寛容な有権者ほど自民党を支持する傾向が読み

取れる。一方、若年層では、「経済次元」が自民党支持の影響が統計的に有意で、公共事業

や財政出動には反対の小さな政府寄りの若者ほど自民党を支持しているといえる。また、若

年層において、安全保障次元や社会的価値次元は支持政党に有意な影響を及ぼしていない

ことから、近年の若者は経済次元を重視して政党を評価する傾向にあるとみられ、仮説 2 と

一部合致する結果である。生活水準を問う質問に対して、「余裕がある」と回答する若者が

多いこと、小さな政府を望む若者が多いことから若者の現状維持志向を示唆した谷口(2020) 

の指摘とも整合性があると思われる。加えて、やはり本分析においても、若年層が政治を捉 

 

表５ 争点態度と支持政党の関連性の推定 

(多項プロビット分析) 

 

自民党 その他 自民党 その他 自民党 その他

(定数項) -3.5341 *** -0.4614 -4.0063 *** -0.4614 -3.5675 *** -0.2161

(0.4603) (0.4209) (0.1581) (0.4209) (0.4860) (0.2311)

経済次元 -0.0751 -0.0308 -0.3075 † -0.0308 -0.0212 -0.0099

(0.0691) (0.0485) (0.0100) (0.0485) (0.0798) (0.0424)

安全保障次元 0.0883 -0.1586 -0.0434 -0.1586 0.1542 -0.1288

(0.1151) (0.1611) (0.1675) (0.1611) (0.1239) (0.1709)

社会的価値次元 -0.2133 ** -0.0793 -0.1551 -0.0793 -0.1444 . -0.0130

(0.0680) (0.0807) (0.1544) (0.0807) (0.0741) (0.0488)

権威主義次元 0.0074 -0.0087 -0.1803 -0.0087 0.1742 -0.1087

(0.3133) (0.1151) (0.1654) (0.1151) (0.0693) (0.0597)

左右イデオロギー認知 0.0017 0.0052 0.0869 0.0052 -0.0217 -0.0077

(0.0852) (0.0226) (0.0589) (0.0226) (0.0427) (0.0250)

男性ダミー -0.0918 0.0616 0.3293 0.0616 -0.1748 0.0776

(0.1068) (0.0852) (0.2246) (0.0852) (0.1250) (0.1173)

教育程度 -0.0034 -0.0009 0.0151 -0.0009 0.0064 0.0114

(0.0325) (0.0199) (0.0725) (0.0199) (0.0400) (0.0258)

政治信頼 0.4783 *** 0.0756 0.1903 0.0756 0.5501 *** 0.0301

(0.0756) (0.0769) (0.1903) (0.0769) (0.0935) (0.0615)

政治知識 0.1558 † 0.1612 0.1232 0.1612 0.1081 0.1213

(0.0910) (0.1507) (0.1101) (0.1507) (0.1000) (0.1471)

内閣業績評価 0.1717 * 0.1047 0.2699 † 0.1047 0.1384 0.1107

(0.0811) (0.1035) (0.1608) (0.1035) (0.1126) -0.1382

McFadden R2 0.1947 0.1947 0.1642 0.1642 0.2034 0.2034

N 1320 1320 262 262 1058 1058

(1) *** : p<0.001, ** : p< 0.01,  * : p< 0.05, † : p<0.1

従属変数

支持政党

全年代 18～29歳 40歳以上
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える上で社会的価値次元を重視しないことがうかがえる。 

 

５－３．争点態度と自民党に対する感情温度の関連性の推定 

 

最後に表 6 では、各争点態度次元と自民党に対する感情温度の関連性を、重回帰分析を

用いて検討している。全年代において、すべての争点態度次元が自民党に対する感情温度に

有意な影響を与えており、40 歳以上では、「社会的価値次元」以外の争点態度次元が自民党

に対する感情温度に有意な影響を与えている。すなわち、安全保障の強化と小さな政府への

賛成が自民党に対する好感度を高めている。一方、若年層においては、「安全保障次元」の

みが自民党感情温度に有意な影響を与えており、安全保障強化を求める若者ほど自民党を

好意的に感じている。若年有権者は「安全保障次元」を重視争点として「好ましい政党」を

決めており、仮説 2 と一部合致する。前述の支持政党を従属変数に設定した推定と合わせ

て考えれば、若者は安全保障と経済を重視争点として支持政党を決定するという理論仮説

は概ね検証されたと言えよう。 

また、若年層においても左右イデオロギーの自己認知が自民党に対する感情温度に影響

を与えていることが確認できる点にも注意したい。他世代と同様に、若者は右寄りだと自認

するほど自民党を好意的に感じており、若者のイデオロギー認知と支持政党の一貫性がな

いという先行研究の知見とは異なる部分がある。そもそも若者はイデオロギー的一貫性が

あるか否かは別として、左右イデオロギーの自己認知と政党への好感を結び付けて理解し

ているようである。 

 

５－４．議論 

 

前項では、若年有権者は「安全保障次元」に基づいて自己の左右イデオロギー認識を行い、

また「安全保障次元」と「経済次元」を重視して支持政党を決定していること、すなわち安

全保障強化・小さな政府に賛成であるほど自民党を支持しやすいことが検証された。もし若

者が安全保障次元や経済次元を重視して自己イデオロギー認識や支持政党を選択するよう

になりつつあるのであれば、これらの争点を選挙の際に重視する争点としてあげる割合が

他の年代よりも高いはずである。そこで、2012～2017 年の東大朝日調査の有権者調査から、

「最も重視した政策」を尋ねる質問項目の回答結果を参照し、「安全保障次元」または「経

済次元」にかかわる争点と回答した有権者の年代別割合をまとめたのが表 7 である135。 

 

 

 
135 社会的価値次元については、社会的価値次元の争点態度を問う質問項目が導入されたの

が2014年以降と新しく、また質問文や質問内容が質問文や質問内容が各年度で異なるため、

単純な比較判断が難しく、本稿では検討しなかった。 
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表６ 争点態度と自民党に対する感情温度の関連性の推定 

(重回帰分析) 

 

 

「安全保障次元」においては、若年層と他の世代とで顕著な違いは観察できず、若者が特

別に安全保障を重視しているわけではなさそうである。一方、経済次元においては、一貫し

て若年層が他年代よりも経済次元を重要視していることが確認できる。これは、2010 年代

以降、若年層が経済次元を重視して支持政党を決定しており、小さな政府を望む有権者ほど

自民党を支持するという本稿の分析結果と合致する。 

それでは、なぜ若者が経済的争点を重視しているのであろうか。前述したように、近年の 

全年代 18～39歳 40歳以上

(定数項) -9.3523 *** -9.3336 -9.3141 ***

(2.4640) (5.4321) (2.7953)

経済次元 1.7912 ** 1.1064 1.9452 **

(0.6044) (1.3500) (0.6844)

安全保障次元 3.9072 *** 4.4099 ** 3.7329 ***

(0.5843) (1.3322) (0.6608)

社会的価値次元 -0.8598 1.0519 -1.1002

(0.5860) (1.3738) (0.6670)

権威主義次元 0.1294 -1.6111 0.4809

(0.4810) (1.0703) (0.5471)

左右イデオロギー認知 2.0575 *** 1.6609 * 2.1127 ***

(0.3138) (0.6887) (0.3551)

男性ダミー 0.8585 2.9699 0.5286

(0.9085) (2.0742) (1.0198)

教育程度 -0.4264 0.2713 -0.5223

(0.3039) (0.6806) (0.3514)

政治信頼 6.8012 *** 6.4072 *** 6.7825 ***

(0.6637) (1.3793) (0.7714)

政治知識 -0.7472 -1.2927 -0.6839

(0.4392) (0.9497) (0.5083)

内閣業績評価 10.0191 *** 9.9679 *** 10.0472 ***

(0.4671) (1.0032) (0.5371)

調整済みR² 0.6246 0.5844 0.6352

N 1283 253 1030

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

自民党感情温度
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表７ 年代別の最重視争点の割合 

 

 

若年層の経済的な安定志向が影響しているのかもしれない。益田 (2014) は、日本の若者の

安定志向を心理学的に検討し、新卒・中途採用を問わずに厳しい就職環境で「安定的なキャ

リアを積みたい」という志向が若者の間で共有されていることを指摘している136。また、

2019 年に内閣府が実施した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査137」では、日本の

若者の悩みや心配事の有無を日本の若者に尋ねており、その結果、「心配」または「どちら

かといえば心配」と答えた割合は「お金のこと」が 79.3%で最も高く、次いで「自分の将来

のこと」が 78.1%、「仕事のこと」が 70.8%であった。就職活動をはじめとした経済環境の

近年の悪化によって、若者が経済を最重要争点とみなすようになり、安定志向から自民党を

支持しているのかもしれない。 

 しかしながら、2012 年から開始した第 2 次安倍内閣によるアベノミクス以降では、景気

は回復傾向にあり、それに伴い雇用状況も改善している。その一方で、若者の経済や雇用に

対する不安はむしろ高まっていることから、そのような景気状況の改善を若者が実感でき

ていない可能性がある。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、若年有権者の争点態度及び自己のイデオロギー認知と自民党支持の関連性を

明らかにしてきた。18～39 歳の若年有権者において、自己の左右イデオロギー認識を決定

づけるものは、各争点態度のうち防衛力強化や対外強硬の是非を問う「安全保障次元」であ

り、安全保障強化に賛成するほど、自己を右寄りと認識しやすい。つまり、若者は安全保障

の争点に基づいて自己のイデオロギー認知を行っているということである。また、各争点態

 
136 このような安定志向は短職歴者においてのみ確認できるものであり、職歴が長くなるご

とに徐々に減少していくと言う (益田 2014)。 
137 https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ishiki/h30/pdf-index.html (2022 年 11 月 13 日)。 

全年代 18～39歳 40歳以上 全年代 18～39歳 40歳以上

2012年 12.33% 15.04% 11.73% 18.97% 21.80% 18.34%

2013年 11.55% 11.05% 11.65% 17.55% 26.52% 15.84%

2014年 13.11% 8.97% 14.20% 19.35% 22.22% 18.78%

2016年 16.31% 14.65% 16.61% 14.59% 15.29% 14.55%

2017年 24.43% 22.10% 24.98% 10.93% 17.13% 9.95%

安全保障 経済
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度次元と支持政党の関係性の関連では、「安全保障次元」と「経済次元」で保守的な態度を

とる若年有権者ほど自民党を支持する傾向が観察できた。若者は争点態度やイデオロギー

に依拠しない政党支持を行っているわけではなく、重視争点に関連付けた政治判断を行っ

ているということが示唆できよう。 

また、社会的価値が自己のイデオロギー認知にも支持政党の決定にも影響を与えていな

い点にも注目したい。この点から、社会的価値の面で野党が自民党との政策提案の差別化を

できていないために若者を支持層へ動員できていないという可能性が浮かび上がる。たと

えば、社会的価値次元の政策に関して、立憲民主党のホームページ138では、基本政策に「人

権を尊重した自由な社会」や「多様性を認め合い互いに支え合う共生社会」というワードが

見られる。一方、自民党のホームページ139においても、重点政策に「自民党は、経済や外交、

憲法といったテーマだけではなく、子供や女性、障害者を対象とした政策に力を入れていま

す」という文言が強調されている。これらの政策提案からだけでは、両党の相違点を明白に

区別することは難しいだろう。社会的にリベラルな政策選好を若者が有しているにもかか

わらず、野党のリベラルな社会政策が自民党の社会政策との差別化に成功していないがた

めに、社会的価値の争点が重視争点として認識されていないのではないか。それゆえに、若

年有権者にとって、与野党の対立は安全保障次元の対立に基づいて認識されているのかも

しれない。そうであるならば、野党は、社会的価値次元での独自性を強調することで、若年

有権者の票を動員できると考えられる。 
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第１０章 

 

並立制下における再選戦略が議員行動に与える影響 

―復活当選制度と委員会活動とのつながり― 

 

佐藤 岳 

 

 

要約 

 

衆議院議員総選挙で用いられている小選挙区比例代表並立制は、小選挙区制と比例代表

制の長所を組み合わせ、欠点を補い合う選挙制度であるが、小選挙区で落選した重複立候補

者が比例区で復活当選するという仕組みには批判もある。復活当選は、議員の再選戦略をい

かに規定し、議員行動にどのような影響を与えるだろうか。本稿は、選挙制度によって生み

出される選挙競争と議員行動の関連を検証する。具体的には、混合的な選挙制度に着目し、

小選挙区の当選者と比例区での復活当選者の間で委員会活動に相違が生じるのかを比較す

る。次回選挙での再選可能性が低い議員ほど、委員会での発言回数が増加するという仮説を

立て、2014 年と 2017 年の衆議院議員総選挙の結果と選挙後の委員会活動のデータを作成

した上で、議員の個体効果を統制した固定効果モデルを推定した。分析結果からは、選挙競

争の結果から再選可能性が低いと考えられる議員ほど、国土交通委員会など利益誘導に関

わる委員会での発言回数を増加させる傾向にあることが示された。復活当選制度は、選挙区

への利益誘導努力を促すという意味で賛否が分かれる制度といえる。 

 

 

１．はじめに 

 

半世紀以上前、シュンペーターは、民主主義を「政治決定を下すための制度上の取り決め

であり、市民の票を集めるという競争を通じて個人が決定権を勝ち取る」(シュンペーター 

2016, p.80) ものであるとして、古典的な民主主義観に対して、選挙競争の存在を重視する

民主主義観を提示した。実際に、候補者間の競争は、投票率や代表の質を高めるとされ 

(Mcdonald and Samples 2006)、選挙の接戦度の認知が高まるほど、投票参加が促進される

140 (谷口 2020) など、選挙競争の存在意義は多くの面から指摘されている。 

民主主義の原理が、競争を勝ち抜いて支持を得た人間に決定権を委ねるものであるなら

ば、日本の衆議院議員総選挙が採用する重複立候補・復活当選制度は有権者にとって理解が

 
140 有権者が接戦を伝える報道を受け取る際に、「接戦状況で劣勢」という情報を読んでい

る時は、行動への準備に関する認知が活性化することが判明した (谷口 2020, p.62)。 
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難しいものとなるであろう。現実にも、小選挙区で落選した選挙区の代表としてふさわしく

ないはずの議員が、比例区では当選を果たすことに納得できないという感情は、依然として

国民の間に広がっている (河野 2020)。また有権者だけではなく、重複立候補に対するネガ

ティブな印象は一部の議員の中でも共有されているといえる。国会内でも重複立候補制に

ついては議論が行われており、制度の見直しに関する質問主意書141なども提出され、その是

非が問われている。 

しかし森 (2018) が指摘するように、小選挙区比例代表並立制などの異なる原理を有する

制度は、政治過程に複雑な力学をもたらしているともいえ、選挙区内に複数の現職者が存在

しうる復活当選の制度は、ネガティブな側面だけではなく、特殊な選挙競争環境を作ってい

るとも評価できる。第一に、復活当選者が並存すると、小選挙区の当選者が唯一の現職者で

はなくなるために、現職優位が働かず、小選挙区当選者の再選も安泰ではなくなる 

(Horiuchi et al. 2016)。第二に、復活当選議員は政党執行部によって分配型の委員会に配置

され、次回選挙の議席拡大を目指すという政党の戦略に利用される (Pekkanen et al. 2006)。

自民党などは党の得票拡大のために選挙に弱い議員に役職を優先的に与えており、次回選

挙での再選可能性を高めている (藤村 2021)。このように、復活当選は、選挙区に特殊な選

挙競争の原理を持ち込むものである。 

そこで本稿は、小選挙区比例代表並立制における重複立候補・復活当選制度に注目し、当

選形態の変化が、議員の選挙競争をどのように構造化して、議員行動にいかなる影響を与え

るか検証を行う。混合制に焦点を当て選挙制度と議員行動との関連を実証的に研究した先

駆的研究としては、吐合 (2022) の研究がある。本稿では、吐合 (2022) の知見に依拠しな

がら、2014 年から 2021 年までの衆議院議員データを用いて、小選挙区候補者の相対得票

率及び当選形態の変化が、利益誘導型の委員会における発言回数という意味での委員会活

動量に与える影響を明らかにする。分析結果からは、国土交通委員会では、選挙の得票率が

低下して復活当選に回った与党議員ほど委員会での発言回数が増加しており、利益誘導的

な議員行動を促進させる可能性があることが示唆された。重複立候補・復活当選制度は、選

挙上、不利な立場に置かれている議員を生み出し、彼らの議員行動を活性化させるというポ

ジティブな一面があるかもしれない。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．選挙競争と議員行動の結びつき 

 

 現在の日本では代議制民主主義が採用され、有権者が選挙を通じて選挙区の代表者を選

 
141 平成 28 年 2 月 25 日提出質問第 151 号「衆議院選挙制度改革の一環としての重複立候

補制度及び議員定数の見直しに関する質問主意書」。 
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ぶことによって、自分たちの意思を政策決定に反映させようとしている。選挙は、有権者に

とっては、代表者である政治家の業績を評価する貴重な機会となっていると同時に、候補者

にとっては、シュンペーターが指摘したような票の獲得競争となっているといえる。実際、

候補者同士による競争の存在が、議員行動に影響を与えるとする研究は数多く存在する。例

えば、接戦の選挙区を制した議員は、ライバル候補が存在しない無風選挙で当選した議員よ

りも、当選後の業績が優れているとされる (Vincenzo and Tomasso 2011)。また、米国の州

議会議員を対象にした研究においても、過去の選挙で政治的競争相手にさらされなかった

議員は、議会に出席する回数と法案提出の頻度が減少することが明らかにされている

(Konisky and Ueda 2011)。 

 

２－２．選挙制度と議員行動の結びつき 

 

代議制民主主義において選挙競争は必要不可欠なものであるならば、選挙競争を形作る

選挙制度も同様に重要な役割を担うものといえる。選挙制度は代議制民主主義の一連のサ

イクルの根本として、有権者の投票行動と議員行動を規定している (吐合 2018)。この点、

現代日本において衆議院議員総選挙で採用される小選挙区比例代表並立制はどのような選

挙競争を生み出す選挙制度であるのだろうか。小選挙区比例代表並立制は、個人本位ではな

く政党・政策本位となる選挙制度かつ政権交代が可能である選挙制度として (河野 2013)、

1994 年に衆議院議員総選挙に導入された。実際に、新制度下において二回の政権交代が発

生しており、「有効政党数をみると、小選挙区レベルでは 1996 年の 2.95 から 2009 年の

2.31 へ、全国レベルでは 2.94 から 2.08 となり、着実な減少を見せて」(濱本・根元 2011, 

p.71) いることからも、制度の導入意図が反映されていることがわかる。制度改革の趣旨が

部分的に実現しているといえる。とはいえ、重複立候補及び復活当選を認める並立制の特殊

な事情は、小選挙区制の二大政党化を条件づけるものである (増山 2015)。 

一方で、並立制が選挙競争を完全に政党・政策本位に置き換えたかといえば、議論の余地

が残る。小選挙区制では、同一政党から一人の候補者しか出馬しないため、中選挙区制に比

べ、政党を重視した投票が行われうる。実際に、令和 4 年に公表された衆議院議員総選挙に

関わる調査142に拠れば、有権者は小選挙区において候補者個人よりも政党を重視した投票

行動を行っている143。しかし、そのような現状にもかかわらず、自民党の当選回数を重ねて

 
142 明るい選挙推進協会「第 49 回衆議院議員総選挙全国意識調査」http://www.akaruisenk

yo.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2018/07/49syuishikichosa.pdf (2022 年 11 月 17 日)。 
143 「あなたは小選挙区選挙で、政党の法を重く見て投票しましたか、それとも候補者個人

を重くみて投票しましたか」という質問に対して、投票者中の 46.7％が、「政党を重く見て」、

34.4％が「候補者個人を重く見て」、18.9％が「一概にいえない・わからない」と答えてい

る。 
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いる中堅以上の自民党議員レベルでも選挙区活動量の上昇がみられ144、実際に選挙区活動

の得票への効果も認められている (濱本・根元 2011)。有権者は政党のラベリングによって

投票先を決定する一方で、多くの議員はこれまでと同様に個人の議員行動に基づく再選戦

略に大きな関心を寄せ続けている。これは、自民党議員にも民主党議員にも共通し、後援会

を軸とした個人中心の集票も有効な戦略であるとされている (濱本・根元 2011)。政党本位

の投票を促すとされる小選挙区制においても、個人単位の議員行動を行った方が再選に有

効であると判断できるのであれば、これまで培ってきた政治的リソースを手放すことはせ

ず (名取 2002)、個人レベルでの再選戦略が今後も継続されていくだろう。 

 それでは、二大政党化が進む一方で議員個人による集票活動も重要視される小選挙区比

例代表並立制下において、議員はどのような活動を通じて選挙区の支持者を取り込み、集票

に結び付けているのであろうか。近年、吐合 (2022) は、日本の衆議院議員を対象に、小選

挙区選出議員の再選戦略が比例代表での復活当選議員の出現によってどのように変化する

のかをパネルデータを用いて実証的に分析をしている。分析結果からは、選挙区内に現職が

複数存在する場合、農林水産委員会や国土交通委員会での活動量が増加傾向にあることが

明らかになっている。 

しかし、吐合の研究における分析は、現職並存の有無にしか焦点を当てておらず、小選挙

区比例代表並立制における細かな当選状況の特徴が捉えきれているとは言えない。小選挙

区比例代表並立制の混合制の全貌を把握するために、本稿では、吐合 (2022) の知見に依拠

しながら、単に復活当選議員が並存するというだけでなく、本人が復活当選に回ることもま

た、異なる議員行動を促す可能性に注目したい。復活当選議員については、選挙制度上の問

題点を指摘する声も多く、小選挙区比例代表並立制を議論する上で重要な論点になってい

る。例えば、復活当選者は小選挙区において落選を経験しているにもかかわらず、比例復活

の当選者が決定されるため、同選挙区内に有力候補者が二人いた場合、有権者の一票が当選

者を決めることに寄与しないとも考えられる (増山 2015)。選挙区によっては、重複立候補

のために、三人の候補者が当選する場合などもあり145、小選挙区制の意図を反映できていな

いとも指摘できる。そこで本稿は、先行研究で論じられた選出方法に加え、比例代表での復

活当選者も分析対象に含める。さらに、二大政党化を前提とした小選挙区での得票分配にも

注目し、得票率の差を指標として用いた上で、選挙競争の結果が議員の再選戦略にどのよう

な影響を及ぼすのかを明らかにする。 

 

 

 

 
144 「再選を目標とする議員が、選挙区の有権者と交流し、個人的な支持者を得る一連の活

動」(濱本・根元 2011, p.73) を指す。 
145 第 47 回衆議院議員総選挙では大阪 4 区や大阪 10 区など 5 選挙区で 3 人の立候補者が

同選挙区で当選を果たした。https://www.soumu.go.jp/main_content/000328960.pdf (2022

年 11 月 17 日)。 
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３．理論仮説 

 

３－１．選挙競争と利益誘導型の委員会活動 

 

議員は選挙区での有権者の支持・集票のために、利益誘導型の政治活動を行うことがある。

今井 (2003) は、利益誘導に関する部会に所属しているほど有権者の議員に対する評価が高

いことを明らかにしており146、議員にとって利益誘導に関する委員会に所属することは選

挙戦略の一つであるといえるだろう。特に、委員会での活動は発言内容が必ずしも制限され

ないため、選挙区の需要や期待に応え、有権者に対するアピールを行うことができる。すな

わち、委員会は再選戦略における駆け引きが可能な場であるともいえる。また、委員会への

議員の配属は、政党に決定権があるものの、議員の再選を考慮した決定が行われているため、

委員会において個人レベルの利益誘導的な発言を行う動機にもなっている (松本・松尾 

2011)。そこで本稿では、再選を最終目標とする選挙戦略において、議員は委員会内での活

動をより活発に行うと予測し、委員会での発言回数を議員行動の指標とした分析を行う。特

に、選挙競争において地元利益を表出しやすく、特定の有権者に対して便益を図ることので

きる分野であるとされる (吐合 2022)、農林水産委員会と国土交通委員会での発言回数に注

目する。 

本稿は、このような利益誘導型の委員会活動の必要性が、選挙競争の激しさによって異な

りうると予想する。選挙競争の尺度としては、選挙の接戦度合いの指標を取り入れる。具体

的には、小選挙区の当選者と最上位で落選した候補者の得票率の差を相対得票率差として

測定する。選挙の接戦度が高いほど、地元への利益への応答性を提示するために利益誘導型

の委員会での発言を増加させる (松本・松尾 2011)。以上の議論から次の仮説が導出される。 

 

仮説１ 相対得票率差が小さい議員ほど、利益誘導型の委員会での発言回数が増加す

る。 

 

３－２．小選挙区比例代表並立制下における再選戦略 

 

1996 年以降、小選挙区比例代表並立制の下で衆議院議員総選挙が行われている。並立制

では、重複立候補制度によって小選挙区制と比例代表制が一部連動しており、双方の長所を

活かしつつ短所を補う制度147になっている。候補者は小選挙区または比例代表で選出され

 
146 自民党現職議員をよく知っている有権者の間では、ポークバレル関連の部会・調査会へ

の所属数が多いほど、有権者は議員に対して利益誘導に関する業績イメージを抱く確率が

高く、感情温度計による評価も高いという傾向にあることが確認された。 
147 小選挙区比例代表並立制は、二大政党制を促し安定した政権を作ることができる一方で、

死票が多くなるという短所を持ち合わせた小選挙区制と、特定の候補者を選べないものの

死票が比較的少ない比例代表制を組み合わせた選挙制度である。 
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るが、小選挙区に立候補する候補者の当選方法の状況は大きく以下の三つに分類すること

ができると考えられる。 

第一に、小選挙区で最も多くの票を獲得し同選挙区内に比例代表での復活当選者が存在

しない当選者である (以下、小選挙区単独当選者)。同選挙区内に政治的競争力のある候補

者がおらず、多くの得票が一人に集中することが多い。第二に、小選挙区で最も多くの票を

獲得し同選挙区内に比例代表での復活当選者が存在する当選者である (以下、比例復活並存

小選挙区当選者)。同選挙区内に比例代表での復活当選者が並存するため、現職優位が働か

ず (Horiuchi et al. 2016)、再選のために異なる議員行動を取る必要性に迫られるかもしれ

ない。第三に、小選挙区では落選したものの比例代表での復活当選を果たした当選者である 

(以下、小選挙区落選比例復活当選者)。小選挙区落選比例復活当選者は、小選挙区での選挙

競争に脆弱であることが選挙結果から明白である。小選挙区落選比例復活当選者も小選挙

区選出議員と同等の歳費を受け取り、権限を行使することはできるが、選挙区での落選者と

して (増山 2015) 次回選挙での小選挙区当選に向けてこれまでよりも再選を意識した議員

行動をとることが予想できる。よって、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説２ 比例復活並存小選挙区当選者と小選挙区落選比例復活当選者は、利益誘導型

の委員会での発言回数が増加する。また、小選挙区落選比例復活当選者の方が

比例復活並存小選挙区当選者よりも発言回数が増加する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、2014 年と 2017 年の二期間について衆議院議員総選

挙の選挙結果及び任期期間中の農林水産委員会と国土交通委員会の発言回数をまとめたデ

ータを作成した。まず、本稿の分析に用いる従属変数である農林水産委員会と国土交通委員

会の発言については、委員の発言記録を R の kaigiroku パッケージを用いてダウンロード

した。2014 年の当選議員については、第 188 回国会から第 194 回国会までの期間、2017

年の当選議員については第 195 回国会から第 205 回国会までの期間で、一回以上委員会内

で発言している議員の発言回数をまとめた148。その結果、委員会内で一回以上発言した議員

は、農林水産委員会において 2014 年で 58 人、2017 年で 74 人、国土交通委員会において

2014 年で 82 人、2017 年で 102 人となった。なお、両委員会で発言を行っている議員も存

在する149。 

 
148 議事進行を担う委員長の発言回数は除外している。 
149 分析では、発言回数を自然対数化した値を用いる。 
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次に、理論的に関心のある独立変数の作成にあたり、2014 年に行われた第 47 回衆議院

議員総選挙と 2017 年に行われた第 48 回衆議院議員総選挙の選挙結果を NHK 選挙 WEB

から収集した150。仮説 1 で用いる相対得票率差は、小選挙区当選者の得票率と最上位落選

者の得票率の差によって表す。なお、小選挙区落選比例復活当選者は、比例復活並存小選

挙区当選者との得票率の差を使用する151。相対得票率差は、接戦の度合いを上位二名の候

補者で検討することが可能であるという解釈に基づき利用する。現職の存在や役職経験の

有無などにより、選挙競争の様相は各選挙によって異なるが、二大政党化が進む小選挙区

制下において実質的な得票争いは上位二名で行われることが多いとされるためである。ま

た、上位の議会ほど選挙区内における全候補者同士の競争の激しさは低下する (Hogan 

2003) とされていることから、衆議院議員総選挙の選挙区の競争性を測るために相対得票

率差を利用することは適切であろう。仮説 2 では、比例復活並存小選挙区当選者であるか

否か、小選挙区落選比例復活当選者であるか否かのダミー変数を用いる。これらのダミー

変数の係数は、基準カテゴリとなる小選挙区単独当選者ないしは比例単独当選者との比較

を表す。また、自然対数化した当選回数、与野党を識別するために政党所属の変数を用い

た。分析に用いる変数の変数説明は表 1、記述統計は表 2 に示した。 

 

４－２．推定方法 

 

上記のように各委員会での発言回数を従属変数、相対得票率差・当選形態の議員の当選状

況に関する指標を独立変数として、選挙年・議員ダミーを含む固定効果モデルに基づきパネ

ルデータ分析を行なった。固定効果モデルでは、議員個人ごとの固有の要因と年度ごとの固

有の要因が統制されるため、本稿では当選回数以外の前歴などの議員属性の変数や、選挙区

の特性に関する変数は投入しない。なお、議院内閣制下においては、与党議員と野党議員で

委員会活動の意味が大きく異なると考えられる (松本・松尾 2011)。そこで、分析では、自

民党・公明党に所属する与党議員のみでの推定結果と、それ以外の野党議員のみでの推定結

果の二通りを用意する。また、議員個人を単位とするクラスター化した標準誤差を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 
150 なお、何らかの形で繰り上げ当選を果たしている議員については、任期期間にズレが生

じてしまうため、データから除外している。 
151 比例代表単独当選者は小選挙区での得票が無いため、相対得票率差は欠損値となってい

る。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．農林水産委員会での議員活動に与える影響 

 

表 3 では小選挙区での選挙結果が農林水産委員会の発言回数の変化に与える効果を与野

党別に検証した。 

Model 1・3 では、与野党の両議員について相対得票率差の係数は負であるが、統計的に

有意ではない。また、Model 2・4 では、野党議員について、小選挙区単独当選や比例単独

当選から、比例復活者が並存する小選挙区当選や復活当選に回ると、農林水産委員会での発

言回数が統計的に有意に減少する。これらは仮説 1・2 に反する結果であった。ただし、野

党議員では、小選挙区単独当選など基準カテゴリに含まれる議員の数が少なく、限られた議

員の変動の情報が強い相関をもたらしている可能性もあり、結果の解釈には注意が必要か

もしれない。 

 

 

 

変数名 変数説明 出典

農林水産委員会発言回数 農林水産委員会での発言回数。

国土交通委員会発言回数 国土交通委員会での発言回数。

当選回数 過去の衆議院議員総選挙での当選回数。

相対得票率差 小選挙区当選者は本人得票率－最上位落選者得
票率、小選挙区落選者は、本人得票率－小選挙
区当選者得票率。

比例復活並存小選挙区当選者 同選挙区に比例復活当選議員が存在するか否かのダミー変数。

小選挙区落選比例復活当選者 小選挙区選挙で落選し比例復活当選を果たしたか否かのダミー変数。

R kaigirokuパッケージ

NHK選挙WEB

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

農林水産委員会発言回数 306 43.2941 96.3978 0 701

国土交通委員会発言回数 306 39.7810 79.7147 0 634

当選回数 306 3.1111 1.9903 1 10

相対得票率差 260 3.9508 17.4496 -50.6 66.6

比例復活並存小選挙区当選者 306 0.2386 0.4269 0 1

小選挙区落選比例復活当選者 306 0.3824 0.4868 0 1
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表３ 選挙結果が農林水産委員会発言回数に与える影響 (固定効果モデル)  

 

 

表４ 選挙結果が国土交通委員会発言回数に与える影響 (固定効果モデル)  

 

  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

  与党 与党 野党 野党

log (当選回数) 0.6046 † 0.6049 2.3490 ** -1.6180 †

(0.3194) (0.5710) (0.7925) (0.9663)

相対得票率差 -0.0086   -0.0641   

(0.0068) (0.0405)

比例復活並存小選挙区当選者   -0.2600   -1.1920 ***

(0.3815) (0.1960)

小選挙区落選比例復活当選者   -0.4865 -3.4230 ***

(0.3574) (0.4623)

選挙年 YES YES YES YES

議員名 YES YES YES YES

調整済みR² 0.8638 0.6886 0.8114 0.9718

N 57 71 56 60

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は議員ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

農林水産委員会発言回数

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

  与党 与党 野党 野党

log (当選回数) 0.3061 -1.1730 -0.0562 -1.4470

(1.7080) (1.4620) (5.1790) (4.6200)

相対得票率差 -0.0572 *   0.0919   

(0.0247) (0.0698)

比例復活並存小選挙区当選者   0.3795   0.1618

(0.3390) (1.5010)

小選挙区落選比例復活当選者   0.7896 ** 1.1440

(0.2645) (1.4300)

選挙年 YES YES YES YES

議員名 YES YES YES YES

調整済みR² 0.5100 0.3347 -0.2368 -0.2461

N 69 84 78 91

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は議員ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

国土交通委員会発言回数

従属変数
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５－２．国土交通委員会での議員活動に与える影響 

 

次に表 4 では、小選挙区での選挙結果が国土交通委員会の発言回数の変化に与える効果 

を与野党別に検証した。 

 Model 1 では、与党議員について、相対的得票率の係数が有意に負であり、相対的得票

率が低下して次回選挙で苦戦する恐れがあるほど、国土交通委員会での発言回数を増加さ

せている。また Model 2 では、同様に与党議員について、小選挙区単独当選や比例単独当

選から、復活当選に回ると国土交通委員会での発言回数が統計的に有意に増加する。これ

らは仮説 1・2 に整合的な結果である。相対得票率が低下している与党議員や、復活当選

に回った与党議員は、次回選挙での再選のために、国土交通委員会で積極的に発言して、

地元利益の表出を狙うように行動すると考えられる。このような効果は、Model 3・4 の野

党議員では有意でなく、実際に補助金の配分などに影響力を行使できる与党議員で有効性

の高い議員行動なのかもしれない。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、衆議院議員総選挙で用いられる小選挙区比例代表並立制に着目し、2014 年と

2017 年に当選した衆議院議員の選挙結果と委員会での発言回数の比較から、選挙結果が議

員行動の変化に与える影響を実証的に明らかにしてきた。本稿の分析結果からは、第一

に、相対得票率差が大きく、他の候補者よりも多くの票を獲得した選挙に強い与党議員ほ

ど国土交通委員会での発言回数が減少していることがわかる。すなわち、選挙結果から次

回選挙での再選可能性が高いと予測できる議員ほど、委員会での発言に注力しないという

ことが示唆される。第二に、復活当選者の与党議員ほど、発言回数が増加傾向にある。こ

の結果からは、再選可能性を上昇させるための一つの議員行動として委員会での活動が位

置付けられており、地元利益を表出しようと利益誘導型の委員会での発言回数が増加して

いる可能性がある。一方で、第三に、農林水産委員会では、特に野党の比例復活並存小選

挙区当選者と小選挙区落選比例復活当選者の発言回数が減少しており、仮説や先行研究の

知見に反する結果となった。 

本稿の中心的議論となった重複立候補・復活当選制度は、小選挙区に選挙区当選者と復活

当選者という二人以上の現職者を生む可能性がある特異な制度である。本稿の分析結果か

らは、復活当選者の存在が小選挙区当選者の行動を活性化させるとまでは言えないものの、

復活当選者には次回選挙での再選に向け集票努力を促し、議員行動を促進させる可能性が

あることが明らかにされた。重複立候補・復活当選制度については、依然として根強い批判

論も存在しているが、強い再選への危機感を持った議員を構造的に生み出すという点にお

いて、選挙競争を強める制度として肯定的な評価を下すことができるといえる。 
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第１１章 

 

左派政党の伸長が候補者クオータ制の導入に与える影響 

―離散時間ロジットモデルによる実証分析― 

 

永井 帆南美 

 

 

要約 

 

女性議員を増やすための政策として、ここ数十年でクオータ制の導入が世界中で広がり

を見せている。なかでも、近年、法律によって各政党に一定割合の女性候補者の擁立を義務

付ける候補者クオータ制の普及が進んでいる。既存研究では、国際的な圧力や国内外の女性

運動の相互作用が、候補者クオータ制の導入を推し進めることが明らかになっているが、こ

のような国際的なトレンドに基づく説明は、国家間の差異を十分に説明できない。そこで、

本稿では、1989 年から 2019 年までの世界 20 か国のパネルデータを作成した上で、国家間

の差異を説明する国内要因として、政策決定に直接的な影響を及ぼす政党システムに注目

し、左派政党の伸長が候補者クオータ制の導入に与える影響を検証した。分析結果からは、

議会内・閣僚内において左派政党の勢力が拡大するほど、候補者クオータ制を導入する可能

性が高まることが明らかになった。政治分野における男女格差が深刻な日本においてクオ

ータ制の導入を促進していくには、左派政党の伸長を促す制度設計が重要だと考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

ここ数十年で、国際的に女性議員が増加してきた。1995 年時点で 11.3%だった世界全体

の女性国会議員の割合は、2022 年には 26.1%を記録した152。このような女性議員増加の背

景には、世界規模で急速に広がっているクオータ制の導入がある (図 1)。クオータ制とは、

政治分野における男女格差を是正するために、議席または候補者の一定比率を女性に割り

当てる制度を指す153。クオータ制には、政党が自発的に女性候補者を擁立する政党クオータ

制、法律によって各政党に女性候補者の擁立を義務付ける候補者クオータ制、憲法で議席の

一部を女性枠とする議席クオータ制の三種類があるが、現在 118 の国と地域においていず 

 
152  https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2022-03/women-in-parliament-

in- 

2021 (2022 年 10 月 21 日)。 
153 https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/367844.html (2022 年 10 月 28 日)。 
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図１ 世界におけるクオータ制導入状況 

 

出典: IDEA「Gender Quotas Database」154。 

 

れかのクオータ制が導入されており155、とりわけ 1990 年代以降、候補者クオータ制の導入

が広がってきた (Weeks 2018)。 

このような潮流に反して、日本の政治分野における男女格差の現状は先進国内のみなら

ず世界的にみても最低水準にある。2021 年に世界経済フォーラムが公表したジェンダーギ

ャップ指数ランキングにおいて、日本は 156 か国中 120 位だったが (WEF 2021)、とりわ

け、ジェンダーギャップ指数の構成要素である経済、政治、教育、健康の中でも政治分野は

147 位と、政治分野における男女格差が大きな課題であることがわかる (WEF 2021)。実

際、2022 年現在、衆議院議員のうち女性議員割合は 9.7%であり、世界 193 か国中 165 位

に位置している156。このように、政治分野における女性の活躍で世界に大幅な後れをとって

いるにもかかわらず、日本国内ではクオータ制の導入に向けた議論が一向に進んでいない。 

女性議員が極端に少ない現状は何が問題なのか。そもそも、日本を含む多くの民主主義国

では、国民が選挙を通じて代表者を選び、彼らが政策決定を行っている。もし、性別によっ

て政策選好に違いがあるならば (Thomas and Welch 1991; Poggione 2004)、政策決定に関

わる代表者が一方の性別に大きく偏っている状況では、有権者の属性と政治家の属性の分

布が一致しておらず、政治過程において有権者の政策選好を反映できなくなる。すなわち、

代議制民主主義が機能していないとも考えられる。 

 
154 https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas (2022 年 10 月 28 日)。なお、

Legislated Candidate Quotas は候補者クオータ制、Political Party Quotas は政党クオー

タ制、Reserved Seats は議席クオータ制を指す。 
155 https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/ (2022 年 10 月 21 日)。 
156 https://data.ipu.org/women-ranking?month=9&year=2022 (2022 年 10 月 21 日)。 
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上記を踏まえると、女性議員の増加に即時的に影響するクオータ制の導入は、日本におい

て重要な政策課題になりうる。実際、2018 年に施行された「政治分野における男女共同参

画の推進に関する法律」では、政党その他の政治団体の責務として「当該政党等に所属する

男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努め

るものとする」157と定められている。しかし、この法律の施行後、初の衆議院総選挙となっ

た 2021 年総選挙における女性候補者の割合は 17.7%で、前回の 2017 年 (17.8%) の選挙

時から改善が見られなかった158。つまり、各政党の自主性に任せていては女性議員増加に向

けた取り組みが進まないのが現状である。そこで、日本においても、法律によって全政党に

一定割合の女性候補者の擁立を義務付ける候補者クオータ制の導入が考慮されるべきかも

しれない。 

男性が多数を占める議会や政党でクオータ制の導入が進むことは一見すると不可解であ

り、政治学ではクオータ制の導入要因をめぐって数多くの議論が行われてきた。特に、1975

年に導入が始まった政党クオータ制の導入要因に関しては、先行研究によって体系的な理

論的枠組みが提示されている。一方で、政党クオータ制よりも歴史が浅い候補者クオータ制

の制定過程については研究上の課題が多い。まず、国際的規範の普及や国内外の女性運動の

影響など、国際的な影響に関する導入要因は明らかにされているものの、国内の内的要因を

明らかにした研究は少ない。また、クオータ制に関する研究の大半は単一の国または少数の

国を対象としている。候補者クオータ制の導入は地域的な相関が強く (Krook 2006)、地域

を超えた導入要因は依然明らかでない。本稿は、1989 年から 2019 年までの世界 20 か国の

パネルデータを作成した上で、国家間の差異を説明する国内要因として、政策決定に直接的

な影響を及ぼす政党システムに注目しながら、左派政党の伸長が候補者クオータ制の導入

に与える影響を明らかにする。 

本稿の構成は、以下の通りである。第 2 節では、女性議員増加の効果や各種クオータ制の

導入要因に関する先行研究を整理する。第 3 節では、候補者クオータ制導入のメカニズム

について本稿の理論仮説を提示し、第 4 節では、分析に用いるデータと推定手法を説明す

る。第 5 節では、計量分析による推定結果を確認した後、2006 年に候補者クオータ制を導

入したポルトガルの事例を過程追跡していくことで、計量分析では明らかにできない因果

メカニズムを質的に検証する。第 6 節では、本稿のまとめとして、クオータ制の導入が進ま

ない日本に向けた提言を述べていく。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．女性議員の増加による政治的影響 

 
157 https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/seijibunya_law.html (2022年10月21日)。 
158 https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html (2022 年 10 月 26 日)。 
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前述の通り、既存研究では、女性議員と男性議員の政策選好の違いに注目した上で、女性

議員の増加が立法・政策形成にどのような影響を及ぼすのかが議論されている。例えば、ア

メリカの州議会を対象とした Thomas (1991) の研究では、女性議員の割合が高い州では、

女性、子ども、家族の問題を扱った法案が多く提出・可決されていることが指摘されている。

また、スウェーデンの地方議会においても女性議員が増加したことで、高齢者介護に比べ保

育・教育への支出が増加したという (Svaleryd 2009)。さらに、Baskaran and Hessami 

(2019) は、ドイツのバイエルン州の事例から、女性議員の増加が地方自治体による保育サ

ービスへの公的支援拡大につながったことを報告している。 

以上のように、女性議員が増加することで、特に女性、子ども、家族、福祉等に関する政

策や法案の成立が促される。そうであるならば、議会において女性議員が少ない状況では、

特定の政策が十分に議論されずに軽視されている可能性があり、民意を十分に反映できて

いないと言える。 

 

２－２．政党クオータ制の導入要因 

 

男性が多数を占める議会または政党において女性議員を増やすクオータ制が採用される

ことは一見すると合理的でない。そのため、政治学では、理論上のパズルとしてこれまで多

くの研究によって知見が蓄積されてきた。クオータ制の導入の歴史に沿って、まず、本項で

は、政党クオータ制の導入要因に関する研究を概観する。 

そもそも政党クオータ制とは、「政党が党の規則等により、議員候補者の一定割合を女性

又は男女に割り当てることを定めたもの」を指す (内閣府男女共同参画局 2020)。1975 年

にノルウェーの社会党と自由党がクオータ制を導入したことに端を発し、その後西ヨーロ

ッパ全域の政党に広がった (衛藤 2007)。政党クオータ制は、現在 55 か国で導入されてい

るが、そのうち欧州での導入が 46.9%を占めており、主に西ヨーロッパで広く利用されてい

る制度だと言える (内閣府男女共同参画局 2020)。先行研究では、政党クオータ制の導入要

因として、①女性活動家、②選挙制度、③政党間競争、④政党の特徴の四つを指摘している 

(Caul 2001)。 

まず、党の最高意思決定機関に女性が多ければ多いほど、女性議員を増やすための措置を

とるよう党の指導部に直接圧力をかける結果、政党がクオータ制を導入する可能性が高ま

る (Caul 1999)。また、選挙制度に着目すると、比例代表制の国はクオータ制を導入しやす

いと指摘されている (Caul 1999; Hughes et al. 2015; Kang and Tripp 2018)。一方、有権

者をめぐる政党間競争の観点から、政党が選挙的・戦略的なインセンティブを考慮した上で

政党クオータ制を導入する可能性も示唆されてきた。具体的には、ある政党がクオータ制を

採用すると、他の政党は女性票を失うことを恐れ、自身もクオータ制を導入するようになる 

(Matland and Studlar 1996; 衛藤 2007; Weeks 2018)。実際、ドイツでは、1986 年に男女
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同権を掲げる緑の党が政党クオータ制を導入して成功を収めたことで、女性票の確保をめ

ぐって他の政党にもクオータ制導入の圧力がかかった (中谷 2010)。結果的に、政党クオー

タ制は保守政党にまで広がっていった159。加えて、政党の特徴として、左派政党は右派政党

よりも女性の代表性を支持する傾向が強いこと (Caul 2001)、新しい政党ほど女性の代表性

を高めるための措置を制定する可能性が高いこと (Matland and Studlar 1996) などが指

摘されてきた。 

 

２－３．候補者クオータ制の導入要因 

 

候補者クオータ制は、1991 年にアルゼンチンが世界で初めて導入した後、一気にラテン

アメリカ諸国に広がり、現在では 60 か国が導入するなど世界的な広がりを見せている。し

かし、その導入要因については未だに明らかになっていない部分が多い。先行研究では、主

に国際的規範の普及や、国際的な女性運動の高まり、それに伴う国内での女性運動の影響な

どが指摘されている。 

具体的には、1979 年に採択された女性差別撤廃条約や、1995 年の北京行動綱領など、女

性の政治参加を要請する国際的規範は、クオータ制が世界的に急速に広がる上で大きな役

割を果たした (朴 2009)。実際、国際的な女性運動の規模が拡大するにつれてクオータ制の

導入の可能性が高くなること、国内の女性運動もクオータ導入に正の影響を与えることが

明らかにされている (Hughes et al. 2015)。さらに、国際的なアクターの努力や政府への圧

力以上に、国内の女性グループがクオータ制の採用において役割を果たしていることを指

摘するものもある (Kang and Tripp 2018)。加えて、1991 年に世界で初めて候補者クオー

タ制を導入したアルゼンチンの事例研究では、正義党がかつて政党クオータ制を経験して

いた点、クオータ制導入運動が既存の女性運動の支持を受け、最終的には超党派的なものに

なった点が制度導入の背景としてあげられている (菊池 2013)。 

なお、議席クオータ制は、主にアフリカ、アジア、中東で、政党クオータ制は西ヨーロッ

パで、候補者クオータ制はラテンアメリカでよく見られるなど、クオータ制の導入は地域と

強い相関があると言われている。具体的には、ラテンアメリカにおける候補者クオータ制の

普及は、この地域の多くの国がスペイン語圏であることに大きく起因しているという指摘

がある (Krook 2006)。また、西ヨーロッパでは地域内の社会主義政党や社会民主主義政党

のつながりが、政党クオータ制の普及を促した (Krook 2006)。 

このように、候補者クオータ制の導入要因として、国際的な影響力を指摘する研究が数多

くなされてきた一方で、国内要因に注目した研究は少ない。そのため、国際的な影響力を受

けたときに、候補者クオータ制の導入につながる国とそうでない国の差異がなぜ生じるの

かは明らかになっていない。そこで、本稿は、政党クオータ制導入の要因の中でも政策決定

 
159 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/sekkyoku/pdf/h19shogaikoku/sec2.pdf (20 

22 年 11 月 8 日)。 
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に直接的な影響を及ぼす政党システムと候補者クオータ制導入の関係を明らかにするため

に、左派政党の伸長に注目して実証分析を行う。 

 

 

３．理論仮説 

 

本稿では、政党クオータ制の導入要因として言及されてきた左派政党の存在が、候補者ク

オータ制の採用にも影響しうるということを主張する。まずは、政党クオータ制の導入要因

として明らかにされている理論的枠組みを整理する。先行研究では、左派政党がクオータ制

の導入を促す理由として、政党のイデオロギーの影響と、政党間競争の影響の二点が指摘さ

れてきた。第一に、平等主義は左派政党のイデオロギーの重要な構成要素であり (Caul 

2001)、左派政党はより女性候補者を議会に送り出す傾向があることから (Caul 1999)、左

派政党は右派政党よりも女性の政治的代表の理念と親和性が高く、クオータ制を支持する

傾向が強いと考えられる。第二に、政党クオータ制を導入しているか否かにかかわらず、政

党は、他の政党が女性候補者を公認し始めると、より多くの女性を公認することに圧力を感

じるようになる。いわゆる政党間競争に伴う「伝染効果」が存在する (Matland and Studlar 

1996)。こうした政党間競争によるクオータ制導入や女性議員増加に向けた潮流の形成にお

いて、左派政党は先駆的な役割を果たしている。上記の議論から、左派政党が議会内で勢力

を伸ばすにつれて、女性候補者の公認が増加するとともに、クオータ制導入論議が伝染しや

すくなると考えられる。これらのメカニズムは、候補者クオータ制にも当てはまるだろう。 

一方、候補者クオータ制に固有の特徴を踏まえると、選挙競争の観点からも、左派政党の

台頭が候補者クオータ制の導入を促す理由を説明できる。具体的には、全政党に一定比率の

女性候補者の擁立を義務付けるという候補者クオータ制の特徴を利用して、左派政党が右

派政党を選挙上、不利な立場に追い込むことが可能となる。候補者クオータ制が導入されて、

女性候補者の擁立が義務付けられると、それまで女性候補者をあまり擁立してこなかった

右派政党は新人の女性候補者探しに奔走しなければならない (Weeks 2018)。左派政党の選

挙戦略上、候補者クオータ制の導入は、右派政党を脆弱にできるという点で合理的かもしれ

ない。そのため、左派政党が議会内・閣僚内で勢力を伸長させると、候補者クオータ制の導

入に向けた議論が進むだろう。以上の議論から、次のような仮説が導出される。 

 

仮説１ 議会・内閣における左派政党の勢力が拡大するほど、候補者クオータ制が導入

されやすい。 

 

 

４．データと方法 
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４－１．データ 

 

上記の理論仮説を検証するために、1989 年から 2019 年までの世界 20 か国のパネルデー

タを構築した。対象年は、世界で初めて候補者クオータ制が導入された 1991 年の直前から

観察する。対象国は、Comparative Political Data Set (以下、CPDS) に含まれる OECD お

よび EU 加盟国の中で、分析対象期間内に候補者クオータ制を導入している国と、各種ク

オータ制のいずれも導入していない国である。具体的には、ベルギー、ブルガリア、クロア

チア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、アイルラン

ド、イタリア、日本、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、スロ

ベニア、スペイン、アメリカの計 20 か国が含まれる。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は、候補者クオータ制導入の有無のダミー変数である。

具体的には、対象国において、1989 年から 2019 年の間に候補者クオータ制が導入されて

いない期間は 0、導入された場合は導入年をもって 1 となり、それ以降の観察は打ち切りと

してデータセットから除外する。今回の分析においては、政党クオータ制のみを採用してい

る国については分析の対象外とした。政党クオータ制は大小問わず各国の政党が導入して

いるため、すべてのケースで導入年の正確な情報を得ることが困難だと判断したためであ

る。また、国内で政党クオータ制の導入が進み、議会における女性議員比率が高い国では、

候補者クオータ制を導入する誘因が少なくなるであろう (Hughes et al. 2015)。 

次に、理論的に関心のある独立変数として、CPDS に含まれる政党システムに関する三つ

の指標を用いた。具体的には、社会民主主義政党およびその他の左派政党の、①閣僚ポスト

の割合、②政権与党に占める議席割合、③議会における議席占有率である。 

その他、統制変数には、社会経済的な指標として自然対数化した人口、自然対数化した一

人当たり GDP、失業率を用いた。また、女性議員比率160も投入した。女性議員比率が高い

国ほどクオータ制を導入して女性議員を増やそうとする誘因が下がるため、候補者クオー

タ制の導入に負の影響を与えると推測される (Hughes et al. 2015)。 

表 1 と表 2 は、それぞれ上記の変数について整理した変数一覧と、記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、候補者クオータ制の導入に関する生存分析、特に離散時間ロジット

モデルを推定する。離散時間ロジットモデルにおいては、時間の経過とともに値を変える独

立変数を分析に用いることができる。各国における候補者クオータ制導入の生起確率や説

明要因の値は時間の経過とともに変化する。したがって、候補者クオータ制の導入要因を分 

 

 

 
160 二院制の場合は、下院を対象とする。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

析するにあたり、時間の経過を考慮できる生存分析は最も適した分析手法と言える (福田  

2005)161。国ごとに候補者クオータ制の導入のしやすさには違いがあると考えられるが、国

ごとのランダム切片を考慮したランダム効果離散時間ロジットモデルではランダム切片の

分散が 0 となった。そこで、ランダム効果を考慮しない離散時間ロジットモデルを推定す

る。また、時間経過をコントロールするために観察開始からの時間経過年数とその二乗項を

投入した162。 

本稿では、対象期間中に最初に候補者クオータ制が導入されたタイミングまでを観察対

象とする。クオータ制が導入された後に、閾値の段階的な引き上げや、新たな配置義務の採

 
161 www.pdrc.keio.ac.jp/jpsc/wp-content/uploads/2018/01/p12-5.pdf (2022 年 11 月 2 日)。 
162 1989 年以降に民主化した国では、その時点からの時間経過年数を測定している。具体

的には、ブルガリア、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、スロバキアは 1990 年から、ポー

ランドは 1991 年から、エストニア、リトアニアは 1992 年から、ラトビア、スロベニアは

1993 年から、クロアチアは 2000 年から測定している。 

変数名 変数説明 出典

クオータ制導入ダミー 0＝クオータ制未導入。

1＝クオータ制導入。

IDEA (Gender Quotas Database)

左派政党閣僚率 内閣の総ポストに占める社会民主主義政党および
その他の左派政党の割合 (%)。

Comparative Political Data Set

左派政党政権内議席率 政権与党の議席数に占める社会民主主義政党およ
びその他の左派政党の議席割合 (%)。

Comparative Political Data Set

左派政党議席率 社会民主主義政党およびその他の左派政党の政権
における議席数シェア (%)。

Comparative Political Data Set

女性議員比率 国会議員に占める女性の割合 (%)。 Comparative Political Data Set

失業率 労働力人口に占める失業者の割合 (%)。 Comparative Political Data Set

総人口 総人口 (千人)。 Comparative Political Data Set

一人当たりGDP GDP÷総人口。 World Bank Data

時間経過年数 観察開始時からの時間経過 (年)。 IDEA (Gender Quotas Database)

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

クオータ制導入ダミー 466 0.0193 0.1378 0 1

左派政党閣僚率 466 27.5342 32.095 0 100

左派政党政権内議席率 466 29.8032 35.3557 0 100

左派政党議席率 466 16.1082 18.6029 0 65.9000

女性議員比率 466 18.1994 9.9229 1.4000 47

失業率 466 8.5223 4.5299 1.6000 27.5000

総人口 466 38866.9637 75138.7771 360.1000 328527

一人当たりGDP 466 25597.3883 20757.0949 1361.3924 123678.7021

時間経過年数 466 14.2039 8.2595 1 31
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用などの改革が行われることはしばしばある。しかし、これまでの国際的な研究においてク

オータ制の改革が分析の際に考慮されていないため (Hughes et al. 2015)、先行研究に倣っ

て今回はクオータに関する法律や規則が変更される点は考慮しないものとする。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．主要結果 

 

表 3 では、議会や内閣における左派政党の伸長が、候補者クオータ制の導入に与える効

果を検証した。左派政党に関する三つの指標をすべて投入した Model 1 では、統計的に有

意な効果が見られなかった。表 4 では、三つの指標の相関行列を示したが、三つの独立変数

間の相関係数はすべて 0.95 以上と、統計的に有意な強い正の相関がある。このような多重

共線性によって係数の正負が一貫しなかったものと思われる。そこで、次に、Model 2～4

では、三つの指標を一つずつ独立変数に投入した。その結果、三つの指標すべてにおいて 5%

水準で統計的に有意な正の効果が確認できた。これは、左派政党の勢力が拡大するほど候補

者クオータ制を導入する可能性が高まるという本稿の理論的枠組みに整合的な結果である。

その他、統制変数に注目すると、女性議員比率については、女性議員比率が高い国ほど候補

者クオータ制の導入がなされにくいとする先行研究 (Hughes et al. 2015) とは異なり、統

計的に有意な結果は得られなかった。 

 

５－２．事例研究 

 

本稿では、計量分析を通じて、左派政党の伸長が候補者クオータ制の導入に影響を与える

という因果関係を明らかにしてきた。しかし、上記の理論が成り立つメカニズムは明らかに

なっていない。そこで、本項では、2006 年に候補者クオータ制が導入されたポルトガルの

事例を過程追跡していくことで、その因果メカニズムを質的に検証する。 

1974 年のポルトガルでは、軍事クーデターの勃発によって約 48 年間続いていた権威支

配体制が終わり、民主主義体制が確立され始めた (Baum and Espírito-Santo 2012)。それ

以降、法律によって男女同権が認められ、第四回となる憲法改正において女性の政治参加に

ついて言及が行われた。1990 年代後半に、左派政党である社会党 (PS) の提案によってク

オータ制の議論が始まった163。クオータ制の法案は、社会党によって 1998 年、2000 年、

2003 年に、左翼ブロック (BE) によって 2001 年、2003 年に提出されたが、これらの法案

は多数派である右派政党の反対によってすべて否決された (Baum and Espírito-Santo 

 
163 女性の権利が大きく制限されていた権威主義体制以降、クオータ制を支持する人々は民

主主義の推進という観点から議論を展開した (Weeks 2018)。 
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表３ 候補者クオータ制の導入に対する左派政党伸長の効果 

 

 

表４ 相関行列 

 

 

2012; Weeks 2018)。 

しかしその後、左派政党が一気に勢力を拡大していったことで政策形成過程において大

きな影響力を持つようになり、2006 年に候補者クオータ制の導入が実現した。具体的には、

2005 年に行われたポルトガル議会選挙において、野党だった社会党が大きく得票率を伸ば

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

(定数項) -22.8675 ** -20.3144 ** -22.0787 ** -22.0505 **

(8.4419) (7.6323) (8.0889) (8.0345)

左派政党閣僚率 -0.0162 0.0246 *

(0.0364) (0.0102)

左派政党政権内議席率 0.0066 0.0258 *

(0.0574) (0.0103)

左派政党議席率 0.0680 0.0518 *

(0.0972) (0.0203)

女性議員比率 -0.0295 -0.0250 -0.0312 -0.0272

(0.0392) (0.0374) (0.0384) (0.0378)

失業率 0.0334 0.0446 0.0433 0.0327

(0.0956) (0.0928) (0.0932) (0.0951)

log (総人口) 0.1145 0.0772 0.0717 0.1115

(0.2185) (0.1976) (0.2013) (0.2060)

log (一人当たりGDP) 1.1544 0.9473 1.1131 † 1.0648

(0.7210) (0.6382) (0.6681) (0.6582)

時間経過年数 0.6933 † 0.6928 † 0.7055 † 0.7070 †

(0.3609) (0.3611) (0.3624) (0.3637)

時間経過年数
2 -0.0191 † -0.0192 † -0.0195 † -0.0195 †

(0.0101) (0.0101) (0.0101) (0.0101)

McFadden R
2 0.1689 0.1518 0.1618 0.1666

N 466 466 466 466

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

クオータ制導入ダミー

従属変数

左派政党閣僚率
左派政党政権内

議席率
左派政党議席率

左派政党閣僚率 1.0000

左派政党政権内議席率 0.9758 1.0000

左派政党議席率 0.9584 0.9793 1.0000
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して過半数の議席を獲得し、社会民主党 (PSD) に勝利したことがあげられる164。さらに、

極左新党である左翼ブロックの伸長も注目に値する (Weeks 2018)。社会党と左翼ブロック

は、男女平等の問題については協調関係にあったとされ、共同で法律を提案した。これらの

左派政党の拡大が候補者クオータ制導入の議論を促進するのに役に立ったと言える。 

以上のように、ポルトガルの事例から、左派政党はより女性の代表性に政策関心を持ち、

候補者クオータ制の導入に先駆的な役割を果たしてきたこと、左派政党の伸長が候補者ク

オータ制導入の契機となることが明らかになった。したがって、本稿の理論仮説は、量的、

質的いずれの場合においても整合的なものだと検証された。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、1989 年から 2019 年までの世界 20 か国のパネルデータを作成した上で、左派

政党の伸長が候補者クオータ制の導入に与える影響を明らかにしてきた。本稿の分析結果

からは、議会内・閣僚内における左派政党の影響力が拡大するほど、候補者クオータ制を導

入する可能性が高まることが示唆された。 

今回得られた知見をふまえ、日本において候補者クオータ制導入を進めていくためには、

左派政党伸長のための制度設計が重要だと言える。具体的には、選挙制度改革があげられる。

現在、衆議院議員総選挙では、小選挙区に重きをおいた小選挙区比例代表並立制が用いられ

ているが165、その比例代表制部分の比重を大きくするか、もしくは比例代表制に変更するこ

とで、左派政党の得票が促進され、結果的に候補者クオータ制の導入が期待できる。このよ

うな選挙制度改革は、候補者クオータ制の導入という点に限らず、政治的・社会的マイノリ

ティの権利拡充を進めていく上で有益だと考えられる。 

また、事例研究から明らかになったのは、右派政党から左派政党への政権交代をきっかけ

に候補者クオータ制の導入が進むということである。今回取り上げたポルトガルの事例に

加え、2007 年に候補者クオータ制が導入されたスペインにおいても、左派政党が伸長し政

権が交代した時に導入が進んだ。すなわち、候補者クオータ制のような抜本的な改革を実行

するには、政権交代も重要な要素だと推測される。 

最後に、本稿では世界 20 か国のデータを用いて分析を行ったが、最も候補者クオータ制

の導入が進んでいる地域であるラテンアメリカ諸国は含まれていない。したがって、今後の

研究では、ラテンアメリカでも候補者クオータ制の導入と左派政党の伸長に同様の関係が

見られるのかについて明らかにされたい。 

 
164 2005 年のポルトガル議会選挙において、与党・社会民主党が大敗した背景には、ポルト

ガル国内における経済不振がある。低成長によって財政赤字が拡大する状態が続き、政府の

パフォーマンスが非難され、支持率が急落した (Weeks 2018)。 
165 衆議院議員の総議員定数 465 名のうち、小選挙区選出議員の定数が 289 名、比例代表選

出議員の定数が 176 名に配分されている。 
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第１２章 

 

民主主義はなぜ性的少数者を保護しないのか？ 

―民主主義と寛容性の交互作用の観点から― 

 

加藤 蒼貴 

 

 

要約 

 

現在、性的少数者の権利保護への関心が高まっており、そのような権利保護の要因につい

ての研究が進んでいる。しかし、既存研究では、一部の地域に限定した研究が多く、世界規

模の研究は少ない。また、民主主義か否かと性的少数者の権利保護との間には関連がないと

いう知見が得られているが、その理由は追及されていない。そこで、本稿では、2017 年の

性的少数者に対する法的保護状況のデータセットを構築した上で、民主主義指標と、性的少

数者に対する寛容度の指標との交互作用項を用いて、民主主義が性的少数者の法的保護に

与える影響のメカニズムを検証した。分析結果からは性的少数者への寛容性が高い地域で

は民主主義の国ほど性的少数者の権利保護が拡充していくが、性的少数者への寛容性が低

い地域では、民主主義は権威主義国と同程度に性的少数者の権利保護に消極的になること

が明らかとなった。性的少数者の法的保護の拡充の上で、性的少数者への寛容性が高い国で

は、民主化を進めることが重要であるが、性的少数者への寛容性が低い国では、性的少数者

への偏見を是正するとともに、国際的な圧力によって権利保護を訴えていくことが重要で

あると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

近年、国際的に性的少数者166の権利保護が進んでいる。2012 年時点では、世界で 10 ヵ

国のみが同性婚を導入しているに過ぎなかったが、2022 年現在では同性婚導入国数が 31

ヵ国となっており、導入ペースは高まっている。また、日本においても、2015 年から自治

 
166 性的少数者とは、同性愛者などの性のあり方が一般的なものとは違った人を指し、しば

しば LGBT と表記される。LGBT はそれぞれ Lesbian (女性同性愛者)、Gay (男性同性愛

者)、Bisexual (両性愛者)、Transgender (性自認が生物学的な性別と異なる人) の頭文字で

ある。また、LGBT に Queer (性的少数者又は LGBT に当てはまらない性的少数者) と

Questioning (性自認や性的指向が定まっていない人) を加えた LGBTQ、Intersex (身体的

な性が一般に定められている男性や女性に当てはまらない人)を加えて LGBTI と表記する

こともある (cf. 齊藤 2019)。https://tokyorainbowpride.com/lgbt/ (2022 年 11 月 17 日)。 
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体におけるパートナーシップ制度が導入され、2021 年 3 月には同性婚を認めないことは法

の下の平等を定める憲法 14 条 1 項に反するという判決が札幌地方裁判所で下されるなど、

性的少数者に対する関心や理解が徐々に増えつつある167。 

確かに国際的には、同性婚合法化を中心に、性的少数者の権利を保護する法制度が広まり

はじめているが、世界全体を見てもそのような制度が一般に浸透しているとまでは言えな

い。例えば、同性婚合法化の導入ペースは高まっているものの、未だ世界全体の 2 割の国が

導入しているにすぎない168。また、一部の国や地域では、依然として同性愛が懲役刑や死刑

などの厳罰の対象となっている。 

既存研究では、このような性的少数者の法的保護が拡充する要因がいくつか指摘されて

いる。Ayoub (2015) は、EU 加盟国内で性的少数者の権利保護が普及する要素として、国

際的な LGBT 権利保護団体の存在が影響を与えることを示唆している。また、Helfer and 

Voeten (2013) では、欧州裁判所の判決が性的少数者の法的保護の拡充に正の影響があるこ

とが明らかになっている。 

このように、性的少数者の権利保護の規定要因の研究が進んでいるが、既存研究にはいく

つかの課題が指摘できる。第一に、既存研究は一部の地域の観察が中心で、地域横断的なデ

ータは用いられていない研究が多い。一部の地域に事例を限定することで、政治体制や宗教

的要因などの地域的な偏りのある要因を考慮できない問題がある。例えば、EU を分析対象

とすると (Ayoub 2015)、民主主義体制と非民主主義体制の比較が難しく169、イスラム教な

どの性的少数者の権利保護と負の関連 (e.g. Asal et al. 2013) を持つ宗教的背景のある国で

の知見の一般化可能性にも留保が置かれることになるだろう。第二に、政治体制が性的少数

者の権利保護に影響を与えるメカニズムについては疑問が残されている。例えば、民主主義

体制の国であれば、市民的自由が保障されやすく、性的少数者の自由も尊重されやすいと思

われるが、既存研究では民主主義の影響は負に有意や統計的に関連がないなど、解釈が難し

い結果が出ており (Asal et al. 2013; Ayoub 2015)、それらの理論的な説明も少ない。 

上記の問題意識から、本稿は、既存研究ではメカニズムが定かでない民主主義体制の影響

に着目し、2017 年の 36 ヵ国の性的少数者に対する法的保護状況のデータセットを構築し

た上で、民主主義が性的少数者に対する法的保護を進める (進めない) メカニズムを理論

的・実証的に明らかにする。本稿は、民主主義の特徴を市民の選好が政策決定に反映される

政治体制と捉え、性的少数者に対する寛容度が低い場合には、そのような市民の選好が法的

保護の拡充を阻害することを主張する。分析結果からは、民主主義は単独では性的少数者の

法的保護と関連はなく、性的少数者への寛容性が高い地域でのみ、法的保護の拡充を進める

ことが明らかになった。 

 
167 札幌地判令和 3 年 3 月 17 日裁判所 HP 参照 (平成 31 年 (ワ) 267 号)。 
168 http://emajapan.org/promssm/world (2022 年 10 月 27 日)。 
169  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M049 (2022

年 10 月 31 日)。 
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続く第 2 節では、既存研究で指摘されている性的少数者の権利保護の規定要因を整理し、

第 3 節では民主主義が性的少数者に対する法的保護を拡充するメカニズムについて、性的

少数者への寛容性に着目した理論仮説を導出する。第 4 節では本稿の理論仮説を検証する

ためのデータと分析手法について説明を行い、第 5 節では分析結果の議論を行う。最後に、

第 6 節では議論によって得た知見をもとに、性的少数者への法的保護を進めるための示唆

を提示したい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．性的少数者の権利保護の規定要因 

 

性的少数者の権利保護の規定要因について、既存研究の知見の整理を行う。まず、第一に、

国際的な組織の影響が指摘されている。たとえば、EU 加盟国内では、EU という地域連合

そのものが作用し、性的少数者への法的保護が進むことが示唆されている (Ayoub 2015; 

Swimelar 2017)。加えて、欧州裁判所の判決 (Helfer and Voeten 2013) や国家をまたぐ

LGBT 団体の存在 (Ayoub 2015) も性的少数者の権利保護に影響を与えると示唆される。

また、性的少数者の権利保護を阻害するような規定要因としては、Asal et al. (2013) は、

コモンローの国では、性的少数者に否定的な判決基準が参照されるため、性的少数者のため

の法制度の採択数が減少することを明らかにしている。 

驚くべき知見の一つは、性的少数者の権利保護と民主主義の水準との間には強い関連が

ないというものである。Ayoub (2015) は EU12 カ国の比較では、民主主義の水準と性的少

数者の権利保護との間にはむしろ負の相関があり、新規加盟国を含めると統計的に有意な

関連が失われるという結果を報告している。また、Asal et al. (2013) では、民主主義国ほ

ど、同性愛行為の合法化のタイミングは早いが、横断的な比較では民主主義の水準は合法化

と統計的に有意な関連がないとされる。 

上記のように、性的少数者の権利保護の規定要因について、研究の蓄積があるが、本稿が

注目する民主主義と性的少数者の法的保護との関連については一貫した関連がないか、と

きに負の関連すらあるという直感に反する結果も得られている。そこで、本稿では、民主主

義がなぜ性的少数者の権利を保護しない場合があるのかという問題を考えたい。 

 

２－２．性的少数者に対する寛容性の影響と要因 

 

このような民主主義と性的少数者の権利保護との奇妙な関係を説明する鍵として、市民

の文化的要因があるかもしれない。まず、性的少数者に対する寛容性については、宗教的要

因の影響が強いことが明らかとなっている。例えば、イスラム教は性的少数者に対して否定
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的であり (Hooghe et al. 2010)、実際にイスラム教徒が多い国では同性愛行為が非合法化さ

れている可能性が高い (Asal et al. 2013)。イスラム教が性的少数者の権利保護を阻害する

原因として、クルアーンの逸話を同性愛禁止と捉えていることが考えられる  (大形 

2019)170。また、聖書やコーランなどを第一とする宗教的原理主義的な傾向を持つ人物は、

性的少数者に対して寛容でないことも示唆されている (Laythe et al. 2002; Sherkat et al. 

2011)。 

一方、宗教的要因によらない性的少数者の寛容性の問題もある。Andersen and Fetner 

(2008) では、民主主義国 35 ヵ国の同性愛への寛容性について、国民所得の不平等が拡大す

るにつれて、同性愛への許容度が低下することが示されている。また、Sherkat et al. (2011) 

では、アメリカ国内において、共和党支持者や保守派は同性婚に反対しやすいことが明らか

となっており、性的少数者への寛容性が低いことがうかがえる。加えて、Brewer (2003) は、

平和主義者は性的少数者の権利を保護する政策を支持しやすく、性的少数者に対して寛容

であるという。 

次節では、このような性的少数者に対する寛容性の違いが、民主主義が「民主的に」性的

少数者の権利保護を抑制する可能性を主張する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．性的少数者に対する寛容度と民主主義 

 

一般市民が主権者となる民主主義は、市民の自由との関わりが深い政治体制である171。し

かし、既存研究では、民主主義体制の国ほど、性的少数者の権利保護が進むという一貫した

結果は得られていない。 

本稿は、このような問いに対して、性的少数者に対する寛容性が背後で影響することを主

張する。性的少数者への寛容性は国によって違いがあり、必ずしも民主主義体制と結びつい

ているものではない。例えば、セルビアは民主主義国であるが、性的少数者に対する寛容度

が低い172。民主主義国では、民主主義の水準が高まるほど、一般市民の政策選好が政策決定

に反映されやすいため (e.g. Acemoglu et al. 2015)、性的少数者への寛容性が低い社会では、

民主的なプロセスを通じて、有権者の性的少数者に対する寛容度の低さが性的少数者の権

利拡充を阻害するという状況が生まれるのではないかと考えられる。 

上記のメカニズムが機能する場合、性的少数者への寛容性の違いによって、民主主義の水

 
170 しかし、一部ではあるがこのクルアーンの逸話を同性愛禁止だと捉えないイスラム学者

も存在する (cf. 大形 2019)。 
171 https://freedomhouse.org/about-us (2022 年 11 月 17 日)。 
172 http://en.gsa.org.rs/wp-content/uploads/2012/08/Research-Prejudices-Exposed-2010 

-GSA.pdf (2022 年 11 月 17 日)。 
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準が性的少数者の法的保護に与える影響が異なると推察される。具体的には、民主主義国で

は、性的少数者への寛容性が高いほど、性的少数者への権利拡充が進むが、寛容性が低い場

合には、権利拡充が進まない。したがって、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 性的少数者への寛容性が高い場合のみ、民主主義体制であることが性的少数

者の権利保護を促進する。 

 

３－２．その他の要因 

 

その他の要因として、いくつかの統制変数を考慮する。第一に、選挙制度の影響がある。

選挙制度は、大きく多数代表制と比例代表とに分類されるが、このうち比例代表制は、少数

派の代表に重点を置いた選挙制度であり (Norris 1997)、市民の政治的有効性感が高まり投

票率が向上することもあって (Karp and Banducci 2008)、多数代表制に比べて、少数派の

意見が取り入れられやすいと考えられる。よって、選挙制度に比例代表制を採用している国

はそれ以外の国と比べて、性的少数者の意見が反映されやすく、性的少数者の権利保護が進

んでいるだろう。第二に国際機関の影響がある。Ayoub (2015) や Swimelar (2017) では、

EU という地域連合への加盟が性的少数者の法制度導入に正の影響を与えることが明らか

となっている。最後に、前節で述べた通り、イスラム教国は性的少数者に対する法制度の採

択状況に対して負の影響を与えることが示唆されている (Asal et al. 2013)。以上の三つの

要因は、その影響に一定の関心があるものとして統制変数に投入する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

上記の理論仮説を検証するために、2017 年の性的少数者に対する法的保護状況、民主主

義指標、性的少数者に対する寛容度を集約したデータセットを構築した。頑健性の確認のた

め、民主主義指標は Polity 5 と Freedom House の 2 種類のデータを用い173、二通りの分

析を実施した。分析対象国はデータセット内で欠損値が確認されなかった国で、Polity 5 の

民主主義指標を用いた分析では 35 ヵ国、Freedom House の民主主義指標を用いた分析で

は 36 ヵ国が含まれる。 

従属変数には、「The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association」のサイト174に基づき、性的少数者に対する法的保護状況のデータを用いた。

 
173 2 種類の民主主義指標は既存研究から選定した (cf. Asal et al. 2013; Ayoub 2015)。 
174 https://ilga.org/ (2022 年 10 月 27 日)。 
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この変数では、性的少数者に対する法的保護の状況を三段階で捉え、同性愛について、同性

婚またはそれに近い制度を導入している国を 3、同性婚やそれに近い制度がない国を 2、同

性愛が懲罰となる国を 1 とした。 

次に理論的に関心のある独立変数として、性的少数者に対する寛容度を用いた。性的少数

者に対する寛容度は、World Values Survey (世界価値観調査) のデータ175に基づき作成し

た。World Values Survey は、世界各国の市民を対象とした国際比較調査であり、各国の個

人の価値観を知ることができる。性的少数者に対する寛容度のデータを構築する上で、

World Values Survey の二つの設問を用いた。第一の設問は「同性愛について、それが常に

正当化されると思うか、決して正当化されないと思うか」であり、1 から 10 までの 10 段階

で評価する。数値が高ければ高いほど正当化の度合いが高い。この設問は、石原 (2012) も

同性愛の寛容性を測る尺度として用いている。第二の設問は「隣人に同性愛者がいたら嫌か」

である。この設問では、隣人に同性愛者がいることについて、嫌であれば 1、嫌でなければ

2 を選択する。以上の 2 つの設問の回答結果を各国の回答者で平均し、その値を分析対象国

全体で標準化176した後、両設問の標準得点の平均値を性的少数者に対する寛容度とした。た

だし、一方の設問のみしか尋ねられていない国では、その設問の標準得点を用いる。 

加えて、同じく理論的に関心のある独立変数として、民主主義指標を用いる。民主主義指

標は、頑健性の確認のため、2 種類のデータを用いた。第一に Polity 5 の民主主義指標であ

る (以下、民主主義指標 (Polity))177。民主主義指標 (Polity) は 0 から 10 の 11 段階で制度

化された民主主義の度合いから同じく 0 から 10 の 11 段階で制度化された権威主義の度合

いの値を引いた-10 から 10 の 21 段階で示される値である。第二に、Freedom House の民

主主義指標である (以下、民主主義指標 (FH))178。民主主義指標 (FH) は 7 つの項目の点

数からできており、選挙プロセス、政治多元性と参加、政府の機能、表現と信仰の自由、団

体や組織の権利、法の支配、個人の自律性と個人の権利が含まれる。各項目の点数はそれぞ

れ、12 点、16 点、12 点、16 点、12 点、16 点、16 点満点で評価されている。 

その他の統制変数として、選挙制度・国際機関・宗教的要因・経済規模を投入する。選挙

制度の要因として、比例代表制ダミーは IDEA のデータを基に作成した179。比例代表制を

導入している国を 1、そうではない国を 0 とした。また、国際機関の要因として、EU 加盟

国ダミーはEUの公式サイトに基に作成した180。2017年までにEUに加盟している国を 1、

それ以外の国を 0 とした。さらに、宗教的要因としてイスラム教ダミーをCIA の「The World 

 
175 https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (2022 年 10 月 27 日)。 
176 1 つ目の設問が 10 段階、2 つ目の設問が 2 段階で尺度に違いが生じているため、標準化

を行い、尺度を統一している。 
177 https://www.systemicpeace.org/polityproject.html (2022 年 11 月 5 日)。 
178 https://freedomhouse.org/ (2022 年 10 月 27 日)。 
179 https://www.idea.int/ (2022 年 11 月 5 日)。 
180 https://european-union.europa.eu/index_en (2022 年 10 月 27 日)。 
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Fact Book」のサイトの情報を基に作成した181。イスラム教徒が過半数を超えている国を 1、

それ以外を 0 とした。最後に、国家の経済規模を統制するため、World Bank Data から一

人当たり GDP のデータを収集した182。一人当たり GDP は自然対数化して分析に用いる。 

 

表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

 
181 https://www.cia.gov/the-world-factbook/ (2022 年 10 月 27 日)。 
182 https://data.worldbank.org/ (2022 年 11 月 5 日)。 

変数名 変数説明 出典

性的少数者の法的保護状況 同性婚またはそれに近い制度を導入している

国を3、同性婚やそれに近い制度がない国を

2、同性愛が懲罰となる国を1と三段階で示し

た値。

International Lesbian,

Gay, Bisexual, Trans and

Intersex Association

性的少数者に対する寛容
度

以下の二つの設問の回答結果を各国の回答者
で平均し、その値を分析対象国全体で標準化

した後、両設問の標準得点を平均した値。
1. 同性愛について、それが常に正当化される

と思うか、決して正当化されないと思うか。
2. 隣人に同性愛者がいたら嫌か。

World Values Survey

民主主義指標 (Polity) 0から10の11段階で制度化された民主主義の

度合いから同じく0から10の11段階で制度化

された権威主義の度合いの値を引いた-10か

ら10の21段階で示される値。

Polity 5

民主主義指標 (FH) 選挙プロセス、政治多元性と参加、政府の機
能、表現と信仰の自由、団体や組織の権利、
法の支配、個人の自律性と個人の権利の7つ

の項目の点数から成り立つ指標。

Freedom House

比例代表制ダミー 2017年までに比例代表制を採用しているか否

かのダミー変数。

International Idea

EUダミー 2017年までにEUに加盟しているか否かのダ

ミー変数。

European Union

イスラム教ダミー 国民の多くがイスラム教徒か否かのダミー変
数。

CIA

一人当たりGDP GDP (国内総生産) ÷総人口。 World Bank Data

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

性的少数者の法的保護状況 36 2.0000 0.7817 1 3

性的少数者に対する寛容度 36 0.0000 0.9487 -1.4188 2.0493

民主主義指標 (Polity) 36 6.3714 3.2521 0 10

民主主義指標 (FH) 36 59.4722 26.6411 13 99

比例代表制ダミー 36 0.4444 0.4969 0 1

EUダミー 36 0.1111 0.3143 0 1

イスラム教ダミー 36 0.3333 0.4714 0 1

一人当たりGDP 36 16475.4333 17921.0702 1235.1890 61150.7272
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４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、重回帰分析を実施した。なお、性的少数者の法的保護状況のデータ

は 2012 年～2017 年までの最大 6 年分のデータセットが揃っていたため、重回帰分析の他

に固定効果によるパネルデータ分析を行うという選択肢もあった。しかし、6 年の間で従属

変数には大きな変動がなく、固定効果モデルによるパネルデータ分析よりも、単年度の重回

帰分析を行う方が適切であると判断した。重回帰分析の結果の解釈では、国ごとの時間的に

変動しない異質性の影響を統制できていない点には注意されたい。 

 

 

５．分析結果 

 

表 3 は、2017 年の性的少数者の法的保護状況について、民主主義指標 (Polity) を用いて

重回帰分析を行った結果である。Model 1・3 では交互作用項を投入しないモデル、Model  

 

表３ 性的少数者の法的保護状況の重回帰分析 (民主主義指標 (Ｐｏｌｉｔｙ)) 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

(定数項) 2.0718 *** 1.7594 *** 2.3953 † 2.2850 *

(0.1525) (0.2083) (1.1723) (1.0892)

民主主義指標 (Polity) -0.0107 0.0202 -0.0095 0.0253

(0.0230) (0.0264) (0.0235) (0.0264)

性的少数者に対する寛容度 0.6112 *** 0.1815 0.5251 ** 0.0205

(0.1222) (0.2363) (0.1710) (0.2675)

民主主義指標 (Polity)×寛容度 0.0554 * 0.0624 *

(0.0265) (0.0266)

比例代表制ダミー 0.4194 * 0.3109 †

(0.1894) (0.1818)

EUダミー -0.1359 -0.2285

(0.3291) (0.3081)

イスラム教ダミー -0.4887 † -0.6223 *

(0.2444) (0.2339)

log (一人当たりGDP) -0.0384 -0.0536

(0.1222) (0.1137)

調整済みR2 0.4818 0.5311 0.5406 0.6041

N 35 35 35 35

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は標準誤差。

従属変数

性的少数者の法的保護状況
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2・4 では性的少数者に対する寛容度と民主主義指標 (Polity) の交互作用項を投入したモデ

ルを推定している。Model 3 を見ると、寛容度は統計的に有意に正であるが、民主主義指標 

(Polity) の係数は統計的に有意でない。既存研究の知見通り、民主主義は必ずしも性的少数

者の法的保護を拡充するものではない。 

一方、Model 4 を見ると、寛容度と民主主義指標 (Polity) の交互作用項の係数は統計的

に有意に正である。つまり、性的少数者に対する寛容度が高まるほど、民主主義が法的保護

に与える効果は強まる。仮説 1 に整合的な結果である。 

他の統制変数では、イスラム教ダミーが有意に負、比例代表制ダミーが有意に正である。

宗教的要因は性的少数者の権利保護に多大な影響を与えており、比例代表制は少数派の意

見を取り入れやすい選挙制度であることが示唆される。 

表 4 は、同様の重回帰分析を、民主主義指標 (FH) を用いて行った結果である。Model 

3 では、民主主義指標 (FH) は統計的に有意でなく、各国の自由度に注目した指標でも、

自由と性的少数者の権利保護との間に関連がないというのは意外である。一方、Model 4

では、性的少数者に対する寛容度と民主主義指標 (FH) の交互作用項は 10%水準ではある 

 

表４ 性的少数者の法的保護状況の重回帰分析 (民主主義指標 (ＦＨ)) 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

(定数項) 1.6192 *** 1.4496 *** 2.1284 † 2.1586 *

(0.3285) (0.3686) (1.0550) (1.0161)

民主主義指標 (FH) 0.0064 0.0076 0.0029 0.0055

(0.0053) (0.0054) (0.0056) (0.0056)

性的少数者に対する寛容度 0.4564 ** 0.0817 0.4418 * -0.2003

(0.1488) (0.3987) (0.1677) (0.3899)

民主主義指標 (FH)×寛容度 0.0050 0.0086 †

(0.0050) (0.0047)

比例代表制ダミー 0.4109 * 0.4205 *

(0.1886) (0.1817)

EUダミー -0.2202 -0.3145

(0.3208) (0.3133)

イスラム教ダミー -0.4851 * -0.5794 *

(0.2359) (0.2330)

log (一人当たりGDP) -0.0328 -0.0666

(0.1124) (0.1098)

調整済みR2 0.5087 0.5091 0.5652 0.5968

N 36 36 36 36

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は標準誤差。

従属変数

性的少数者の法的保護状況
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が、正に有意である。寛容度が高い国ほど、民主主義が法的保護を拡充する。 

性的少数者に対する寛容度がどのような範囲にある時に民主主義指標が性的少数者の法

的保護に影響するのかを明らかにするために限界効果プロットを作成した。 

図 1 では、各民主主義指標の性的少数者に対する法的保護状況への限界効果とその 90%

信頼区間を示している。図を見ると、いずれも性的少数者に対する寛容度が 1 を超えるあ

たりから、90%信頼区間の下限が 0 を超えている。すなわち、10%水準で統計的に有意に正

になることが分かる。反対に、寛容度が低い国では、民主主義の限界効果は有意でないか、

民主主義指標 (Polity) では、寛容度が-1 を下回ると、統計的に有意に負の関連になる。民

主主義度合いが進むと性的少数者への権利保護が進むのは性的少数者に対する寛容度が高

い国に限られ、寛容度が低い国ではこのメカニズムが機能しない、あるいは、寛容度が低い

国では民主主義国の方が性的少数者の権利保護に消極的な可能性すらあることが分かった。 

 

図１ 民主主義指標と性的少数者に対する寛容度の限界効果プロット 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、性的少数者に対する法的保護について、性的少数者に対する寛容度と民主主義

指標の交互作用項を用いて、民主主義が性的少数者の法的保護に与える影響のメカニズム

を明らかにしてきた。分析結果では、性的少数者の権利保護に民主主義が貢献するのは性的

少数者への寛容性が高い国に限られ、性的少数者への寛容性が低い国では、「民主的に」性

的少数者の権利保護に消極的になっていることが示唆された。 

以上の知見から、性的少数者の権利拡充のための提言を考えたい。性的少数者に対する寛

容度が高い国では、民主主義の水準を高めることが効果的であるが、性的少数者への寛容性
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が低い国では、性的少数者に対する偏見を是正することが必要である。また、既存研究の知

見に依拠すれば、国際的な機関の圧力によって外圧的に法的保護の機運を高めることが重

要であると考えられる。 

国際的な機関の圧力が法的保護を拡充した一例として、セルビアの事例がある。セルビア

は民主主義国家であるが、性的少数者に対する寛容度が低く、性的少数者の権利保護に消極

的な国だったという183。しかし、2009 年に EU 加盟を申請以降、加盟交渉を通じて EU と

の関係性を築くことによって、性的少数者の権利拡充が進んだ (Swimelar 2017)。EU のよ

うに国際的な機関が性的少数者の権利保護について国際的な圧力を醸成するような取り組

みが求められる。 
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第１３章 

 

中央地方関係が難民認定率に与える影響 

―財政分離度・分権度の観点から― 

 

倉持 涼音 

 

 

要約 

 

本稿は、中央政府と地方政府の関係性に着目し、先進国が難民受け入れを進める要因を考

察する。近年では、難民受け入れにおける地方自治体の重要性が指摘されつつあるものの、

既存研究は、受け入れ国の経済的・政治的要因に着目したものが大半であり、中央地方関係

に着目したものはほとんど見られない。そこで本稿は、「分離・融合」、「分権・集権」、「分

散・集中」の三つの側面から中央地方関係を捉え、それぞれを財政融合度、連邦制分権度、

分散度という数値指標に表した上で、2015年から 2019年までのデータに対して、プーリン

グモデルによる分析を行った。その結果、融合的、地方分権的な中央地方関係を持つ国ほど

難民認定率が高くなることが明らかとなった。これらの結果は、中央政府と地方政府の連携

を強めること、また中央政府から地方政府へ多くの財政移転を行うことが国の難民受け入

れを促進させることを示唆しており、難民受け入れにおける地方政府の役割の重要性を改

めて提起する形となった。 

 

 

１．はじめに 

 

2022 年 5 月現在、世界の難民人口は一億人を超えたとされる184。ロシアによるウクライ

ナ侵攻により 1300 万人を超える避難民が発生し、日本がその一部の受け入れを開始したこ

とも記憶に新しいが、深刻化する難民問題は解決が急がれる重大な国際問題だといえる。 

難民となった人々は庇護を求めて国境を越えるため、難民問題は紛争の当事国間には収

まらず、世界規模の問題となる。そのため、解決には国際的な負担の分担が重要だとされて

いる185。難民問題への恒久的解決策としては、①出身国への自主帰還、②庇護先での定住、

③第三国での定住の三つが挙げられるが、三つの解決策に優劣は存在せず、それぞれは相補

 
184 https://www.unhcr.org/globaltrends#:~:text=The%20announcement%20by%20the%2

0US,if%20other%20countries%20follow%20suit (2022 年 11 月 1 日)。 
185 https://www.unhcr.org/jp/protect-agenda-goal03 (2022 年 11 月 1 日)。 
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的な役割を担っている186 。 

しかし、出身国の平和と秩序の回復には相当の時間を要するため、①は簡単なことではな

い。また②に関しては、庇護先が難民発生地に隣接する途上国となることが多く、その場合

は途上国へ大量の難民が流入することになってしまう。たとえば、シリア難民の場合、トル

コに約 300 万人、ヨルダンに約 70 万人、レバノンに約 100 万人の難民が流れ込んだ187。

これでは受け入れ国にとって多大な負担となり、また難民にとっても途上国の持つ財源で

は十分な支援が見込めないといえる。そのため、③を中心とする先進国での受け入れが重要

となる。先進国による受け入れは長期的な解決策を難民に提供するだけでなく、多くの難民

を受け入れる発展途上国の助けになるという点で、重要な役割を担っているとされる 

(「UNHCR Statistical Yearbook 2002」)。 

 難民が他国へ移動し定住する権利を得るためには、希望する国で難民申請を行い、審査

を受け、難民認定を取得する必要がある。先進国による難民認定では、その認定率には国ご

とに大きな差が生まれている。たとえば、2019 年の各国の難民認定率は、カナダ 55.8%、

イギリス 46.2%、ドイツ 25.9%、フランス 18.5%、であったのに対し、日本は 0.3%と著し

く低いものだった。国際的な負担の分担が重要である難民問題の解決において、受け入れ規

模が国ごとに大きく異なっていることは国際貢献の観点で問題であるといえる。 

各国の認定率に差をもたらす要因を分析した実証研究は複数存在する。とりわけ、失業率

や政権の立場など、受け入れ国の経済状況や中央政府の要因に着目したものが多い。しかし

近年では、難民の受け入れにおける地方自治体の役割の重要性が指摘されはじめている。そ

の背景には、難民認定後に行われる中央政府による定住支援が十分でないことが挙げられ

る188。中央政府の行う支援が不十分である以上、定住先の地方自治体が主体となって行う継

続的な支援が、定住後の難民にとって必要不可欠となる。実際、各国の地方自治体では、難

民の共生を支えるための独自の取り組みが行われている。たとえば、アメリカのメリーラン

ド州は、受け入れた難民に対して職業紹介、自立までの期間の生活保護、英語教育を行う官

民共同のワン・ストップサービスを提供している189。 

地方政府による支援が難民定住の鍵となる中で、地方政府と中央政府との関係性にも焦

点が当てられている。たとえば、洪 (2008) は、難民受け入れを積極化させるためには、受

け入れる意思を有する地方自治体と中央政府との連携が十全に機能しているかが重要にな

ると述べている。また、受け入れを積極的に検討する自治体や市民が法整備や財源投入の必

 

186 https://www.unhcr.org/jp/durablesolutions (2022 年 11 月 1 日)。 

187 https://www.jica.go.jp/information/seminar/2019/ku57pq00002l4wd8att/20190701_0

1_01.pdf (2022 年 11 月 1 日)。 
188 中央政府が受け入れた難民は、中央政府やその認定機関による言語教育や職業斡旋など

を経て定住にいたるが、国からの支援は難民にとって十分ではないことが多い (ヴァーティ

キムスアン 2005)。 
189 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8667581_po_06_culture2.pdf?contentNo

=1&alternativeNo= (2022 年 11 月 1 日)。 
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要性を訴えたとしても、中央政府が全く動かないというケースも多くあるため、地方政府が

難民受け入れの実践の中で成功事例を中央政府に宣伝していく必要がある  (井口ほか 

2013) 。 

上記のように、中央政府と地方政府の連携は難民受け入れに大きく関わる要因であると

推測され、実際の状況にも影響を及ぼすと考えられる。そこで、本稿では中央政府と地方政

府の連携に注目して、その難民認定率を比較することで、難民受け入れが進んでいる国の中

央地方関係の特徴を明らかにする。中央政府と地方政府の連携の度合いを図るために、本稿

は「財政融合度 (曽我 2013)」を用いる。この指標は、地方政府の自主財源率によって表さ

れ、地方歳入に占める地方税の割合を示したものである。地方政府と中央政府がどれほど密

接な関係を持っているかを「分離・融合」の関係に捉え直しており、財政面から中央地方間

の行政上の融合関係をはかることが可能である。加えて、地方分権の程度にも注目する。地

方政府がより多くの権限を保持している場合、地方政府独自の取り組みが行われやすいと

考えられるからである。地方分権の程度については、「連邦制・分権指数」(レイプハルト 

2014) を用い、各国の分権の度合いを測る。 

分析結果からは、融合的・地方分権的な中央地方関係を持つ国ほど難民認定率が高くなる

ことがわかった。これらの結果は、中央政府と地方政府の連携を強めること、中央政府から

地方政府へ多くの財政移転を行うこと、また地方政府の中央政府に対する影響を強めるこ

とが難民受け入れを進める上で重要となることを示唆しており、難民問題における地方政

府の役割の重要性を改めて提起する形となった。 

以下の第 2 節より、難民認定率、地方自治における二つの観点から、本稿の内容に関わる

先行研究をいくつか紹介した上で、本稿が実証すべき事象を明らかにする。続く第 3 節で

は、中央地方関係を捉えるために本稿で用いる枠組みについて説明し、それらの枠組みのう

ち、いずれの状態において難民認定率が高くなるのかについて具体的な検討を行った上で、

理論仮説を導出する。第 4 節では本稿の分析に用いるデータと分析方法を提示し、第 5 節

で分析結果について議論を行う。最後に、第 6 節では、分析結果より難民受け入れにおいて

本稿から示唆される点を述べるとともに、今後の課題についても言及したい。 

 

 

２．先行研究  

 

２－１．難民認定率の規定要因 

 

難民認定率は、難民申請の審査件数のうち難民として認定された件数の割合である。難民

認定率を従属変数とした実証研究は複数存在するが、これらは、難民申請者の出自に関する

要因に着目したものと、難民受け入れ国に関する要因に着目したものの二つに分けること

ができる。第一に、難民申請者側の要因については、出身国が独裁的であり、人権侵害の程
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度が高く、内紛や政府の崩壊が起きており、虐殺や政治的殺害による死者数が多い国である

ほど、難民申請者の認定率は高くなることが分かっている (Neumayer 2005)。第二に、受

け入れ国の条件に着目したものでは、失業率が高いほど難民認定率は低くなることが明ら

かになっている。さらに、難民申請者が増加すると難民認定率は低下し、難民認定率が上昇

すると難民申請者が増加するというように、難民申請者数と難民認定率との間にも相関関

係が存在する (Toshkov 2014)。加えて、政治的要因も難民認定率に影響を与えることがあ

る。例えば、選挙前には、政党が穏健な政策を選択するため、左翼政権下であっても、右翼

政権下であっても、難民申請が集中する (Burmann et al. 2017)。また右翼政権下の場合、

左翼政権下の場合と比べて、選挙後の四半期に発生する難民申請者は少なくなることが分

かっている。 

上記のように、複数の研究が難民認定率の要因を明らかにしており、難民認定率は難民の

受け入れを表す指標として重視されている。しかし、既存研究の大半は受け入れ国の経済

的・政治的要因に着目したもので、中央地方関係などの行政的な要因への関心は弱い。 

 

２－２．地方自治体が難民受け入れに与える影響 

 

一方、難民統合とは少し異なるが、移民統合の分野においては地方政府の重要性が広く指

摘されてきており(Borkert and Caponio 2010)、とりわけ地方分権についての研究が散見

される。たとえば、分権的な国では、地方自治体が移民統合政策に与える影響は大きく、集

権的な国ではその影響は少ないとされる。これと同様のことは、難民受け入れの分野におい

ても一部指摘されている。たとえば、分権的な連邦制国家であるドイツにおける研究では、

州政府が国家の難民政策に大きな影響を与えると言われている(Laubenthal 2015)。 

しかし、地方分権については、難民保護の水準が低下するというような負の外部性をもた

らしやすいとの指摘もなされている (Holzer et al. 2000)。たとえば、各地方自治体が難民

受け入れのコストを削減するために、難民を社会保障金受給者から除外したり、庇護希望者

の滞在期間を短く設定したりするなどの負の競争が起こる恐れがあるといわれており、ま

た寛大な難民政策を行う地方自治体にそれ以外の自治体がただ乗りをするという事態も起

こりうるとされる。一方このような場合、政府は財政移転を通じて、地方自治体が難民政策

にかけるコストを埋め合わせ、難民保護水準の低下を防ぐことができる。要するに、地方政

府が難民受け入れに消極的なものとして捉えられているが、中央政府の財政移転がそのよ

うな消極化を防ぐとしている。 

また、地方分権が、地方政府の難民政策にどのような影響を与えるかに関する記述もみら

れる。例えば、地方分権的な中央地方関係を持つノルウェーは難民の統合を非常に安定的に

行っているが、その理由には、中央政府が地方自治体の自律性を重要視しているということ、

地方自治体が財政面において貪欲であること、また国家の財源が豊富であることが挙げら

れている (Askim and Steen 2020)。この研究では、一転、地方政府を難民受け入れに積極
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的なものとして扱っているが、このような場合も同様に財政資源が豊富であることが重要

となる。 

以上のような既存研究から、中央政府からの財源保障が地方政府の難民受け入れにとっ

て重要であるという点が読み取れる。しかし、中央地方間の財源移転が国の難民受け入れに

影響を与えているかどうかに関しては、未だ実証的に明らかになっていない。加えて、地方

分権の観点でも、中央地方関係が分権的である場合に地方政府が国家の難民政策に大きな

影響を与えうるとする指摘はあるものの、中央政府の難民認定の積極性にどのような影響

を与えるかは分かっていない。そこで本稿は、中央地方関係に着目した上で、中央地方政府

間の財源移転と分権の度合いが難民認定率に与える影響を、実証的に明らかにする。 

 

 

３．理論仮説 

 

 先述の通り、難民の受け入れを規定する要因として、中央政府と地方政府との関係が重要

になると考えられる。それでは、どのような中央地方関係を構築することが、難民受け入れ

を促進するといえるのだろうか。 

 

３－１．中央地方関係と「分離・融合」 

  

 本稿では、中央地方関係を把握する上で、第一に「分離・融合」の概念を用いる。中央地

方関係の分離・融合は、政策実施における両者の機能の重複度を表している。ある政策領域

の政策実施について、中央政府と地方政府が連携的に政策供給を行う場合を融合、そうでな

い場合を分離として捉える。融合型の中央地方関係においては、政策の共同実施がはかられ

るため、財政的には中央政府方地方政府への財政移転の度合いが高まることになる。それゆ

え、分離・融合は自主財源比率などの観点から指標化される。このような分離・融合は洪 

(2008) が指摘するような、中央政府と地方政府がどの程度連携しているかを理解する際に

重要となる。 

続いて、「分離・融合」の概念を難民問題に当てはめて考えるが、留意すべき点が二つあ

る。第一に、難民を受け入れるかの判断が最終的には中央政府によって行われるということ

である。つまり、地方政府の難民受け入れ体制がいくら整っていたとしても、中央政府がそ

のような政治的意思を持たなければ、難民の受け入れは進まない。難民認定率の判断を直接

左右できるのは中央政府であるという点に注意したい。 

第二に、中央政府と地方政府との間で、難民受け入れに対する積極性が異なる場合がある。

それぞれの状況を検討するために、ここでは、中央・地方政府の難民受け入れに対する態度

を①中央政府も地方政府も積極的な場合、②中央政府は消極的だが地方政府が積極的な場

合、③中央政府は積極的だが地方政府が消極的な場合、④中央政府も地方政府も消極的な場
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合の 4 つに分ける。表 1 は 4 つの分類と、それぞれの状況で分離型と融合型のどちらが難

民受け入れを進めやすいか検討した結果を表にまとめたものである。 

 

表１ 中央政府と地方政府の積極性 

 

 

まず、①中央政府も地方政府も積極的な場合であれば、両者の意思が一致しているため、

融合的であろうとなかろうと、結果として難民受け入れは進むと考えられる。次に、④中央

政府も地方政府も消極的な場合ついても、両者の意思が一致すると、外部的な要因が働かな

い限り、分離的か融合的かにかかわらず難民の受け入れを進めることは難しい。 

それでは、②中央政府は消極的だが、地方政府が積極的な場合はどうか。この場合には、

地方政府の積極性が中央政府に影響を与えて受容される場合に難民の受け入れが進むだろ

う。融合型であれば、政策領域の重複度合いが高いため、それだけ両者の接触の機会も多く

なると考えられる。実際、日本の府県・政令市の関係を対象とした研究では、融合型の地方

自治制度が評価されており、府県と政令市が相互に補完・連携することで地方自治が充実す

るという実態が実証的に明らかになっている (水谷 2017)。このような連携を通して効果的

なサービスの提供を目指す地域は多くあり190、それらの地域では府県と政令市の首長間の

協議やコミュニケーションが意識的に行われる。難民政策においても、地方と中央政府との

間で協議などが頻繁に行われていれば、地方政府の積極性を中央政府が汲み取る可能性も

高くなり、また相互に補完しながら政策実行できるのであれば、中央政府が消極的であった

としても、難民認定が進められやすくなるかもしれない。これに対し、分離的である場合、

両者の連携が取れていないため、中央政府が難民認定を積極的に行うようになるきっかけ

が特に与えられないと考えられる。よって、融合型の中央地方関係のもとで両者の連携が取

 
190 例えば、愛知県・名古屋市、広島県・広島市、京都府・京都市、新潟県・新潟市などで

ある。 

積極的 消極的

① ②

分離型 ○ 分離型 ×

融合型 ○ 融合型 ○

③ ④

分離型 × 分離型 ×

融合型 ○ 融合型 ×

中央政府

地

方

政

府 消

極

的

積

極

的
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られていることが重要だといえるが、これは、前述の洪 (2008) が示唆するところである191。 

最後に③中央政府は積極的だが、地方政府は消極的な場合については、これも同様に融合

的である方が難民認定率の増加につながると考えられる。融合的であれば、中央政府からの

移転財源が多くなるため、地方政府の難民政策に対する財政措置が行いやすくなると推測

される。また、融合型は機能の重複を通して中央政府が地方自治体の意思決定に関与するた

め、地方政府に大きく関わる難民受け入れのような問題であっても、意思決定を行いやすい

と考えられる。 

以上の検討結果を踏まえると、中央政府と地方政府の積極性に違いにかかわらず、融合型

の方が難民受け入れを進めやすいと考えられる。よって、以下の仮説が導出される。 

 

仮説１ 融合型の国ほど、難民認定率は高くなる。 

 

３－２．権力分割と国家制度 

  

 次に、権力の分割という観点から、中央政府と地方政府との関係を捉えたい。本稿では、

国家制度に注目する。なぜなら、権力分割の問題はしばしば国家制度と関連づけられるから

である192。中央地方関係を基準とした国家制度には、主に連邦制と単一制の二種類が存在し、

それぞれは異なる理念のもとに成立している。 

まず、連邦制では、複数の州が契約関係を結ぶことで一つの連邦国家が形成される。「地

方が集まって国家をつくる」という連邦主義の考え方を元にしており、具体的には、アメリ

カ、オーストラリア、カナダなどの国が連邦制に当てはまる。基本的な特徴は、中央政府と

地方政府との間の権限分割を保障することであり (Lijphart 2014)、両者は互いに対等な関

係にあるとされる (岩崎 1987)。反対に、単一制は、まず国家が存在しそれを地方に分ける

という考え方に基づいており、中央政府が対外的にも対内的にも主権を持つ。具体的には、

フランス、イタリア、日本などの国に当てはまる。単一制の特徴として、中央政府は全ての

分野における立法権を持ち、地方政府との間では地方よりも優位に立つという優劣関係を

持っている (岩崎 1987)。Lijphart (2014) は国家制度の分類を通して、「ほとんどの連邦

制国家は分権的」であり、「ほとんどの単一国家は中央集権的」であるとしている。 

 それでは、難民受け入れの増加に適した国家制度はどちらになるだろうか。第一に、連邦

制の場合、国家全体として難民政策の質の向上が促進されると考えられる。連邦制の国家で

は、地方政府が、国家の政策決定に影響を与えやすいとされている (Borkert and Caponio 

2010)。たとえば、ドイツの連邦制の特徴は、州政府が国家の政策に大きな影響を与えるこ

 
191 洪 (2008) は、難民受け入れを積極化させるためには、受け入れる意思を有する地方自

治体と中央政府との連携が十全に機能しているかが重要になると述べている。 
192 たとえば、政治学では権力分割と連邦制を同義のものとして扱うことが多いとされてい

る (レイプハルト 2014)。また、連邦制は統治におけるさまざまなレベルで権力を分割して

おり、「最も単純で明快な権力分割の方法」(レイプハルト 2014) だと考えられている。 
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とにあるとされる (Laubenthal 2015)。そのため、難民の統合政策を実行する州政府が、労

働市場における問題などの難民統合に関する主張を行うと、その内容が政策に反映され、結

果として国家全体での難民政策の質の向上につながると考えられる。つまり、連邦制は地方

分権的でありながら、地方の意思を対等な関係で中央政府に伝えることができるため、国と

しての難民受け入れを積極化させる可能性がある。 

 第二に、地方分権的である方が、地方の実情に即した効率的な意思決定を行えると考えら

れる。地方政府は、投票行動を通じて住民のニーズを把握し、それをもとに地方政府予算を

配分する。そのため、地方のニーズに沿った効率的な資源配分が可能になる193。たとえば、

小学校の増設は地方住民の生活に大きく関わる問題だが、この政策決定は中央政府が一律

で行うよりも、それぞれの地方政府が行った方が良いと考えられる。なぜなら、それぞれの

地方で小学校増設の優先度は異なるからである。地方政府の取り組みが重要となる難民受

け入れにおいても同じことが言えると考えられる。地方自治体ごとに、難民を受け入れる余

裕がどの程度あるかは財政面でも住居などの施設面でも異なるため、これらの政策決定は

それぞれの地方政府が行う方が効率的になされる可能性が高い。 

 以上の検討結果を踏まえると、地方分権的な連邦制の方が難民受け入れに適していると

考えられる。よって以下の仮説が導出される。 

 

仮説２ 分権的な国ほど、難民認定率は高くなる。 

 

なお、中央地方関係を捉えるもう一つの概念に「集中・分散」がある。これは両政府間

の権限配分と、それぞれの政府が取り持つ機能の大きさを表す概念である。地方政府がよ

り多くの権限を持っており、公的サービスにおいても多くの責任を持っている場合は分

散的であるとされる。地方が多くの権限を持つという点に注目すると、仮説 2 と同様に、

以下の仮説が導出される。 

 

仮説３ 分散的な国ほど、難民認定率は高くなる。 

 

 ところが、分離と分権、融合と集権はそれぞれ相関しやすいとも言われている。確かに、

分離型のように地方政府が自主財源を多く有するなら、それらの財源を用いて中央政府

から自律的に意思決定を行うことが可能になるため、両者の関係は分権的になると考え

られる。その場合、仮説 1と仮説 2が両立しない可能性もある。 

しかし、この二つの概念は必ずしも同じ前提を共有しない。例えば、曽我 (2013) は、

分離・融合を中央政府と地方政府の接触や働きかけの有無と広く理解すると、地方政府か

ら中央政府への働きかけも容易になるため、「融合の方が地方政府の意向の実現につなが

 
193 https://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Pol/Decentralization/200608_higash

ikata.html 
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りやすいこともある」とし、「地方の意向が国政・地方政治全体としてどの程度反映され

るかという観点と分離・融合とは別問題である」と述べている。 

 また、分散・集中の概念を含めた場合に、三つの側面は「分散・集中・集権」と「集中・

分離・分権」という二つのパターンに整理されてきたとされる194。しかし、この場合も同

様に、三つの概念は「原理上は相互に独立している」と指摘されている (建林ほか 2009)。

そのため、本稿においても、全ての側面を互いに相関し合っているものとして盲目的に捉

えるのは相応しくないということがいえるだろう。 

 したがって、本稿では、「分離・融合」「分権・集権」「分散・集中」の三つの概念につ

いて、基本的にはそれぞれを別個の概念として扱う。 

 

 

４．データと方法 

 

４ー１. 使用するデータ 

 

 上記の理論仮説に基づき、本稿では難民認定率の規定要因を明らかにしていく。一般的に

難民認定率は、年間の難民認定数を難民審査件数の合計で割り、百分率に直したものを指す。

難民認定率の算出の仕方に国際的な決まりは存在しないが、UNHCR は二種類の方法を提

示している195。この二種類の違いは、分子となる難民認定数に「補完的保護数196」を含める

かどうかというものである。今回の分析では、「補完的保護数」を含めず、正式な難民認定

を受けた「認定数」のみを難民認定数に数えた「Refugee Recognition Rate」を用いる。ま

た、難民申請者の中でも、庇護国に到着して初めての申請を行う者や、一度拒否された難民

申請の不服申し立てとして再申請を行う者など、それぞれ審査の段階が異なっている。既存

研究では、一次審査の判断による認定数のみを対象とした難民認定率を用いたものが多い

が、今回の分析では「補充的保護」、「一時的保護」、「一時的庇護」の三つのみを除いた全て

の段階197を認定数の合計に含めることにした198。 

 
194 なお、実際には「集中・融合・集権」と「分散・分離・分権」という組み合わせが成立

しやすいと後述されている (建林ほか 2009)。 
195 「Refugee  Recognition Rate (RRR)」と「Total Recognition rate (TRR)」の二種類で

ある (UNHCR Statistical Yearbook 2009)。 
196 「補完的保護」とは、難民として正式な認定を受けていないものの、さまざまな理由か

ら帰還が不可能、または望ましくない者の在留を認め、保護する制度である。https://www.

refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48a5731c2 (2022

年 11 月 2 日)。 
197 具体的には、「新規申請 (NA)」、「不服審査の判断 (AR)」、「再申請／再開申請 (RA)」、

「米国市民権及び移住サービス (IN)」、「米国移住事務局による審査 (EO)」、「司法審査 

(JR)」、「一次審査及び不服申し立て／審査請求 (FA)」、「特定の事件の際に処理された再申

請 (BL)」、「特別在留 (TR)」、「スイスにおける州の規定 (CA)」の 10 段階である。 
198 新規申請かどうかにかかわらず中央政府の下す難民認定件数を把握したいためである。 



188 

 

表２ 変数説明 

 

 

表 2 は分析に使用する変数をまとめたものである。独立変数のうち、本稿では「財政分離

度」、「連邦制・分権度」、「分散度」の三つに理論的関心を寄せている。まず、仮説 1 の検証

には「財政分離度」を用いる。これは、地方税を地方歳入199の合計で割ったものを百分率に

直したもので、曽我 (2013) による記述に基づいて作成した。この数値が高い国ほど、分離

的な国であるということができる。 

 次に、仮説 2 の検証では「分権度」を用いる。この指標については、レイプハルト (2014) 

が作成した「連邦制・分権指数」を使用した。分権の度合いを図る指標は他にも存在するが、

連邦制か単一国家制かという国家制度が考慮されており、対象国が比較的多かったために

「連邦制・分権指数」を選択した。具体的には、憲法に連邦制を規定する旨が表明されてい

るかどうかという基準のもと、各国を連邦制国家と単一制国家という二つのカテゴリに分

け、それぞれをさらに中央集権的か地方分権的かというサブカテゴリに分けたのち、これら

の各カテゴリを点数化することで作成されたものである。上記のどのカテゴリにも明確に

分類できない国に関しては、半連邦制というカテゴリが設けられ、「連邦制・中央集権」と

「単一国家・分権」との中間に位置づけられている。本稿では、レイプハルト (2014) に掲

載されている中では最新のものである 1981 年から 2010 年のデータを使用した。 

 最後に、「分散度」は、全政府部門歳出を地方政府歳出で割り百分率に直したもので、建

林ほか (2009) による記述に基づいて作成した。分散度は各国 2015 年度のものを一定の値

として使用した。 

 その他には、統制変数として、各国の総人口、労働者人口割合、外国人人口割合、失業率、

一人当たり年間 GDP を投入する。表 3 は分析に使用する変数群の記述統計である。 

 

 
199 なお、地方政府のデータは基本的に「local government」のものを用いているが、オー

ストラリアとアメリカ合衆国については「state government (州政府)」のデータを用いてい

る。 

変数名 変数説明 出典

難民認定率 認定数÷(総処理数−その他中断件数)×100。 UNHCR Data Finder

財政分離度 地方税÷地方政府歳入。 OECD data (曽我謙悟 (2013)、『行政学』に基づいて

作成。)

連邦制分権度 連邦制・分権指数 (1981-2010)。 レイプハルト (2014) 、『民主主義 対 民主主義　多数

決型とコンセンサス型の36カ国比較研究 [原著第2

版]』、p.271

分散度 地方政府歳出÷全政府部門歳出 (2015)。 OECD data (建林ほか (2009) 、『比較政治制度論』

に基づいて作成。)

総人口 総人口。 The World Bank Data Bank

労働者人口割合 15~64歳人口÷総人口。 The World Bank Data Bank

外国人人口割合 外国人人口÷総人口 (2015)。 The World Bank Data Bank

失業率 失業率。 OECD data

一人当たりGDP 一人当たり年間GDP。 OECD data
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表３ 記述統計 

 

 

 分析ではデータの制約上200、24 カ国のデータを用いる。先にも述べた通り、本稿は先進

国での難民受け入れに焦点を当てるため、対象国は全て OECD 加盟国としてある201。欧州

難民危機によりヨーロッパ諸国に大量の難民が流入202した 2015 年から、新型コロナウイル

スの世界的な流行によって難民申請者が激減203した 2020 年より前のデータを用いるため、

分析に際して、2015 年から 2019 年の 5 年間分をまとめたプーリングデータを作成した。 

 

４－２．推定方法 

 

 上記のプーリングデータを用いて重回帰分析を行う204。先述の通り、従属変数を難民認定

率、独立変数を財政分離度、分権度、分散度とし、統制変数には総人口、労働力人口割合、

外国人人口割合、失業率、一人当たり年間 GDP を投入する。分析に際して、総人口と一人

当たり年間 GDP については自然対数化を行い、国ごとにクラスター化したロバスト標準誤

差を推定している。また、年度は固定効果として投入している。 

 
200 レイプハルト (2014) に「連邦制・分権指数」の記載のあった 36 カ国のうち、分離度、

分散度の算出に必要なデータが収集されなかった国を除いた 24 カ国である。 
201 内閣府は、先進国を「OECD 加盟国。ただし一人当たり GDP が一万米ドル以下の国を

除く」ものと定義しており (内閣府「世界経済の潮流 2014 年Ⅰ」)、本稿で扱う国々はこの

定義に従う。 
202 2015 年の初めから 12 月 7 日までに 91 万人の難民・移民がヨーロッパの海岸へ到着し

た。そのうちの 75%以上は、アフガニスタン、シリアの戦乱から逃れてきた者である。ht

tps://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.h

tml (2022 年 11 月 15 日)。 
203 例えば、イギリスでは 2020 年度の難民申請者は 18%減少した。https://www.refugeec

ouncil.org.uk/latest/news/asylum-applications-fall-in-2020-as-the-backlog-of-cases-awai

ting-a-decision-reaches-a-new-high/ (2022 年 11 月 15 日)。 
204 中央地方関係や国家制度は短期的に変化するものではない。そのため、2015 年から 2019

年までの 5 年間を分析対象とする本稿では、国内での変動を捉えた固定効果モデルによる

分析は行わなかった。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

難民認定率 120 30.4053 18.9558 0.0777 74.0168

財政分離度 120 38.1172 15.6313 10.1604 78.3124

連邦制分権度 120 2.5667 1.5542 1 5

分散度 120 36.1542 18.4040 6.2000 76.2000

総人口 120 41284881.2833 67305795.8272 330815 328329953

労働力人口割合 120 65.2030 2.4886 59.4249 73.3589

外国人人口割合 120 15.1100 8.9827 1.6148 43.9641

失業率 120 6.9790 4.4757 2.4000 24.9000

一人当たり年間GDP 120 52538.5095 17054.8437 26760.1522 116441.7904
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５．分析結果 

 

 表 4 が分析結果である。Model 1 では理論的関心のある独立変数のみを投入し、Model 2

では人口に関わる統制変数 (総人口、労働年齢人口割合、外国人人口割合)を、Model 3 で

は経済に関わる統制変数 (失業率、一人当たり年間 GDP)をさらに投入した。 

 

表４ 中央地方関係が難民認定率に与える影響 

 

 

５－１. 財政分離度と難民認定率の関連 

 

分析の結果、財政分離度において、Model 1 では 5%水準で有意な負の相関が、Model 2・
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3 では 0.1%水準で有意な負の相関が見られた。つまり、財政分離度が高まるほど難民認定

率が低下しており、分離的な地方自治制度が難民の受け入れを阻害することが明らかにな

った。これは、中央政府と地方政府の機能の重複が両者の連携を強め、難民受け入れにおい

て相互に補完し合うことを可能にするため、中央政府による難民認定が行われやすくなっ

ているということなのであろう。それゆえ、分析結果は仮説 1 に整合的である。さらに、財

政分離度は地方政府の自主財源率と同じ数値であるため、分析結果は地方政府の自主財源

率が高い国ほど難民認定率が低くなることも意味している。中央政府が多くの財政移転を

行うことが難民受け入れを円滑に進め、結果として中央政府による難民認定を行いやすく

させることが推測される。 

 

５－２. 分権度と難民認定率の関連 

 

次に、連邦制分権度に関しては、Model 1 では 5%水準で有意な正の相関が、Model 2・3 

では 1%水準で有意な正の相関が見られた。この結果は、地方分権的な国ほど難民認定率が

高くなることを意味しており、分権的な地方自治制度が難民受け入れを進めることが明ら

かになった。地方政府の意向が中央政府に反映されることで国家全体の難民政策の質が向

上すること、また各地方政府による効率的な難民政策が行われることから、難民の受け入れ

が順調に進み、これを受けて中央政府による難民認定も行われやすくなるものと考えられ

る。これは仮説 2 に整合的な結果である。分散度に関しては、特に有意な結果が得られなか

った。地方自治体の持つ機能の大きさは、中央地方政府の関係性を考慮したものではないた

め、それ自体では難民受け入れに影響することはないのかもしれない。 

 

 

６．結論 

 

 本稿では、難民認定率を増加させる要因として中央政府と地方政府の関係に注目し、「分

離・融合」、「分権・集権」、「分散・集中」の三つの側面から分析を行ってきた。分析の結果、

両者の関係は、分離型よりも融合型、中央集権的であるよりも地方分権的である方が、それ

ぞれ難民の受け入れは進みやすいということが明らかになった。 

このことから、まず、難民受け入れには中央政府と地方政府との強い連携が重要になると

分かった。そのため、両政府間の協議の場を設けることが、連携を強化し、難民受け入れを

進めるものと期待できる。例えば日本では、国の政策の企画や実施において地方自治に影響

を及ぼすものについて国と地方が協議を行う「国と地方の協議の場」が法律で定められてい

る205。国と地方の協議の場では、税率や地方創生、近年では新型コロナウイルスの対策等に

 
205 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ayumi/chiiki-shuken/bahousei/bahousei-inde

x.html (2022 年 11 月 15 日)。 
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ついて地方政府の意見を取り入れた議論が行われているが、難民政策に関わる議論は未だ

見られない206。本稿の分析結果に基づくと、このような協議の場で難民政策について両政府

の意見をすり合わせることが、連携を強める一つの手段になると期待される。難民の受け入

れが財政的な融合によって進むのであれば、難民受け入れ施策について、中央政府による財

政移転を拡充することが重要かもしれない。さらに、地方政府の意見を国家の難民政策に反

映すること、各地方政府の実情に合わせた政策を行うことも重要である。 

 最後に、本稿の問題点、並びに今後の課題とされる点についても述べたい。まず、本稿で

扱った難民認定率は、難民申請者の審査段階を考慮したものではない。先行研究では一次審

査のみの結果を難民認定率として求めたものも多いため、対象とする審査段階について本

稿の分析に適したものの検討を行う余地がある。次に、本稿のデータは 2015 年度から 2019

年度までの 5 年分を対象としたものであり、対象国も 24 カ国のみであったことから、デー

タの数が限られている。この点について、対象期間と対象国を増やすことで、結果をより頑

健なものにすることが求められる。 

本稿では、難民認定率を増加させることに焦点を当てて分析を行ってきたが、認定率を増

加させることだけが最適な難民受け入れの形であるとはいえない。難民の人数増加に伴っ

て、難民政策の質の維持も問題となるからである。とはいえ、中央政府が行う難民認定に影

響を与える要因として、中央地方関係のあり方を検討することは、地域社会と大きく関わる

難民受け入れにおいて重要な視点である。難民研究の分野においても、地方政府の役割を改

めて検討する必要があるかもしれない。 
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第１４章 

 

自治体業務のデジタル化の要因とその職員への影響 

―地方自治情報管理概要に基づく実証分析― 

 

加藤 拓海 

 

 

要約 

 

近年、業務の電子化を始めとしたデジタル・トランスフォーメーション (DX) が官民と

もに推進されている。しかし、行政の取り組みに関してその要因や効果を実証した研究は限

られている。そこで本稿では、各自治体のデジタル化への取り組みが、近隣自治体における

デジタル化の推進状況の影響を受けているのか、また、取り組み実施によって職員の業務へ

の満足度が向上し、結果として離職率が低下しうるのかの二点を、総務省の「地方自治情報

管理概要」からパネルデータを作成した上でそれぞれ分析した。その結果、制度の策定状況

やシステムの利用状況は同都道府県の他の自治体の推進状況と正の関係にあることが明ら

かとなった。また、ICT の研修の取り組みが進む自治体ほど離職率が高まる傾向にあるとい

う、仮説とは逆の分析結果が得られた。このことから、自治体は近隣自治体の制度やシステ

ムの利用状況を、自組織における取組推進のための参考にしていること、また、ICT の研修

の取り組みは業務への満足度に影響を与える一要素であることが示唆される。自治体は、研

修が職員の業務負担や業務満足度を向上させるべく、自組織の現状を踏まえた適切な内容

で行われるように制度を運用していく必要があると言える。 

 

 

１．はじめに 

 

日本の行政におけるデジタル化は、世界的に見れば進んでいると言える。例えば、2022

年に国連が発表した、電子政府の発展度合いの指標である E-Government Development 

Index において、日本は世界 193 か国中 14 位と比較的高い順位に位置している207。同じく

国連が 2022 年に発表した、電子政府への国民参加の指標である E-Participation Index で

は、日本は首位であった。 

しかし、官民に共通してデジタル化は世界に後れを取っているという認識が強く、社会的

な課題となっている208。デジタル化の後れは、業務の効率性や生産性の改善に負の影響を与

 

207 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (2022年10月26日)。 

208 https://www.digital.go.jp/policies/report-202109-202208/modernizing-digital-infrastr
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えうる。その例として、2021 年に、官僚が作成した法案で合計 181 か所もの誤りが発覚し

た事件が挙げられる。ミスの発生を防止できなかった原因として浮き彫りになったのが、法

案の説明用資料の印刷作業や誤字脱字の確認作業に忙殺され、内閣法制局への手渡しでの

法案提出を求められるなど、デジタル化が進むなかで非効率と言える作業に多大な時間を

費やす必要に迫られている業務実態である209。このようなデジタル化の後れによる非効率

的な作業は、国家公務員組織だけでなく地方公務員組織にも存在すると推測される。 

デジタル化を推進する上で妨げとなっているのが、従来の制度・組織体制である。これら

をデジタル化に合うよう改革する動きは、デジタル・トランスフォーメーション (DX) と

呼ばれる。DX を進めるためには、民間企業だけでなく政府の役割も重要となる。実際に、

政府は DX を「将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビ

ジネスモデルを創出・柔軟に改変すること」と定義している210。また、国が実施するデジタ

ル化に関しては、「国民生活の利便性を向上させ、行政機関や民間事業者等の効率化に資す

る」ものであるとしている211。 

DX は、地方自治体でも重要な政策課題になっている。2021 年、いわゆる「デジタル改

革関連法」が成立し、そのなかで地方自治体は「デジタル社会の形成に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を活かした自立的な施策を策定し、及

び実施する責務」を持つことが規定された212。その前年となる 2020 年には、総務省が地方

行政のデジタル化の進展を目指すべく、「自治体 DX 推進計画」を策定している213。同計画

では、「自治体情報システムの標準化・共通化」や「マイナンバーカードの普及促進」、「行

政手続のオンライン化」など、デジタル化に向けて自治体が重点的に行うべき取り組みが示

された214。同年 9 月には、政府や自治体の ICT のシステムを共通化し、両者の連携を強化

しつつ、DX の大幅な推進を図るべく、新しい官庁としてデジタル庁が発足した215。 

しかし、地方自治体の DX の取り組みが日本全体で大きく進んでいるとまでは言い難い

のが現状である。表 1 は、2021 年度時点での市町村別の DX の取り組み状況を表したもの

である。市に限っても、取り組みを実施している自治体は全体の 2 割から 4 割弱に留まっ 

 

ucture-for-inclusive-growth/ (2022 年 11 月 3 日)。 
209 なお、ミスが多発した原因としては他に、前年に発生した新型コロナウイルスへの対応

に追われたことも指摘されている。https://www3.nhk.or.jp/news/special/kasumigaseki/ar

ticle/article_210607.html (2022 年 11 月 1 日)。 
210 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12187388/www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/p

df/20200717/siryou3.pdf (2022 年 11 月 3 日)。 
211 https://www.city.shijonawate.lg.jp/uploaded/attachment/15914.pdf (2022 年 11 月 7

日)。 
212 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000035 (2022 年 11 月 7 日)。 

213 https://www.soumu.go.jp/denshijiti/ (2022 年 10 月 26 日)。 

214 https://www.soumu.go.jp/main_content/000835167.pdf (2022 年 10 月 26 日)。 

215 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd113410.html (20

22 年 11 月 1 日)。 
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表１ 市町村のＤＸの取り組み状況 (２０２１年度) 

 

出典: 総務省「自治体 DX 推進計画策定後の動き」216を基に筆者作成。 

 

ている。町村に関しては、実施する自治体の割合が 1 割強と、デジタル化の後れが顕著とな

っている。 

自治体のデジタル化は、限られた予算と人員のなかでサービスの質を向上させるために

不可欠な取り組みであると言える。したがって、行政においてデジタル化を推進・阻害する

要因があるならば、その実態を明らかにすることは重要である。その先行研究として、有馬・

堀 (2017) は、自治体のデジタル化のための人材育成の方針とその実際の育成との間に乖離

が生じていることを指摘している。また、黒木 (2022) は、自治体の財政状況が健全である

ほど IT 関連予算が増加し、IT の調達の適正化が実施されやすくなる一方で、IT 関連予算

が過度に大きい場合には、その使途が IT の活用と関連しなくなる可能性を実証的に明らか

にしている。 

本稿では、自治体のデジタル化の取り組み状況と近隣自治体の同取り組み状況、また、デ

ジタル化の取り組みの推進とそれに伴う職員の負担軽減を理由とした離職率の低下とがそ

れぞれ関連しているのかを検証した。分析にあたっては、総務省の「地方自治情報管理概要」

の 2012 年度から 2020 年度までの 9 年分のデータを用いた。その結果、自治体のシステム

利用状況や制度に関するデジタル化の推進状況は近隣の自治体の取り組み状況と、ICT の

研修は職員の離職率とそれぞれ正の関連があることが分かった。以下では、地方自治体のデ

ジタル化の推進要因や効果に関する先行研究を紹介した上で、理論仮説及び使用するデー

タの詳細と分析手法を説明し、最後に分析結果とその解釈及び示唆を述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．地方行政のデジタル化の推進要因 

 

 
216 https://www.soumu.go.jp/main_content/000813683.pdf (2022 年 11 月 13 日)。 

全体方針を策定 全庁的・横断的

な推進体制を
組んでいる

DX推進専任部署

を設置している

市 167 315 311

(21.1%) (39.8%) (39.3%)

町 36 121 87

(4.8%) (16.3%) (11.7%)

村 4 30 22

(2.2%) (16.4%) (12.0%)
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どのような要因が、自治体の電子化の推進に影響を与えるのか。従来指摘されてきた要因

は、自治体の財政力や技術力、定員及びプライバシーの扱いをはじめとした法律上の問題な

どである (Moon 2002)。それに加えて、日本特有の原因として指摘されることとして、行

政が紙媒体をベースとした業務手続きにいまだに依存していることが挙げられる。土肥 

(2016) は、行政で利便性に欠けるシステムが設計される原因として、従来的な紙による事

務作業がコンピュータ普及後も継承されており、デジタル化に適合させるための事務手続

きの改善が行われていない点を指摘している。 

行政のデジタル化は、自治体の先進的な取り組みの一つであるだろう。それゆえ、そもそ

も自治体はどのような状況であれば、他の自治体に先んじて新規施策を導入するのかとい

う政策形成行動のメカニズムが参考になる。伊藤 (2002) は「動的相互依存モデル」の中で、

政策実施のための社会経済的・政治的条件が整っているとき、及び政策実施によって生じる

効果が確実なときの二つの状況下で新規政策が実施されると主張する。 

自治体のデジタル化についても、政策実施に影響を与える社会経済的・政治的条件が数多

く指摘されてきた。例えば、Tolbert et al. (2008) はアメリカの州政府を対象とした分析か

ら、州の歳入の多寡や住民の教育程度が電子政府の発展と関連することや、人口あたりの歳

入及び所得、都市化率、人種の多様性が州政府の ICT の組織規模と関連することを明らか

にした。また、Serrano-Cinca et al. (2009) は、市民とのコミュニケーション手段としての

技術利用に積極的な政治家の存在や、市民の経済的豊かさ、商業活動の規模などの要因を指

摘している。日本では、自治体の DX の推進度合いが人口規模や地域住民からの期待、首長

の DX に対する意思の明確さと関連していることが実証的に明らかになっている (浜口 

2022)。それに加えて、先行研究では、他地域の政策からの影響がデジタル化に関しても存

在する可能性を指摘している。例えば Ingrams et al. (2020) は、電子政府の発展度合いと

正の関係にある要因として、人口や GDP の他に、地域間の競争を挙げている。 

 

２－２．デジタル化の推進の効果と職員の離職 

 

行政のデジタル化は実際に自治体の運営や職員にどのような効果をもたらすのか。先行

研究で指摘されてきたのは、職員による汚職や住民による脱税を抑止する効果である。Nam 

(2018) は複数の国際統計を用いて分析を行い、電子自治体の成熟度と腐敗の抑制に正の関

連があることを明らかにした。また、Uyar et al. (2021) の研究では、電子政府の取り組み

の推進が脱税総額の減少に影響を与えていることが示唆された。 

本稿では、自治体 DX の推進が公務員の業務負担の改善やそれに伴う業務満足度の向上

をもたらす効果に注目したい。その効果を測るために、離職率を用いることが可能であると

考えられる。なぜなら、業務負担が過大であることや業務への満足度が低いことが職員の離

職につながるとすれば、自治体 DX の効果は職員の離職行動に一定程度反映されうるから

である。 
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行政職員の離職率に影響を与える要因についても複数の存在が指摘されてきた。まず、離

職には、解雇によりやむを得ず離職するケースと、自発的に離職するケースが存在する 

(Sowa 2021)。後者の要因に関しては、個人特有の要因を除けば、組織の内部環境と外部環

境の要因に大別できる。組織の内部要因を検証した研究としては、職員の内発的な動機付け

が燃え尽き症候群の発症や離職意向の増加を抑制しうることを指摘した Kim (2018) など

が挙げられる。また、アメリカの地方政府組織への調査結果を分析した Kaufmann et al. 

(2022) は、組織の規則が不合理であるほど職員の離職意向が増加することが示唆されてい

る。 

組織外の環境要因の例としては、Bertelli and Lewis (2012) が、外部組織への転職可能

性の高さと離職率の上昇、所属する組織特有の専門性の保有と離職率の低下が、それぞれ関

連していることを示した。また、賃金の多寡も離職率と関連があるとされる。Cho and Lewis 

(2012) は、賃金が高いほど離職意向は抑制されるものの、勤続年数が長くなるほどその効

果が減少することを示した。また、Moynihan and Landuyt (2008) がアメリカ・テキサス

州の行政機関を対象に行った分析では、給与が高いほど離職意向が高まるという結果とな

った。彼らはその原因として、給与の高さは個人の能力の高さと比例しやすいため、能力が

高い職員ほど、より給与の高い民間企業への転職意向が強まりうるという議論を行ってい

る。 

 

 

３．理論仮説 

 

本節では、自治体 DX の要因とその職員への影響について理論的説明を行う。 

 

３－１．自治体のデジタル化の推進における相互参照行動 

 

まず、前節で紹介した伊藤 (2002) の「動的相互依存モデル」に注目して理論仮説を構築

したい。「動的相互依存モデル」とは、自治体の管理する区域の社会経済的・政治的条件で

ある「内生条件」、自治体が他の自治体の動きを参考にする「相互参照」、自治体が他の自治

体に先んじて政策の採用を行おうとする「横並び競争」の三つのメカニズムによって、自治

体が政策を決定する動きを説明するモデルである (伊藤 2002)。まず、「内政条件」の整っ

た自治体が政策を採用する。続いて、政策による効果が不確実である場合、各自治体は「相

互参照」を行い、一方で確実である場合は「横並び競争」を実施する (伊藤 2002)。 

自治体の一政策である業務のデジタル化の効果が確実であるか否かは、現時点で明らか

になっていない。それゆえに、自治体のデジタル化では「動的相互依存モデル」のうち「相

互参照」のメカニズムが機能すると言える。つまり自治体は、近隣の自治体が行政のデジタ

ル化を進める際、他の自治体の動きを参考にしやすいと考えられる。 
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また、システムの導入状況に関しては、自治体が他の自治体と共同でシステムを利用する

場合がある。例えば、近年進んでいるクラウドの導入に関しては、町村部を始めとした人口

が少ない自治体ほど住民一人当たりの導入費用が高くなり、それに見合う効果が得づらい 

(有馬・堀 2019)。また、人口の比較的多い自治体でもクラウドの共同利用にはメリットが

ある。例えば、業務システムの標準化によって他自治体とのシステムの連携にかかる費用を

減少でき、自治体単独でのクラウド導入よりも財政面での効率化を図ることができる (野

津・広田 2021)。それゆえ、限られたリソースを効率化するために、近隣の自治体同士でグ

ループを結成し、クラウドの共同利用を目指す事例が多数存在する。実際に、クラウドの共

同利用を行う自治体は、導入自治体のうちの半数近くを占めている217。この現状を踏まえれ

ば、自治体のデジタル化の推進は、共同利用を促進させることによって加速すると考えられ

る。 

以上の説明を踏まえて、仮説 1 を導出する。 

 

仮説１ 近隣自治体で業務のデジタル化の取り組みが推進されるほど、自治体のデジ

タル化の取り組みも進む。 

 

３－２．自治体業務のデジタル化による職員への効果 

 

前節の先行研究の整理では、行政職員の自発的な離職の要因が、個人、組織内及び組織外

の三つに大別できることを説明した。自治体が外部環境や職員個人の要因を解決すること

は容易ではない一方、組織内部の要因は自治体の取り組みによってのみ改善できると考え

られる。そこで本稿では、自治体職員の離職要因を分析するにあたって、組織内要因の一つ

として業務のデジタル化を取り上げたい。 

先行研究では、職員の内発的なモチベーションの度合いや組織のルールの合理化が離職

意向を抑制するために効果的であることが示唆されている (Kaufmann et al 2022; Kim 

2018)。これらの要因は、デジタル化にも関連すると考えられる。具体的には、自治体が業

務のデジタル化を行う場合、それに伴う制度の整備が必要となると考えられる。その際、デ

ジタル化に適合するように規則が変更されることで、組織規則の合理性が高まる可能性が

ある。また、デジタル化が適切なかたちで推進されれば、非効率的な業務が減少して業務負

担が改善され、結果として職員のモチベーションは向上しうると言える。実際、総務省が自

治体 DX の推進で期待する効果の一つに、行政手続きを行う住民と事務方職員の負担を軽

減することが挙げられる218。以上を踏まえれば、デジタル化は職員の離職意向を減少させる

と考えられる。 

一方、統制すべき要因としては、職員の年齢も自治体のデジタル化の推進に影響を与える

 
217 https://www.soumu.go.jp/main_content/000743584.pdf (2022 年 11 月 11 日)。 
218 https://www.soumu.go.jp/main_content/000835167.pdf (2022 年 10 月 26 日)。 
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一因となりうる。日本では、若者ほどスマートフォンやパソコンなどの IT 機器を活用でき

る一方、高齢になるほどこれらの機器を利用できていない傾向にあるという、世代間の情報

格差の問題が生じているとされる219。若手職員よりも十分な ICT 教育を受けてきておらず、

ICT に関する理解が不足する傾向にある年代の職員がデジタル化の計画や判断を行うこと

によって、その取り組みが不適切なかたちで推進され、結果として業務の効率性が大きく改

善されない可能性がある。したがって、分析の際には年齢の影響を統制する必要があると言

える。 

以上の説明を踏まえて、仮説 2 を導出する。 

 

仮説２ 自治体業務のデジタル化の取り組みが推進されるほど、職員の離職率は低下

する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するにあたっては、総務省が公表する「地方自治情報管理概要」の

データを使用した220。本データは、総務省が毎年、都道府県及び市町村に対し、デジタル化

の推進体制や情報化に関する各取り組みの実施有無などを調査した結果をまとめたもので

ある。同調査は設問項目が多く、その内容も具体的である。例えば、デジタル化のための制

度の策定有無や人事交流の取組有無、部門別のシステム導入有無といったデータが利用で

きる。また、全自治体のデータが網羅されており、2020 年度までは大幅な設問内容の変動

も見られない221。したがって、「地方自治情報管理概要」は各自治体のデジタル化の進展状

況を計測するためのデータとして適切であると判断した。 

分析にあたっては、「地方自治情報管理概要」の 2012 年度から 2020 年度までの 9 年分

のデータからパネルデータを作成した。 

 

４－２．変数 

 
219 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/pdf/n4600000.pdf (2022

年 11 月 1 日)。ただし、世代間のデジタル・ディバイドはすでに解消されたという見解も

存在する。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO98209890Z00C16A3I00000/ (2022

年 11 月 1 日)。 
220 https://www.soumu.go.jp/denshijiti/060213_02.html (2022 年 11 月 11 日)。 
221 「地方自治情報管理概要」は 2021 年度から名称が「自治体 DX・情報化推進概要」に変

更され、設問内容の大幅な更新が行われた。そのため、2021 年度のデータは分析で用いな

かった。 
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分析にあたっては、デジタル化の各項目の実施有無を五つに分類し、それぞれ主成分分析

によって第 1 主成分の得点を算出して変数を作成した。第一に、制度の策定状況である。こ

の変数は、申請・届出等手続の「オンライン化実現に関する計画」、「オンライン利用促進に

関する計画」、「オンライン化するための条例」及び「e-文書条例」の策定・制定有無のダミ

ー変数を縮約した値である。 

第二に、研修の取組状況である。この変数は、「職員に対し情報化研修を実施」、「IT を活

用した業務改善方法についての職員研修を実施」、「部外の情報化研修に職員を派遣」、「情報

処理に関する資格取得を奨励」の各項目の実施有無のダミー変数を縮約した値である。 

第三に、人事の取組状況である。この変数は、「職員に対し情報化研修を実施」、「IT を活

用した業務改善方法についての職員研修を実施」、「部外の情報化研修に職員を派遣」、「情報

処理に関する資格取得を奨励」の各項目の実施有無のダミー変数を縮約した値である。 

第四に、システム利用状況である。この変数は、「公共事業の入札」、「物品調達の入札」、

「手数料等の歳入の納付」、「公共施設予約」、「図書館蔵書検索・予約」の各システムの導入

有無のダミー変数を縮約した値である。 

第五に、システム共同利用状況である。この変数は、「公共事業の入札」、「物品調達の入

札」、「手数料等の歳入の納付」、「公共施設予約」、「図書館蔵書検索・予約」の各システムの

共同利用有無のダミー変数を縮約した値である。 

 

表２ 主成分分析の結果 

 

 

 

制度 研修 人事 システム システム

策定状況 取組状況 取組状況 利用状況 共同利用状況

申請・届出等手続のオンライン化実現に関する計画の策定状況 0.6046

申請・届出等手続のオンライン利用促進に関する計画の策定状況 0.5895

申請・届出等手続をオンライン化するための条例の制定状況 0.4629

e-文書条例の制定状況 0.2695

職員に対する情報化研修の実施状況 0.5523

ＩＴを活用した業務改善方法についての職員研修の実施状況 0.4651

部外の情報化研修への職員の派遣状況 0.5585

情報処理に関する資格取得の奨励状況 0.4084

業務担当部門と情報主管課の積極的な人事交流の推進状況 0.6417

民間企業等への職員の派遣状況 0.5664

情報化のための外部の専門人材の採用状況 0.5171

公共事業にかかる電子入札システムの導入状況 0.5588

物品調達（非公共事業）にかかる電子入札システムの導入状況 0.4983

手数料等の歳入の電子納付システムの導入状況 0.2887

公共施設予約システムの導入状況 0.4786

図書館蔵書検索・予約システムの導入状況 0.3564

公共事業にかかる電子入札システムの共同利用状況 0.6360

物品調達（非公共事業）にかかる電子入札システムの共同利用状況 0.6284

手数料等の歳入の電子納付システムの共同利用状況 0.2276

公共施設予約システムの共同利用状況 0.3737

図書館蔵書検索・予約システムの共同利用状況 0.0957

寄与率 0.5260 0.3492 0.3829 0.3905 0.3290

第1主成分
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仮説 1 の従属変数は、制度の策定状況、研修の取組状況、人事の取組状況、システム利用

状況をそれぞれ用いた。また、仮説 1 の独立変数は、近隣自治体からの政策波及効果を検証

するべく、前述の四変数の都道府県内平均値及びシステム共同利用状況を使用した。 

なお、他自治体の施策の実施による波及効果を検証した研究としては、田中 (2013) が挙

げられる。この研究に基づけば、他自治体の政策実施状況の平均値は、厳密には、隣接する

自治体における平均値を使用するのが適切であろう。ただし、本稿では同都道府県の他の自

治体における平均値をその代わりとして用いた。 

仮説 2 の従属変数は、総務省の「地方公務員給与実態調査」のデータをもとに、各市町村

の離職者数を一般行政職員数で割って算出した離職率を、最小値を足して自然対数化した

上で用いた222。また、仮説 2 の独立変数は、仮説 1 の従属変数で使用した四つの変数を使

用した。 

 

表３ 変数説明 

 

 

 
222 ただし、同調査の離職者数は一般行政職員以外の職員も含んだ値であることに留意され

たい。一般行政職員に限った離職者数のデータが同調査に掲載されていないためである。 

変数名 変数説明 出典

制度策定状況 申請・届出等手続の「オンライン化実現に関

する計画」、「オンライン利用促進に関する
計画」、「オンライン化するための条例」及
び「e-文書条例」の策定・制定有無の情報を

主成分分析によって縮約した値。
研修取組状況 「職員に対し情報化研修を実施」、「IT を

活用した業務改善方法についての職員研修を
実施」、「部外の情報化研修に職員を派
遣」、「情報処理に関する資格取得を奨励」
の各項目の実施有無の情報を主成分分析に
よって縮約した値。

人事取組状況 「業務担当部門と情報主管課の積極的な人事

交流を推進」、「情報化のための外部の専門
人材を採用」、「民間企業等へ職員を派遣」
の各項目の実施有無の情報を主成分分析に
よって縮約した値。

システム利用状況 「公共事業の入札」、「物品調達の入札」、

「手数料等の歳入の納付」、「公共施設予
約」、「図書館蔵書検索・予約」の各システ
ムの導入有無の情報を主成分分析によって縮
約した値。

システム共同利用状況 「公共事業の入札」、「物品調達の入札」、

「手数料等の歳入の納付」、「公共施設予
約」、「図書館蔵書検索・予約」の各システ
ムの共同利用の有無の情報を主成分分析に
よって縮約した値。

離職率 退職者数÷一般行政職員数×100 の式で算出

し、対数化した値。
平均年齢 市町村別の一般行政職員の平均年齢。

平均給与 市町村別の一般行政職員の平均給与。

総人口 市町村別の総人口を対数化した値。

財政力指数 基準財政収入額÷基準財政需要額の値の過去

3年間の平均値。

「地方公務員給与実態

調査」

「社会・人口統計体

系」

「地方自治情報管理概

要」
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表４ 記述統計 

 

 

仮説 1・仮説 2 に共通の統制変数としては、第一に、職員の年齢が高まるほど ICT への

理解度が低下し、デジタル化が推進されづらくなると考え、職員の平均年齢を投入した。第

二に、財政状況に余裕のある自治体ほどデジタル化が推進されると考え、財政力指数を投入

した。第三に、人口規模が大きい自治体ほど業務の効率化のためにデジタル化が推進される

と考え、総人口を自然対数化して用いた。また、仮説 2 では、職員の給与が高まるほど離職

率は低下すると考え、一般行政職員の平均給与も統制変数として投入した。 

 

４－３．分析手法 

 

本稿の分析にあたっては、「地方自治情報管理概要」の 2012 年度から 2020 年度までの市

町村別データを利用し、デジタル化の項目別取り組み状況のパネルデータを作成した223。さ

 
223 本稿の分析では 2012 年度以降に追加された設問のデータを用いているため、それ以前

のデータは使用しなかった。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

総人口 13386 10.0332 1.4016 5.0689 13.3686

財政力指数 13386 0.4961 0.2833 0.0500 2.2100

平均年齢 13386 41.9898 2.0252 33.3000 51.3000

平均給与 13386 3124.4503 177.5658 2313 3683

離職率 13386 10.0133 6.8981 0.0000 163.2653

制度策定状況 13386 -0.0005 1.4520 -1.1254 3.8382

研修取組状況 13386 -0.0220 1.1670 -1.5922 4.6240

人事取組状況 13386 -0.0008 1.0621 -0.4213 9.0874

システム利用状況 13386 -0.0695 1.3582 -1.1317 5.3005

システム共同利用状況 13386 -0.0125 1.2744 -0.8188 6.4800

職員に対する情報化研修の実施状況 13386 0.6769 0.4677 0 1

IT を活用した業務改善方法についての職員研修の実施状況 13386 0.0671 0.2502 0 1

部外の情報化研修への職員の派遣状況 13386 0.5105 0.4999 0 1

情報処理に関する資格取得の奨励状況 13386 0.0365 0.1874 0 1

業務担当部門と情報主管課の積極的な人事交流の推進状況 13386 0.1182 0.3228 0 1

民間企業等への職員の派遣状況 13386 0.0113 0.1056 0 1

情報化のための外部の専門人材の採用状況 13386 0.0559 0.2297 0 1

申請・届出等手続のオンライン化実現に関する計画の策定状況 13386 0.2743 0.4462 0 1

申請・届出等手続のオンライン利用促進に関する計画の策定状況 13386 0.1860 0.3891 0 1

申請・届出等手続をオンライン化するための条例の制定状況 13386 0.4325 0.4954 0 1

e-文書条例の制定状況 13386 0.0576 0.2330 0 1

公共事業にかかる電子入札システムの導入状況 13386 0.2662 0.4420 0 1

物品調達（非公共事業）にかかる電子入札システムの導入状況 13386 0.0914 0.2881 0 1

手数料等の歳入の電子納付システムの導入状況 13386 0.0249 0.1558 0 1

公共施設予約システムの導入状況 13386 0.2419 0.4282 0 1

図書館蔵書検索・予約システムの導入状況 13386 0.3669 0.4820 0 1

公共事業にかかる電子入札システムの共同利用状況 13386 0.2829 0.4504 0 1

物品調達（非公共事業）にかかる電子入札システムの共同利用状況 13386 0.0962 0.2949 0 1

手数料等の歳入の電子納付システムの共同利用状況 13386 0.0080 0.0891 0 1

公共施設予約システムの共同利用状況 13386 0.1433 0.3504 0 1

図書館蔵書検索・予約システムの共同利用状況 13386 0.1077 0.3100 0 1
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らに、項目別の実施有無の情報を、前述の主成分分析によって分野別に縮約した上で分析を

行った。さらに、年度や自治体固有の要因を統制するため、本稿の分析では固定効果モデル

を用いた。なお、前年度の自治体の環境・状況が、翌年の取り組み状況や職員の離職に影響

を及ぼすというタイムラグを考慮して、従属変数はすべて翌年の値を投入する。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．自治体のデジタル化の取り組み状況と近隣自治体の推進状況との関係 

 

自治体のデジタル化への取り組み状況が近隣の自治体の取り組み状況と関連しているか

を、デジタル化の分野ごとに分析した。その結果、表 5 の Model 1 における制度取組状況

の都道府県内平均と、Model 4 のシステム利用状況における都道府県内平均はいずれも統計

的に 1%水準で正に有意となった。すなわち、制度策定状況とシステム利用状況の二つの要

素は、他の自治体における推進状況と正の関連のあることが示された。この結果から、自治

体は近隣自治体の ICT に関する制度やシステムの利用状況を、自らの取り組みの実施を判

断するために把握し、その情報を活用していることが示唆される。 

一方で、研修取組状況と人事取組状況に関しては、都道府県内平均は有意とはならなかっ

た。これらの分野は、自治体が他自治体の取り組みを注視せずに独自で取り組みを進めてい

るか、他自治体の取り組みは参考にしつつも、人員・予算面の限界やその他自治体特有の要

因のため自らの組織に反映しづらい可能性が考えられる。 

独立変数であるシステム共同利用状況に関しては、人事取組状況を従属変数としたモデ

ルにおいて正に有意となった。このことから、システムの共同利用が推進されることに伴っ

て、デジタル化に関する人事の取り組みが活性化すると考えられる。一方で、制度策定状況

や研修取組状況を従属変数とした場合、システム共同利用状況は有意にはならなかった。こ

の結果からは、システムの共同利用が自治体の制度策定状況や研修取組状況の進展には必

ずしも直結しないことが示唆される。システムの共同利用を進めても、そのために新たな制

度や研修を導入する必要がないのだとしたら、コストの面からも、システムの共同利用のメ

リットは大きいと言える。 

また、統制変数に関しては、システム利用状況を従属変数としたモデルの総人口及び制度

策定状況を従属変数とした場合の平均年齢が、それぞれ正に有意となった。総人口に関して

は、人口が多い自治体ほど、人口に比例して増加するデータを効率的に管理するためにシス

テムを導入する必要性が高まると考えれば、結果は妥当であると言える。また、職員の平均

年齢が高い自治体ほど制度の策定が推進される原因としては、平均年齢が高いほど、制度の

策定に関与できる職員の割合が高まり、結果として制度の整備が進みやすくなっている可

能性が挙げられる。 
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表５ 自治体のデジタル化の取り組み状況が近隣自治体の推進状況から受ける効果 

 

 

５－２．自治体のデジタル化の取り組み状況と職員離職率の関係 

 

続いて、自治体のデジタル化への取り組みが離職率の改善と関連しているかを検証した。

Model 1 では、制度策定状況及び人事・研修の各取組状況とシステム利用状況の四変数を投

入して分析を行った。Model 2 では、これらに加えて、総人口及び平均年齢、平均給与、財

政力指数を統制変数として投入し分析した。その結果、10%水準ではあるものの、いずれも

研修取組状況が有意となった。しかし、その回帰係数の符号は仮説に反して正となった。す

なわち、分析結果からは、ICT の研修に関する取り組みと離職率の増加に正の関連があるこ

とが示された。 

また、統制変数に注目すれば、総人口と平均給与が負に、平均年齢が正にそれぞれ有意と

なった。平均年齢が上がるほど離職率が高まる要因としては、統制変数の投入目的の通り、

定年に近い職員の数が増加し、それに伴い定年退職・早期退職者の数も増えることが挙げら

制度策定 研修取組 人事取組 システム利用

状況t+1 状況t+1 状況t+1 状況t+1

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

制度策定状況の都道府県内平均 0.3168 ***       

(0.0720)

研修取組状況の都道府県内平均   0.0005     

(0.0801)

人事取組状況の都道府県内平均     -0.0313   

(0.0792)

システム利用状況の都道府県内平均       0.2720 ***

(0.0598)

システム共同利用状況 -0.0100 -0.0152 0.0362 * 0.1617 ***

(0.0145) (0.0161) (0.0170) (0.0242)

log (総人口) -0.1110 0.1919 -0.4059 2.2864 ***

(0.3216) (0.4702) (0.4654) (0.3658)

平均年齢 0.0122 † -0.0066 -0.0096 0.0055

(0.0068) (0.0120) (0.0103) (0.0093)

財政力指数 -0.4419 -0.3617 -0.2020 0.0625

(0.3368) (0.4691) (0.3431) (0.4325)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.9172 0.7026 0.5905 0.8464

N 13386 13386 13386 13386

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は自治体ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数
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れる。また、平均給与の増加に関しては、低賃金を理由とした職員の離職意向を抑制させ、

離職率を下げる効果があると考えられる。それに加えて、人口が多い自治体ほど離職率が低

下する理由としては、組織規模が挙げられる。人口が多い自治体ほど自治体組織も大規模と

なり、効率化のために諸制度の整備が進みやすくなる。その結果、職員の業務や制度に対す

る満足度が、規模の小さな自治体よりも高まる可能性がある。 

 

表６ 自治体のデジタル化への取り組み状況が職員の離職率に及ぼす効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、自治体のデジタル化の効果を検証するべく、各自治体のデジタル化の取り組み

に対する近隣自治体からの影響と、デジタル化の取り組みが離職率に与える効果を分析し

 Model 1 Model 2

制度策定状況 -0.0011 -0.0021

(0.0091) (0.0092)

研修取組状況 0.0108 † 0.0120 †

(0.0064) (0.0063)

人事取組状況 -0.0013 -0.0014

(0.0057) (0.0057)

システム利用状況 -0.0083 -0.0061

(0.0055) (0.0056)

log (総人口)   -0.8680 ***

(0.2057)

平均給与   -0.0004 **

(0.0001)

平均年齢   0.0942 ***

(0.0095)

財政力指数 0.1625

  (0.2125)

時間効果 YES YES

個体効果 YES YES

調整済みR
2 0.4429 0.4577

N 13386 13386

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

離職率t+1

従属変数

(2) ( )内は自治体ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。
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た。その結果、自治体のデジタル化の取り組みと近隣自治体における推進状況との間には正

の関連があるとした仮説は、従属変数を制度策定状況及びシステム利用状況とした場合に

おいて支持された。一方で、自治体のデジタル化の取り組みが推進されるほど職員の離職率

は低下するとした仮説は支持されなかった。さらには、研修取組状況に関しては取り組みの

推進が離職率を高めるという、仮説とは反対の結果となった。 

以上の分析結果から示唆されることとして、第一に、自治体がデジタル化を進めるにあた

って近隣の自治体における取り組みの内容や推進状況を参考にしていることが挙げられる。

自治体が単独でデジタル化を推進させることは、予算面・人員面などの限界や、支出増加に

よる市民からの反発への恐れから、困難となっている可能性がある。それゆえ、全国的にデ

ジタル化の推進を加速させる上では、官民が連携して、自治体に対する支援や情報交換を積

極的に行うことが必要であると考えられる。実際に、自治体 DX の支援のための技術提供や

コンサルティングを行う企業は多く存在する。また、総務省も自治体 DX を推進させるた

め、デジタル化の経験や技能を有する民間の人材を自治体に派遣するべく募集を行ってい

る224。 

第二に、行政のデジタル化に関する研修は職員の業務負担や業務満足度、ひいては離職意

向に影響を与えうる重要な要素であることが挙げられる。研修の取り組みが推進されるほ

ど職員の離職率が高まるという本稿の分析結果からは、研修自体に問題が生じている可能

性が指摘できる。自治体のデジタル化が職員負担の軽減を目的の一つとするならば、研修も

その目的に直結するように実施されるべきだろう。しかし、研修の頻度や内容、方法が適切

でない場合、期待される効果が生じるとは言い難い。場合によっては、研修への参加自体が

職員の業務全体への負担を増加し、満足度を低めるのかもしれない。また、システムの構造

や利用方法は、自治体ごとに程度の差はあれ異なっているのが現状だろう。そのため、すべ

ての自治体が画一的な内容で研修を行う場合、その内容が自治体特有の環境に適さない場

合がある。したがって、自治体は、職員の業務負担を確実に改善できるように、ICT 研修に

関する制度や内容を、組織の特性に適合するように設計し直す必要がある。 

さらに、ICT の技術革新が年々加速する現状を鑑みれば、研修の内容や形式の前例踏襲は

不適切だろう。最新の技術や知見を行政に反映させるためには、研修内容の定期的な見直し

が必要であると考えられる。例えば、総務省は自治体のデジタル化の推進を担当する職員に

対し、デジタル化への正しい理解や技能・知識の習得させるため、「自治体 CIO 育成地域研

修教材」を作成し公開している225。しかし、同教材の最新版は 2017 年度に作成されたもの

であり、5 年ほど改訂が行われていない。作成時点での内容の完成度は高いものであったと

しても、ICT を取り巻く状況は日々刻々と変化することを鑑みれば、改訂の頻度は高められ

 
224 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000333.html (2022 年 11

月 17 日)。 
225 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/cio_kyozai.html (2022 年

11 月 17 日)。 
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るべきであると言える。 

なお、本稿の分析の課題としては、第一に、独立変数の一つである近隣自治体のデジタル

化の取組状況の正確さが挙げられる。本稿では、近隣の自治体からの影響を測定するため、

同都道府県における他自治体の取り組み実施状況の平均値を用いた。しかし厳密には、隣接

する自治体の平均値を用いた方が、近隣自治体の影響を測定する上では適切であるとも考

えられる。第二に、統制変数として投入した職員年齢の精度が挙げられる。本稿の分析で用

いた職員の平均年齢の場合、自治体職員の年齢分布の正確な特徴を分析に反映させる上で

は限界がある。ただし、年齢分布に関するデータは一般公開されておらず、入手は困難であ

る。これらの情報を独自の調査などによって入手できれば、より正確な分析を行える可能性

がある。 
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第１５章 

 

サブスクリプション型運賃制度が公共交通に与える影響 

―全国パーソントリップ調査に基づく実証分析― 

 

遠藤 秀一朗 

 

 

要約 

 

サブスクリプション型運賃制度は、自動車依存社会から抜け出すことを目的に国土交通

省が推進している「日本版 MaaS」の取り組みの一つであり、制度導入に向けた法整備が

徐々に進められている。既存研究では、サブスクリプション型運賃を始めとする公共交通機

関への定期券の導入が人々の移動に影響を与えることが示されているが、パーソントリッ

プ調査などを用いて人々の移動目的や移動手段への影響を実証的に検証した研究はほとん

ど見られない。そこで、本稿は、1999 年から 2015 年の間に実施された全 4 回の「全国都

市交通特性調査」から自治体別のパネルデータを構築したうえで、鉄道・バスのサブスクリ

プション型運賃の導入によって、人々の移動目的や交通手段の利用状況にどのような影響

がもたらされるのかを検証した。分析結果からは、鉄道やバスのサブスクリプション型運賃

制度の導入は、外出機会の創出や、自動車依存からの脱却をもたらす効果を有することが示

唆された。さらに、サブスクリプション型運賃制度の副次的効果として、徒歩での移動機会

が増加することとともに、自転車での移動機会が増加したことから、シェアサイクルなど、

自転車利用と公共交通機関との連携を図る施策が有効であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

我が国の公共交通では、地方部を中心に自家用車依存が深刻な問題となっている。自動車

依存の進行は顕著であり、それに伴う環境負荷の増大や高齢者運転者の増加が懸念されて

いる。令和 3・4 年度の「国土交通白書」では、過去 30 年間で 70 歳以上の運転免許保有者

が 10 倍以上にまで増加したことや、自動車の二酸化炭素排出量は運輸部門のうち約 86%を

占めていること、交通事故死者数のうち高齢者の占める割合が 57.7%に達していることな

どが指摘されている226。加えて、自動車依存率が高まることで、地域社会での人との関わり

が損なわれていくこと (宇都宮 2019) や、地域の空洞化に深刻な影響を与え、郊外部で交

通弱者が発生する (室田 2003) といった様々な問題が引き起こされることを示唆している。 

 
226 https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html (2022 年 11 月 15 日)。 
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以上のような問題を抱える自家用車依存社会から脱却するため、国土交通省は「日本版 

MaaS」の円滑な普及の促進を目指して、「交通事業者の運賃設定に係る手続きのワンスト

ップ化」を実施している227。MaaS (Mobility as a Service) とは、一人ひとりの移動ニーズ

に応じて複数の公共交通機関や移動手段を最適に組み合わせ、運賃の支払いや予約を一括

で行えようにするサービスである。その一環として、公共交通機関のサブスクリプション化

228を図るために「一括定額運賃」の導入が進められている。具体的な取り組みとしては、令

和 2 年 4 月に国土交通省が、同年 11 月からタクシーの新たな運賃・料金サービスである

「一括定額運賃」の申請受付を開始すると発表した229。令和 2 年 6 月には、「地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律」の改正に伴って、バス路線の定額制乗り放題運賃の促進が

規定される230といった、制度導入のための法整備が徐々に取り組まれている。 

本稿は、サブスクリプション型運賃制度の導入が人々の移動目的や交通手段にどのよう

な影響を及ぼしているのかを検証することを目的とする。サブスクリプション型運賃の効

果に関する先行研究では、バス全線定期券の導入が公共交通の利用頻度を増加させること 

(Azami and Nakagawa 2021) や外出機会の創造に役立っていること (石田・谷口 2007) 

が事例研究としては示されているものの、パーソントリップ調査を始めとした詳細な行動

データを用いた実証研究は少ない。また、サブスクリプション型運賃に関してパーソントリ

ップ調査を利用した研究としては、田淵・福田 (2020) が挙げられる。しかし、同研究の目

的はサブスクリプション型運賃の社会的影響ではなく、MaaS を導入するうえで適切な空

間範囲と定額料金設定を定量的に確かめることであった。 

以上の問題意識から、本稿では、1999 年から 2015 年までの間に実施された全 4 回の「全

国都市交通特性調査」の都市別パネルデータを構築したうえで、鉄道とバスを始めとする公

共交通機関へのサブスクリプション型運賃の導入が、人々の移動目的や交通手段にどのよ

うな影響を与えるのかを検証する。分析結果からは、鉄道やバスのサブスクリプション型運

賃制度の導入が、外出機会の創出や自動車依存社会からの脱却をもたらすことが示唆され

た。さらに、サブスクリプション型運賃制度の導入の副次的効果として、自転車での移動機

会が増加したことから、自転車と公共交通機関の併用が行いやすいよう、両者の連携のため

の取り組みを進めることがより有効的であると考えられる。 

本論の構成は次の通りである。第 2 節では、自動車依存が与える社会的影響やサブスク

リプション型運賃の導入による効果に関する実証的な先行研究に言及し、第 3 節では、サ

ブスクリプション型運賃制度が公共交通に与える影響について本稿の理論仮説を導出する。

第 4 節では、それらの理論仮説を検証するためのデータと分析方法の詳細について述べた

うえで、第 5 節では、得られた推定結果について説明する。第 6 節では、分析結果に対する

 
227 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/ (2022 年 11 月 15 日)。 
228 乗車券の定期購入化のこと。 
229 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html (2022

年 11 月 15 日)。 
230 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000330.html (2022 年 11 月 15 日)。 
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考察を行うとともに、今後の MaaS の展開に関する示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

本節では、自動車依存の社会的影響と、サブスクリプション運賃の導入の効果に関する先

行研究を紹介する。 

 

２－１．自動車依存の社会的影響 

 

まず、自動車依存が社会に与える影響について論じる。資源エネルギー庁の統計によれば、

温室効果に影響を及ぼす二酸化炭素の排出量が 20%以上を占める運輸部門のうち、自動車

からの排出量はその 86%を占めており、自動車の利用が環境負荷の増加につながることが

示されている231。また、Fujii et al. (2001) では、自動車を利用する頻度が高い者ほど公共

交通機関に対して消極的な考えを抱きやすいことが示されており、過度な自動車依存の進

行によって、交通空白地帯が生じる可能性が示唆される。その他にも、自動車依存率の上昇

がその地域の中心都市の空洞化に影響を与えていること (室田 2003) や、地域社会におけ

る信頼や互助といった関わりを損なわせること (宇都宮 2019) が明らかにされている。 

以上のように、自動車への大幅な依存は、様々な社会問題を引き起こす可能性がある。し

たがって、公共交通機関の利用を促進し、脱自動車依存社会を目指すことが、より安全で持

続可能な社会の形成につながると言える。 

 

２－２．サブスクリプション運賃の導入の効果 

 

サブスクリプション運賃の導入がもたらす効果としては、全線定期券の導入によって、公

共交通の利用頻度が増加し、自動車の利用頻度が減少することや、通勤通学以外の私事を目

的とした外出が増加すること (石田・谷口 2007; Azami et al. 2021)、社会的活動への参加

のための移動が増えること (Tansawat et al. 2015) が示されてきた。しかし、いずれの研

究も、一つの事例に着目した分析となっており、複数の都市を対象とした実証研究ではない。

例えば、筑波大学内での大口特約一括定期の事例 (石田・谷口 2007) や、栃木県小山市の

バス全線定期券の事例 (Azami et al. 2021)、タイでの公共交通無償化の事例 (Tansawat et 

al. 2015) などが挙げられる。 

一方、サブスクリプション型運賃に関連してパーソントリップ調査を用いた研究も存在

する。田淵・福田 (2020) は、東京都市圏パーソントリップ調査のデータをもとに、都市圏

での交通行動を把握することで、MaaS を導入する上での適切な空間範囲と定額料金設定

 
231 https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ (2022 年 11 月 15 日)。 
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を定量的に明らかにしている。しかし、同研究はパーソントリップ調査を利用しているもの

の、サブスクリプション型運賃制度を導入する手続きに言及したものであり、社会的影響に

は触れていない。 

以上を踏まえて、本稿では、全国の自治体を対象とした全国パーソントリップ (PT) 調査

を用いて、サブスクリプション型運賃制度の導入が外出率の増加や自動車依存率の抑制へ

与える効果を実証する。 

 

 

３．理論仮説 

 

本節では、公共交通機関のサブスクリプション化が、利用者の移動目的や移動交通集団の

選択に与える影響について、理論仮説を導出する。 

まず、定額制に対する利用者の態度について検討する。定額料金制度の導入は、利用者の

定期券購入を促すことにつながると考えられる。実際、従量料金制 (切符) と定額料金制 

(定期券) の二つの課金制度を比較した場合、定額料金制度に対する利用者の評価が高いこ

とが知られている (三友ほか 2008)。これは、利用すれば利用するほど安くなるだろうとい

う思考から生じる料金低下への誤解や、切符を購入する度に料金を徴収される煩雑さを感

じずに済むという心理的コストによるものが大きい (三友ほか 2008)。 

また、定期券の利用者は、自動車を利用する機会が減り、その分公共交通機関の利用頻度

が増える。具体的には、公共交通機関を利用する経験を得るほど、公共交通機関に対して肯

定的な考えを抱くようになり、その利用頻度が増加し (中山ほか 2001)、その習慣と態度は

維持される (藤井 2004)。さらに、割引運賃定期券の導入には、中心市街地への私事のため

の訪問回数を増加させる効果があることから (石田・谷口 2007)、私事に対する外出機会が

増加すると考えられる。以上の議論から、次の仮説が導出される。 

 

仮説１ 鉄道・バスの全線定期券の導入は、自動車依存率を低下させ、私事に対する外

出機会を創出する。 

 

続いて、自動車依存率の低下や公共交通機関の利用増加の副次的な効果として、徒歩での

移動が促進されると推察される。なぜなら、歩行の質は、前後の交通手段の質から強い影響

を受けており (大矢ほか 2021)、公共交通機関の利用が増加すれば、徒歩での移動の必要性

が高まると考えられる。実際、先行研究では、定期券を導入した結果、定期券非保有者と比

べ保有者の歩行量が増加することや (鎌田・松中 2017)、公共交通の利用は車の利用より 1

日の歩行量を増加させること (柳原・服部 2014) が明らかになっている。そのため、仮説

1 に付随した効果として、次の仮説が導出される。 
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仮説２ 鉄道・バスの全線定期券の導入は、代表交通手段の徒歩の割合を増加させる。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

本稿では、住民の交通機関の利用実態を捉える指標として全国 PT 調査232を用いた。PT

調査とは、「人 (パーソン)」単位での一日の移動を尋ねることで、その人々の暮らす都市ご

とに、移動する目的や場所、時間、使用した交通手段などを把握し、データ化したものであ

る。この調査を活用することで、都市交通を始めとした諸分野の研究による様々な施策検討

が可能となる。例えば、ある人がどの時間帯に、どのような交通手段を使って移動したのか

をシミュレーションすれば、新型ウィルスの感染拡大スピードの予測が可能である233。 

本稿で使用するのは、PT 調査のうちの目的トリップと手段トリップの指標である234。目

的トリップとは、仕事や学校、買い物、食事、通院、帰宅など、一つの目的を達成するため

の移動を 1 トリップと数えて算出した指標である。たとえば、通勤トリップは、自宅を出て

勤務先へ到達するまでの一連の移動を 1 トリップとするものである。目的トリップのうち、

通勤トリップが占める割合は目的種類別構成比 (通勤) として指標化されている。一方、手

段トリップとは、鉄道やバス、自転車、徒歩といった移動手段が切り替わるごとに 1 トリッ

プと加算して求めた指標である。その例としては、家から勤務先までの経路で、徒歩→鉄道

→バス→徒歩の順で交通手段を切り替えて移動したとき、徒歩は 2 トリップ、鉄道は 1 ト

リップ、バスは 1 トリップと算出される。また、トリップで利用した主な交通手段を代表交

通手段と呼ぶ。上の例の場合は、代表交通手段は鉄道となる235。 

従属変数には、全国 PT 調査に基づいたデータとして、平成 11 年、平成 17 年、平成 22

年、及び平成 27 年の 4 年分の調査データを使用した。調査の対象となる都市数はそれぞれ

44 (平成 11 年)、62 (平成 17 年)、70 (平成 22 年)、70 (平成 27 年) の計 246 都市である。

本稿の分析では、基礎集計表に掲載されている都市別に平均化された都市別指標を利用し

た。具体的には、仮説 1 では自動車依存率を表す指標として①代表交通手段別構成比 (自動

車) を、私事に対する外出機会を表す指標として②目的種類別構成比 (私事) をそれぞれ採

用した。また、外出機会に与える影響をより細分化して分析するために、③外出率、④目的

種類別構成比 (通勤・通学)、及び目的種類別構成比 (私事) のうち、買い物のためのトリッ

 
232 https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000033.html (2022年11月15日)。 
233 https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/pt/pdf/pt_guide.pdf (2022 年 11 月 15 日)。 
234 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1015pdf/ks101511.pdf (2022 年 11 月 15

日)。 
235 複数の交通手段を利用している場合、主な交通手段を決める際の優先順位は、鉄道、バ

ス、自動車、二輪車、徒歩の順である。 
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プから算出した⑤目的種類別構成比 (私事 買物)、買物以外のためのトリップから算出した

⑥目的種類別構成比 (私事 買物以外) を用いた。仮説 2 では、徒歩移動の割合を表す指標

として⑦代表交通手段別構成比 (徒歩) を採用した。どの交通手段の割合が増加するのかを

詳細に分析するために、⑧自転車・⑨鉄道・⑩バス各々における代表交通手段別構成比も投

入した。 

独立変数には、鉄道とバスのサブスクリプション型運賃の導入有無を表す指標として鉄

道・全線定期券ダミーとバス・シルバーパスダミーを作成した。鉄道・全線定期券ダミーは、

現時点で全線定期券を導入している鉄道局のホームページから導入年度を調べ、その鉄道

局の路線が所在する市区町村を 1、そうでない市区町村を 0 とすることによって算出した

236。バス・シルバーパスダミーは、JTB グループの調査237を参照し、各市区町村における

2018 年現在のシニア向け交通費支援制度の導入の有無を調査し求めた。シニア向け交通費

支援制度は、高齢者無料乗車証や高齢者割引乗車証、助成金支援といった多岐にわたり、そ

の全てがサブスクリプション型運賃制度と同一視できるものではないことには注意された

い。 

統制変数には、高齢化率、人口密度、総人口、最寄駅からの距離 500m 未満戸数割合、人

口当たり第三次産業事業所数、及び人口当たり道路橋りょう費を投入した。そのうち、総面

積、最寄駅からの距離 500 未満戸数割合の指標は、「住宅・土地統計調査」に基づき、平成

10 年、平成 15 年、平成 20 年、平成 25 年の各年当時の最新のデータを使用した。なお、

人口当たり第三次産業事業所数のデータのうち、平成 11 年と平成 17 年のデータは、「事業

所・企業統計調査」を利用して作成し、平成 22 年と平成 27 年のデータは、「経済センサス」

に基づいて作成した。 

 

４－２．推定方法 

 

本稿では、鉄道とバスを始めとする公共交通機関へのサブスクリプション型運賃の導入

が、人々の移動目的や交通手段にどのような影響を与えるのかを検証する。以下の検証では、

合わせて 20 通りの推定を行う。 

第一に、鉄道のサブスクリプション型運賃の導入による影響についての検証では、パネルデ

ータ分析を用いる。具体的には、平成 11 年、平成 17 年、平成 22 年、及び平成 27 年の各

年の PT 調査から、最大 70 市区の集計値によるパネルデータを構築して、各年・各市区の

時間ダミー、及び個体ダミーを投入する。第二に、バスのサブスクリプション型運賃の導入

による影響についての検証では、重回帰分析を行う。バスでの分析では、シルバーパス制度

の種類が多岐にわたり、導入年度を定めることが困難であり、過去にさかのぼって制度の導 

 
236 現時点で導入されている鉄道局のみ導入年度を遡りデータ化したため、現在導入してい

ないか、以前に廃止した自治体は追跡できないという分析上の限界がある。 
237 https://jtbob.com/ (2022 年 11 月 15 日)。 
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表１ データ一覧 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

入状況のデータを収集することができなかった。そのため、全国 PT 調査の最新年度である

2015 年に限定した回帰分析とすることにした238。 

以上の推定方法を用いて、鉄道とバスそれぞれについて、外出率、目的種類別構成比 (私

事)、目的種類別構成比 (通勤・通学)、目的種類別構成比 (私事 買物)、目的種類別構成比 

(私事 買物以外)、代表交通手段別構成比 (自動車)、代表交通手段別構成比 (自転車)、代表

 
238 ただし、2018 年のバス・シルバーパスの導入状況のデータを 2015 年の全国 PT 調査の

データに代入しているという点でも分析上の限界がある。 

変数名 変数説明 出典

外出率 外出率 (%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

目的トリップ (私事) 目的種類別構成比 (私事)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

目的トリップ (通勤・通学) 目的種類別構成比 (通勤,通学)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

代表交通手段別構成比 (自動車) 代表交通手段別構成比 (自動車)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

代表交通手段別構成比 (自転車) 代表交通手段別構成比 (自転車)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

代表交通手段別構成比 (徒歩・その他) 代表交通手段別構成比 (徒歩・その他)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

代表交通手段別構成比 (鉄道) 代表交通手段別構成比 (鉄道)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

代表交通手段別構成比 (バス) 代表交通手段別構成比 (バス)(%) 全国 PT (都市交通特性) 調査

総人口 総人口 (人) e-Stat

総面積 総面積 (北方地域及び竹島を除く)【ｈａ】 e-Stat

道路橋りょう費 道路橋りょう費 (千円) ／ 総人口 (千人) e-Stat

高齢化率 65 歳以上人口 ／ 総人口 (千人) e-Stat

最寄駅からの距離 500 m 未満戸数割合 最寄駅からの距離 500 m 未満戸数/総戸数 (%) 住宅・土地統計調査

人口当たり第三次産業事業所数 第三次産業事業所数 ／ 総人口 (所数) 事業所・企業統計調査, 経済センサス

鉄道ダミー 鉄道全線定期券の導入の有無 各鉄道会社のホームページ

バスダミー シルバーパス導入の有無 JTB グループの調査

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

外出率 246 82.5907 3.6979 69.1 90.9

目的種類別構成比 (通勤通学) 280 4.3968 1.8382 0 8.4

目的種類別構成比 (私事) 280 44.9657 16.8443 0 56

目的種類別構成比 (私事・買物) 246 20.8280 2.8532 0 26.6

目的種類別構成比 (私事・買物以外) 246 30.3524 3.0692 21.7 52.5

代表交通手段別構成比 (自動車) 280 59.2489 25.7126 0 88.9

代表交通手段別構成比 (自転車) 246 9.4118 4.6092 1 29.5

代表交通手段別構成比 (徒歩) 246 13.2240 5.3250 4.3 30.6

代表交通手段別構成比 (鉄道) 246 6.5370 6.3786 0.2 28.2

代表交通手段別構成比 (バス) 246 1.5923 1.5227 0 8.7

鉄道・全線定期券ダミー 280 0.0571 0.2325 0 1

バス・シルバーパスダミー 70 0.3857 0.4903 0 1

高齢化率 280 21.8604 5.5392 9.7 39.7020

総人口 280 608779.0357 1189281.6112 24514 9272740

人口密度 280 23.9708 29.9014 0.5894 147.9614

最寄駅から500m未満戸数割合 265 0.2336 0.3359 0.0005 4.2378

人口当たり第3次産業事業所数 273 0.0378 0.0094 0.0161 0.0789

人口当たり道路橋りょう費 280 15.1319 8.0600 2.9363 47.8138
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交通手段別構成比 (徒歩)、代表交通手段別構成比 (鉄道)、及び代表交通手段別構成比 (バ

ス) の 10 個の従属変数ごとに分析を行った。 

 

 

５．分析結果 

 

本節では、公共交通機関へのサブスクリプション型運賃の導入が人々の移動目的や交通

手段に与える影響を、鉄道およびバスそれぞれにおけるサブスクリプション型運賃の導入

の有無で分け、パネルデータ分析と重回帰分析を用いて検証した結果を述べる。 

 

５－１．鉄道の全線定期券導入による影響 

 

表 3 は、鉄道の全線定期券導入の影響についての分析結果である。まず、自動車依存率に

注目した分析では、代表交通手段別構成比 (自動車) に対して、鉄道・全線定期券ダミーの

係数が 0.1%水準で負に統計的に有意な結果となった。このことから、全線定期券の導入に

は自動車依存率を低下させる効果があるということが示された。また、外出率においては、

鉄道・全線定期券ダミーの係数が 5%水準で正に有意な結果となり、全線定期券の導入は制

度が導入された地域における外出機会の創出に効果があることが分かる。その一方で、私事

を目的としたトリップ数に対しては、5%水準で負に統計的に有意な結果となったが、買い

物と買い物以外とで目的を細分化した場合では、共に有意な結果とならなかった。以上のこ

とから、仮説 1 の分析では、鉄道の全線定期券の導入は、自動車依存率を低下させ、外出機

会の創出に効果があることが明らかになった。 

次に、鉄道・全線定期券ダミーの係数が代表交通手段に占める徒歩の割合に与える影響は、

5%水準で統計的に有意な結果となり、仮説 2 で想定された通りの結果となった。また、自

転車の占める割合に対しても 0.1%水準で正に有意な結果となり、鉄道の全線定期券導入に

よって代表交通手段に占める自転車の割合が増加することが明らかになった。その要因と

しては、鉄道を利用するために、最寄り駅から家までの往復の移動をする手段として、徒歩

とともに自転車を使う機会が増えたものと考えられる。 

 

５－２．バスのシルバーパス (全線定期券) 導入による影響 

 

続く表 4 は、バスの全線定期券導入の影響についての分析結果である。まず、自動車依存

率と外出機会に注目した分析では、鉄道の分析結果と同様に、バス・シルバーパスダミーの

係数が交通手段別構成比 (自動車) に対して 1%水準で負に有意な結果となった。しかし、

外出率と目的種類別構成比においては、いずれも統計的に有意ではなかった。そのため、仮

説 1 に関する分析からは、バス全線定期券の導入は自動車依存率を低下させるものの、外 
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表３ 鉄道全線定期券が移動目的・移動手段へ与える効果 

 

 

出機会の創出に効果があるとはいえないことが示された。 

また、代表交通手段割合に着目した分析では、バス・シルバーパスダミーの係数が代表交

通手段に占める自転車の割合に対して正に有意となった。すなわち、バス全線定期券の導入

によって自転車の利用機会が増加することが明らかとなった。また、徒歩や鉄道、バスの占 

外出率
目的種類別

構成比
 (通勤通学)

目的種類別
構成比
(私事)

目的種類別
構成比

(私事・買物)

目的種類別
構成比

 (買物以外)

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

鉄道・全線定期券ダミー 1.4515 * -0.9556 * -13.0854 *** -1.2330 0.1838

(0.6286) (0.3914) (3.6126) (0.8812) (0.8700)

高齢化率 -0.1189 0.1434 0.6179 0.1072 -0.3278

(0.2019) (0.1150) (1.1986) (0.2393) (0.2504)

log (人口密度) -1.9165 1.9285 21.3859 -3.9163 7.0248

(2.2915) (1.9735) (19.1991) (9.0363) (8.9481)

log (総人口) -1.6289 0.4101 1.2351 9.3689 -13.1173

(3.2280) (2.3317) (21.3539) (8.8756) (8.5256)

log (最寄駅から500m未満戸数割合) -0.0562 -0.0426 1.6687 * 0.0367 0.1705

(0.1484) (0.0981) (0.7416) (0.1304) (0.1256)

log (人口当たり第3次産業事業所数) 0.1384 0.3515 -10.8667 -0.1004 -1.4060

(1.9500) (0.8715) (8.8951) (2.1046) (2.1943)

log (人口当たり道路橋りょう費) -0.4013 1.5383 *** 11.5365 *** -0.3377 -0.6093

(0.5487) (0.3403) (3.0998) (0.5531) (0.5222)

個体効果 YES YES YES YES YES

時間効果 YES YES YES YES YES

調整済みR
2 0.8056 0.5745 0.5341 0.5293 0.5923

N 235 265 265 235 235

代表交通手段
別構成比
(自動車)

代表交通手段
別構成比
 (自転車)

代表交通手段
別構成比
 (徒歩)

代表交通手段
別構成比
 (鉄道)

代表交通手段
別構成比

(バス)

Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10

鉄道・全線定期券ダミー -21.8109 *** 2.4218 *** 2.5321 * 0.3872 0.7158

(5.2876) (0.5511) (1.1032) (0.6619) (0.4796)

高齢化率 0.07101 0.0947 0.0779 -0.0563 0.0445

(1.6843) (0.1552) (0.2509) (0.1459) (0.0523)

log (人口密度) -3.5301 -0.0097 9.8181 3.7211 0.4639

(25.3986) (2.8969) (6.0019) (2.7722) (0.6336)

log (総人口.人.) 21.5301 -3.8853 -0.3988 0.9419 -0.2164

(30.7098) (2.7428) (3.0205) (1.2991) (0.8494)

log (最寄駅から500m未満戸数割合) 2.0109 * -0.0415 -0.2754 -0.1059 -0.0016

(1.0004) (0.1229) (0.1533) (0.1089) (0.0448)

log (人口当たり第3次産業事業所数) -4.8693 1.2637 0.5019 -0.6042 -0.3364

(11.9333) (1.2624) (1.9838) (0.9328) (0.3671)

log (人口当たり道路橋りょう費) 14.0261 ** 0.1668 0.3971 0.0844 0.0119

(4.3920) (0.6808) (0.6192) (0.4302) (0.1514)

個体効果 YES YES YES YES YES

時間効果 YES YES YES YES YES

調整済みR
2 0.6257 0.9163 0.8998 0.9769 0.9177

N 265 235 235 235 235

(1) ***:p< 0.001,  **:p< 0.01,  *’:p<0.05 , . :p<0.1

(2) ( ) 内は市区町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

従属変数
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表４ バス全線定期券が移動目的・移動手段へ与える効果 

 

 

める割合も、いずれも 1%水準もしくは 5%水準で正に有意となった。 

以上の結果から、鉄道やバスのサブスクリプション型運賃の導入は、人々の外出を促した

上で、自動車依存率を下げ、徒歩と自転車による移動を増加させ、外出機会を創出すると考

えられる一方で、私事のための外出割合に負の影響を及ぼす可能性があることが示唆され

た。この結果は、栃木県小山市コミュニティバス全線定期券の事例 (Azami and Nakagawa 

2021) や、筑波大学キャンパス交通システムの事例 (石田・谷口 2007) の知見とも一致す

外出率
目的種類別

構成比
 (通勤通学)

目的種類別
構成比
(私事)

目的種類別
構成比

(私事・買物)

目的種類別
構成比

 (私事・買物
以外)

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

(定数項) 94.7201 *** 7.0515 * 52.0569 *** 2.9302 49.1267 ***

(6.8560) (2.7991) (5.1656) (7.2957) (8.0898)

バス・シルバーパスダミー 0.9226 -0.4144 1.0751 0.9549 0.1202

(0.7525) (0.3071) (0.5667) (0.8003) (0.8874)

高齢化率 -0.3727 *** -0.0105 -0.0525 0.1124 -0.1649

(0.0744) (0.0304) (0.0560) (0.0791) (0.0877)

log (人口密度) -0.2131 -0.2368 0.4813 0.6631 -0.1818

(0.3538) (0.1444) (0.2664) (0.3763) (0.4173)

log (最寄駅から500m未満戸数割合) 0.1903 -0.1537 * 0.2424 * -0.0688 0.3112

(0.1575) (0.0643) (0.1186) (0.1675) (0.1857)

log (人口当たり第3次産業事業所数) -0.1947 0.3581 0.1903 -3.4778 * 3.6680 *

(1.3669) (0.5578) (1.0293) (1.4537) (1.6120)

log (人口当たり道路橋りょう費) -1.1737 0.6692 * -1.2888 * -1.4099 0.1211

(0.6957) (0.2839) (0.5239) (0.7399) (0.8204)

調整済みR
2 0.4905 0.1946 0.2523 0.1671 0.1219

N 68 68 68 68 68

代表交通手段
別構成比
 (自動車)

代表交通手段
別構成比
 (自転車)

代表交通手段
別構成比
(徒歩)

代表交通手段
別構成比
 (鉄道)

代表交通手段
別構成比
 (バス)

Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10

(定数項) 47.4991 34.9879 ** 13.5844 -3.3621 -2.1255

(36.3687) (12.0860) (12.9843) (17.8978) (4.0629)

バス・シルバーパスダミー -13.6100 ** 3.2881 * 4.0098 ** 4.6066 * 1.2264 **

(3.9895) (1.3258) (1.4243) (1.9633) (0.4457)

高齢化率 0.0786 -0.0223 -0.0481 -0.0108 0.0601

(0.3943) (0.1311) (0.1408) (0.1941) (0.0441)

log (人口密度) 2.6565 0.1976 -0.5159 -1.0994 0.1483

(1.8759) (0.6234) (0.6697) (0.9232) (0.2096)

log (最寄駅から500m未満戸数割合) 1.7379 * -0.0099 -0.68437* -0.7005 -0.2318 *

(0.8348) (0.2774) (0.2980) (0.4108) (0.0933)

log (人口当たり第3次産業事業所数) 8.1192 4.3595 -3.6177 -9.4233 * 0.0166

(7.2468) (2.4082) (2.5872) (3.5663) (0.8096)

log (人口当たり道路橋りょう費) 12.1851 ** -4.9694 *** -2.0050 -5.4431 ** -0.2611

(3.6882) (1.2257) (1.3168) (1.8151) (0.4120)

調整済みR
2 0.4833 0.3872 0.3822 0.4350 0.3718

N 68 68 68 68 68

従属変数

従属変数

 ***:p< 0.001,  **:p< 0.01,  *’:p<0.05 , . :p<0.1 
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る。小山市コミュニティバス全線定期券「noroca (ノロカ)」は、小山駅周辺の路線バスとデ

マンドバスを対象とした全線定期券である。noroca 導入後 1 年半で、定期券保有者のバス

利用回数が月平均 3.3 回増加し、定期券保有者の 51%が通勤通学などの利用目的以外にも

バスを使うようになるとされ (Azami and Nakagawa 2021)、その有効性が伺える。また、

筑波大学キャンパス交通システムの事例 (石田・谷口 2007) では、筑波大学の教職員や学

生を対象として大口特約一括定期を販売したことによる短期的効果として、小山市の事例

と同様にバス分担率が 10.2%増加したことに加え、教職員の自動車分担率が 17.9%減少し、

学生の通学以外を目的とした買い物や娯楽を始めとした私事のトリップ数が増える傾向に

あったことが示されている。以上の事例を踏まえても、路線バスの全線定期券の導入の効果

は、鉄道全線定期券においても見られると言える。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、1999 年から 2015 年の間に実施された全 4 回の全国都市交通特性調査の自治

体別のパネルデータを構築した上で、鉄道とバスを始めとする公共交通機関へのサブスク

リプション型運賃の導入が人々の移動目的や交通手段に与える影響を分析した。分析結果

からは、鉄道やバスのサブスクリプション型運賃の導入によって、人々の外出が促され、自

動車依存率が下がり、自転車による外出機会が創出されると考えられ、私事のための外出割

合が減少する可能性のあることが示唆された。 

以上の結論から、今後の政策についての提言を行いたい。まず、サブスクリプション型運

賃の導入を進めることで自動車依存率が下がり、外出が促されることから、国土交通省の掲

げる「日本版 MaaS」を推進する施策には、地域交通が抱える問題を解決する効果があるこ

とが期待される。また、その際には、公共交通機関のサブスクリプション化によって自転車

利用が増加するため、特に自転車とバス・鉄道などの公共交通機関との連携を強めることが

より効果的であると考えられる。具体的には、鉄道やバスを降りて目的地までの区間でレン

タル自転車を利用する「シェアサイクル」の試みが挙げられる。最後にシェアサイクルの二

つの事例を取り上げ、公共交通機関との連携を前提とした活用方法を紹介する。 

山下ほか (2005) は、宇都宮市で導入されているレンタサイクルの利用者を対象としたア

ンケート調査を実施した。その結果、他の公共交通機関と比べて待ち時間がないという利点

が、観光目的でのレンタサイクルの導入に大きな影響を与えていることや、公共交通情報を

分かりやすく明示することがシェアサイクルと公共交通の双方の利用を促進させることに

つながることが示唆されている。また、カナダの最大都市であるトロントを対象に、公共の

バイクシェアリング需要に影響を与える要因を分析した研究 (Wafic et al. 2017) によると、

大学キャンパスや交通機関の駅に近い公共自転車シェアステーションほど、トリップ率が

高くなるとされる。そのため、日本でも駅に近接してポートを設置することで、シェアサイ
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クルの活用が進むことが期待される。 

国土交通省の推進するサブスクリプション型運賃制度の導入は、外出機会の創出や自動

車依存の抑制に貢献するだけでなく、徒歩や自転車の利用を促進させる効果もあるため、公

共交通とシェアサイクルとの連携を強める形で MaaS の導入を進めていくことが必要だと

考えられる。具体的には、シェアサイクルと公共交通機関との間で情報やサービスの一元化

を行うことや、交通系 IC を利用した決済サービスの統一化、公共交通との結節点付近への

ポートの設置といった施策などは一考されるべきであろう。 
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第１６章 

 

在留外国人と日本人の住み分けが地域社会に与える影響 

―市区町村ごとの非類似性指数を用いた実証分析― 

 

近藤 かのん 

 

 

要約 

 

日本では、日本人と在留外国人の住み分けが起こっている地域がある。アメリカでは、人

種間・民族間の分離によって犯罪発生率が高まるという実証的な知見が示されている一方

日本では、住み分けと治安の関係性を明らかにしようとした研究は少ない。そこで本稿では、

平成 27 年度に行われた国勢調査小地域集計を用いて、在留外国人と日本人の住み分けの度

合いを市区町村ごとに算出し、その住み分けが地域社会の犯罪発生率にどのような影響を

及ぼしているかを検証した。分析結果からは、第一に、アメリカの研究の知見に反して、住

み分けが大きい地域では刑法犯発生率が低下すること、第二に、住み分けが大きな地域では

自治体の在留外国人政策が進んでいることが分かった。この結果は、自治体の在留外国人政

策が地域のエスニックコミュニティの存在に依存している可能性を示唆し、エスニックコ

ミュニティに属さない在留外国人の包摂施策を充実させる必要性を明らかにするものであ

る。 

 

 

１．はじめに 

 

日本に住む外国人は、戦後から一貫して増加しており、令和元年には在留外国人数が過去

最高の 293 万 3137 人を記録した239。2019 年には在留資格「特定技能」による外国人材の

受け入れも開始されている。特定技能とは、熟練した知識や技能を要する、特定産業分野の

業務に従事する外国人向けの在留資格であり240、中小・小規模事業者の人手不足の対応策と

して在留外国人の増加が期待されている241。このような流れの中で、今後、日本では多文化

共生がますます重要な政策課題になりうる。戦後から先立って外国人労働者を受け入れて

きた西ヨーロッパ諸国では、大量の外国人労働者の流入が起こった後、政府の意図に反して

 
239 https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00003.html (2022 年

10 月 31 日)。 
240 https://www.ssw.go.jp/about/ssw/ (2022 年 10 月 31 日)。 
241  https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2022/html/chapter4_01_01.html (2022

年 10 月 31 日)。 
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労働者の定着化、それに伴う家族の呼び寄せ (family reunification) が起こり、移民は出稼

ぎを目的とした一時的な滞在者から、ホスト住民と同じ社会に住む居住者に変化していっ

たことが指摘されている (森田 1994)。実際に日本政府も平成 30 年には「外国人材の受け

入れ・共生のための総合的対応策」を施行しており、外国人を「社会を構成する一員として」

受け入れる環境の整備を、取り組むべき重要な課題として認識している242。  

しかし、在留外国人を受け入れている地域社会の中には、現状、在留外国人と日本人の間

に住み分けが生じている地域があり、同じ社会の構成員として包摂されているとはいいが

たい状況がある。実際に、在留外国人の居住区が分離されている地域では、在留外国人と日

本人との間に摩擦や文化衝突が起きていることが確認されている (都築 1998)。それにもか

かわらず、日本の住み分けを研究対象とした実証研究は少なく(福本 2018)、特に住み分け

が地域社会に及ぼす影響を明らかにしようとした研究はほとんどない243。 

そこで、本稿では、住み分けの社会的影響に関して日本よりも実証研究が進んでいるアメ

リカの研究を参考に、日本社会における住み分けの社会的影響を明らかにする。具体的には、

平成 27 年度に行われた国勢調査小地域集計を用いて、在留外国人と日本人の住み分け度合

いを市区町村ごとに算出した上で、重回帰分析を行い、住み分けが犯罪発生率にどのような

影響を及ぼしているかを明らかにする。本稿の分析結果からは、アメリカの研究の知見に反

して、住み分けが大きい地域では刑法犯発生率が低下すること、また、住み分けが大きな地

域では自治体の在留外国人政策が進んでいることが明らかになった。この結果は、自治体の

在留外国人政策が地域のエスニックコミュニティの存在に依存している可能性を示唆し、

エスニックコミュニティに属していない在留外国人に対する政策を充実させる必要性を明

らかにした。 

続く第 2 節では、人種間の住み分けが社会に及ぼす影響を研究したアメリカと日本の先

行研究をそれぞれ構造的に整理し、第 3 節では、アメリカの先行研究をもとに、本稿の理論

仮説を導出する。第 4 節では、その理論仮説の検証方法を、データと分析手法から説明し、

第 5 節では、分析結果が示す意味について考察する。第 6 節では、本稿で得られた知見を

もとに、在留外国人に対する今後の施策について提言をする。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．アメリカにおける人種間分離の社会的影響 

 

人種間分離の社会的影響に関する先行研究を整理するにあたり、アメリカに注目する。ア

メリカが受け入れている移民の数は世界で最も多い 5100 万人であり、この数は全世界の国

 
242 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000468894.pdf  (2022 年 10 月 31 日)。 
243 住み分けの発生要因に関しては、是川 (2009) や福本 (2010) が実証研究を行っている。 
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際移民の 19%に相当する244。実際、アメリカでは人種間の住み分けに関する研究が進んで

おり、住み分けが社会に及ぼす影響に関してもいくつかの視点から実証研究が行われてい

る。 

第一に、住み分けの大きさと、黒人の教育・雇用状況の関係に関する研究が進んでいる。

隔離されていない地域に住む黒人に比べ、より分離された地域に住む黒人は学校教育と雇

用の状況が有意に悪く、居住区の分離の大きさと、白人と黒人の高校修了率の差は正の相関

を持っていることがわかった (Cutler and Glaeser 1997)。また、黒人にとって、都市の孤

立した居住区から郊外へと移住することは、雇用状況の改善につながり、失業率が下がる結

果につながる (Popkin et al. 1993) 。 

第二に、住み分けの大きさは犯罪発生率と正の相関を持っていることが指摘されている。

都市が拡大するに伴って中心都市の黒人コミュニティが孤立し、その結果重要犯罪の発生

率が高まることが、大都市圏の空間的な特徴と犯罪発生率の関係から指摘された 

(Shihadeh and Ousey 1996)。これは重要犯罪に限られた話ではなく、住み分けの大きさは

窃盗や暴行など刑法犯全般と正の相関があることが確認されている (Akins 2003; Hipp 

2011)。また、これらは黒人に限られた話ではない。人種・民族構成にかかわらず、住み分

けの度合いが高いほど暴力犯罪の発生率が上がることが指摘され、たとえ最も特権的な立

場にいるホスト住民であっても、居住区が高度に分離された地域においては犯罪発生率が

高まることがわかっている (Krivo et al. 2009)。 

 

２－２．日本における外国人の住み分けの社会的影響 

 

日本の住み分けに関する実証研究は、住み分けの発生要因を明らかにしようとしたもの

がほとんどである。先行研究では、地域の産業構造や在留外国人の国籍 (是川 2009)、オー

ルドカマーかニューカマーかどうかが (福本 2010) 245、住み分けの大きさを決める要素と

なりえることが明らかにされた。一方、住み分けの大きさが社会に与える影響に関して検証

した研究は、在留外国人の日本社会への溶け込み度合いに注目した研究が大半であった。例

えば、高智 (2008) は、日本語が未習得な在留外国人による過度なエスニックコミュニティ

への依存は、日本社会との乖離を生むことを示した。同じく駒井 (2010) も、外国人コミュ

ニティでの一体感の高まりは、日本人社会との間に壁を作りやすく、日本社会と心理的な距

離が広がることを指摘している。 

このように、日本の住み分けの社会的影響に関する研究は、限定的な分野にとどまってお

り、定量的な研究がほとんど行われていない。そこで次節では、アメリカの先行研究で示さ

れた住み分けの影響が、日本社会においても当てはまる可能性を理論的に説明する。この時、

 
244 https://www.unic.or.jp/news_press/info/34768/  (2022 年 11 月 5 日)。 
245 オールドカマーとは「第二次世界大戦前の植民地からの渡来者とその子孫」であり、ニ

ューカマーとは「1980 年代以降急増した外国人」である (福本 2010) 。 
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アメリカの先行研究で示された犯罪発生率に対する影響のみに注目する。本稿で、教育・雇

用状況に与える影響に注目しなかったのは、データ的な制約と住み分けの起きている地域

的特徴の違いからである。教育状況に関して、外国人の子供の就学状況の調査は都道府県単

位にとどまり246、先行研究と同様に都市ごとに比較することが不可能であった。雇用状況に

関しては、都市の中で孤立したコミュニティを対象に理論が組み立てられる一方 (Popkin 

et al. 1993)、日本ではアメリカと異なり、住み分けが「大都市インナーエリアではなく、地

方の工業地帯において見られる」(是川 2009) 点で相違する。そのため、本稿では犯罪発生

率に対する影響のみを検討する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．住み分けの大きさが犯罪発生率を高めるメカニズム 

 

Merton (1938) によると、社会には文化的に定義された目標が存在しており、個人はその

目標の達成を目指すものである。しかし、その目標達成に向けて社会が規定した制度的な手

段にアクセスできない状況下では、時に制度的な手段を放棄し、社会的に逸脱した行動をと

ってしまうことがある。つまり、制度的な手段にアクセスできないという状況は、犯罪行為

を誘発する非生物学的条件となりうる。 

Logan and Messner (1987) は、この Merton の研究を受け、エスニックマイノリティに

とって住み分けは犯罪行為を誘発する十分条件となりうることを示した247。居住地は、人々

の物理的な生活範囲を決めるだけでなく、社会的なネットワークを決める要素となり 

(Merton 1938)、制度的な手段へのアクセス可能性に大きくかかわる。例えば、居住地の分

離は雇用機会の不均衡を生む。分離された居住区に住む人々が居住区外で働くことは、ホス

ト社会の住民から好ましく思われず、そのことで、分離された居住区に住む人々の雇用機会

が制限される (Wilson 1989)。また、Villemez and Kasarda (1977) は、分離された居住区

に住む黒人の失業率の高さは、決して人種的特徴によるものではなく、外部環境によるもの

だと示している。このように、住み分けの大きな地域に住むエスニックマイノリティは、社

会的なネットワークへのアクセス状況に不平等さを感じ、その結果、犯罪を行うことがある。

Logan and Messner (1987) は、エスニックマイノリティは居住区の分離により、社会・経

済的移動性が制限されている上に、さらに政治活動の機会も制限されているため、制度的な

手段ではなく、暴力犯罪など違法な手段で解決を試みる傾向があることを明らかにした。ま

 
246 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421568_00002.htm (2022 年 10 月 31

日)。 
247 Merton (1938) を用いた、住み分けが犯罪を誘発するメカニズムの理論的な説明は、所

得や教育など他の人種的不平等にも言えることであり、住み分けに限定した理論になって

いないと批判されている (Shihadeh and Flynn 1996)。 
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た、Lichter (1988) は都市の中で孤立した黒人たちが構造的な不利と社会的疎外から、主流

社会にアクセスできず、その結果、重大犯罪発生率が高まっていると指摘している。 

 

３－２．日本の在留外国人の社会的なネットワークへのアクセス状況 

 

日本に住む在留外国人も日本の社会的制度にアクセスをしづらい状況にある。高智 

(2008) によると、日本語が不自由な在留外国人は、エスニックコミュニティに頼るしかな

く、その結果条件の悪い就労情報から選択しなくてはならない状況に置かれている。また、

日本社会と関わりを持たないエスニックコミュニティの中で、正式な代表団体を持たない

コミュニティは、地域社会と交渉するすべを持たず、地方自治体の地方運営に意見できない

状況が起こっている (都築 1998)。このような日本社会における在留外国人の制度的な手段

へのアクセス状況の問題から、以下の仮説が導出される。 

 

仮説１ 日本国内においても、住み分けが大きな地域では、犯罪発生率が上がる。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

まず、本稿では従属変数として、一万人当たりの刑法犯発生率、窃盗犯発生率を用いる。

それぞれ自然対数化した値を使用する。 

次に、理論的に関心のある独立変数として、住み分けの度合いを表す非類似性指数を用い

る。非類似性指数とは、「2 集団間の分布の相違に着目し、集団間での分布の偏り度合いを

把握」(福本 2010, p.290) できる指数であり、本稿では外国人と日本人という 2 集団の住み

分け度合いを指標化する。是川 (2009) に基づき、非類似性指数を算出する式は以下のとお

りである。 

 

𝐷 = ∑ |
𝑃𝑖𝑗

𝐹

𝑃𝑖
𝐹 −

𝑃𝑗
𝐽

𝑃𝐽| ÷ 50 (1)  

(D：非類似性指数、𝑃𝑖𝑗
𝐹：区画 j の国籍 i の人口、𝑃𝑖

𝐹：国籍 i の自治体内の総人口、𝑃𝑗
𝐽：区

画 j の日本人人口、𝑃𝐽：日本人の自治体内の総人口) 248 

 

ここでいう区画 j は町丁・字単位で区切られた区画を指す。式 (1) では、町丁・字単位で

在留外国人と日本人の住み分けの大きさを算出し、各町丁・字が属する自治体ごとに合計し

 
248 是川 (2009, p.5) より引用。 
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ている。在留外国人と日本人の住み分けの大きさは、自治体に住む在留外国人の中で区画 j

に住んでいる割合と、同じく自治体に住む日本人の中で区画 j に住んでいる割合の差分に、

絶対値をとることで算出している。この差分を自治体内のすべての区間について合計した

値を 50 で割ることで、D を 0 から 100 の範囲に収めている。D が 0 のとき、「その自治体

の全ての区画で、外国人人口と日本人人口の比率は一定である」(是川 2009, p.5) ことを表

し、D が 30 のとき、在留外国人と日本人の人口分布を一定にするには、自治体内の外国人

の 30%が移動する必要があることを意味する (是川 2009)。 

しかし、非類似性指数は地域間の人口比率の差による影響を受けやすいという批判もあ

る (福本 2010)。そこで、平成 27 年に存在する全国の 1724 の自治体のうち外国人比率の

高い上位 10%の自治体から、非類似性指数が 60 以上、犯罪発生率が 3 以下と外れ値になっ

ていた自治体、及び千代田区を除外した 164 の自治体を対象とした。千代田区を除外した

のは、昼夜間人口比率が著しく高く249、犯罪発生率と千代田区の住民構成との関連性が低い

と考えられるためである。さらにその中から、各都道府県の HP 上で市区町村別の刑法犯

数・窃盗犯数が公表されており、確認ができた 113 (刑法犯) ・87 (窃盗犯) の自治体のみを

それぞれ分析対象とした。この時、統制変数は、Logan and Messner  (1987) で用いられ

ている、15～29 歳人口比率、外国人人口比率、居住年数 5 年未満の人口比率、総人口に加

え、人口密度、納税義務者数当たりの課税所得対象額を用いる。このうち、総人口、人口密

度、一人当たり課税所得対象額は、自然対数化した値を使用する。いずれも平成 27 年度の

日経 NEEDS、国勢調査、国土交通省国土地理院が公表しているデータを用いて作成した。

表 1 は上記の変数群の変数説明であり、また、表 2 は上記の変数群の記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

表１ 変数説明 

 

 
249 https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/jyutsu1/pdf/gaiyou.pdf (2022 年 11 月

6 日)。 

変数名 変数説明 出典

刑法犯発生率 (刑法犯件数＋1)÷総人口×10000 各都道府県のHP

窃盗犯発生率 (窃盗犯件数＋1)÷総人口×10000 各都道府県のHP

非類似性指数 本稿p.5(1)参照 「国勢調査小地域集計」

15～29歳人口比率 15～29歳人口÷総人口 「日経NEEDS」

外国人人口比率 外国人人口÷総人口 「国勢調査」

居住年数5年未満の人口比率 居住年数5年未満の人口÷総人口 「国勢調査」

総人口 総人口 「国勢調査」

人口密度 総人口÷自治体面積 「国土交通省国土地理院」

1人当たり課税所得対象額 課税所得対象額÷納税義務者数 「国勢調査」
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表２ 記述統計 

 

 

上記の変数を用いて、住み分けの大きさが刑法犯発生率、窃盗犯発生率のそれぞれに及ぼ

す影響を検証する。本稿で使用する各都道府県の HP 上にある市区町村別の刑法犯数・窃盗

犯数は、公表されている年度に限りがあるため、分析手法としては単年度のデータの重回帰

分析を用いる。重回帰分析には、固体や時間に依拠した固定効果を取り除くことができない

という限界があるため、以下の分析結果を検討する際は、市区町村や採用した年度による固

定効果に影響を受けている可能性がある点に留意しなくてはならない。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．住み分けの大きさが犯罪発生率に与える影響 

 

表 3 では、非類似性指数が刑法犯発生率・窃盗犯発生率に与える影響を検証した。Model 

1 をみると、非類似性指数が上昇するのに伴い、10%水準で有意に刑法犯発生率が下がって

いることがわかる。つまり、住み分けが大きいほど刑法犯発生率は下がる傾向があり、仮説

の予測とは反対の結果となった。また、Model 2 では、非類似性指数と窃盗犯発生率に統計

的に有意な関係性は見られなかった。なぜ、日本では住み分けが犯罪発生率を抑制している

のだろうか。住み分けの大きさと刑法犯発生率に負の相関がみられた要因を検討していく。 

 

５－２．追加分析 

 

表 3 で実証された非類似性指数の刑法犯発生率に与える負の影響は、在留外国人と日本

人の住み分けが大きいほど、社会的な制度へのアクセスが良いということを示唆するのか。

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

刑法犯発生率 113 112.9818 67.2069 3.6476 517.7879

窃盗犯発生率 87 85.1269 53.5715 3.4166 378.6438

非類似性指数 113 31.9213 11.0995 4.6921 58.7762

15～29歳人口比率 113 14.7254 3.0708 5.0424 23.0169

外国人比率 113 3.5959 2.0326 1.9701 14.6401

居住年数5年未満人口比率 113 20.8244 4.2349 10.6706 32.3699

総人口 113 151883 151940.7417 1211 717082

人口密度 113 6345.4873 6612.5288 2.1193 22380.2460

1人当たり課税所得対象額 113 4083.4706 2026.4424 2646.7283 13035.7518
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そこで、公的機関である自治体が行っている在留外国人向けの多文化政策に注目する。 

 

表３ 住み分けの大きさが犯罪発生率に与える影響 

 

 

自治体が実施している在留外国人向けの施策は、在留外国人比率と比べ、在留外国人の集

住地区の有無と強い相関があり、集住地区がある地域の方が在留外国人向けの施策が進ん

でいるということが分かっている (阿部 2017)。また、地域にエスニックコミュニティがあ

ることは、自治体が在留外国人向けの施策を行うきっかけになりうる。実際に、八尾市では

在留外国人で構成された市民団体が民族教育運動を起こしたことで、1970 年代という早い

段階から市職員の採用時の国籍条項が撤廃されるなど250、在留外国人に対する取り組みが

進んだ (高智 2008)。つまり、在留外国人の集住地区や活動的なエスニックコミュニティが

 
250 https://www.city.yao.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000001/1948/shishin.PDF (2022 年

11 月 12 日)。 

Model 1 Model 2

刑法犯発生率 窃盗犯発生率

(Intercept) 4.1130 ** 4.2591 *

(1.2449) (1.6675)

非類似性指数 -0.0092 † -0.0006

(0.0052) (0.0078)

15～29歳人口比率 0.0324 0.0319

(0.0201) (0.0300)

外国人比率 0.0257 0.0819 *

(0.0247) (0.0388)

居住年数5年未満人口比率 0.0144 0.0226

(0.0123) (0.0212)

log(総人口＋1) 0.0215 (0.0560)

(0.0629) (0.0950)

log(人口密度) 0.0906 † 0.1273 †

(0.0476) (0.0703)

log(1人当たり課税所得対象額) -0.1271 -0.1972

(0.1632) (0.2099)

調整済みR
2 0.3276 0.2424

N 113 87

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数
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あることが、自治体の在留外国人政策を促進している可能性がある。そこで、実際に住み分

けの大きい地域では、自治体の在留外国人政策が充実しているのかを検証する。 

この検証は、表 2 で分析対象としている 113 の自治体の中から、政令指定都市を除いた

88 の自治体を対象に行った。政令指定都市の行政区は自治立法権を持たず251、在留外国人

政策は政令指定都市ごとに推進されているため、住み分けの大きさを表す非類似性指数を

行政区単位で算出した便宜上、政令指定都市は分析から除外した。自治体の在留外国人政策

の充実度を計る指標としては、国際交流協会の有無を用いた。国際交流協会とは、「自治体

に窓口がある、または自治体の外郭団体などで多文化共生や国際交流を推進している団体」

であり252、総務省が自治体に連携することを推奨している253 。国際交流協会には在留外国

人と社会制度を結びつける役割があることが指摘されていることから (毛受 2011)、分析の

指標として適切であると考える。 

表４では、国際交流協会のある・ない自治体の外国人比率・非類似性指数・刑法犯発生率

の平均値を比較した。t 検定を用いたとき、非類似性指数の平均値の差のみ 5%水準で有意

であった。この分析結果から、国際交流協会が存在している自治体の方が、非類似性指数が

むしろ高い傾向にあることが分かった。つまり、住み分けが大きな市区町村では、在留外国

人政策が進んでいる可能性がある。 

 

表４ 国際交流協会の有無による自治体の比較 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、平成 27 年度に行われた国勢調査小地域集計を用いて、在留外国人と日本人の

住み分けの度合いを市区町村ごとに算出した上で、重回帰分析を行い、住み分けの大きさが

犯罪発生率にどのような影響を及ぼしているかを明らかにしてきた。本稿の分析結果から

 
251 https://www.soumu.go.jp/main_content/000051164.pdf (2022 年 11 月 2 日)。 
252 http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/associations/ (2022 年 11 月 2 日)。 
253 https://www.soumu.go.jp/main_content/000718717.pdf (2022 年 11 月 2 日)。 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

外国人比率 48 3.2922 2.1983 1.9701 14.6401

非類似性指数 48 35.2709 11.5183 12.8500 58.7762

刑法犯発生率 48 96.4638 40.7394 3.6476 238.0981

外国人比率 38 3.5595 1.3851 1.9827 7.6516

非類似性指数 38 30.1811 11.4439 4.6921 57.3810

刑法犯発生率 38 103.1977 46.3726 33.6370 261.1197

国際交流協会がある

国際交流協会がない
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は、第一に、日本では在留外国人と日本人の住み分けが大きいほど、犯罪発生率が下がるこ

とがわかった。これは、アメリカの先行研究の知見に反するものであった。日本の在留外国

人は、日本人の住民から分離された居住区に住み、エスニックコミュニティに依存している

ほど、社会的な制度へのアクセス性が高い可能性がある。第二に、実際、住み分けが大きな

地域ほど自治体の在留外国人政策が進んでいることがわかった。 

上記の結果は、自治体の在留外国人政策が、地域のエスニックコミュニティに依存した構

造になっている可能性を示唆するものである。確かに、組織化されたエスニックコミュニテ

ィがホスト住民と在留外国人の社会的分離を防ぐことは既存研究でも指摘されており (武

田 2004)、エスニックコミュニティがホスト社会と在留外国人を結ぶ役割を果たすことは

否定できない。しかし、住み分けが小さい、すなわち在留外国人が分散している地域におい

て、在留外国人が社会的に包括されていないとすれば問題である。実際、在留外国人が分散

している地域では、強固なエスニックネットワークがなく、日本人との接触も少ないため在

留外国人は社会的な孤立に陥りやすい (俵 2006; 山本 2016)。また、分散地域では在留外

国人の子供に教育支援が行き届かず (土屋ほか 2014)、学校で差別的な扱いを受けることが

ある (劉 2018)。したがって、今後、日本全国に在留外国人で増加していくことが予想され

る中 (武田 2004)、分散地域での在留外国人の包摂施策を充実させるべきである。具体的な

施策としては、エスニックコミュニティの存在を活かした既存の在留外国人政策に加えて、

「ワンストップ」かつ「伴走型」の個別支援を実施し (藤井 2021)254、場合によっては、分

散地域におけるエスニックコミュニティの形成・組織化の支援を自治体が行うなど (武田 

2004)、分散地域に住む在留外国人の社会的制度へのアクセス性を高める施策が必要になる

だろう。 
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第１７章 

 

動物愛護施策が犬・猫の処遇に与える影響 

―動物愛護管理行政事務提要に基づく実証分析― 

 

齋藤 陶子 

 

 

要約 

 

日本国内は、動物愛護管理法の改正や各自治体の取り組みなどにより、犬や猫の飼育放棄

や殺処分の数は減少傾向にあるが、依然として動物愛護先進国である欧州諸国には遅れを

とっている。しかし、国内の既存研究では、各自治体の施策の効果を実証的に明らかにした

ものは少ない。そこで、本稿は、2010・2015・2020 年の環境省の「動物愛護管理行政事務

提要」から作成した都道府県別のパネルデータを用いて、殺処分や飼育放棄問題のメカニズ

ムを理論的に整理し、行政の施策が犬・猫の処遇に与える影響について検証を行った。分析

結果からは、保護施設の管理体制や動物愛護に関する条例・規則などの法整備が、犬・猫の

処遇の改善につながることが明らかになった。施設では、長期的な保管日数を設けることで

収容されている犬や猫の譲渡機会を増やすことが望ましい。また、引き取り手数料や不妊・

去勢手術助成金は犬の飼育放棄の要因を排除し、地域猫活動や TNR に関する法制度は猫の

個体数抑制に効果があるため、引き続き取り組むべき施策である。ただし、睾丸を切除する

TNR よりも精管を切除する TVHR の方が野良猫の個体数抑制に効果があるとの研究結果

が報告されているため、海外の施策を積極的に導入する姿勢も必要だと考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

現代において、犬や猫などの動物は、単なるペット (愛玩動物) の粋を越え、「家族の一員

として普段から健康管理を含めて、獣医学的知見から責任を持てる動物」(福井 2021 p.2)、

すなわちコンパニオン・アニマル (伴侶動物) として人間と共生している。特に犬や猫は国

際的にみても飼養率が高く255、人間生活と深く関わり合う存在となっている。 

しかし、その背後では、大量の犬や猫が飼い主の個人的な理由や、引き取った動物の行動

上の問題などから飼育放棄され (Hawes et al. 2020)、殺処分のリスクに晒されている。先

 
255 GfK が 2016 年に公開した「グローバルのペット飼育率調査」によると、世界的に見て

最も飼われている動物は犬で 33%、猫で 23%という。https://www.gfk.com/ja/insights/dc9

669# (2022 年 11 月 7 日)。 
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進国の中には、ドイツのように病気や怪我などのやむを得ない理由以外で殺処分を行わな

い地域もあるが (岩倉 2014)、日本では収容スペースに限りがあるなどの理由から、大量の

動物が殺処分されている256。 

このような動物の殺処分問題は、人と動物が共生していく上で解決すべき社会問題とし

て認識されており、世界各国では動物の愛護および管理に関する法規制が整えられている。

特に欧州は、世界に先立って体系的な動物愛護保護法またはそれに類する法律を制定して

おり、動物保護先進諸国として世界を牽引している (遠藤 2014)。動物愛護先進国と比較す

ると日本の動物を取り巻く法整備は遅れているが257、年々、犬・猫の引取り数や殺処分率は

大幅に改善されている258。しかし依然として犬・猫引取り数の約 3 割が殺処分されている

ため、日本の動物愛護管理行政の施策には改善が求められている。 

 先行研究では、飼い主の飼育放棄や譲渡の失敗259の要因に、飼い主や動物の属性が挙げら

れている。犬の養子縁組の成功に影響を与える要因を明らかにした研究 (Diesel et al. 2008) 

によると、問題行動のない犬と比較して、人に対して攻撃的な態度を示し、飼い主が専門機

関からのアドバイスを受けていない犬は、譲渡後も飼育放棄される可能性が高い。また、譲

渡後に犬の世話にかかる労力が予想以上と感じた飼い主は飼育放棄する可能性が高いこと

も示されている。 

 飼育放棄により動物保護施設が陥りやすい問題は犬・猫の過剰収容である。動物保護施設

で収容されている動物が過剰な場合、動物一頭あたりに十分なスペースを確保できないこ

とで、動物に身体的・精神的ストレスが加えられる。ストレスを受けた動物は、免疫低下に

よる伝染病感染や行動上の問題をはらむ可能性が高く、結果として譲渡されることなく殺

処分される可能性が高い (Edinboro et al. 2004)。 

 これらの問題解決に効果的な施策に関する研究分野も進んでいる。例えば、犬を不妊・去

勢手術させることで問題行動が減り、譲渡数が増加することが報告されており (Clevenger 

and Kass 2003)、不妊・去勢手術の有効性を示す研究がなされている。しかし日本では動物

に関する実証研究が少なく260、海外の研究でも各地域によって結果が異なっているため、日

本における各施策の効果は定かではない。 

 そこで本稿では、動物の殺処分問題に関する研究が進んでいる欧米の研究を参考に、日本

の動物愛護管理行政の施策が犬・猫の処遇に与える影響を明らかにする。具体的には、環境

 
256 平成 16 年度の犬・猫引取り数は 418,413 頭にもおよび、そのうち約 94%を占める 394,

749 頭が殺処分されている。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/

dog-cat.html (2022 年 11 月 7 日)。 
257 ドイツでは 2001 年に制定されていた使用管理基準の厳格化に伴う数量規制や幼齢犬猫

の販売規制など (中川 2012) が令和 3 年に施行されたばかりである。 
258 令和 2 年度の犬・猫引取り数は 72,433 頭に減り、殺処分率も約 32%に減少している。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html (2022 年 11 月

7 日)。 
259 一度譲渡された動物は、再度動物愛護施設に返還される可能性がある。 
260 地域猫活動の効果に関しては、土田ほか (2012) は実証研究を行っている。 
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省の「動物愛護管理行政事務提要」を用いて、各自治体が取り組む動物の愛護及び管理に関

する施策が、犬・猫の引取り数・殺処分数・譲渡数に与える影響を明らかにする。本稿の分

析結果からは、動物保護施設での保管日数の長期化により譲渡数が増加することや、現行の

動物愛護施策の有効性が示された。そのため、動物保護施設の管理体制や動物に関する条

例・規則などの法制度を整えることの必要性を示唆している。 

 続く第 2 節では、動物の殺処分や譲渡に焦点を当てた先行研究をそれぞれ構造的に整理

し、第 3 節では、第 2 節で整理した先行研究をもとに本稿の理論仮説を組み立てる。第 4 節

では、その理論仮説の検証方法を説明し、第 5 節では、分析結果を考察する。第 6 節では、

本稿で得られた知見をもとに、動物愛護管理行政の今後の施策について提言を行う。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．飼い主が犬・猫を手放す要因の研究 

 

多くの家庭で家族の一員のように大切に育てられている犬や猫がいる一方、どの地域で

も毎年多くの犬や猫が飼育放棄されている。このような問題が生じる要因を明らかにする

実証研究はいくつかあり、具体的には飼い主・動物に関連する問題が挙げられている。 

飼い主に関連する要因としては、主に、飼い主の健康状態や住まいの問題、動物に対す

る理解不足の問題が挙げられている。Jensen et al. (2020) によると、犬・猫ともに飼い主

の健康状態や住まいの問題などの飼い主の個人的な理由が飼育放棄理由の 70%以上を占め

ていることや、飼い犬については、犬の世話にかける時間がないという動物に対する理解不

足が 14%を占めていることが明らかになった。犬・猫ともに飼い主の問題が第一の理由で

あることから、飼い主に関連する理由に焦点を当てた施策の必要性が示唆されている。また、

Hawes et al. (2020) は譲渡後の失敗が生じる原因について研究しており、動物に対する理

解不足を理由に飼育放棄をした飼い主は、譲渡後に犬の世話にかかる労力が予想以上と感

じているため、飼い主への適正飼養への理解をさらに充実させる必要があると述べている。 

動物に関連する要因は、犬を対象とした研究が多く報告されており、犬の年齢や行動上の

問題 (特に攻撃的な行動) などが飼育放棄の原因とされている。Wells and Hepper (2000) 

は、犬の年齢が問題行動の発生に影響を及ぼし、結果的に譲渡後の失敗が生じることを明ら

かにした。彼らの研究によると、新しい飼い主の譲渡後 1 ヶ月以内に問題行動が報告され

た子犬は成犬よりも少なく、子犬の方が成犬より問題行動を起こす可能性が低いことが示

されている。同時に、成犬は子犬より人に対する恐怖心から攻撃的な態度をとる可能性が高

いこともわかっている。しかし、この結果は飼い主の主観に基づくものである点に留意しな

ければならない。次に、行動上の問題としては、人に対して攻撃的な態度をとり、犬の飼い

主が専門機関に相談をしない犬の方が、問題行動のない犬よりも譲渡後に返還される可能
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性が 11.1 倍高い (Diesel et al. 2008)。しかし、そのような問題行動のある犬であっても、

飼い主が専門機関に相談している場合は、譲渡後に返還される可能性は半減するという。 

これらの要因から、飼育放棄された犬や猫が動物保護施設に引き取られることで、施設で

の犬・猫の過剰収容問題が生じる。動物保護施設に収容されている動物が過剰な場合、一頭

あたりに十分なスペースが与えられないことで収容されている動物に病気やストレスなど

の負担がかかってしまう (Edinboro et al. 2004)。そのことで、動物保護施設の運営費や動

物の治療費が必要以上にかかり、譲渡数の減少と殺処分数の増加につながる (Karsten et al. 

2017)。 

以上のように、飼い主が犬・猫を手放す要因に関する研究や、動物保護施設での過剰収容

問題の研究はいくつか見られる。日本にも同様に当てはまる部分があると思われるが、先行

研究の知見の多くは、日本とは法制度も文化も異なる欧米を事例に限定されるため、日本を

対象とした実証研究が行われる必要がある。 

 

２－２．殺処分数や譲渡数へのアプローチ方法の研究 

 

前述したように、飼い主が犬・猫を手放す要因は主に、飼い主や動物にあり、飼育放棄さ

れる数が増加することで動物保護施設での問題に発展する。その上で、殺処分問題や飼育放

棄問題を解決するために効果的な施策に関する研究も進められている。まず、不妊・去勢手

術は犬の譲渡率や殺処分率の改善に効果があることが示されている。Clevenger and Kass 

(2003) は不妊・去勢された犬とそうでない犬の譲渡率、殺処分率を比較し譲渡前の不妊・

去勢手術の効果を検証した。その結果、譲渡前の不妊・去勢手術は行動上や医療上の理由に

よる殺処分率を増加させることなく譲渡率を増加させることが明らかにされた。その理由

として、具体的には、①不妊・去勢手術を受けた犬は新しい飼い主が手術費を負担せずに済

むため、手術していない犬よりも経済的負担が少ないこと、②不妊・去勢手術を受けている

犬は攻撃的な行動を示す可能性が低く、譲渡される条件が整っていること (Gershman et al. 

1994) が挙げられる。ただし、手術の有無にかかわらず動物保護施設での保管期間が長期化

するにつれ、収容スペースの制約を理由とする殺処分率の増加が見られた。 

また、国内では、野良猫の個体数を管理するために実施されている地域猫活動261や

TNR262の効果に関する研究も進んでいる。Mitsui et al. (2020) が行った東京都都市部の地

域猫活動実施地域と未実施地域を対象とした研究では、地域猫活動が猫の個体数の減少に

 
261 地域猫活動は、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術の実施や

新しい飼い主探しなどを通じて将来的に飼い主のいない猫をなくしていく活動のこと。htt

ps://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf (2022 年 11 月 9 日)。 
262 TNR 活動は、地域猫活動の基本となる考え方で、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自

然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲 (Trap) し、不妊去勢手術 (Neuter) を施し

て元のテリトリーに戻す (Return) 活動のこと。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/ai

go/2_data/pamph/h2202.pdf (2022 年 11 月 9 日)。 



241 

 

効果があることが示されている。加えて、土田ほか (2011) は、地域猫活動への行政の支援

が与える猫の殺処分数や苦情件数への影響について研究しており、行政機関の早急な支援

が猫の殺処分数減少に有効である可能性の示唆されている。一方、TNR の効果については

批判的な研究がいくつかある。TNR 実施前後の猫の個体数をもとに TNR 実施が及ぼす影

響について分析した研究 (Natoli et al. 2006) では、TNR により猫の個体数は 16%〜32%

ほど顕著に減少したが、捨て猫や家猫の流入による個体数の増加が見られたことがわかっ

ている。そのため TNR の他に家猫の繁殖を抑制するための効果的な教育プログラムを組み

込むことが提案されている。 

 さらに、人々に対する動物愛護精神や適正飼養の啓発の必要性を示唆する研究 (Hawes 

et al. 2020) や、動物愛護施設の収容スペースを拡大することの効果を明らかにした研究 

(Karsten et al. 2017) が行われており、殺処分数や譲渡数の改善に効果があることがわか

っている。しかし、引取り手数料の有料化は、飼い主からの引取り数減少のための根本的な

策ではないとも推測されており、むしろ、飼い主の抱える動物に関する悩みを相談する場所

の提供や、適正飼養の啓発活動などの人的介在の方が、飼い主の引取り依頼行動を抑制する

可能性が高いことが示唆されている (岩倉 2016)。 

 このような犬・猫の殺処分数減少や譲渡数増加に対する施策の効果も、研究対象や地域に

よって結果が異なるなど、特に、日本国内の事例を用いて更なる実証研究が求められるとこ

ろである。次節では、日本の自治体で実際に行われている動物愛護管理行政に関する施策を

中心に、その犬・猫の処分に与える影響を理論的に考察する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．繁殖管理に関する施策の効果 

 

動物愛護管理行政の中心的な政策手段の一つは、動物の繁殖管理に関わる施策である。具

体的には、不妊・去勢手術助成金の給付や、野良の動物の不妊・去勢を行い、個体数管理を

行うなどの施策が行われている。 

まず、犬に焦点を当てた研究では、不妊・去勢手術を受けた犬はそうでない犬よりも、殺

処分率が低下し、譲渡率が増加する可能性が高いことが示されている (Clevenger and Kass 

2003)。その理由として、不妊・去勢手術による攻撃的な行動の抑制が挙げられている 

(Gershman et al.1994)。人に対して攻撃的な態度をとる犬は問題行動のない犬よりも飼育

放棄される可能性が高く (Diesel et al. 2008)、積極的な不妊・去勢手術が望ましい。そのた

め、不妊・去勢手術料の免除や助成金の有無は、犬の引取り数や譲渡数、殺処分数の改善に

影響があることが考えられる。また、金銭的な負担の観点では、引取り手数料の有料化が犬

の引取り数に影響を与えることが指摘されている (岩倉 2016)。 
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 猫に焦点を当てた研究では、繁殖能力の高い猫の個体数を管理するために、地域猫活動や

TNR の実施が望ましいと示唆されている (土田ほか 2011)。それらの施策は捨て猫や家猫

の流入には効果がないとする研究もあるが (Natoli et al. 2006)、引取り数や殺処分数など

への影響も確認すべきであろう。地域猫活動や TNR などの施策の推進を条例・規則などで

規定している地域では、野良猫などの個体数が管理されるため、引き取りや殺処分が減少す

るかもしれない。具体的には、「猫の保護 (愛護) 及び管理に関する条例、規則、要綱等の概

要」263などの策定状況は、猫の引取り数や譲渡数、殺処分数に影響することが考えられる。

また、猫についても、犬と同様に、不妊・去勢手術の助成金の有無が、繁殖管理などに効果

を持ちうるだろう。 

これらの議論を踏まえて具体的には以下の仮説が考えられる。なお、分析に際しては、成

犬・子犬・成猫・子猫を細分化して扱う。犬の年齢は犬の問題行動と密接に関連しており 

(Wells and Hepper 2000)、地域猫活動や TNR の実施によって生殖能力を失う猫が増える

と、猫の年齢別の個体分布も歪むだろうから、そのような年齢の違いも考慮すべきであろう。 

 

仮説１ 不妊・去勢手術助成金のある地域ほど、犬・猫の引取り数・殺処分数が減少し

て、譲渡数が増加する。 

 

仮説２ 引取り手数料の有料化を実施している地域ほど、犬・猫の引取り数・殺処分数

が減少して、譲渡数が増加する。 

 

仮説３ 猫に関する概要が定められている地域ほど、猫の引取り数・殺処分数が減少し

て、譲渡数が増加する。 

 

３－２．動物愛護推進員・協議会の効果 

 

 日本の各地域では動物愛護推進協議会の設置や動物愛護推進員の委嘱が行われている264。

神奈川県の健康医療局265によると、動物愛護推進員は「県や市町村が実施する動物愛護普及

事業への協力や、各種動物の飼い方等に関する相談対応など、地域に根ざした動物愛護の推

進」に取り組む人々のことを指しており、推進員の中には動物に関する識見を有する獣医師

などを含む地域もある。また、彼らが意見交換を行う場として動物愛護推進協議会が設けら

れている。地域社会と密に関係を持つ動物愛護推進員の存在は、飼い主が犬や猫を手放す要

因として挙げられる飼い主の個人的な理由や動物の行動上の問題の解決に影響を与えるこ

 
263 環境省の「動物愛護管理行政事務提要」に詳細が記載されており、主に飼い猫の適正飼

養の指導や猫の不妊・去勢手術助成金に関する要綱などがまとめられている。 
264 環境省の「動物愛護管理行政事務提要」に記載されている。 
265 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/doubutsuaigosuishinin.html (2022 年 11 月 1

6 日)。 
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とがある266。特に獣医師などの専門的な知識を有する推進員は、一般市民の推進員よりも信

憑性の高い助言を与えるだろう。このように、動物愛護推進員の存在により、地域社会全体

の動物愛護精神が高められることで、犬・猫の処遇が改善されることが考えられる。これら

から、具体的には以下の仮説を導入する。 

 

仮説４ 動物愛護推進協議会の設置と推進員の委嘱が実施されている地域ほど、犬・猫

の引取り数・殺処分数が減少して、譲渡数が増加する。 

 

仮説５ 獣医師の推進員数が多い地域ほど、犬・猫の引取り数・殺処分数が減少して、

譲渡数が増加する。 

 

３－３．動物保護施設の管理体制 

 

飼い主に飼育放棄された犬・猫のほとんどが動物保護施設に引き取られることにより、施

設での犬・猫の過剰収容問題が生じる。Edinboro et al. (2004) の研究では、動物保護施設

に収容されている動物が過剰な場合、一頭あたりに十分なスペースが与えられていないこ

とから、収容されている動物に病気やストレスなどの負担がかかることが示されている。そ

れにより動物保護施設の運営費と動物の健康管理費が増加し、譲渡数の減少または殺処分

数の増加に繋がる (Karsten et al. 2017)。したがって、長期間の収容日数を設けている動物

保護施設ほど一頭あたりの収容スペースが制限され、結果的に医療上の理由などでやむを

えず殺処分される可能性があることが考えられる。これらは、具体的には以下の仮説が導入

できる。 

 

仮説６ 収容日数を長期間設定している地域ほど、犬•猫の引取り数・譲渡数・殺処分

数は改善されない。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、環境省の「動物愛護管理行政事務提要」に基づき、

2010・2015・2020 年の動物愛護管理行政の施策に関する都道府県別のパネルデータを構築

した。まず、本稿の分析に用いる従属変数は、成犬・子犬・成猫・子猫それぞれの引取り数・ 

 
266 飼い主が動物の飼養に関する悩みを抱えている場合、専門機関に相談することで問題が

解決する可能性が高い (Diesel et al. 2008)。 
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表１ 変数説明 

 

 

譲渡数・殺処分数である。子と成で各独立変数の影響が異なることが考えられるため細分化

して投入している。この値は、分析の際には自然対数化を行う。なお、最小値が 0 の場合に

は、全体の値に 1 を足してから自然対数化する。 

独立変数には理論的に興味のある変数を投入した。具体的には①不妊・去勢手術助成金の

実施率、②引取り手数料、③猫の概要の制定率、④動物愛護推進員・協議会のダミー、⑤動

変数名 変数説明 出典

成犬の引取り数 施設に引き取られた成犬の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

子犬の引取り数 施設に引き取られた子犬の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

成犬の譲渡数 引き取られた犬のうち、譲渡された成犬

の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

子犬の譲渡数 引き取られた犬のうち、譲渡された子犬

の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

成犬の殺処分数 引き取られた犬のうち、殺処分された成

犬の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

子犬の殺処分数 引き取られた犬のうち、殺処分された子

犬の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

成猫の引取り数 施設に引き取られた成猫の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

子猫の引取り数 施設で引き取られた子猫の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

成猫の譲渡数 引き取られた猫のうち、譲渡された成猫

の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

子猫の譲渡数 引き取られた猫のうち、譲渡された子猫

の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

成猫の殺処分数 引き取られた猫のうち、殺処分された成

猫の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

子猫の殺処分数 引き取られた猫のうち、殺処分された子

猫の数。

「動物愛護管理行政事務提要」

犬の不妊・去勢手術助成金の実施率 市町村別人口を用いて、都道府県内の市

区町村の実施状況を人口で加重平均し、

その値を都道府県ごとに足し合わせた。

「住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数」、「動物

愛護管理行政事務提要」

猫の不妊・去勢手術助成金の実施率 市町村別人口を用いて、都道府県内の市

区町村の実施状況を人口で加重平均し、

その値を都道府県ごとに足し合わせた。

「住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数」、「動物

愛護管理行政事務提要」

引取り手数料 生後90日未満と91日以上の引取り手数料

を足して、平均をとった値。

「動物愛護管理行政事務提要」

猫に関する概要の制定率 市町村別人口を用いて、都道府県内の市

区町村の制定状況を人口で加重平均し、

その値を都道府県ごとに足し合わせた。

「住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数」、「動物

愛護管理行政事務提要」

動物愛護推進員・協議会ダミー 動物愛護推進員・協議会のある地域は1、

ない地域は0とするダミー変数。

「動物愛護管理行政事務提要」

推進員数 推進員数の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

獣医師数 推進員数のうち、獣医師の数。 「動物愛護管理行政事務提要」

犬の保管日数 (保管最大日数＋保管最低日数)÷2。 「動物愛護管理行政事務提要」

猫の保管日数 (保管最大日数＋保管最低日数)÷2。 「動物愛護管理行政事務提要」

犬の引取り箇所数 猫の引取りを行う施設数。 「動物愛護管理行政事務提要」

猫の引取り箇所数 犬の引取りを行う施設数。 「動物愛護管理行政事務提要」

犬の咬傷事故件数 犬の咬傷事故件数。 「動物愛護管理行政事務提要」

総人口 都道府県別の総人口 (千人)。 「住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数」
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物愛護推進員数、⑥動物愛護推進員数のうちの獣医師数、⑦動物保護施設での収容日数であ

る。④以外の変数は全て自然対数化したものを分析に用いており、①と③は都道府県内の市

区町村の値を算出している。具体的には、総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態

及び世帯数」267に記載の市町村別人口を用いて、都道府県内の市区町村の実施状況を人口で

加重平均した値を計算した。 

その他には、統制変数として都道府県ごとの総人口と犬の咬傷事故件数、引き取り箇所数 

を投入する。分析の際は、都道府県ごとの総人口のみ自然対数化を行う。 

表 1 は、上記の変数群の変数説明で、表 2 は変数群の記述統計である。 

 

表２ 記述統計 

 

 

 
267 2010・2015・2020 年の 3 か年の住民基本台帳に関するデータが記載されている。以下

の URL には 2020 年度の住民基本台帳に関するデータが記載されている。https://www.so

umu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000220.html (2022 年 11 月 9 日)。 

観測数 平均値 標準誤差 最小値 最大値

成犬の引取り数 141 706.8723 610.3204 56 3112

子犬の引取り数 134 199.0075 301.7133 0 1802

成犬の譲渡数 141 231.9716 591.8662 10 6602

子犬の譲渡数 129 94.8915 137.7825 0 776

成犬の殺処分数 141 355.9858 504.0439 0 2554

子犬の殺処分数 122 99.1721 219.8000 0 1485

成猫の引取り数 141 430.0851 556.1998 0 3452

子猫の引取り数 133 1054.3985 836.3361 56 4799

成猫の譲渡数 141 92.1064 167.2249 0 1088

子猫の譲渡数 126 173.6429 189.3692 0 847

成猫の殺処分数 141 496.9220 782.5520 0 4866

子猫の殺処分数 121 799.9091 763.4413 5 3003

犬の不妊・去勢手術助成金の実施率 141 0.1592 0.2465 0 1

猫の不妊・去勢手術助成金の実施率 141 0.4280 0.3314 0 1

引取り手数料 141 1735.0355 859.5976 650 6120

猫に関する概要の制定率 141 0.6099 0.4699 0 1

動物愛護推進員・協議会ダミー 141 0.8333 0.3255 0 1

推進員数 141 41.8369 54.5981 0 327

獣医師数 141 12.9007 21.3626 0 110

犬の保管日数 141 82.6667 97.8062 1 366

猫の保管日数 141 82.3475 95.6447 1 366

犬の引取り箇所数 141 12.0426 13.4928 1 114

猫の引取り箇所数 141 11.3121 13.6005 1 114

犬の咬傷事故件数 141 65.6028 56.2117 6 356

総人口 141 2705.2118 2686.7781 561.1750 13834.9250
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４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、①譲渡数と殺処分数を従属変数に、引取り数を独立変数に投入する

モデルと、②引き取り数のみ従属変数に投入するモデルの 2 パターンの分析を行う。分析

手法は、都道府県ごとにクラスター化したロバスト標準誤差を用いた固定効果モデルによ

るパネルデータ分析を採用している。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．犬の主要結果  

 

表 3 では、都道府県別パネルデータから、都道府県別の動物愛護施策が犬の引取り数・譲

渡数・殺処分数に与える影響を検証した。まず、引取り手数料や不妊・去勢手術助成金は犬

の引取り数に有意に負であり、これらの施策を採用する自治体の多い都道府県ほど、犬の引 

取り数が減少していることがわかる。つまり、引取り手数料や不妊・去勢手術助成金のよう

な金銭面を重視した施策は、飼い主の引取り依頼行動を抑制し、犬の不妊・去勢手術を推進

することで犬の問題行動を抑止することなどに効果があると考えられる。次に、犬の保管日

数の長期化は犬の譲渡数に有意に正であり、犬の保管日数が長いほど、犬の譲渡数が増加す 

 

表３ 動物愛護管理行政が犬の引取り数・譲渡数・殺処分数に与える影響 
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ることがわかる。これは仮説 6 に反する結果となっており、犬の保管日数が長いことで殺

処分される確率より譲渡される確率が高まることが示唆される。しかし、動物愛護推進員・

協議会の存在や推進員数の数などは犬の処遇の改善に有意な結果を示さなかった。 

以上の結果から、引取り手数料の有料化や不妊・去勢手術助成金の給付のような金銭的な

制限と支援は、飼い主の飼育放棄の抑制に影響を与えると考えられる。また、動物保護施設

は、長期的な保管日数を設けることで収容されている犬や猫の譲渡機会を増やすことが望

ましい。一方、動物愛護協議会の設置や委嘱された推進員数は動物の処遇を改善していない。

ただし、今回の分析は、動物愛護推進員・協議会の設置の有無や推進員数といった表層的な

数値のみを用いている点には注意が必要である。 

 

５－２．猫の主要結果 

 

表 4 では、都道府県別パネルデータから、都道府県別の動物愛護施策が猫の引取り数・譲

渡数・殺処分数に与える影響を検証した。まず、猫に関する概要の制定率は猫の殺処分数に

有意に負であり、地域猫活動や TNR など猫の愛護や管理に関する制度が整っている地域ほ

ど、猫の殺処分数が減少していることがわかる。しかし、動物愛護推進員・協議会ダミーは

猫の殺処分数に有意に正であり、動物愛護推進員・協議会が設置されている自治体の多い都

道府県ほど、猫の殺処分数が増えるという直感に反する結果となっている。 

以上の結果から、地域猫活動や TNR など、猫の愛護や管理に関する制度が充実している 

 

表４ 動物愛護管理行政が猫の引取り数・譲渡数・殺処分数に与える影響 
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地域ほど、猫の殺処分数が減少することがわかる。猫に関する概要では、主に猫の個体数

抑制を目的とした不妊・去勢手術に関する助成金や補助金制度について定められており、

多くの自治体で不妊・去勢手術の必要性が主張されていた。そのため、不妊・去勢手術助

成金の給付は、動物の処遇を改善するために効果的な施策の一つと考えられる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2010・2015・2020 年までの環境省の「動物愛護管理行政事務提要」の都道府

県別データのパネルデータを用いて、動物愛護行政の施策が犬・猫の処遇に与える影響を明

らかにしてきた。本稿の分析結果から、保管日数の長期化は犬の譲渡可能性を高め、引取り

手数料や不妊・去勢手術助成金の設定は犬の引取り数の減少に影響があることがわかった。

また、猫の概要を定めている市区町村が多い都道府県ほど、猫の殺処分数が減少することか

ら、地域猫活動や TNR などの猫の繁殖管理に関する条約や規則の有効性が示唆される。し

かし、動物愛護協議会の設置や委嘱した推進員の数は必ずしも犬・猫の引取り数・譲渡数・

殺処分数に効果があるわけではない。さらに、犬・猫ともに動物保護施設での引取り数の増

加は譲渡数の増加だけでなく殺処分数の増加のリスクもはらむ。保管日数の短い施設より

長期間保管できる施設の方が新しい譲渡先を確保するまでの猶予期間があるため譲渡され

る可能性は高くなる。ただし、必要以上の動物を引き取った結果、動物一頭あたりに十分な

スペースを提供することが困難になり、動物が譲渡不可能な状態に陥ってしまうなどの問

題には留意すべきだろう。 

上記の知見に基づけば、動物愛護管理行政における動物保護施設の設備体制や動物の法

体制を整えることが、犬・猫の処遇の改善につながるものと期待される。実際の設備体制や

法体制を考えるにあたっては、欧州の先進国の事例も参考になるだろう。欧州最大級の保護

施設であるティアハイム・ベルリンでは、東京ドーム 4 個弱にもおよぶ広大な土地でさま

ざまな動物を保護しており、引き取られた動物が心身ともに健康に過ごすための環境整備

がなされている268。また、フランスでは動物の扱いに関する法律を改正し、2024 年からペ

ットショップでの犬や猫の展示や販売を禁止することが定められた269。ペットショップで

犬や猫が衝動買いされ、飼育放棄される現状を変えることを目的とされており、動物を取り

巻く問題に対してスピーディーに対応している。加えて、睾丸を切除する TNR よりも、精

管を切除する TNHR (パイプカット) の方が、野良猫の個体数抑制に有効であることが報告

されている270。 

 
268 https://pedge.jp/reports/tierheim/ (2022 年 11 月 12 日)。 
269 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220121/k10013442041000.html (2022 年 11 月

12 日)。 
270 https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/8278/ (2022 年 11 月 17 日)。 
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このように欧州を中心とした動物愛護先進国では、保護施設の設備や法制度が社会の変

化に合わせて臨機応変に対応していることで人間と動物の共生社会が実現しているといえ

る。日本国内でも欧州諸国を参考に、動物愛護管理行政のあり方を考えていく必要があるだ

ろう。 
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